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目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
の
展
開
と
課
題

〜
評
価
結
果
・
改
定
事
項
等
に
基
づ
く
人
事
評
価
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
考
察
〜

辻　

琢
也

（
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

自
治
体
が
存
在
す
る
。

一
般
に
政
策
は
、
そ
れ
を
具
現
化
し
た
制
度
の
運
用
と
評
価
、
改
善
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
実
現
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、「
目
標
管
理
型
勤
務
評
定
制
度
の
導
入
目
的
と
基
本
設
計
」
一
「
超
高
齢
・
分
権
型
社
会
に
お

け
る
自
治
体
の
組
織
体
制
と
人
事
管
理
」
二
「
市
民
税
課
係
員
Ｘ
を
モ
デ
ル
と
し
た
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
の
運
用

と
課
題
」
三
等
、
こ
れ
ま
で
も
人
事
評
価
の
あ
り
方
に
関
し
て
具
体
的
に
論
じ
て
き
た
。
ま
た
、
現
時
点
で
も
っ
と
も
ま

と
ま
っ
た
報
告
書
の
一
つ
で
あ
る
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』（
二
〇
〇

九
年
）
四
の
作
成
に
も
研
究
会
委
員
の
一
人
と
し
て
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
幸
い
に
し
て
、
制
度
の
導
入

初
期
段
階
か
ら
継
続
的
に
筆
者
と
意
見
交
換
し
な
が
ら
、
人
事
評
価
に
取
り
組
む
団
体
に
も
恵
ま
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
筆
者
が
人
事
評
価
の
あ
り
方
に
関
与
し
て
き
た
自
治
体
の
う
ち
、
対
照
的
な
性
格
を
有
す
る

二
つ
を
選
び
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
結
果
や
改
正
事
項
等
に
基
づ
い
て
人
事
評
価
制
度
と
そ
の
運
用
の
あ
り
方
を
具
体
的
に

論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅱ　

二
つ
の
自
治
体
に
お
け
る
人
事
評
価
制
度
の
比
較

本
論
文
が
事
例
研
究
の
対
象
と
し
た
の
は
、
神
奈
川
県
川
崎
市
と
長
野
県
松
川
町
で
あ
る
五
。
川
崎
市
は
首
都
圏
に
位

置
す
る
総
人
口
一
四
〇
万
人
超
の
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
。
人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
職
員
数
だ
け
で
一
万
三
〇
〇
〇
人

を
超
え
、
職
員
団
体
の
活
動
が
盛
ん
な
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
人
事
評
価
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
財
政
危
機
宣
言

を
し
、
一
早
く
行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
背
景
も
あ
り
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
試
行
を
は
じ
め
、

二
〇
〇
六
年
度
か
ら
本
格
運
用
を
開
始
し
た
。
今
年
度
（
二
〇
〇
九
年
度
）
は
本
格
運
用
か
ら
は
四
年
目
、
試
行
か
ら
は

六
年
目
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
松
川
町
は
、
長
野
県
南
部
下
伊
那
郡
に
位
置
す
る
総
人
口
一
万
三
〇
〇
〇
人
強

Ⅰ　

は
じ
め
に
〜
本
論
文
の
背
景
と
目
的

半
世
紀
ぶ
り
に
給
与
構
造
の
抜
本
改
革
を
求
め
た
人
事
院
勧
告
（
二
〇
〇
五
年
八
月
一
五
日
）
か
ら
、
早
四
年
の
歳
月

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
勤
務
成
績
に
基
づ
く
昇
給
制
度
の
導
入
」
や
「
勤
勉
手
当
へ
の
実
績
反
映
の
拡
大
」
を

求
め
た
同
勧
告
の
下
、
自
治
体
に
対
し
て
も
「
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
」
の
実
現
が
求
め
ら
れ
た
。
自
治
体
の

中
に
は
、
未
だ
そ
の
必
要
性
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
人
事
評
価
制
度
の
検
討
や
試
行
を
旧
態
依
然
と
し
て
繰
り
返
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
勧
告
を
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
し
て
、
目
標
管
理
の
手
法
に
基
づ
く
人
事
評
価
制
度

を
新
た
に
導
入
し
、
勤
務
成
績
に
基
づ
く
昇
給
制
度
の
実
現
や
勤
勉
手
当
へ
の
実
績
反
映
の
拡
大
に
真
摯
に
努
め
て
き
た
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の
田
園
風
景
豊
か
な
ま
ち
で
あ
る
。
果
樹
や
水
田
と
い
っ
た
農
業
資
源
に
恵
ま
れ
る
一
方
、
工
業
立
地
も
す
す
み
、
過
疎

指
定
は
受
け
て
い
な
い
。
川
崎
市
職
員
総
数
と
ほ
ぼ
同
水
準
の
住
民
を
抱
え
る
に
す
ぎ
な
い
松
川
町
の
職
員
数
は
、
一
〇

〇
名
強
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
評
価
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
六
年
度
の
試
行
を
経
て
二
〇
〇
七
年
度
よ
り
本
格
運

用
し
て
い
る
。

㈠　

川
崎
市
の
事
例
〜
本
格
運
用
開
始
時
の
仕
組
み

川
崎
市
の
人
事
評
価
制
度
は
、「
職
員
の
能
力
や
実
績
を
適
正
に
評
価
し
て
人
事
や
給
与
等
の
処
遇
に
結
び
つ
け
、
職

員
の
や
る
気
や
働
き
が
い
を
引
き
出
し
、
よ
り
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
導
入
」六
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
（
図
表―
１
）。
ま
た
、「
目
標
管
理
の
手
法
を
用
い
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
責
任
主
体
と
し
て
の
自
覚
を
促

し
、
主
体
的
に
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
職
員
の
意
識
改
革
や
効
果
的
な
人
材
育
成
を
推
進
し
」
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
新
総
合
計
画
の
進
捗
管
理
の
た
め
の
事
務
事
業
・
施
策
評
価
と
、
人
事
評
価
に
お
け
る
組
織
目
標
が
連
携
す
る

形
と
な
っ
て
い
る七
。

同
市
の
人
事
評
価
制
度
の
最
大
の
特
徴
は
、「
業
績
評
価
」
と
「
能
力
評
価
」
を
二
本
柱
と
し
な
が
ら
も
、
業
績
評
価

重
視
の
制
度
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
能
力
評
価
の
評
価
項
目
の
う
ち
業
績
評
価
と
密
接
な
項
目
に
つ
い
て

は
、
業
績
評
価
の
結
果
を
も
っ
て
評
価
し
て
い
る
。

以
下
、
①
被
評
価
者
・
評
価
者
、
②
評
価
フ
ロ
ー
、
③
業
績
評
価
、
④
能
力
評
価
、
⑤
最
終
評
価
、
⑥
苦
情
相
談
体

制
、
⑦
評
価
者
研
修
、
⑧
評
価
結
果
の
反
映
の
各
項
に
分
け
て
、
本
格
運
用
開
始
時
点
に
お
け
る
人
事
評
価
制
度
の
構
成

要
素
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
。

①
被
評
価
者
・
評
価
者

部
長
級
以
下
の
職
員
を
評
価
対
象
と
し
、
条
件
付
採
用
期
間
中
、
再
任
用
、
省
庁
等
へ
の
長
期
派
遣
研
修
中
の
職
員
も

対
象
と
し
た八
。
局
長
級
職
員
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
よ
り
簡
便
化
し
た
局
長
業
績
評
価
を
実
施
し
て
い
る
。
被
評
価
者

の
直
属
の
上
司
が
一
次
評
価
者
、
一
次
評
価
者
の
上
司
が
二
次
評
価
者
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
次
評
価

者
を
経
た
評
価
を
さ
ら
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
、
課
長
補
佐
以
下
は
局
長
が
、
ま
た
、
課
長
級
以
上
の
管
理
職
は
市
長

を
は
じ
め
と
す
る
各
任
命
権
者
が
確
認
者九
と
な
る
。
な
お
、
後
で
も
一
部
述
べ
る
と
お
り
、
職
位
に
よ
っ
て
能
力
評
価

の
評
価
項
目
が
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
係
長
や
管
理
職
に
関
し
て
は
、
部
下
の
有
無
に
よ
っ
て
も
評
価
項
目
が
異
な
っ

て
い
る
。

②
評
価
フ
ロ
ー

評
価
期
間
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
一
年
間
で
あ
る
。
局
の
組
織
目
標
を
三
月
に
準
備
し
、
四
月

中
に
局
・
部
・
課
の
組
織
目
標
ま
で
設
定
す
る
。
被
評
価
者
は
そ
れ
ら
の
組
織
目
標
等
を
踏
ま
え
、
各
自
の
業
務
目
標
を

四
月
か
ら
五
月
ま
で
の
間
に
設
定
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
五
月
末
ま
で
に
一
次
評
価
者
と
の
面
談
を
実
施
す
る
。
そ
の
後
、

一
〇
月
中
に
業
務
目
標
の
進
捗
状
況
の
確
認
等
の
中
間
フ
ォ
ロ
ー
面
談
（
一
次
評
価
者
と
被
評
価
者
）
を
、
一
月
か
ら
二

月
に
か
け
て
自
己
申
告
を
含
む
評
価
の
た
め
の
面
談
（
一
次
評
価
者
）
を
実
施
し
、
二
月
末
ま
で
に
二
次
評
価
者
は
二
次

評
価
結
果
を
被
評
価
者
に
通
知
・
説
明
す
る
。
最
終
評
価
を
三
月
末
に
決
定
し
、
四
月
に
入
っ
て
か
ら
最
終
評
価
の
結
果

を
被
評
価
者
に
通
知
す
る
。
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③
業
績
評
価

②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
組
織
目
標
は
局
・
部
・
課
単
位
で
設
定
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
、
業
務
目
標
は
各
被
評
価
者
が

設
定
す
る
。
そ
の
際
、
係
員
は
担
当
す
る
業
務
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
設
定
す
る
が
、
係
長
以
上
の
職
員
は
組
織
目
標

を
踏
ま
え
た
目
標
の
中
か
ら
優
先
度
の
高
い
目
標
を
選
び
、
設
定
す
る
一
〇
。
そ
の
上
で
、
そ
の
難
易
度
（
共
通
の
基
準

に
照
ら
し
て
分
類
）
と
達
成
度
に
よ
り
評
価
を
行
い
、
点
数
化
し
て
い
る
一
一
。
そ
の
際
、
難
易
度
が
高
い
も
の
ほ
ど
点

数
が
高
く
な
る
仕
組
み
と
す
る
と
と
も
に
、
安
易
に
難
易
度
の
高
い
目
標
設
定
が
さ
れ
な
い
よ
う
、
そ
の
数
に
制
限
を
設

け
る
。
さ
ら
に
、
管
理
職
の
全
目
標
と
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
の
目
標
の
う
ち
困
難
度
の
高
い
Ａ
目
標
に
つ
い
て
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
、
副
市
長
を
ト
ッ
プ
と
す
る
目
標
管
理
委
員
会
で
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
一
二
。

ま
た
、
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
は
業
務
目
標
以
外
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
レ

ン
ジ
目
標
は
勤
務
時
間
外
に
取
り
組
む
こ
と
、
業
務
目
標
に
は
該
当
し
な
い
が
市
の
業
務
に
関
連
す
る
こ
と
等
四
つ
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
評
価
の
加
点
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
制
度
は
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
単
に
こ
な
す
だ

け
で
な
く
、
よ
り
主
体
的
に
考
え
、
取
り
組
も
う
と
す
る
人
材
の
育
成
や
自
ら
進
ん
で
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
喚
起

し
、
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

④
能
力
評
価

能
力
評
価
は
原
則
と
し
て
、
減
点
方
式
で
行
わ
れ
る
。
業
績
評
価
よ
り
も
能
力
評
価
の
方
が
恣
意
的
に
行
わ
れ
や
す
い

側
面
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
客
観
的
事
実
の
有
無
を
も
っ
て
評
価
す
る
一
三
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
評
価
者
の
必
要
以
上

の
不
安
を
払
拭
し
、
ま
た
、
特
定
個
人
に
過
度
に
査
定
昇
給
が
累
積
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
係
員
の
「
姿
勢
・
態
度
」
に
加
減
点
方
式
の
「
役
割
意
識
」、
他
に
課
長
補
佐
以
下
の
「
資
格
・
免
許
」
は
加
点
方

式
が
採
用
さ
れ
た
。

⑤
最
終
評
価

最
終
評
価
は
、
二
次
評
価
に
お
け
る
業
績
評
価
と
能
力
評
価
の
点
数
を
合
算
し
た
上
で
、
課
長
級
以
上
の
管
理
職
に
つ

い
て
は
市
長
、
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
に
つ
い
て
は
局
長
が
、
そ
れ
ら
を
五
段
階
に
区
分
し
、
決
定
す
る
。
そ
の
際
、
課

長
補
佐
以
下
の
区
分
の
分
類
基
準
（
相
対
分
布
枠
）
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
点
数
分
布
を
踏
ま
え
て
年
度
ご
と
に
決
定

す
る
の
に
対
し
、
部
長
級
・
課
長
級
の
管
理
職
に
つ
い
て
は
、
職
位
毎
に
「
５
」、「
４
」
及
び
「
３
」
を
合
わ
せ
た
数
が

全
体
の
上
位
一
〇
分
の
八
以
内
と
固
定
し
た
。

⑥
苦
情
相
談
体
制

評
価
に
関
す
る
苦
情
相
談
に
つ
い
て
は
、
①
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
は
局
の
人
事
担
当
課
、
管
理
職
は
総
務
局
人
事
課

（
※
市
長
部
局
の
場
合
）
を
受
付
窓
口
と
し
て
申
出
が
可
能
な
苦
情
相
談
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
他
、
②
労
使
で
構
成
す

る
「
人
事
評
価
に
お
け
る
苦
情
等
に
関
す
る
協
議
会
」
を
設
置
し
、
対
応
し
た
。

⑦
評
価
者
研
修

評
価
者
研
修
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
、
係
長
級
の
職
員
を
対
象
に
総
務
局
人
事
課
が
制
度
研
修
を
実
施
し
、
新
任
の
課

長
級
と
係
長
級
に
対
し
て
、
外
部
講
師
を
招
い
て
目
標
管
理
研
修
を
実
施
す
る
と
し
た
。
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⑧
評
価
結
果
の
反
映

前
年
一
年
間
の
勤
務
成
績
を
年
二
回
の
勤
勉
手
当
に
反
映
さ
せ
る
。

㈡　

川
崎
市
の
事
例
〜
人
事
評
価
の
実
施
結
果

二
〇
〇
六
年
度
か
ら
本
格
運
用
さ
れ
て
き
た
人
事
評
価
制
度
は
、
今
年
度
（
二
〇
〇
九
年
度
）
に
一
つ
の
節
目
を
迎
え

て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
時
点
（
原
稿
執
筆
時
）
で
評
価
結
果
が
整
理
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
七
年
度
（
評
価
期
間
：
二
〇
〇

七
年
四
月
一
日
〜
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
）
の
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
前
年
度
（
二
〇
〇
六
年
度
）
と
比
較
検
討
し
た

と
こ
ろ
、
以
下
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

ま
ず
、
標
準
以
上
の
難
易
度
の
高
い
目
標
設
定
が
増
加
し
て
い
る
（
図
表―

２
）。
こ
の
こ
と
は
目
標
管
理
の
原
則
に

立
ち
返
れ
ば
望
ま
し
い
。
た
だ
し
、
①
全
般
的
に
最
高
難
易
度
の
Ａ
目
標
が
減
少
し
、
Ｂ
目
標
が
増
え
る
な
ど
、
平
準
化

の
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
②
実
務
を
中
核
で
担
っ
て
い
る
中
堅
幹
部
に
Ａ
目
標
が
少
な
く
、
最
終
責
任
を
担
う
部
長
級
で
多

い
こ
と
な
ど
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
目
標
達
成
率
は
、
高
か
っ
た
前
年
度
よ
り
さ
ら
に
上
昇
し
て
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
に
近
い
状
況
と
な
っ
て
い
る

（
図
表―

３
）。
目
標
管
理
の
建
前
で
い
え
ば
、
よ
り
難
易
度
の
高
い
目
標
を
よ
り
高
い
率
で
達
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
の
達
成
率
の
高
さ
は
そ
の
信
憑
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
側
面
が
あ
る
。
ま

た
、
高
い
達
成
率
を
前
提
と
す
れ
ば
、
目
標
を
設
定
し
た
時
点
で
点
数
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
い
、

動
機
づ
け
の
点
で
も
課
題
が
残
る
。

さ
ら
に
、
標
準
点
の
違
い
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
職
位
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
業
績
評
価
・
能
力

評
価
・
評
価
合
計
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
点
数
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
表―

４
及
び
５
）。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た

と
お
り
、
管
理
職
の
最
終
評
価
「
３
」（
標
準
）
の
配
分
率
が
、
職
位
毎
に
「
５
」、
「
４
」
及
び
「
３
」
を
合
わ
せ
て
評

価
を
受
け
た
職
員
数
の
上
位
一
〇
分
の
八
以
内
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
最
終
評
価
に
お
い
て
は
、
必
ず
二
割
程
度
の
職

員
が
標
準
以
下
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
終
評
価
に
お
け
る
相
対
分
布
枠
の
有
無
（
Ⅰ
㈠
⑤
で
既
述
）
が
影
響
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
間
の
事
情
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
度
最
終
評
価
結
果
は
二
〇
〇
七
年
度
の
勤
勉
手
当
に
反
映
さ
せ
た
が
、

次
い
で
二
〇
〇
七
年
度
最
終
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
の
み
二
〇
〇
八
年
度
の
昇
給
に
三
段
階
で
反
映
さ
せ
、
二

〇
〇
九
年
度
か
ら
完
全
実
施
と
し
て
五
段
階
で
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
に
つ
い
て
も
二
〇
〇

八
年
度
最
終
評
価
結
果
を
二
〇
〇
九
年
度
の
昇
給
に
三
段
階
で
反
映
さ
せ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
完
全
実
施
と
し

て
五
段
階
で
反
映
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
と
評
価
結
果
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
改
定
経
緯
を
時
系
列
に
配
慮
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
こ

う
。

㈢　

川
崎
市
の
事
例
〜
実
施
結
果
を
受
け
た
改
定
事
項

①
最
終
評
価
の
相
対
分
布
枠
に
係
る
見
直
し
（
一
年
目
・
三
年
目
改
定
）

最
終
評
価
の
相
対
分
布
枠
に
関
し
て
は
、
本
格
運
用
初
年
度
（
二
〇
〇
六
年
度
）
か
ら
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ

は
、
勤
務
条
件
に
最
終
的
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
、
導
入
当
初
か
ら
焦
点
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
と
お

り
、
管
理
職
の
最
終
評
価
「
３
」（
標
準
）
以
上
の
配
分
率
は
、
職
位
毎
に
全
体
の
一
〇
分
の
八
以
内
と
固
定
し
て
い
た

が
、
こ
れ
を
厳
密
に
当
て
は
め
る
と
、
同
点
者
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
標
準
未
満
の
「
２
」
に
落
ち
て
し
ま
う
者
が
増
え

て
し
ま
い
、
管
理
職
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
が
懸
念
さ
れ
た
。
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こ
の
た
め
、
初
年
度
か
ら
「
上
位
一
〇
分
の
八
に
該
当
す
る
職
員
と
同
じ
点
数
の
職
員
が
複
数
と
な
っ
た
場
合
、
確
認

者
は
評
価
点
数
分
布
を
考
慮
し
た
上
で
、
同
点
以
上
の
職
員
を
「
３
」
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
さ
ら

に
、
二
〇
〇
八
年
度
に
お
い
て
は
、「
上
位
一
〇
分
の
八
に
入
ら
な
い
職
員
の
う
ち
、
二
次
評
価
の
合
計
点
が
一
〇
〇
点

を
超
え
、
か
つ
能
力
評
価
に
お
い
て
減
点
評
価
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
確
認
者
は
評
価
点
数
分
布
を
考
慮
し
た
上
で

「
３
」
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
し
た
。

②
能
力
評
価
の
見
直
し
（
二
年
目
改
定
）

能
力
評
価
に
つ
い
て
は
、
本
格
導
入
二
年
目
の
二
〇
〇
七
年
度
に
は
、
次
の
三
点
が
見
直
さ
れ
た
（
図
表
７
）。
第
一

は
、「
管
理
能
力
」
の
「
服
務
管
理
」
で
あ
る
。
当
初
は
、
減
点
主
義
の
観
点
か
ら
、﹇
標
準
﹈
と
な
る
「
内
容
・
程
度
」

の
記
載
が
「
下
記
に
該
当
し
な
い
場
合
」
と
さ
れ
、
求
め
ら
れ
る
能
力
や
姿
勢
が
や
や
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
部

下
の
不
参
・
欠
勤
や
服
務
規
律
で
減
点
と
な
る
事
実
が
あ
れ
ば
連
動
し
て
、（
減
点
）
に
該
当
す
る
も
の
と
評
価
し
て
い

た
。
比
較
的
点
数
差
が
つ
き
づ
ら
い
評
価
に
お
い
て
、
部
下
に
連
動
し
て
減
点
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
上
司
の

成
績
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、﹇
標
準
﹈
と
な
る
「
内
容
・
程
度
」
の
記
載
を
「
部
下
の
公
正
な
職
務
執
行
と
厳
正
な
服
務
規
律
の

確
保
に
向
け
て
、
必
要
な
管
理
監
督
、
指
導
を
行
っ
て
い
る
。」
と
改
め
、
あ
る
べ
き
姿
を
抽
象
的
な
が
ら
提
示
し
た
。

あ
わ
せ
て
、「
上
司
の
管
理
監
督
、
指
導
の
及
ば
な
い
場
合
」
に
適
用
除
外
と
な
る
こ
と
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
明
記
し

た
。
人
事
異
動
直
後
の
不
参
な
ど
、
上
司
の
管
理
監
督
、
指
導
の
及
ば
な
い
事
例
は
、
減
点
し
な
い
こ
と
と
し
、
減
点
し

な
い
ケ
ー
ス
は
局
の
人
事
担
当
課
長
の
確
認
を
受
け
る
運
用
と
し
た
。

第
二
は
、「
姿
勢
・
態
度
」
の
「
服
務
規
律
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
減
点
主
義
の
観
点
か
ら
、﹇
標
準
﹈
に

該
当
す
る
場
合
の
「
内
容
・
程
度
」
の
記
載
が
「
下
記
に
該
当
し
な
い
場
合
」
で
あ
っ
た
た
め
、
求
め
ら
れ
る
姿
勢
や
態

度
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
減
点
事
例
と
し
て
不
参
・
欠
勤
や
懲
戒
処
分
等
の
該
当
行
動
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
明
記

し
た
結
果
、
本
来
の
「
職
場
の
モ
ラ
ル
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
」
の
有
無
に
よ
る
評
価
が
読
み
取
り
づ
ら
く
な
る
と

い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
﹇
標
準
﹈
と
な
る
「
内
容
・
程
度
」
の
記
載
を
「
市
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と

の
な
い
公
正
な
職
務
執
行
と
厳
正
な
服
務
規
律
の
確
保
に
努
め
、
職
場
の
モ
ラ
ル
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
が
な
い
。」

と
改
め
、「
摘
要
」
に
「
職
場
の
モ
ラ
ル
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
の
有
無
が
評
価
指
標
」
と
明
記
し
た
。

第
三
は
、「
複
数
回
」・「
度
々
」
等
の
頻
度
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
減
点
評
価
す
る
際
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
事
実

が
「
複
数
回
」、「
度
々
」
と
記
載
し
て
あ
る
評
価
項
目
が
複
数
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
一
回
で
あ
っ
て
も
周
囲
に
与
え

る
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
例
え
一
回
で
あ
っ
て
も
周
囲
に
与
え
る
影
響
が
『
複
数
回
』
や
『
度
々
』

に
相
当
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
こ
れ
と
同
等
に
取
り
扱
」
う
こ
と
を
、
欄
外
に
記
載
し
た
。

③
能
力
評
価
の
見
直
し
（
四
年
目
改
定
）

さ
ら
に
、
四
年
目
の
今
年
度
は
、
次
の
五
点
に
関
し
て
見
直
し
て
い
る
（
図
表
７
）。
第
一
は
、
標
準
点
の
統
一
で
あ

る
。
能
力
評
価
で
は
、
加
点
も
減
点
も
な
く
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
標
準
と
な
る
点
数
（
標
準
点
）
を
、

係
員
四
六
点
、
係
長
四
八
点
、
管
理
職
五
〇
点
と
し
て
配
分
し
て
き
た
。
こ
の
標
準
点
を
す
べ
て
の
職
位
に
お
い
て
五
〇

点
に
統
一
し
た
。
な
お
、
業
績
評
価
に
お
い
て
は
、
業
務
目
標
の
難
易
度
が
「
Ｃ
」
で
達
成
度
が
「
Ｔ
３
」
の
点
数
五
〇

点
が
標
準
点
と
な
る
。
人
事
評
価
制
度
で
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め
の
最
低
限
の
点
数
と
標
準
点
を
考
え
て
い

る
。第

二
は
、
人
事
評
価
が
定
着
し
て
き
た
こ
と
、
よ
り
よ
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
時
代
の
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変
化
に
的
確
に
対
応
で
き
る
人
材
の
育
成
を
含
め
た
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
組
織

力
の
強
化
等
に
向
け
て
「
指
導
・
監
督
」「
人
事
評
価
」
と
い
う
二
つ
の
評
価
項
目
を
ひ
と
つ
に
し
て
「
組
織
目
標
の
達

成
に
向
け
て
、
部
下
の
育
成
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
組
織
を
適
正
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
能
力
」
を
評
価
す
る
「
組
織
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
再
構
築
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
、「
管
理
能
力
」
の
評
価
項
目
の
新
設
（
ト
ラ
ブ
ル
対
応
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ト
ラ
ブ
ル
対
応
に
適
切
さ
を

欠
い
た
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
事
故
等
の
再
発
防
止
や
事
務
事
業
に
係
る
市
民
へ
の
説
明
責
任
を

果
た
す
こ
と
の
重
要
性
を
鑑
み
て
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
項
目
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
そ
の
も
の
を
評
価
指
標
と
す
る
の
で

は
な
く
、
常
に
危
機
管
理
意
識
を
も
っ
て
組
織
的
に
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
に
備
え
て
い
る
か
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
き

に
は
事
実
の
正
確
な
把
握
、
関
係
部
署
や
市
民
等
へ
の
迅
速
な
報
告
、
再
発
防
止
策
の
策
定
等
の
適
切
な
対
応
が
図
ら
れ

て
い
る
か
を
評
価
す
る
。

第
四
は
、「
対
人
能
力
」
の
「
説
明
・
応
対
」
の
内
容
・
程
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
ま
で
は
減
点
と
な
る
指
標
が

「
不
適
切
な
説
明
・
応
対
に
よ
り
苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル
を
招
い
て
い
る
事
実
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
に
不
快

感
や
不
信
感
な
ど
を
招
か
な
い
よ
う
に
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
動
」
の
有
無
に
減
点
と
な
る
指
標
を
変
更
し
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
動
を

繰
り
返
さ
な
い
よ
う
上
司
が
注
意
・
指
導
し
た
事
実
が
複
数
回
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を
招
か
な
く
と
も
、
減
点

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

そ
し
て
最
後
の
第
五
は
、
す
べ
て
の
職
位
に
お
い
て
加
点
項
目
を
一
つ
追
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
係
員
で

は
「
役
割
意
識
」
に
加
え
て
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
」、
部
下
あ
り
係
長
・
管
理
職
は
「
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」、
部
下
な
し
係

長
・
管
理
は
「
役
割
意
識
」
で
加
点
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

最
後
の
第
五
の
加
点
項
目
の
追
加
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
能
力
評
価
の
改
定
事
項
に
は
単
純
な
減
点
主
義
か
ら
一
歩

脱
皮
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
が
多
い
。
項
目
限
定
の
減
点
主
義
は
、
被
評
価
者
・
評
価
者
双
方
の
不
安
や
手
間
を
軽
減

す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
職
員
の
能
力
格
差
を
過
度
に
平
準
化

し
て
い
る
と
の
批
判
も
寄
せ
せ
ら
れ
た
。
加
点
項
目
の
追
加
は
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
更
な
る
向
上
に
向
け
て
、

各
職
位
に
求
め
ら
れ
る
役
割
、
重
視
す
る
能
力
等
を
勘
案
し
た
結
果
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
背
景
に
は
、
試
行
期
間

の
二
年
間
を
含
め
る
と
六
年
目
と
な
っ
て
、
新
任
の
課
長
級
・
係
長
級
を
対
象
に
目
標
管
理
研
修
、
全
管
理
職
を
対
象
に

評
価
制
度
研
修
会
を
実
施一
四
し
、
評
価
者
の
指
導
能
力
・
評
価
能
力
の
向
上
が
図
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。

④
業
績
評
価
の
見
直
し
（
四
年
目
改
定
）

人
事
評
価
の
中
心
と
な
る
業
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
、
高
難
易
度
の
目
標
が
増
加
し
た
。
こ
の
こ

と
自
体
は
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
高
い
評
価
＝
高
得
点
を
獲
得
す
る
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
し
か
な

い
と
な
れ
ば
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
年
度
（
二
〇
〇
九
年

度
）
は
、
業
績
評
価
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
係
長
級
以
上
の
職
員
は
、
優
先
順
位
の
高
い
目
標
を
選
ん
で
設
定
す
る
と
し
て
い
た
も
の
を
、
全
職

位
で
統
一
し
、
原
則
と
し
て
担
当
業
務
・
職
責
の
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
項
目
の
設
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
例

外
と
し
て
、「
全
体
を
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
組
織
目
標
を
踏
ま
え
て
優
先
順
位
の
高
い
も
の
を
選
択
し
て
設

定
」
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
業
務
目
標
の
比
重
に
つ
い
て
も
「
業
務
目
標
の
相
互
間
の
業
務
量
、
重
要
性
等
を
比
較
考
慮

し
て
、
合
計
が
一
〇
〇
％
に
な
る
よ
う
」
設
定
し
て
い
た
も
の
を
、「
担
当
業
務
・
職
責
の
全
体
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
」

設
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
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さ
ら
に
、
難
易
度
の
分
類
に
当
た
っ
て
も
共
通
の
「
難
易
度
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
表
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
総
合
的
に
判
断
し

て
い
た
も
の
を
「
対
象
職
員
の
果
た
す
役
割
等
を
踏
ま
え
て
」
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
に
つ

い
て
も
、
当
初
、
趣
味
的
内
容
の
も
の
や
市
業
務
へ
の
貢
献
度
合
い
が
は
っ
き
り
な
い
も
の
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
予
想

さ
れ
、
そ
の
要
件
を
厳
し
く
設
定
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
設
定
し
づ
ら
く
な
っ
た
り
、
一
方
で
、
有
用
な
提
案

が
な
さ
れ
て
も
実
現
手
段
が
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
年
度
か
ら
、
総
務
局
行
財
政
改
革
室
が
実

施
す
る
「
職
員
提
案
制
度
」
と
連
携
を
図
る
こ
と
と
し
、
職
員
提
案
制
度
に
お
け
る
審
査
結
果
に
応
じ
た
加
点
を
行
う
こ

と
と
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
業
務
目
標
と
組
織
目
標
の
達
成
と
の
連
関
を
よ
り
意
識
し
た
適
正
化
を
図
っ
て
い
る
。

⑤
そ
の
他

職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
九
割
が
「
年
度
を
通
じ
て
自
己
の
業
務
目
標
を
何
か
し
ら
意
識
し
た
」
と

回
答
し
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
徐
々
に
増
加
し
て
き
て
い
る
（
図
表―

８
）。
ま
た
、
研
修
の
充
実
や
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ

ト
に
よ
る
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
、
評
価
作
業
の
客
観
性
・
正
確
性
の
向
上
な
ど
が
図
ら
れ
て
い
る
。　

㈣　

松
川
町
の
事
例
〜
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
人
事
評
価
制
度
の
導
入

①
経
緯

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
大
都
市
自
治
体
で
誕
生
し
た
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
は
、
普
及
が
課
題
と
さ
れ
る
小
規

模
自
治
体
に
お
い
て
有
効
に
機
能
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
長
野
県
松
川
町
の
事
例
を
検
証
し
て
み
よ

う
。
な
お
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
川
崎
市
職
員
総
数
と
ほ
ぼ
同
水
準
の
住
民
を
抱
え
る
に
過
ぎ
な
い
松
川
町
の
職
員
数

は
、
二
〇
〇
九
年
定
員
管
理
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
〇
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
飯
田
市
を
中
心
と
し
た
「
一
郡
一
市
」
の
広

域
合
併
を
は
じ
め
、
下
伊
那
郡
北
部
五
町
村
に
よ
る
合
併
、
大
鹿
村
と
の
合
併
協
議
は
い
ず
れ
も
物
別
れ
に
終
わ
り
、
今

日
ま
で
単
独
町
政
を
維
持
し
て
い
る
。

松
川
町
は
、
小
規
模
自
治
体
と
し
て
は
意
欲
的
に
、「
行
財
政
改
革
推
進
会
議
」
や
「
松
川
町
自
治
体
経
営
審
議
会
」

を
設
け
て
地
方
行
革
の
推
進
に
努
め
て
き
て
い
る
。
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
対
応
し
た
「
自
治
体
経
営
改
革
プ
ラ
ン
（
二
〇

〇
六
〜
二
〇
一
〇
）」（
二
〇
〇
六
年
三
月
）
で
は
、
三
四
の
改
革
項
目
を
定
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
人
事
評
価
制
度
の
導

入
や
人
材
育
成
基
本
方
針
の
策
定
が
進
め
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
、
人
事
評
価
制
度
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
へ
の
委
託
等
は
し
て
い
な
い
。
行
革
部
門
（
現
在
の
総
務
課
企
画
財
政
係
）
へ
担
当
職
員
（
専
任
で
は
な
い
）
を
配

置
し
、
川
崎
市
を
モ
デ
ル
事
例
と
し
て
制
度
構
築
し
た
。

さ
ら
に
、
庁
内
の
人
材
育
成
推
進
委
員
会
一
五
に
よ
る
検
討
を
行
い
、
人
材
育
成
を
第
一
に
位
置
付
け
て
人
事
評
価
制

度
の
構
築
を
進
め
て
き
た
。
元
来
、
同
町
で
は
、
職
員
数
削
減
と
い
う
事
情
も
抱
え
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
職
員
研
修
を

受
講
さ
せ
る
な
ど
、
長
期
的
な
視
野
の
下
、
人
材
育
成
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
一
六
。

②
人
事
評
価
制
度
の
仕
組
み

人
事
評
価
制
度
の
基
本
は
、
川
崎
市
の
そ
れ
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
格
運
用
開
始
の
時
点
に
お
い
て
、
既
に
川

崎
市
と
運
用
が
異
な
る
点
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
課
長
に
関
し
て
は
二
〇
〇
八
年
度
評
価
結
果
か
ら
、
課
長
補
佐

及
び
係
長
に
関
し
て
は
二
〇
〇
八
年
度
評
価
結
果
か
ら
昇
給
及
び
勤
勉
手
当
へ
反
映
さ
せ
る
こ
と
一
七
、
②
チ
ャ
レ
ン
ジ

目
標
が
な
か
っ
た
こ
と
、
③
業
務
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
、
困
難
度
の
高
い
項
目
を
よ
り
多
く
設
定
で
き
る
こ
と
な
ど

一
八
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
主
に
、
小
規
模
団
体
と
し
て
の
特
性
と
関
係
し
て
い
る
。
小
規
模
自
治
体
に
お
い
て
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は
、
一
人
で
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
の
種
類
が
多
く
、
自
分
の
仕
事
以
外
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
を
た
て
る
余
裕

は
な
か
な
か
な
い
。
そ
の
一
方
、
職
場
が
小
さ
い
こ
と
で
職
員
間
の
業
績
・
能
力
格
差
を
実
感
し
や
す
く
、
川
崎
市
の
よ

う
に
、
被
評
価
者
の
不
公
平
感
を
排
除
す
る
た
め
の
細
や
か
な
工
夫
を
し
な
く
て
も
、
一
定
の
客
観
的
な
評
価
が
可
能
で

あ
る
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

㈤　

松
川
町
の
事
例
〜
導
入
後
の
改
定
事
項

松
川
町
で
は
、
さ
ら
に
人
事
評
価
の
歴
史
を
重
ね
る
中
で
、
次
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
①
二
〇
〇
七
年
度
に
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
目
標
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
能
力
評
価
の
う
ち
企
画
力
・
実
行
力
に
関
し
て
加
点
項
目
を
設
定
し
た
こ
と
、

②
さ
ら
に
今
年
度
か
ら
、
個
人
の
業
務
範
囲
の
広
さ
を
考
慮
し
、
個
人
の
業
務
目
標
設
定
項
目
数
を
増
や
し
た
こ
と一
九
、

③
能
力
評
価
に
関
し
て
、
課
・
係
内
の
同
僚
や
部
下
へ
の
支
援
な
ど
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
要
素
を
加
点
項
目
と
し
て
追
加

し
た
こ
と二
〇
な
ど
で
あ
る二
一
。

こ
れ
ら
の
改
定
事
項
を
踏
ま
え
て
、
評
価
結
果
を
整
理
し
た
（
図
表―

５
、
６
、
９
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
松
川
町
の

評
価
点
数
分
布
が
、
川
崎
市
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
正
規
分
布
に
よ
り
近
い
形
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る二
二
。
こ

れ
は
、
一
〇
〇
人
強
に
す
ぎ
な
い
松
川
町
役
場
に
幅
広
い
職
員
層
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
お
互
い
に
業
績
と

能
力
を
実
感
し
や
す
い
環
境
が
あ
り
、
こ
れ
が
高
い
評
価
を
得
る
た
め
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
と
い
っ
た
モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー
ド
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
実
態
に
応
じ
た
目
標
設
定
と
達
成
度
評
価
を
評
価
者
と
被
評
価
者
双
方
に
可
能
に
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
一
方
で
、
小
規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
次
評
価
者
や
そ
れ
を
支
え
る
仕
組
み
の
出
来
不
出

来
が
、
評
価
結
果
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
や
す
い
と
い
う
側
面
も
推
測
で
き
る
。

業
務
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
も
、
試
行
か
ら
四
年
目
、
本
格
運
用
か
ら
三
年
目
を
迎
え
て
、
そ
の
精
度
は
徐
々
に
高
ま

っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
局
も
経
験
を
重
ね
て
、
調
整
会
議
や
評
価
者
研
修
は
短
時
間
で
済
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
さ
ら
に
、
導
入
当
初
は
職
員
団
体
か
ら
反
対
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
順
調
に
推
移
し
て
き
て
い
る
と
い
う
。
当

初
は
、
主
観
的
な
「
評
価
」
を
振
り
回
し
た
が
る
職
員
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
最
近
で
は
冷
静
に
人
材
育
成
の
ツ
ー
ル
と

し
て
理
解
す
る
職
員
が
増
加
し
て
き
て
い
る
と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
材
育
成
を
目
的
と
す
る
人
事
評
価
制
度
自
体
に
は
肯
定
的
だ
が
、
給
与
等
へ
反
映
す
る
こ
と
に
対
す
る

否
定
的
意
見
は
未
だ
少
な
く
な
い
。
一
方
、
人
事
評
価
の
結
果
が
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
度

か
ら
、
直
近
複
数
年
の
評
価
結
果
を
昇
任
試
験
の
参
考
資
料
と
し
て
活
用
す
る
と
い
っ
た
取
組
み
も
開
始
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
は
、
勤
務
成
績
不
良
等
に
よ
る
分
限
処
分
に
関
す
る
規
則
を
策
定
し
、
複
数
年
に
わ
た
り
評

価
結
果
が
著
し
く
劣
る
場
合
な
ど
は
規
則
に
基
づ
く
改
善
指
導
等
を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
本
人
の
希
望
に

よ
る
希
望
降
格
制
度
も
整
備
し
て
い
る二
三
。

Ⅲ　

目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
〜
総
括
と
課
題

以
上
、
川
崎
市
と
松
川
町
を
対
象
に
、
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
の
仕
組
み
と
変
遷
に
つ
い
て
事
例
研
究
し
て
き

た
。
こ
の
二
つ
の
事
例
研
究
か
ら
、
次
の
六
点
を
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
初
に
両
者
の
共
通
点
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
試
行
期
間
や
導
入
初
年
度
は
大
変

で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
、
時
間
と
と
も
に
定
着
・
理
解
が
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
人
事
評
価

作
業
に
要
す
る
時
間
や
費
用
も
短
縮
傾
向
に
あ
る
。
第
二
は
、
と
は
い
う
も
の
の
、
行
政
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
応

じ
て
、
毎
年
、
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
時
点
で
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
に
か
わ
る
人

事
評
価
の
手
法
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
時
点
の
シ
ス
テ
ム
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
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も
な
い
。
今
後
、
経
年
と
と
も
に
熟
成
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
目
標
管
理
の
宿
命
か
ら
常

に
点
数
は
イ
ン
フ
レ
の
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
標
管
理
型
の
人
事
評
価
制
度
に
関
し
て
は
、
数
値
化
・
具

体
化
し
な
い
限
り
は
そ
の
後
の
進
歩
も
期
待
で
き
な
い
が
、
そ
の
際
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
点
数
や
そ
れ
に
基
づ
く

評
価
結
果
を
適
正
な
範
囲
に
誘
導
で
き
る
相
対
分
布
規
制
な
ど
の
一
定
の
ル
ー
ル
と
、
前
提
と
な
る
正
確
な
個
々
の
事
実

認
識
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
川
崎
市
と
松
川
町
の
相
違
点
か
ら
考
察
で
き
る
こ
と
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
対
象
職

員
数
が
少
な
い
方
が
よ
り
簡
便
な
形
で
人
事
評
価
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
制
度
が
簡
単
で
済
む
一
方

で
、
二
次
評
価
者
や
調
整
者
へ
の
依
存
度
も
強
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
二
は
、
対
象
職
員
が
少
な
い
方
が
、
加
点
評

価
を
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
経
年
と
と
も
に
人
事
評
価
は
、
減
点
主
義
か
ら
加
点
主
義
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
課
題

で
あ
る
。
中
で
も
、
能
力
評
価
の
中
に
加
点
的
な
要
素
を
的
確
に
吸
収
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三

は
、
人
事
評
価
の
要
点
が
期
首
の
目
標
に
係
る
難
易
度
設
定
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
期
末
の
目
標
に
係
る
達
成
度
評
価
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
設
定
し
た
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
と
い
う
目
標
管
理
の
醍
醐
味
と
い
う
観
点
か
ら
も
、

実
態
に
応
じ
た
適
正
な
達
成
度
評
価
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
く
業
績
評
価
が
、
成
績
率
に
基

づ
く
適
切
な
勤
勉
手
当
の
支
給
や
査
定
昇
給
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
大
規
模
自
治
体
よ
り
も
小
規

模
自
治
体
こ
そ
が
、
人
事
評
価
の
活
用
を
図
り
や
す
い
と
い
う
側
面
も
あ
り
、
人
事
評
価
の
活
用
は
小
規
模
自
治
体
に
と

っ
て
も
、
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
考
察
結
果
か
ら
、
目
標
管
理
型
の
人
事
評
価
制
度
は
、
各
団
体
の
職
員
規
模
や
評
価
経
験
な
ど
を
十
二
分
に
配

慮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
ご
と
に
そ
の
時
々
に
最
適
な
ル
ー
ル
を
構
築
し
て
、
細
心
の
注
意
を
持
っ
て
運
用
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
評
価
結
果
を
勤
務
条
件
に
反
映
さ
せ
な
い
試
行

を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
経
験
で
き
ず
、
目
標
設
定
・
実
施
運
用
・
評
価
改
善
が
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
到

底
、
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

冒
頭
、
言
及
し
た
と
お
り
、
未
だ
に
本
格
的
な
運
用
開
始
を
厭
う
団
体
も
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
と
お
り
、
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
各
団
体
が
運
用
の
実
績
を
重
ね
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
改
善
し

て
い
く
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
現
時
点
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
導
入
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
熟
成
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
土
俵
の
入
り
口

に
す
ら
立
た
な
い
団
体
と
、
着
実
に
改
善
を
繰
り
返
し
、
能
力
と
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る

団
体
で
、
今
後
、
さ
ら
に
格
差
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
必
至
の
情
勢
で
あ
る
。

―

一　

辻
琢
也
「
目
標
管
理
型
勤
務
評
定
制
度
の
導
入
目
的
と
基
本
設
計
」
／
地
方
公
共
団
体
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
会
編
集
『
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
』（
第
一
法
規
・
二
〇
〇
四
年
）。

二　

辻
琢
也「
超
高
齢
・
分
権
型
社
会
に
お
け
る
自
治
体
の
組
織
体
制
と
人
事
管
理
」／
市
町
村
職
員
中
央
研
修
所『
ア
カ
デ
ミ
ア
』（
二
〇
〇
六

／
第
七
五
号
）。

三　

辻
琢
也
「
市
民
税
課
係
員
Ｘ
を
モ
デ
ル
と
し
た
目
標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
の
運
用
と
課
題
〜
能
力
と
実
績
に
基
づ
く
人
事
評
価
制
度

の
す
す
め
〜
」
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
課
編
『
地
方
公
務
員
月
報
』（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
号
／
第
一
法
規
）。

四　

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に
関
す
る
研
究
会
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に
関
す
る
研
究
報

告
書
』（
二
〇
〇
九
年
）。

五　

本
論
文
の
作
成
に
際
し
て
、
川
崎
市
お
よ
び
松
川
町
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
特
に
川
崎
市
総
務
局
人
事
部
人
事
課
人
事
評
価
担
当
主

幹
の
高
橋
実
氏
と
松
川
町
総
務
課
企
画
財
政
係
長
の
片
桐
雅
彦
氏
に
は
、
資
料
の
と
り
ま
と
め
と
作
成
に
関
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
。
今
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回
の
論
文
の
基
礎
資
料
は
、
こ
れ
ら
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
の
文
責
の
一
切
は
、

筆
者
に
あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
論
文
の
基
礎
資
料
は
、
あ
く
ま
で
も
公
表
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て

お
く
。

六　

川
崎
市
「
平
成
一
九
年
度
人
事
評
価
制
度
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
八
年
四
月
二
二
日
）。
以
下
、（
図―

１
）
と
も
に
こ
れ
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。

七　

川
崎
市
の
人
事
評
価
制
度
と
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
改
定
さ
れ
て
示
さ
れ
る
川
崎
市
『
人
事
評
価
制
度
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
各

年
度
版
）
と
前
注
に
お
い
て
引
用
し
た
川
崎
市
「
平
成
○
○
年
度
人
事
評
価
制
度
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
。
本
論
文
に
お
い

て
は
、
特
に
『
人
事
評
価
制
度
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
六
年
度
版
）
と
川
崎
市
「
平
成
一
九
年
度
人
事
評
価
制
度
の
実
施
結
果
に
つ
い

て
」（
二
〇
〇
八
年
四
月
二
二
日
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
既
に
紹
介
し
た
辻
琢
也
「
市
民
税
課
係
員
Ｘ
を
モ
デ
ル
と
し
た
目

標
管
理
型
人
事
評
価
制
度
の
運
用
と
課
題
」（
二
〇
〇
六
年
）
や
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』

（
二
〇
〇
九
年
）
の
な
か
で
も
言
及
し
て
い
る
。

八　

た
だ
し
、
派
遣
法
等
に
よ
る
派
遣
中
の
職
員
は
除
い
て
い
る
。

九　

確
認
者
と
は
、「
川
崎
市
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
定
」（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
訓
令
第
九
号
）
に
よ
れ
ば
、「
…
…
人
事
評
価

シ
ー
ト
の
内
容
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
再
評
価
の
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
被
評
価
者
の
最
終
評
価
を
行
い
、
そ
の
人
事
評
価
シ
ー

ト
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
九
条
）

一
〇　

具
体
的
に
は
、
組
織
目
標
の
数
は
三
〜
五
程
度
、
業
務
目
標
の
数
は
三
〜
四
と
す
る
。
ま
た
、
各
業
務
目
標
の
ウ
エ
イ
ト
は
四
五
％

を
上
限
に
五
％
き
ざ
み
で
設
定
す
る
（
な
お
、
係
員
の
み
、
経
常
業
務
の
適
正
処
理
を
目
標
と
し
て
設
定
し
た
場
合
、
ウ
エ
イ
ト
は

七
〇
％
を
上
限
と
し
て
い
る
）。

一
一　

達
成
度
の
判
定
は
、
以
下
の
手
順
で
行
う
。
①
「
達
成
状
況
」
を
五
段
階
（
Ｔ
１
〜
Ｔ
５
）
に
分
類
し
、
②
「
実
施
状
況
」
を
予
想

通
り
の
状
況
と
Ｋ
（
予
想
以
上
の
困
難
な
状
況
と
し
て
一
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
）、
Ｒ
（
予
想
以
上
の
良
好
な
状
況
と
し
て
一
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
）

で
判
断
し
、
最
終
的
に
③
達
成
度
を
六
段
階
（
Ｔ
１
〜
Ｔ
５
、
Ｎ
（
未
着
手
））
に
分
け
て
決
定
す
る
。

一
二　

管
理
職
の
全
目
標
と
課
長
補
佐
以
下
の
職
員
の
Ａ
目
標
は
、
目
標
管
理
委
員
会
（
委
員
長
＝
副
市
長
、
委
員
＝
三
局
長
（
総
務
、
総

合
企
画
、
財
政
）
で
審
査
を
行
う
。
ま
た
、
Ａ
、
Ｂ
目
標
は
全
体
で
原
則
三
〇
％
以
内
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
業
務
目
標
の
審
査
は
、
人

事
評
価
制
度
に
お
け
る
評
価
の
客
観
性
及
び
公
平
性
を
高
め
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
。
そ
し
て
審
査
に
当
た
り
必
要
な
調
査
、
検
討
及

び
調
整
を
行
う
た
め
、
委
員
会
の
下
に
は
幹
事
会
と
連
絡
会
が
設
置
さ
れ
る
。

一
三　

た
と
え
ば
、「
折
衝
力
」
と
い
う
評
価
項
目
に
関
し
て
い
え
ば
、﹇
Ｓ
，
応
対
表
現
に
優
れ
、
常
に
相
手
方
を
納
得
さ
せ
、
複
雑
な
交

渉
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
﹈﹇
Ａ
，
応
対
表
現
に
優
れ
、
相
手
方
の
理
解
の
上
、
交
渉
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
﹈﹇
Ｂ
，
難
し
い

折
衝
で
な
け
れ
ば
、
無
難
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
﹈﹇
Ｃ
，
応
対
表
現
が
や
や
劣
り
、
中
途
半
端
な
了
解
に
終
わ
る
こ
と
が
あ
る
﹈﹇
Ｄ
，

折
衝
は
苦
手
で
あ
り
、
上
司
の
援
助
な
く
し
て
交
渉
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹈
と
い
う
五
段
階
で
評
価
を
下
す
の
が
従
来
の
や
り

方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
今
回
は
、「
ａ
，
説
明
や
調
整
を
十
分
に
行
い
、
事
業
や
施
策
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
れ
又
は
苦
情
・
ト
ラ

ブ
ル
を
招
く
こ
と
が
な
い
」「
ｂ
，
説
明
不
足
や
調
整
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
や
施
策
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
れ
又
は
苦
情
・

ト
ラ
ブ
ル
を
招
い
て
い
る
事
実
が
複
数
回
あ
る
」「
ｃ
，
説
明
不
足
や
調
整
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
や
施
策
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
遅
れ
又
は
苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル
を
招
い
て
い
る
事
実
が
度
々
あ
る
」
と
い
う
三
段
階
で
評
価
し
て
い
る
。

一
四　

毎
年
、
評
価
者
の
能
力
向
上
に
向
け
評
価
者
研
修
と
し
て
、
目
標
管
理
研
修
（
新
任
の
課
長
・
係
長
）、
制
度
研
修
（
全
管
理
職
）、

評
価
時
前
研
修
（
全
係
長
級
）
を
総
務
局
人
事
課
で
実
施
し
て
お
り
、
係
長
に
対
す
る
制
度
研
修
は
各
局
人
事
担
当
課
に
お
い
て
必
要
に

応
じ
て
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
二
〇
〇
九
年
度
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
改
定
に
合
わ
せ
て
係
長
級
以
上
の
全
職
員
を
対
象
と
し
て
制

度
研
修
を
二
〇
〇
六
年
に
制
度
導
入
時
以
来
二
回
目
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。

一
五　

副
町
長
を
委
員
長
に
、
ま
た
総
務
課
長
を
副
委
員
長
に
、
管
理
職
（
課
長
ク
ラ
ス
）・
保
育
所
総
園
長
、
事
務
局
：
人
事
行
革
担
当
係

長
を
委
員
に
、
更
に
職
員
団
体
役
員
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
さ
せ
て
い
る
。

一
六　

職
員
研
修
（
長
野
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
）
へ
の
参
加
者
数
が
県
内
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

一
七　

逆
に
言
え
ば
、
勤
務
条
件
へ
の
反
映
を
係
長
級
以
上
に
絞
っ
て
い
る
。

一
八　

よ
り
具
体
的
に
は
、
③
の
点
に
つ
い
て
、
Ａ
・
Ｂ
目
標
に
関
し
て
個
人
毎
に
四
五
％
ま
で
と
い
う
分
布
規
制
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
、
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④
達
成
度
評
価
で
実
施
状
況
の
判
断
も
行
う
が
、
記
載
欄
（
Ｋ
，
Ｒ
）
は
な
い
こ
と
、
⑤
能
力
評
価
の
「
資
格
・
免
許
等
に
つ
い
て
」
の

加
点
項
目
は
設
定
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

一
九　

具
体
的
に
は
、
三
〜
四
だ
っ
た
も
の
を
四
〜
五
と
し
た
。

二
〇　

具
体
的
に
は
、
係
員
＝
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
係
長
＝
指
導
・
監
督
と
し
て
一
点
加
点
項
目
と
し
た
。

二
一　

そ
の
他
、
業
務
目
標
の
ウ
エ
イ
ト
設
定
を
「
業
務
目
標
相
互
間
の
重
要
性
、
業
務
量
等
を
比
較
考
慮
し
て
設
定
す
る
」
か
ら
「
業
務

の
重
要
性
に
関
係
な
く
業
務
時
間
割
で
設
定
す
る
」
に
変
更
し
た
。

二
二　

二
〇
〇
七
年
度
に
関
し
て
言
え
ば
、
絶
対
的
に
標
準
を
示
す
一
〇
〇
点
を
含
む
九
七
点
か
ら
一
〇
三
点
を
標
準
﹇
３
﹈
に
も
っ
と
も

分
布
数
が
多
い
。﹇
４
﹈﹇
５
﹈
の
成
績
上
位
者
に
比
べ
れ
ば
、﹇
１
﹈﹇
２
﹈
の
成
績
下
位
者
は
、
や
や
分
布
数
が
少
な
く
、
形
状
も
い
び

つ
だ
が
、成
績
上
位
者
・
成
績
下
位
者
と
も
に
自
然
体
で
一
定
数
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。実
際
、業
績
評
価
に
関
し
て
言
え
ば
、

二
〇
〇
八
年
度
の
難
易
度
設
定
お
よ
び
達
成
度
評
価
の
状
況
に
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
・
Ｂ
に
関
す
る
課
単
位
の
分
布
制
限
が

な
い
な
か
で
、
Ａ
目
標
こ
そ
す
べ
て
の
課
に
極
端
に
少
な
い
が
、
Ｂ
・
Ｃ
目
標
は
各
課
に
適
度
に
分
散
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
達
成
度
評

価
が
Ｔ
３
を
基
準
と
し
な
が
ら
、
そ
の
占
有
率
を
八
五
％
程
度
に
と
ど
め
、
そ
の
他
、
Ｔ
２
・
Ｔ
４
を
中
心
に
Ｔ
５
も
含
め
て
よ
り
分
散

し
て
い
る
。

二
三　

現
在
、
検
討
し
て
い
る
変
更
点
は
、
難
易
度
Ａ
又
は
Ｂ
目
標
単
体
で
の
ウ
エ
イ
ト
制
限
で
あ
る
。
難
易
度
が
高
く
ウ
エ
イ
ト
が
大
き

い
目
標
ほ
ど
点
数
が
高
く
な
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
高
得
点
を
与
え
て
い
い
も
の
か
と
躊
躇
し
、
結
果
的
に
設
定
及
び
評
価
が
中
心
化
す
る

傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
難
易
度
の
高
い
目
標
は
で
き
る
限
り
分
割
し
て
「
難
易
度
Ａ
又
は
Ｂ
は
単
体
で
三
〇
％
ま
で
と
し
計
四
五
％
以

内
と
す
る
。」
と
制
限
す
る
こ
と
で
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
設
定
及
び
評
価
に
す
る
と
い
う
の
が
一
案
で
あ
る
。

図表－１�

 

人事評価制度

出典：川崎市「平成19年度人事評価制度の実施結果について」（2008年４月22日）
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出典：川崎市「平成19年度人事評価制度の実施結果について」（2008年４月22日）

図表－２�目標設定状況≪一般の事務・技術職員≫（2007年度）�

役職別 A B C D 合計 Aの% A+Bの%

部長級 26 180 37105774.5% 35.7%

課長級 81 795 1,88802,7642.9% 31.7%

係長級 106 1,595 4,34626,0491.8% 28.1%

係 員 53 3,446 12,5041716,0200.3% 21.8%

合 計 266 6,016 19,1091925,4101.0% 24.7%

【参考】2006年度 

役職別 A B C D 合計 Aの％ 
A+B

の％ 

部 長 級 37156 3880581 6.4% 33.2% 

課長級 89627 1,88002,596 3.4% 27.6% 

係長級 1131,359 4,52235,997 1.9% 24.5% 

係員 752,826 12,8651815,784 0.5% 18.4% 

合計 3144,968 19,6552124,958 1.3% 21.2% 

18年度より3.5ポイント上昇

難易度の区分 

○困難度（制度創設等、懸案事項、調整、創意工夫）
○貢献度（行政課題、財政効果、市民サービス向上）
○優先度（時間的制約） 
の視点から総合的に判断して、難易度の高い順から

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの難易度を設定する。 

図表－３�難易度別達成度状況≪一般の事務・技術職員≫（2007年度）�

難易度 T1 T2 T3 T4 T5 N 合計 

0 17 241800 266 
A 

0.0% 6.4% 90.6%3.0%0.0%0.0% 100.0% 

1 491 5,4684655 6,016 
B 

0.0% 8.2% 90.9%0.8%0.1%0.1% 100.0% 

1 965 17,920185317 19,109 
C 

0.0% 5.0% 93.8%1.0%0.2%0.0% 100.0% 

0 0 15301 19 
D 

0.0% 0.0% 78.9%15.8%0.0%5.3% 100.0% 

2 1,473 23,6442423613 25,410 
合 計 

0.0% 5.8% 93.0%1.0%0.1%0.1% 100.0% 

【参 考】2006年度 

難易度 T1 T2 T3 T4 T5 N 合計 

1 43 266400 314 
A 

0.3% 13.7% 84.7%1.3%0.0%0.0% 100.0% 

14 460 4,4038551 4,968 
B 

0.3% 9.3% 88.6%1.7%0.1%0.0% 100.0% 

7 833 18,511279187 19,655 
C 

0.0% 4.2% 94.2%1.4%0.1%0.0% 100.0% 

0 1 16310 21 
D 

0.0% 4.8% 76.2%14.3%4.8%0.0% 100.0% 

22 1,337 23,196371248 24,958 
合計 

0.1% 5.4% 92.9%1.5%0.1%0.0% 100.0% 

T1～T3=98.8％（18年度より0.4ポイント上昇） 

T1～T3＝98.4％ 

  達成度の区分 

区 分 程    度 

Ｔ１ 目標を大きく上回って達成

Ｔ２ 目標を上回って達成した 

Ｔ３ 目標をほぼ達成した 

Ｔ４ 目標を下回った 

Ｔ５ 目標を大きく下回った 

N 未着手 

出典：川崎市「平成19年度人事評価制度の実施結果について」（2008年４月22日）



26地方公務員月報　平成21年 7 月号27 地方公務員月報　平成21年 7 月号

 
（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

指
標

点
数

評
価

項
目

摘
要

①
・

業
務

に
必

要
な

資
格

・
免

許
を

有
し

て
い

る
。

2
2

2
�

�

②

※
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
・

業
務

に
関

連
す

る
資

格
・

免
許

を
有

し
て

い
る

。
・

業
務

に
関

連
す

る
研

修
を

履
修

し
て

い
る

。

1
1

1
�

�

③
・

上
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
0

0
0

�
�

①

・
部

下
の

業
務

内
容

や
業

務
遂

行
等

を
十

分
把

握
し

、
能

力
・

適
性

に
応

じ
た

指
示

や
指

導
、

業
務

分
担

、
人

事
配

置
等

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
、

業
績

評
価

の
目

標
設

定
の

指
導

や
中

間
フ

ォ
ロ

ー
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

、
部

下
の

研
修

履
修

に
配

慮
し

て
い

る
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場

�
8

�
10

�

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
部

下
の

業
務

内
容

や
業

務
遂

行
等

の
把

握
が

不
十

分
で

あ
り

、
能

力
・

適
性

に
応

じ
た

指
示

や
指

導
、

業
務

分
担

、
人

事
配

置
等

を
適

正
に

行
っ

て
い

な
い

、
業

績
評

価
の

目
標

設
定

の
指

導
や

中
間

フ
ォ

ロ
ー

を
適

切
に

行
っ

て
い

な
い

、
又

は
部

下
の

研
修

履
修

に
配

慮
し

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

�
6

�
8

�

③

・
部

下
の

業
務

内
容

や
業

務
遂

行
等

の
把

握
が

不
十

分
で

あ
り

、
能

力
・

適
性

に
応

じ
た

指
示

や
指

導
、

業
務

分
担

、
人

事
配

置
等

を
適

正
に

行
っ

て
い

な
い

、
業

績
評

価
の

目
標

設
定

の
指

導
や

中
間

フ
ォ

ロ
ー

を
適

切
に

行
っ

て
い

な
い

、
又

は
部

下
の

研
修

履
修

に
配

慮
し

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

�
3

�
4

�

指導・監督 部
下

の
管

理
監

督
や

人
事

評
価

を
適

切
に

行
い

、
人

材
育

成
等

に
も

留
意

し
な

が
ら

所
管

業
務

を
推

進
す

る
能

力

・
部

下
の

目
標

設
定

に
関

し
、

調
整

会
議

や
２

次
評

価
者

と
の

協
議

の
中

で
大

き
く

修
正

さ
れ

る
事

実
が

あ
れ

ば
、

目
標

設
定

の
指

導
が

適
切

で
な

い
と

い
え

ま
す

。

・
複

数
の

部
下

を
持

つ
場

合
に

、
正

当
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

一
部

の
部

下
の

業
務

量
が

多
す

ぎ
た

り
、

少
な

す
ぎ

た
り

す
る

事
実

が
あ

れ
ば

、
業

務
分

担
が

適
正

で
な

い
と

い
え

ま
す

。

・
「

部
下

の
研

修
履

修
」

と
は

、
職

員
研

修
所

の
階

層
別

研
修

を
い

い
、

「
配

慮
し

な
い

」
と

は
、

そ
れ

ら
の

研
修

を
部

下
が

修
了

で
き

な
か

っ
た

こ
と

を
指

し
ま

す
。

　
な

お
、

業
務

の
都

合
を

理
由

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

上
司

と
し

て
は

、
業

務
分

担
を

再
配

分
す

る
な

ど
、

対
象

職
員

が
研

修
に

参
加

で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。

【
②

の
例

】
・

業
務

分
担

が
悪

く
、

部
下

Ａ
が

業
務

量
が

多
い

た
め

毎
日

時
間

外
勤

務
を

し
て

い
る

状
況

で
、

部
下

Ｂ
が

ほ
ぼ

定
時

で
帰

宅
し

て
い

る
状

況
が

続
い

て
お

り
、

そ
の

状
況

を
知

り
な

が
ら

、
事

務
分

担
の

見
直

し
や

係
内

で
の

協
力

体
制

の
整

備
な

ど
を

行
わ

な
い

こ
と

が
見

受
け

ら
れ

る
。

（
被

評
価

者
が

係
長

の
場

合
）

⇒
こ

う
し

た
状

況
を

知
り

な
が

ら
放

置
し

て
い

る
場

合
に

は
、

複
数

回
か

ど
う

か
は

問
わ

ず
、

継
続

性
に

着
目

し
て

、
③

に
該

当
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

・
部

下
（

係
長

）
の

業
務

目
標

の
設

定
に

関
し

て
指

導
し

た
が

、
そ

の
業

務
目

標
が

組
織

目
標

と
大

き
く

か
い

離
し

て
お

り
、

２
次

評
価

者
（

部
長

）
と

の
協

議
の

中
で

不
適

切
な

目
標

と
し

て
修

正
を

求
め

ら
れ

る
こ

と
が

複
数

回
あ

る
。

（
被

評
価

者
が

課
長

の
場

合
）

・
課

長
が

年
度

当
初

の
課

内
の

業
務

の
割

り
振

り
に

お
い

て
、

係
間

の
業

務
量

の
予

測
を

誤
り

、
Ａ

係
よ

り
も

Ｂ
係

に
か

な
り

多
く

の
業

務
を

割
り

振
っ

て
し

ま
い

、
そ

の
後

是
正

を
す

る
な

ど
の

適
切

な
対

応
を

講
じ

な
か

っ
た

。
（

被
評

価
者

が
課

長
の

場
合

）
⇒

こ
う

し
た

状
況

を
知

り
な

が
ら

放
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
複

数
回

か
ど

う
か

は
問

わ
ず

、
継

続
性

に
着

目
し

て
、

③
に

該
当

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

部
下

に
対

す
る

指
示

や
指

導
、

目
標

設
定

の
指

導
等

を
適

切
に

行
う

能
力

の
内

容
と

程
度

資格・免許等

実
務

の
裏

付
け

と
な

る
技

術
や

理
論

等
専

門
分

野
に

お
け

る
知

識
の

習
熟

度

知識管理能力

（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

①

・
他

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
が

な
く

て
も

業
務

を
正

確
・

円
滑

に
処

理
し

、
業

務
遂

行
に

支
障

を
来

す
こ

と
が

な
い

。
（

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

1
0

8
1
5

5
1
7

・
業

務
処

理
上

の
通

常
の

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

や
上

司
か

ら
の

指
示

等
の

援
助

は
、

通
常

必
要

と
さ

れ
る

サ
ポ

ー
ト

と
し

て
当

然
で

あ
り

、
こ

う
し

た
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

る
こ

と
は

問
題

が
な

い
の

で
、

①
に

該
当

し
ま

す
。

②

・
他

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
が

な
い

と
軽

微
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

円
滑

に
進

捗
し

な
い

な
ど

、
業

務
遂

行
に

軽
度

の
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

あ
る

。
（

業
務

を
独

力
で

正
確

又
は

円
滑

に
遂

行
で

き
な

い
度

が
軽

い
）

8
6

1
2

4
1
3

③

・
他

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
が

な
い

と
修

復
困

難
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

ほ
と

ん
ど

進
捗

し
な

い
、

又
は

他
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

が
あ

っ
て

も
軽

微
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

円
滑

に
進

捗
し

な
い

な
ど

、
業

務
遂

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

（
業

務
を

独
力

で
正

確
又

は
円

滑
に

遂
行

で
き

な
い

度
が

重
い

）

・
③

に
つ

い
て

は
、

通
算

１
年

以
上

の
業

務
従

事
経

験
を

要
件

と
す

る
。

（
係

員
の

み
）

4
3

6
2

6

①

・
Ｉ

Ｔ
の

利
用

に
当

た
っ

て
、

他
の

職
員

に
依

存
し

な
く

て
も

業
務

を
正

確
・

円
滑

に
処

理
し

、
業

務
遂

行
及

び
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
確

保
に

支
障

を
来

す
こ

と
が

な
い

。
（

下
記

に
該

当
し

な
い

場
合

）

3
3

3
2

3

②

・
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
（

ワ
ー

ド
、

エ
ク

セ
ル

、
電

子
メ

ー
ル

、
ブ

ラ
ウ

ザ
）

及
び

業
務

シ
ス

テ
ム

（
電

子
決

裁
、

旅
費

管
理

シ
ス

テ
ム

、
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
、

総
合

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

、
そ

の
他

必
要

と
な

る
業

務
シ

ス
テ

ム
）

の
基

礎
的

な
操

作
・

知
識

に
つ

い
て

、
他

の
職

員
に

依
存

し
、

業
務

遂
行

及
び

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

確
保

に
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

あ
る

。
0

0
0

0
0

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

知識

ＩＴ技能

・
業

務
上

、
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

や
業

務
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

要
件

と
し

ま
す

。
し

た
が

っ
て

、
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

等
を

独
力

で
使

用
で

き
な

い
職

員
で

あ
っ

て
も

、
業

務
で

利
用

す
る

機
会

が
な

い
場

合
は

①
に

該
当

し
ま

す
。

・
本

来
当

該
職

員
が

パ
ソ

コ
ン

等
の

Ｉ
Ｔ

機
器

を
利

用
し

て
作

成
す

る
は

ず
の

文
書

等
を

他
の

職
員

に
作

成
さ

せ
て

い
る

場
合

に
は

、
他

の
職

員
に

依
存

し
て

い
る

も
の

と
し

て
②

に
該

当
し

ま
す

。

・
Ｉ

Ｔ
に

関
し

て
は

、
あ

る
程

度
操

作
に

習
熟

し
た

職
員

が
周

囲
の

講
師

的
な

役
割

と
な

る
こ

と
が

通
常

で
あ

り
、

そ
う

し
た

職
員

の
フ

ォ
ロ

ー
を

受
け

な
が

ら
操

作
で

き
る

な
ら

ば
、

②
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
　

た
だ

し
、

同
じ

操
作

に
関

し
て

何
度

も
繰

り
返

し
フ

ォ
ロ

ー
を

必
要

と
す

る
場

合
に

は
、

他
の

職
員

に
依

存
し

て
い

る
状

態
と

し
て

②
に

該
当

し
ま

す
。

・
「

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

」
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

第
７

章
の

基
準

に
反

し
た

結
果

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

支
障

が
生

じ
た

事
実

が
あ

っ
た

場
合

に
、

②
に

該
当

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

【
②

の
例

】
・

ワ
ー

ド
で

文
書

が
作

成
で

き
な

い
の

で
、

他
の

職
員

に
文

書
作

成
を

全
面

的
に

任
せ

て
い

る
。

・
業

務
中

に
パ

ソ
コ

ン
の

画
面

を
表

示
し

た
ま

ま
離

席
し

た
た

め
、

部
外

の
者

に
画

面
内

の
個

人
情

報
を

見
ら

れ
て

し
ま

っ
た

。

業務知識

【
②

の
例

】
・

通
常

１
人

で
処

理
可

能
な

書
類

の
チ

ェ
ッ

ク
作

業
に

関
し

、
当

該
業

務
に

関
す

る
知

識
不

足
の

た
め

、
作

業
に

細
か

な
ミ

ス
が

度
々

見
受

け
ら

れ
る

。
（

係
員

・
係

長
）

・
所

管
部

署
の

業
務

に
関

す
る

知
識

が
不

足
し

て
い

る
た

め
、

自
ら

判
断

を
下

せ
な

い
こ

と
が

あ
っ

た
り

、
間

違
っ

た
判

断
を

し
て

い
る

こ
と

が
あ

る
。

（
管

理
職

）
⇒

業
務

遂
行

に
軽

度
の

支
障

を
来

し
て

い
る

と
い

え
ま

す
。

【
③

の
例

】
・

②
の

例
で

、
他

の
職

員
の

サ
ポ

ー
ト

が
な

い
と

チ
ェ

ッ
ク

作
業

に
大

き
な

ミ
ス

が
度

々
見

受
け

ら
れ

る
。

（
係

員
・

係
長

）

・
②

の
例

で
、

他
の

職
員

の
サ

ポ
ー

ト
が

あ
っ

て
も

チ
ェ

ッ
ク

作
業

に
お

い
て

、
小

さ
な

ミ
ス

が
度

々
見

受
け

ら
れ

る
。

（
係

員
・

係
長

）

・
②

の
例

で
、

他
の

職
員

の
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

て
も

、
自

ら
判

断
を

下
せ

な
い

こ
と

が
あ

っ
た

り
、

間
違

っ
た

判
断

を
し

た
り

す
る

こ
と

が
あ

る
。

（
管

理
職

）
⇒

業
務

遂
行

に
重

大
な

支
障

を
来

し
て

い
る

と
い

え
ま

す
。

指
標

点
数

職
務

の
遂

行
に

求
め

ら
れ

る
知

識
、

資
格

・
免

許
等

及
び

技
能

業
務

の
遂

行
に

必
要

と
な

る
Ｉ

Ｔ
技

能
、

操
作

・
知

識
の

習
熟

度

評
価

項
目

摘
要

業
務

の
遂

行
に

必
要

と
な

る
固

有
の

知
識

、
実

践
的

知
識

<担
当

業
務

に
関

す
る

法
令

・
規

則
等

の
制

度
、

手
続

、
処

理
方

法
な

ど
に

関
す

る
知

識
の

習
熟

度

図
表
－
７
　
改
定
前
：
平
成
18年
度
「
人
事
評
価
制
度
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
川
崎
市
）」（
抜
粋
）

図表－４� 評価結果≪一般の事務・技術職員≫（2007年度）�

業  績  能  力  合計平均点 

役  職  19年
度 

18年
度 

比較 
19年
度 

18年
度 

比較  19年度  18年度  比較 

部長級  58.11  58.27  ▲ 0.16  49.92  49.85  0.07 108.03  108.12  ▲0.09

課長級  57.07  56.00  1.07  49.72  49.73  ▲0.01 106.79  105.75  1.04

係長級  56.26  55.28  0.98  48.15  48.08  0.06 104.40  103.34  1.06

係  員  54.36  53.40  0.96  46.48  46.40  0.08 100.83  99.79  1.04

平  均  55.17  54.21  0.96  47.28  47.20  0.08 102.44  101.40  1.04

図表―５� 職位別合計点数分布≪一般の事務・技術職員≫�

図表―６� 最終評価�

最終評価  5  4  3  2  1  計 

人数  1,061  2,290  9,369  506  49  13,275 

割合  8.0％  17.3％  70.6％  3.8％  0.4％  100.0％ 

99～101; 27.1%

102～104; 40.2%

105～107; 32.4% 105～107; 33.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

一般事務〔部長〕 一般事務〔課長〕 一般事務〔係長〕 一般事務〔係員〕

～87

87～89

90～92

93～95

96～98

99～101

102～104

105～107

108～110

111～113

114～116

117～119

120～122

出典：川崎市「平成19年度人事評価制度の実施結果について」（2008年４月22日）
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（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

指
標

点
数

評
価

項
目

摘
要

①
・

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

②
、

③
に

該
当

し
な

い
場

合

②

・
職

場
の

モ
ラ

ル
を

低
下

さ
せ

る
次

の
よ

う
な

行
動

が
複

数
回

あ
っ

た
。

　
ア

　
始

業
時

間
な

ど
勤

務
時

間
を

　
　

守
ら

な
い

　
イ

　
執

務
時

間
中

に
無

断
で

離
席

す
る

　
ウ

　
金

銭
等

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
る

6
6

6
6

6

③

・
職

場
の

モ
ラ

ル
を

低
下

さ
せ

る
次

の
よ

う
な

行
動

が
度

々
あ

っ
た

。
　

ア
　

始
業

時
間

な
ど

勤
務

時
間

を
　

　
守

ら
な

い
　

イ
　

執
務

時
間

中
に

無
断

で
離

席
す

る
　

ウ
　

金
銭

等
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

る

0
0

0
0

0

服 務 規 律

姿 勢 ・ 態 度

・
左

に
列

記
し

た
行

動
は

代
表

例
で

あ
り

、
服

務
規

律
を

確
保

す
る

上
で

問
題

と
な

る
行

動
は

す
べ

て
対

象
に

な
り

ま
す

。

・
「

複
数

回
あ

っ
た

」
と

は
、

年
間

を
通

じ
て

２
・

３
回

程
度

あ
っ

た
場

合
・

「
度

々
あ

っ
た

」
と

は
、

年
間

を
通

じ
て

４
・

５
回

以
上

あ
っ

た
場

合

★
上

司
と

し
て

は
、

左
記

の
行

動
を

部
下

が
起

こ
し

た
ら

、
2

度
と

そ
う

し
た

行
動

を
起

こ
さ

な
い

よ
う

指
導

す
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

そ
れ

で
も

、
部

下
が

そ
う

し
た

行
動

を
起

こ
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

部
下

が
「

服
務

規
律

」
で

減
点

と
な

る
の

は
も

ち
ろ

ん
、

そ
の

上
司

も
指

導
不

足
と

し
て

「
服

務
管

理
」

の
項

目
で

減
点

と
な

り
ま

す
。

全
体

の
奉

仕
者

で
あ

る
公

務
員

と
し

て
市

民
の

疑
惑

を
招

く
こ

と
の

な
い

公
正

な
職

務
執

行
と

厳
正

な
服

務
規

律
の

確
保

に
努

め
て

い
る

か
。

 
（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

指
標

点
数

評
価

項
目

摘
要

①

・
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

や
大

き
な

ト
ラ

ブ
ル

に
直

面
し

て
も

、
最

後
ま

で
業

務
を

誠
実

か
つ

確
実

に
や

り
遂

げ
、

期
待

以
上

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

5
�

�
�

�

・
突

発
的

な
業

務
や

ト
ラ

ブ
ル

が
生

じ
た

場
合

に
、

必
ず

最
後

ま
で

や
り

遂
げ

る
場

合
に

の
み

①
で

評
価

し
ま

す
。

（
た

だ
し

、
③

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

場
合

を
③

で
評

価
し

ま
す

。
）

【
①

の
例

】
・

「
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
突

発
的

な
業

務
」

と
は

？
　

状
況

の
変

化
等

に
よ

り
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
業

務
量

と
な

っ
た

が
、

そ
れ

を
最

後
ま

で
滞

り
な

く
や

り
遂

げ
る

よ
う

な
場

合
（

例
）

法
令

等
の

改
正

な
ど

に
よ

り
、

年
度

途
中

に
業

務
量

が
大

幅
に

増
え

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
途

中
で

投
げ

出
す

こ
と

な
く

や
り

遂
げ

た
。

・
「

大
き

な
ト

ラ
ブ

ル
」

と
は

？
　

業
務

が
通

常
の

進
行

を
し

な
く

な
っ

た
よ

う
な

場
合

（
例

１
）

係
長

が
急

き
ょ

不
在

と
な

り
、

次
席

で
あ

る
職

員
が

一
定

の
間

、
係

を
仕

切
っ

た
。

（
例

２
）

事
業

推
進

中
、

市
民

の
要

望
等

に
よ

り
急

き
ょ

事
業

方
針

が
大

幅
に

変
更

と
な

っ
て

も
、

適
切

に
対

応
し

、
最

後
ま

で
事

業
を

確
実

に
執

行
し

た
。

②

・
他

人
に

業
務

を
押

し
付

け
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
せ

ず
、

自
己

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

。
（

上
記

又
は

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

3
�

�
�

�

・
①

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

★
係

員
の

役
割

意
識

は
、

こ
の

３
点

が
標

準
点

で
す

。

③

・
他

人
に

業
務

を
押

し
付

け
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

自
己

の
役

割
を

果
た

し
て

い
な

い
事

実
が

あ
る

。

1
�

�
�

�【
③

の
例

】
・

窓
口

当
番

で
あ

っ
た

職
員

が
、

来
客

が
多

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

窓
口

に
就

い
て

い
な

い
。

・
処

理
す

べ
き

書
類

を
締

切
り

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

他
の

職
員

が
結

果
的

に
処

理
を

し
て

い
る

。

★
な

お
、

①
に

該
当

す
る

プ
ラ

ス
の

事
実

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
③

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

場
合

に
は

、
③

で
評

価
し

ま
す

。

①

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

し
て

も
他

人
に

判
断

を
委

ね
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
せ

ず
、

期
待

ど
お

り
の

職
責

を
果

た
し

て
い

る
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）
�

�
1
0

�
10

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

す
る

と
他

人
に

判
断

を
委

ね
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

期
待

ど
お

り
の

職
責

を
果

た
し

て
い

な
い

事
実

が
複

数
回

あ
る

。
�

�
8

�
8

③

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

す
る

と
他

人
に

判
断

を
委

ね
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

期
待

ど
お

り
の

職
責

を
果

た
し

て
い

な
い

事
実

が
度

々
あ

る
。

�
�

4
�

4

役 割 意 識 （ 係 員 ） 役 割 意 識 （ 部 下 の な い 係 長 ・ 管 理 職 ）

組
織

に
お

け
る

自
己

の
役

割
を

認
識

し
、

与
え

ら
れ

た
業

務
に

つ
い

て
誠

実
か

つ
確

実
に

や
り

遂
げ

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

・
他

人
に

判
断

を
委

ね
る

と
は

、
当

該
職

員
が

判
断

す
る

べ
き

事
項

に
関

し
て

、
他

人
に

判
断

を
仰

ぐ
こ

と
を

い
い

ま
す

。
　

判
断

を
行

う
際

に
通

常
行

わ
れ

る
相

談
に

つ
い

て
は

、
問

題
が

な
い

も
の

と
し

ま
す

。

【
②

の
例

】
・

Ａ
課

付
き

の
部

下
な

し
主

査
が

単
独

で
行

う
べ

き
事

業
に

お
い

て
、

主
査

と
し

て
行

う
べ

き
程

度
の

判
断

に
迷

い
Ａ

課
長

に
判

断
を

仰
ぐ

こ
と

が
複

数
回

あ
る

。

組
織

に
お

け
る

自
己

の
役

割
を

認
識

し
、

与
え

ら
れ

た
業

務
に

つ
い

て
誠

実
か

つ
確

実
に

や
り

遂
げ

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

姿 勢 ・ 態 度

 
（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

指
標

点
数

評
価

項
目

摘
要

①

・
説

明
や

調
整

を
十

分
行

い
、

事
業

や
施

策
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
遅

れ
又

は
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

を
招

く
こ

と
が

な
い

。
（

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

�
10

1
0

1
0

1
0

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
説

明
不

足
や

調
整

が
不

十
分

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

、
事

業
や

施
策

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

遅
れ

又
は

苦
情

・
ト

ラ
ブ

ル
を

招
い

て
い

る
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

�
8

8
8

8

③

・
説

明
不

足
や

調
整

が
不

十
分

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

、
事

業
や

施
策

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

遅
れ

又
は

苦
情

・
ト

ラ
ブ

ル
を

招
い

て
い

る
事

実
が

度
々

あ
る

。
�

4
4

4
4

①

・
自

ら
進

ん
で

、
又

は
要

請
や

依
頼

が
あ

れ
ば

協
力

し
、

全
体

の
業

務
遂

行
や

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

に
支

障
を

来
す

こ
と

が
な

い
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）
1
0

�
�

�
�

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
要

請
・

依
頼

に
対

し
て

も
非

協
力

的
な

場
合

が
見

受
け

ら
れ

、
全

体
の

業
務

遂
行

や
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
に

支
障

を
来

し
て

い
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。
8

�
�

�
�

③

・
要

請
・

依
頼

に
対

し
て

も
非

協
力

的
な

場
合

が
見

受
け

ら
れ

、
全

体
の

業
務

遂
行

や
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
に

支
障

を
来

し
て

い
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

4
�

�
�

�

組
織

の
構

成
員

と
し

て
前

向
き

の
行

動
及

び
公

務
員

と
し

て
の

基
本

的
意

識

・
特

別
な

事
情

が
な

い
限

り
、

協
力

要
請

や
依

頼
を

断
る

こ
と

は
、

業
務

に
支

障
が

出
る

の
が

通
常

な
の

で
、

断
っ

た
事

実
の

頻
度

で
判

断
し

ま
す

。

【
②

の
例

】
・

窓
口

職
場

に
お

い
て

、
来

客
が

多
く

人
手

が
足

り
な

い
場

面
で

窓
口

に
出

る
よ

う
依

頼
さ

れ
て

も
、

当
番

で
は

な
い

こ
と

を
理

由
に

協
力

し
な

い
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

組
織

の
一

員
と

し
て

目
標

達
成

の
た

め
に

、
自

分
の

担
当

業
務

の
範

囲
を

超
え

て
上

司
や

同
僚

、
関

係
部

門
の

職
員

等
と

自
発

的
に

協
力

し
て

い
る

か
、

又
は

自
ら

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

積
極

的
に

伝
達

・
提

供
し

て
い

る
か

。

チ ー ム ワ ー ク折 衝

利
害

関
係

や
立

場
の

異
な

る
相

手
に

対
し

説
得

や
働

き
か

け
を

行
い

、
自

ら
の

意
図

・
目

的
を

相
手

に
理

解
さ

せ
納

得
さ

せ
受

け
入

れ
さ

せ
る

、
又

は
協

力
・

支
援

を
得

ら
れ

る
よ

う
調

整
す

る
能

力
の

内
容

と
程

度

【
②

の
例

】
・

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

利
害

関
係

者
等

へ
自

ら
責

任
者

と
し

て
行

っ
た

説
明

が
不

十
分

で
あ

っ
た

た
め

納
得

が
得

ら
れ

ず
、

事
業

に
遅

れ
が

生
じ

た
。

⇒
こ

の
場

合
、

説
明

不
足

の
事

実
が

複
数

回
あ

っ
て

１
つ

の
事

業
が

遅
れ

た
こ

と
、

複
数

の
事

業
に

お
い

て
説

明
不

足
が

原
因

で
遅

れ
が

生
じ

た
こ

と
は

、
ど

ち
ら

も
「

複
数

回
」

と
し

て
②

に
該

当
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

姿 勢 ・ 態 度

 
（
能

力
評

価
の

評
価

指
標

）

(1
)

(2
)

(1
)

(2
)

係
長

管
理

職
係

員
内

容
・

程
度

指
標

点
数

評
価

項
目

摘
要

①

・
部

下
の

業
績

や
能

力
に

つ
い

て
、

客
観

的
事

実
を

基
に

公
平

な
観

点
か

ら
適

正
な

評
価

を
行

っ
て

い
る

。
（

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

�
7

�
10

�

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
部

下
の

業
績

や
能

力
が

高
い

又
は

低
い

等
に

も
か

か
わ

ら
ず

適
正

な
評

価
を

行
っ

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。
�

5
�

8
�

③

・
部

下
の

業
績

や
能

力
が

高
い

又
は

低
い

等
に

も
か

か
わ

ら
ず

適
正

な
評

価
を

行
っ

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

�
2

�
4

�

①
・

下
記

に
該

当
し

な
い

場
合

�
2

�
3

�
②

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
部

下
の

不
参

、
欠

勤
が

あ
っ

た
、

又
は

部
下

の
人

事
評

価
項

目
の

姿
勢

・
態

度
の

「
服

務
規

律
」

に
減

点
と

な
る

事
実

が
あ

る
。

�
0

�
0

�

・
部

下
の

範
囲

は
、

次
の

表
の

と
お

り
で

す
。

【
例

】
・

課
長

の
部

下
は

、
課

の
係

長
及

び
係

員
と

な
り

ま
す

。
・

部
長

の
部

下
は

、
課

長
の

み
（

係
長

以
下

は
部

下
と

考
え

ま
せ

ん
。

）

・
部

下
に

は
、

再
任

用
職

員
や

技
能

・
業

務
職

員
を

含
み

ま
す

。
・

部
下

の
人

数
の

多
少

に
は

関
係

な
く

、
１

人
の

部
下

に
不

参
な

ど
が

あ
れ

ば
、

②
に

該
当

し
ま

す
。

①

・
十

分
な

説
明

又
は

親
切

・
適

切
な

応
対

に
よ

り
、

苦
情

・
ト

ラ
ブ

ル
を

招
く

こ
と

が
な

い
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）

1
0

�
�

�
�

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
説

明
不

足
又

は
不

親
切

・
不

適
切

な
応

対
に

よ
り

、
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

を
招

い
て

い
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。
8

�
�

�
�

③

・
説

明
不

足
又

は
不

親
切

・
不

適
切

な
応

対
に

よ
り

、
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

を
招

い
て

い
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

4
�

�
�

�

業
務

目
標

の
達

成
や

課
題

等
の

解
決

の
た

め
に

必
要

な
説

明
・

応
対

、
折

衝
な

ど
対

人
関

係
を

調
整

す
る

能
力

【
②

の
例

】
・

市
民

応
対

に
お

い
て

、
ぶ

っ
き

ら
ぼ

う
な

対
応

を
し

、
結

果
と

し
て

市
民

か
ら

の
苦

情
を

招
い

て
い

る
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

・
市

役
所

内
部

の
連

絡
を

密
に

す
る

べ
き

部
署

に
対

し
、

説
明

不
足

で
あ

っ
た

た
め

、
情

報
の

混
乱

を
招

き
、

事
務

の
停

滞
を

来
す

こ
と

が
複

数
回

あ
る

。

説 明 ・ 応 対

部
下

の
服

務
規

律
に

関
し

て
適

切
な

管
理

監
督

を
行

う
能

力
の

内
容

と
程

度

人 事 評 価

部
下

の
業

績
評

価
・

能
力

評
価

を
適

切
に

行
う

能
力

の
内

容
と

程
度

服 務 管 理

・
評

価
が

客
観

的
事

実
に

基
づ

か
ず

に
行

わ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

適
正

な
評

価
を

行
っ

て
い

な
い

と
い

え
ま

す
。

・
１

次
評

価
・

２
次

評
価

の
別

は
な

く
、

行
っ

た
評

価
す

べ
て

を
対

象
と

し
ま

す
。

【
②

の
例

】
・

業
績

評
価

で
達

成
度

が
低

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
つ

い
甘

い
評

価
を

し
て

し
ま

い
、

Ｔ
３

を
つ

け
て

い
る

こ
と

が
複

数
回

あ
る

。

・
能

力
評

価
で

減
点

す
べ

き
事

実
（

例
え

ば
、

「
指

導
・

監
督

」
に

お
い

て
係

長
が

部
下

の
業

務
分

担
を

適
正

に
行

っ
て

い
な

い
な

ど
）

を
２

次
評

価
者

（
部

長
）

が
知

っ
て

い
る

よ
う

な
場

合
で

あ
っ

て
も

、
１

次
評

価
者

（
課

長
＝

被
評

価
者

）
が

普
段

の
観

察
不

足
か

ら
そ

の
事

実
を

見
過

ご
し

て
お

り
、

適
正

な
評

価
を

し
て

い
な

い
こ

と
が

複
数

回
あ

る
。

対 人 能 力管 理 能 力

相
手

の
理

解
を

得
ら

れ
る

効
果

的
な

説
明

、
適

切
な

応
対

を
す

る
能

力
の

内
容

と
程

度
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《
能

力
評

価
の

評
価

指
標

》

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

係
長

内
容

・
程

度
評

価
項

目

管
理

職

係
員

摘
要

指
標

点
数

①

・
自

分
の

担
当

以
外

の
業

務
に

お
い

て
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

や
大

き
な

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
、

積
極

的
に

協
力

し
、

最
後

ま
で

業
務

を
誠

実
か

つ
確

実
に

や
り

遂
げ

た
事

実
が

あ
る

。

1
0

�
�

�
� ・

具
体

的
に

、
自

分
の

担
当

以
外

の
業

務
に

お
い

て
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

な
ど

が
発

生
し

た
事

実
が

あ
り

、
か

つ
積

極
的

に
協

力
し

て
業

務
を

成
し

遂
げ

た
事

実
が

あ
る

場
合

に
の

み
①

で
評

価
し

ま
す

。
（

た
だ

し
、

③
又

は
④

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

場
合

は
③

又
は

④
で

評
価

し
ま

す
。

）

【
①

の
例

】
・

法
令

等
の

改
正

な
ど

に
よ

り
、

他
の

係
員

の
業

務
量

が
大

幅
に

増
え

た
際

に
、

積
極

的
に

協
力

し
、

最
後

ま
で

や
り

遂
げ

た
。

・
他

の
係

員
等

が
病

休
な

ど
で

相
当

期
間

不
在

と
な

っ
た

際
に

、
自

分
の

担
当

業
務

の
範

囲
を

超
え

て
、

当
該

職
員

の
業

務
の

全
部

又
は

大
部

分
を

積
極

的
に

引
き

受
け

、
最

後
ま

で
や

り
遂

げ
た

。

②

・
良

好
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

確
保

に
努

め
、

自
分

の
担

当
以

外
の

業
務

に
つ

い
て

も
自

ら
進

ん
で

、
又

は
要

請
や

依
頼

が
あ

れ
ば

協
力

し
、

全
体

の
業

務
遂

行
や

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

に
配

慮
し

な
が

ら
、

業
務

を
適

正
・

円
滑

に
処

理
し

て
い

る
。

（
上

記
又

は
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）

8
�

�
�

�

・
①

、
③

、
④

に
該

当
し

な
い

場
合

★
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
は

、
②

が
標

準
で

す
。

③

・
必

要
な

情
報

の
提

供
を

怠
る

、
要

請
・

依
頼

に
対

し
て

も
非

協
力

的
な

場
合

が
見

受
け

ら
れ

る
な

ど
、

全
体

の
業

務
遂

行
や

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

に
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

6
�

�
�

�

④

・
必

要
な

情
報

の
提

供
を

怠
る

、
要

請
・

依
頼

に
対

し
て

も
非

協
力

的
な

場
合

が
見

受
け

ら
れ

る
な

ど
、

全
体

の
業

務
遂

行
や

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

に
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

度
々

あ
る

。
2

�
�

�
�

①

・
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

や
大

き
な

ト
ラ

ブ
ル

に
直

面
し

て
も

、
積

極
的

に
対

応
し

、
最

後
ま

で
業

務
を

誠
実

か
つ

確
実

に
や

り
遂

げ
、

期
待

以
上

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

1
0

�
�

�
� ・

具
体

的
に

、
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

な
ど

に
直

面
し

た
事

実
が

あ
り

、
か

つ
積

極
的

に
取

り
組

み
業

務
を

成
し

遂
げ

た
事

実
が

あ
る

場
合

に
の

み
①

で
評

価
し

ま
す

。
（

た
だ

し
、

③
又

は
④

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

場
合

は
③

又
は

④
で

評
価

し
ま

す
。

）

【
①

の
例

】
・

法
令

等
の

改
正

な
ど

に
よ

り
、

年
度

途
中

に
業

務
量

が
大

幅
に

増
え

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
最

後
ま

で
や

り
遂

げ
た

。

・
係

長
が

急
き

ょ
不

在
と

な
り

、
次

席
で

あ
る

職
員

が
一

定
の

間
、

係
を

仕
切

っ
た

。

②

・
自

己
の

役
割

を
認

識
し

、
か

つ
十

分
に

果
た

し
て

、
業

務
を

適
正

・
円

滑
に

処
理

し
て

い
る

。
（

上
記

又
は

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

8
�

�
�

�

・
①

、
③

、
④

に
該

当
し

な
い

場
合

★
係

員
の

役
割

意
識

は
、

②
が

標
準

で
す

。

③

・
他

人
に

業
務

を
押

し
付

け
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

自
己

の
役

割
を

果
た

し
て

い
な

い
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

6
�

�
�

�

④

・
他

人
に

業
務

を
押

し
付

け
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

自
己

の
役

割
を

果
た

し
て

い
な

い
事

実
が

度
々

あ
る

。
2

�
�

�
�

組
織

に
お

け
る

自
己

の
役

割
を

認
識

し
、

与
え

ら
れ

た
業

務
に

つ
い

て
誠

実
か

つ
確

実
に

や
り

遂
げ

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

【
③

の
例

】
・

窓
口

当
番

で
あ

っ
た

職
員

が
、

来
客

が
多

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

窓
口

に
就

い
て

い
な

い
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

・
処

理
す

べ
き

書
類

を
締

切
り

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

結
果

的
に

他
の

職
員

が
処

理
し

て
い

る
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

役割意識（係員）

姿勢・態度

・
特

別
な

事
情

が
な

い
限

り
、

協
力

要
請

や
依

頼
を

断
る

こ
と

は
、

業
務

に
支

障
が

出
る

の
が

通
常

な
の

で
、

断
っ

た
事

実
の

頻
度

で
判

断
し

ま
す

。

【
③

の
例

】
・

窓
口

職
場

に
お

い
て

、
来

客
が

多
く

人
手

が
足

り
な

い
場

面
で

窓
口

に
出

る
よ

う
依

頼
さ

れ
て

も
、

当
番

で
は

な
い

こ
と

を
理

由
に

協
力

し
な

い
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

組
織

の
一

員
と

し
て

目
標

達
成

の
た

め
に

、
自

分
の

担
当

業
務

の
範

囲
を

超
え

て
上

司
や

同
僚

、
関

係
部

門
の

職
員

等
と

自
発

的
に

協
力

し
て

い
る

か
。

チームワーク 組
織

の
構

成
員

と
し

て
前

向
き

の
行

動
及

び
公

務
員

と
し

て
の

基
本

的
意

識

《
能

力
評

価
の

評
価

指
標

》

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

係
長

内
容

・
程

度
評

価
項

目

管
理

職

係
員

摘
要

指
標

点
数

①

・
部

下
の

公
正

な
職

務
執

行
と

厳
正

な
服

務
規

律
の

確
保

に
向

け
て

、
必

要
な

管
理

監
督

、
指

導
を

行
っ

て
い

る
。

（
下

記
に

該
当

し
な

い
場

合
）

�
2

�
2

�

②
に

該
当

し
な

い
場

合

②

・
部

下
の

公
正

な
職

務
執

行
と

厳
正

な
服

務
規

律
の

確
保

に
向

け
て

、
必

要
な

管
理

監
督

、
指

導
を

行
っ

て
い

な
い

事
実

が
あ

る
。

�
0

�
0

�

・
部

下
の

人
数

の
多

少
に

は
関

係
な

く
、

１
人

の
部

下
に

「
服

務
規

律
」

に
減

点
と

な
る

事
実

な
ど

が
あ

れ
ば

、
②

に
該

当
し

ま
す

。
（

人
事

異
動

直
後

の
不

参
な

ど
「

上
司

の
管

理
監

督
、

指
導

の
及

ば
な

い
場

合
」

を
除

く
）

⇒
「

上
司

の
管

理
監

督
、

指
導

の
及

ば
な

い
場

合
」

に
該

当
す

る
よ

う
な

事
例

が
あ

る
際

は
、

あ
ら

か
じ

め
局

の
人

事
担

当
課

長
な

ど
に

相
談

す
る

こ
と

も
必

要
で

す
。

⇒
実

際
に

「
上

司
の

管
理

監
督

、
指

導
の

及
ば

な
い

場
合

」
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
評

価
す

る
場

合
は

、
面

談
時

に
そ

の
具

体
的

な
事

由
を

書
面

（
自

己
申

告
欄

へ
の

記
載

な
ど

）
に

よ
り

確
認

し
、

人
事

担
当

課
長

の
確

認
を

受
け

て
く

だ
さ

い
。

①

・
十

分
な

説
明

、
親

切
・

適
切

な
応

対
を

行
い

、
業

務
を

適
正

・
円

滑
に

処
理

し
て

い
る

。
（

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

1
2

�
�

�
� ・

②
、

③
に

該
当

し
な

い
場

合

②

・
説

明
不

足
、

不
親

切
・

不
適

切
な

応
対

な
ど

、
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
複

数
回

あ
る

。

1
0

�
�

�
�

③

・
説

明
不

足
、

不
親

切
・

不
適

切
な

応
対

な
ど

、
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
度

々
あ

る
。

6
�

�
�

�

①

・
利

害
関

係
や

立
場

の
異

な
る

相
手

に
対

し
て

も
十

分
な

説
明

、
適

切
な

調
整

を
行

い
、

業
務

を
適

正
・

円
滑

に
処

理
し

て
い

る
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）
�

10
1
2

1
0

1
2

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
不

十
分

、
不

適
切

な
説

明
や

調
整

な
ど

、
事

業
進

捗
の

遅
れ

や
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
複

数
回

あ
る

。

�
8

1
0

8
1
0

③

・
不

十
分

、
不

適
切

な
説

明
や

調
整

な
ど

、
事

業
進

捗
の

遅
れ

や
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
度

々
あ

る
。

�
4

6
4

6

【
②

の
例

】
・

市
民

応
対

に
お

い
て

、
相

手
に

不
快

感
や

不
信

感
を

与
え

る
よ

う
な

言
動

が
あ

り
、

注
意

し
た

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

・
市

役
所

内
部

の
連

絡
を

密
に

す
る

べ
き

部
署

に
対

す
る

説
明

不
足

が
あ

り
、

誤
解

や
混

乱
等

を
招

い
た

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

・
本

来
、

当
該

職
員

が
説

明
、

応
対

を
す

る
べ

き
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
他

の
職

員
に

依
存

し
て

い
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

★
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
あ

っ
た

際
は

、
そ

う
し

た
行

動
を

繰
り

返
さ

な
い

よ
う

指
導

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
　

こ
れ

を
怠

っ
た

場
合

、
上

司
も

「
組

織
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」

の
項

目
で

「
必

要
な

指
導

を
行

っ
て

い
な

い
事

実
」

と
し

て
、

減
点

評
価

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

説明・応対

対人能力

折衝

利
害

関
係

や
立

場
の

異
な

る
相

手
に

対
し

説
得

や
働

き
か

け
を

行
い

、
自

ら
の

意
図

・
目

的
を

相
手

に
理

解
さ

せ
納

得
さ

せ
受

け
入

れ
さ

せ
る

、
又

は
協

力
・

支
援

を
得

ら
れ

る
よ

う
調

整
す

る
能

力
の

内
容

と
程

度

管理能力

相
手

の
理

解
を

得
ら

れ
る

効
果

的
な

説
明

、
適

切
な

応
対

を
す

る
能

力
の

内
容

と
程

度

業
務

目
標

の
達

成
や

課
題

等
の

解
決

の
た

め
に

必
要

な
説

明
・

応
対

、
折

衝
な

ど
対

人
関

係
を

調
整

す
る

能
力

【
②

の
例

】
・

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

利
害

関
係

者
等

へ
自

ら
責

任
者

と
し

て
行

っ
た

説
明

が
不

十
分

で
あ

っ
た

た
め

納
得

が
得

ら
れ

ず
、

事
業

に
遅

れ
が

生
じ

た
。

⇒
こ

の
場

合
、

説
明

不
足

の
事

実
が

複
数

回
あ

っ
て

１
つ

の
事

業
が

遅
れ

た
こ

と
、

複
数

の
事

業
に

お
い

て
説

明
不

足
が

原
因

で
遅

れ
が

生
じ

た
こ

と
は

、
ど

ち
ら

も
「

複
数

回
」

と
し

て
②

に
該

当
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

・
本

来
、

当
該

職
員

が
説

明
、

調
整

を
す

る
べ

き
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
他

の
職

員
に

依
存

し
て

い
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

★
事

業
進

捗
の

遅
れ

や
苦

情
・

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

な
が

る
よ

う
な

行
動

が
あ

っ
た

際
は

、
そ

う
し

た
行

動
を

繰
り

返
さ

な
い

よ
う

指
導

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
　

こ
れ

を
怠

っ
た

場
合

、
上

司
も

「
組

織
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」

の
項

目
で

「
必

要
な

指
導

を
行

っ
て

い
な

い
事

実
」

と
し

て
、

減
点

評
価

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

服務管理

部
下

の
服

務
規

律
に

関
し

て
適

切
な

管
理

監
督

を
行

う
能

力
の

内
容

と
程

度

《
能

力
評

価
の

評
価

指
標

》

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

係
長

内
容

・
程

度
評

価
項

目

管
理

職

係
員

摘
要

指
標

点
数

①

・
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

な
ど

、
安

定
的

な
組

織
運

営
を

阻
害

す
る

よ
う

な
大

き
な

環
境

変
化

に
直

面
し

て
も

、
目

標
の

提
示

、
業

務
分

担
、

指
示

・
指

導
を

適
正

に
行

い
、

状
況

に
合

わ
せ

て
適

時
適

切
な

調
整

を
行

う
な

ど
、

効
果

的
な

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

り
組

織
の

目
標

を
着

実
に

達
成

し
た

事
実

が
あ

る
。

�
10

�
1
2

�

・
具

体
的

に
、

通
常

の
範

囲
を

大
き

く
超

え
る

よ
う

な
突

発
的

な
業

務
な

ど
に

直
面

し
た

事
実

が
あ

り
、

か
つ

効
果

的
な

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

っ
て

組
織

と
し

て
業

務
を

成
し

遂
げ

た
事

実
が

あ
る

場
合

に
の

み
①

で
評

価
し

ま
す

。
（

た
だ

し
、

③
又

は
④

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

場
合

は
③

又
は

④
で

評
価

し
ま

す
。

）

・
業

務
繁

忙
期

に
主

担
当

の
職

員
が

長
期

に
わ

た
っ

て
欠

け
た

よ
う

な
場

合
は

、
安

定
的

な
組

織
運

営
を

阻
害

す
る

よ
う

な
大

き
な

環
境

変
化

と
い

え
ま

す
。

★
「

通
常

の
範

囲
を

大
き

く
超

え
る

」
、

「
効

果
的

な
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」

等
の

判
断

に
あ

た
っ

て
は

、
被

評
価

者
の

職
位

等
を

十
分

に
考

慮
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

②

・
組

織
目

標
の

達
成

に
向

け
て

、
部

下
の

育
成

に
も

配
慮

し
な

が
ら

、
目

標
の

提
示

、
業

務
分

担
、

指
示

・
指

導
等

を
適

正
に

行
い

、
状

況
に

合
わ

せ
て

適
時

適
切

な
調

整
を

行
う

な
ど

、
組

織
を

適
正

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
し

て
い

る
。

（
上

記
又

は
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）

�
8

�
10

�

・
①

、
③

、
④

に
該

当
し

な
い

場
合

★
組

織
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
は

、
②

が
標

準
で

す
。

③

・
部

下
の

育
成

に
配

慮
し

て
い

な
い

、
目

標
の

提
示

、
業

務
分

担
、

指
示

・
指

導
を

適
正

に
行

っ
て

い
な

い
、

状
況

に
合

わ
せ

て
適

時
適

切
な

調
整

を
行

っ
て

い
な

い
な

ど
、

組
織

を
適

正
に

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

し
て

い
な

い
と

判
断

で
き

る
事

実
が

複
数

回
あ

る
。

�
6

�
8

�

④

・
部

下
の

育
成

に
配

慮
し

て
い

な
い

、
目

標
の

提
示

、
業

務
分

担
、

指
示

・
指

導
を

適
正

に
行

っ
て

い
な

い
、

状
況

に
合

わ
せ

て
適

時
適

切
な

調
整

を
行

っ
て

い
な

い
な

ど
、

組
織

を
適

正
に

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

し
て

い
な

い
と

判
断

で
き

る
事

実
が

度
々

あ
る

。
�

2
�

4
�

①

・
常

に
危

機
管

理
意

識
を

持
っ

て
行

動
し

、
業

務
遂

行
の

過
程

で
発

生
す

る
様

々
な

ト
ラ

ブ
ル

等
に

備
え

て
い

る
。

・
ト

ラ
ブ

ル
等

が
発

生
し

た
際

に
、

事
実

の
正

確
な

把
握

、
迅

速
な

報
告

、
再

発
防

止
策

の
策

定
等

の
適

切
な

対
応

を
し

て
い

る
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）

�
8

6
8

6

・
②

、
③

に
該

当
し

な
い

場
合

②

・
危

機
管

理
に

対
す

る
意

識
や

、
業

務
遂

行
の

過
程

で
発

生
す

る
様

々
な

ト
ラ

ブ
ル

等
に

対
す

る
備

え
が

不
足

し
て

い
る

と
判

断
で

き
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

・
ト

ラ
ブ

ル
等

が
発

生
し

た
際

に
、

事
実

の
正

確
な

把
握

、
迅

速
な

報
告

、
再

発
防

止
策

の
策

定
等

の
適

切
な

対
応

を
し

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
複

数
回

あ
る

。

�
6

4
6

4

③

・
危

機
管

理
に

対
す

る
意

識
や

、
業

務
遂

行
の

過
程

で
発

生
す

る
様

々
な

ト
ラ

ブ
ル

等
に

対
す

る
備

え
が

不
足

し
て

い
る

と
判

断
で

き
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

・
ト

ラ
ブ

ル
等

が
発

生
し

た
際

に
、

事
実

の
正

確
な

把
握

、
迅

速
な

報
告

、
再

発
防

止
策

の
策

定
等

の
適

切
な

対
応

を
し

て
い

な
い

と
判

断
で

き
る

事
実

が
度

々
あ

る
。

�
2

0
2

0

管理能力

常
に

危
機

管
理

意
識

を
持

っ
て

行
動

し
、

業
務

遂
行

の
過

程
で

発
生

す
る

様
々

な
ト

ラ
ブ

ル
等

に
迅

速
か

つ
的

確
に

対
応

す
る

能
力

の
内

容
と

程
度

・
部

下
の

人
事

評
価

に
関

し
、

目
標

設
定

の
指

導
や

面
談

が
不

十
分

で
あ

っ
た

り
、

客
観

的
な

事
実

に
基

づ
か

な
い

評
価

を
し

て
い

る
よ

う
な

場
合

は
、

組
織

を
適

正
に

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

し
て

い
な

い
と

い
え

ま
す

。

・
複

数
の

部
下

を
持

つ
場

合
に

、
正

当
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

一
部

の
部

下
の

業
務

量
が

多
す

ぎ
た

り
、

少
な

す
ぎ

た
り

す
る

事
実

が
あ

れ
ば

、
組

織
を

適
正

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
し

て
い

な
い

と
い

え
ま

す
。

・
人

材
育

成
基

本
計

画
等

に
基

づ
く

人
材

育
成

・
能

力
開

発
の

取
組

を
適

正
に

実
施

し
て

い
な

い
事

実
や

、
部

下
に

対
す

る
必

要
な

指
導

・
助

言
を

行
っ

て
い

な
い

事
実

、
部

下
が

職
員

研
修

所
の

階
層

別
研

修
を

修
了

で
き

な
か

っ
た

事
実

等
が

あ
れ

ば
、

部
下

の
育

成
に

配
慮

し
た

適
正

な
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

行
っ

て
い

な
い

と
い

え
ま

す
。

・
緊

急
時

の
連

絡
体

制
等

を
整

備
し

て
い

な
い

場
合

や
、

整
備

し
て

い
て

も
職

員
に

周
知

し
て

い
な

い
場

合
は

②
に

該
当

し
ま

す
。

さ
ら

に
、

こ
う

し
た

状
況

を
知

り
な

が
ら

放
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
③

に
該

当
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

（
管

理
職

）

・
ト

ラ
ブ

ル
等

が
発

生
し

た
際

に
、

正
当

な
理

由
が

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
報

告
が

遅
れ

た
り

、
不

正
確

な
報

告
を

し
た

場
合

に
は

、
適

切
な

対
応

を
し

て
い

な
い

と
い

え
ま

す
。

組
織

目
標

の
達

成
に

向
け

て
、

部
下

の
育

成
に

も
配

慮
し

な
が

ら
、

組
織

を
適

正
に

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

す
る

能
力

の
内

容
と

程
度

組織マネジメントトラブル対応 組
織

や
業

務
を

適
正

に
管

理
す

る
能

力

《
能

力
評

価
の

評
価

指
標

》

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

①

・
業

務
の

遂
行

に
必

要
と

な
る

知
識

を
有

し
て

お
り

、
そ

れ
を

活
用

し
て

業
務

を
正

確
・

円
滑

に
処

理
し

て
い

る
。

（
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）
1
0

1
0

1
4

8
1
4

・
業

務
処

理
上

の
通

常
の

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

や
上

司
か

ら
の

指
示

等
の

援
助

は
、

通
常

必
要

と
さ

れ
る

サ
ポ

ー
ト

と
し

て
当

然
で

あ
り

、
こ

う
し

た
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

る
こ

と
は

問
題

が
な

い
の

で
、

①
に

該
当

し
ま

す
。

★
業

務
の

遂
行

に
必

要
と

な
る

知
識

・
技

能
の

程
度

の
判

断
に

あ
た

っ
て

は
、

被
評

価
者

の
職

位
等

を
十

分
に

考
慮

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

②

・
他

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
が

な
い

と
軽

微
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

円
滑

に
進

捗
し

な
い

な
ど

、
業

務
遂

行
に

軽
度

の
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

あ
る

。
（

業
務

を
独

力
で

正
確

又
は

円
滑

に
遂

行
で

き
な

い
度

が
軽

い
）

8
8

1
0

6
1
0

③

・
他

か
ら

の
サ

ポ
ー

ト
が

な
い

と
修

復
困

難
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

ほ
と

ん
ど

進
捗

し
な

い
、

又
は

他
か

ら
の

サ
ポ

ー
ト

が
あ

っ
て

も
軽

微
な

ミ
ス

を
繰

り
返

し
た

り
業

務
が

円
滑

に
進

捗
し

な
い

な
ど

、
業

務
遂

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

（
業

務
を

独
力

で
正

確
又

は
円

滑
に

遂
行

で
き

な
い

度
が

重
い

）

・
③

に
つ

い
て

は
、

通
算

１
年

以
上

の
業

務
従

事
経

験
を

要
件

と
す

る
。

（
係

員
の

み
）

4
4

4
2

4

①

・
業

務
の

遂
行

に
必

要
と

な
る

Ｉ
Ｔ

技
能

を
有

し
て

お
り

、
そ

れ
を

活
用

し
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

を
確

保
し

な
が

ら
業

務
を

正
確

・
円

滑
に

処
理

し
て

い
る

。
（

下
記

に
該

当
し

な
い

場
合

）

2
2

2
2

2

・
業

務
上

、
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

や
業

務
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

要
件

と
し

ま
す

。
し

た
が

っ
て

、
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

等
を

独
力

で
使

用
で

き
な

い
職

員
で

あ
っ

て
も

、
業

務
で

利
用

す
る

機
会

が
な

い
場

合
は

①
に

該
当

し
ま

す
。

②

・
Ｏ

Ａ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
（

ワ
ー

ド
、

エ
ク

セ
ル

、
電

子
メ

ー
ル

、
ブ

ラ
ウ

ザ
）

及
び

業
務

シ
ス

テ
ム

（
電

子
決

裁
、

旅
費

管
理

シ
ス

テ
ム

、
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
、

総
合

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

、
そ

の
他

必
要

と
な

る
業

務
シ

ス
テ

ム
）

の
基

礎
的

な
操

作
・

知
識

に
つ

い
て

、
他

の
職

員
に

依
存

し
、

業
務

遂
行

に
支

障
を

来
し

て
い

る
事

実
が

あ
る

。

・
川

崎
市

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

第
７

章
に

反
し

た
結

果
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
に

支
障

を
来

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

0
0

0
0

0

・
Ｉ

Ｔ
に

関
し

て
は

、
あ

る
程

度
操

作
に

習
熟

し
た

職
員

が
周

囲
の

講
師

的
な

役
割

と
な

る
こ

と
が

通
常

で
あ

り
、

そ
う

し
た

職
員

の
フ

ォ
ロ

ー
を

受
け

な
が

ら
操

作
で

き
る

な
ら

ば
、

②
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
　

た
だ

し
、

同
じ

操
作

に
関

し
て

何
度

も
繰

り
返

し
フ

ォ
ロ

ー
を

必
要

と
す

る
場

合
に

は
、

他
の

職
員

に
依

存
し

て
い

る
状

態
と

し
て

②
に

該
当

し
ま

す
。

・
本

来
当

該
職

員
が

パ
ソ

コ
ン

等
の

Ｉ
Ｔ

機
器

を
利

用
し

て
作

成
す

る
は

ず
の

文
書

等
を

他
の

職
員

に
作

成
さ

せ
て

い
る

場
合

に
は

、
他

の
職

員
に

依
存

し
て

い
る

も
の

と
し

て
②

に
該

当
し

ま
す

。

【
②

の
例

】
・

ワ
ー

ド
で

文
書

が
作

成
で

き
な

い
の

で
、

他
の

職
員

に
文

書
作

成
を

任
せ

て
い

る
。

・
業

務
中

に
パ

ソ
コ

ン
の

画
面

を
表

示
し

た
ま

ま
離

席
し

た
た

め
、

部
外

の
者

に
個

人
情

報
を

見
ら

れ
て

し
ま

っ
た

。

①
・

業
務

に
必

要
な

資
格

・
免

許
を

有
し

て
い

る
。

2
2

2
�

�

②

※
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
・

業
務

に
関

連
す

る
資

格
・

免
許

を
有

し
て

い
る

。

・
業

務
に

関
連

す
る

研
修

を
履

修
し

て
い

る
。

1
1

1
�

�

③
・

上
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
0

0
0

�
�

ＩＴ技能

係
長

内
容

・
程

度
評

価
項

目

管
理

職

係
員

業
務

の
遂

行
に

必
要

と
な

る
知

識
の

習
熟

度

業務知識

【
②

の
例

】
・

通
常

１
人

で
処

理
可

能
な

書
類

の
チ

ェ
ッ

ク
作

業
に

関
し

、
当

該
業

務
に

関
す

る
知

識
不

足
の

た
め

、
作

業
に

細
か

な
ミ

ス
が

度
々

見
受

け
ら

れ
る

。
（

係
員

・
係

長
）

・
所

管
部

署
の

業
務

に
関

す
る

知
識

が
不

足
し

て
い

る
た

め
、

自
ら

判
断

を
下

せ
な

い
こ

と
が

あ
っ

た
り

、
間

違
っ

た
判

断
を

し
て

い
る

こ
と

が
あ

る
。

（
管

理
職

）
⇒

業
務

遂
行

に
軽

度
の

支
障

を
来

し
て

い
る

と
い

え
ま

す
。

【
③

の
例

】
・

②
の

例
で

、
他

の
職

員
の

サ
ポ

ー
ト

が
な

い
と

チ
ェ

ッ
ク

作
業

に
大

き
な

ミ
ス

が
度

々
見

受
け

ら
れ

る
。

（
係

員
・

係
長

）

・
②

の
例

で
、

他
の

職
員

の
サ

ポ
ー

ト
が

あ
っ

て
も

チ
ェ

ッ
ク

作
業

に
お

い
て

、
小

さ
な

ミ
ス

が
度

々
見

受
け

ら
れ

る
。

（
係

員
・

係
長

）

・
②

の
例

で
、

他
の

職
員

の
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

て
も

、
自

ら
判

断
を

下
せ

な
い

こ
と

が
あ

っ
た

り
、

間
違

っ
た

判
断

を
し

た
り

す
る

こ
と

が
あ

る
。

（
管

理
職

）
⇒

業
務

遂
行

に
重

大
な

支
障

を
来

し
て

い
る

と
い

え
ま

す
。

知識

資格・免許等

摘
要

★
資

格
・

免
許

等
に

つ
い

て
は

、
そ

の
能

力
等

の
発

揮
又

は
研

修
受

講
の

効
果

等
が

確
認

で
き

た
場

合
に

加
点

す
る

も
の

で
す

。
　

資
格

・
免

許
を

有
し

て
い

る
だ

け
で

は
加

点
に

な
り

ま
せ

ん
。

指
標

知
識

、
技

能
の

裏
付

け
と

な
る

資
格

・
免

許
、

研
修

点
数

職
務

の
遂

行
に

求
め

ら
れ

る
知

識
、

技
能

等

業
務

の
遂

行
に

必
要

と
な

る
Ｉ

Ｔ
技

能
の

習
熟

度

改
定
後
：
平
成
21年
度
「
人
事
評
価
制
度
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
川
崎
市
）」（
抜
粋
）
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図表－９�松川町人事評価結果評価点数の分布状況（2007年度）�

 

 出典：松川町提供資料 
図表－８�

�

 
年間を通して職務遂行する際、自分の目標をどの程度意識していたか 

26.4

55.1

54.6

42.4

36.0

30.0

22.5

8.8

8.8

8.7

6.6

0%50%100%

一般

保育

技能・業務

日常的に意識していた

時々意識していた

目標設定や中間フォローなど各手続の節目に意識した

意識することはなかった

29.5

51.5

62.1

40.5

37.7

29.2

24.1

10.8

6.8

5.9

1.8

0%50%100%

一般

保育

技能・業務

日常的に意識していた

時々意識していた

目標設定や中間フォローなど各手続の節目に意識した

意識することはなかった

2007年度調査 2008年度調査 

《
能

力
評

価
の

評
価

指
標

》

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

(1
)

部
下

あ
り

(2
)

部
下

な
し

係
長

内
容

・
程

度
評

価
項

目

管
理

職

係
員

摘
要

指
標

点
数

①

・
通

常
の

範
囲

を
大

き
く

超
え

る
よ

う
な

突
発

的
な

業
務

や
大

き
な

ト
ラ

ブ
ル

に
直

面
し

て
も

、
積

極
的

に
対

応
し

、
最

後
ま

で
業

務
を

誠
実

か
つ

確
実

に
や

り
遂

げ
、

期
待

以
上

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

事
実

が
あ

る
。

�
�

8
�

8

・
具

体
的

に
、

通
常

の
範

囲
を

大
き

く
超

え
る

よ
う

な
突

発
的

な
業

務
な

ど
に

直
面

し
た

事
実

が
あ

り
、

か
つ

積
極

的
に

取
り

組
み

業
務

を
成

し
遂

げ
た

事
実

が
あ

る
場

合
に

の
み

①
で

評
価

し
ま

す
。

（
た

だ
し

、
③

又
は

④
に

該
当

す
る

事
実

が
あ

る
場

合
は

③
又

は
④

で
評

価
し

ま
す

。
）

★
「

困
難

な
状

況
」

、
「

期
待

通
り

」
の

場
合

は
②

で
評

価
し

ま
す

。

★
「

通
常

の
範

囲
を

大
き

く
超

え
る

」
、

「
期

待
以

上
」

等
の

判
断

に
あ

た
っ

て
は

、
被

評
価

者
の

職
位

等
を

十
分

に
考

慮
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

②

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

し
て

も
、

自
己

の
役

割
を

認
識

し
、

か
つ

十
分

に
果

た
し

て
、

業
務

を
適

正
・

円
滑

に
処

理
し

て
い

る
。

（
上

記
又

は
下

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

）

�
�

6
�

6

・
①

、
③

、
④

に
該

当
し

な
い

場
合

★
部

下
な

し
の

係
長

・
管

理
職

の
役

割
意

識
は

、
②

が
標

準
で

す
。

③

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

す
る

と
他

人
に

判
断

を
委

ね
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

期
待

ど
お

り
の

職
責

を
果

た
し

て
い

な
い

事
実

が
複

数
回

あ
る

。
�

�
4

�
4

④

・
困

難
な

状
況

等
に

直
面

す
る

と
他

人
に

判
断

を
委

ね
た

り
責

任
を

回
避

し
た

り
し

て
、

期
待

ど
お

り
の

職
責

を
果

た
し

て
い

な
い

事
実

が
度

々
あ

る
。

�
�

0
�

0

①

・
市

民
の

疑
惑

を
招

く
こ

と
の

な
い

公
正

な
職

務
執

行
と

厳
正

な
服

務
規

律
の

確
保

に
努

め
、

職
場

の
モ

ラ
ル

を
低

下
さ

せ
る

よ
う

な
行

動
が

な
い

。
（

下
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
）

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

②
、

③
に

該
当

し
な

い
場

合

②

・
職

場
の

モ
ラ

ル
を

低
下

さ
せ

る
よ

う
な

行
動

が
複

数
回

あ
る

。

6
6

6
6

6

③

・
職

場
の

モ
ラ

ル
を

低
下

さ
せ

る
よ

う
な

行
動

が
度

々
あ

る
。

0
0

0
0

0

姿 勢 ・ 態 度

服 務 規 律

全
体

の
奉

仕
者

で
あ

る
公

務
員

と
し

て
市

民
の

疑
惑

を
招

く
こ

と
の

な
い

公
正

な
職

務
執

行
と

厳
正

な
服

務
規

律
の

確
保

に
努

め
て

い
る

か
。

・
職

場
の

モ
ラ

ル
を

低
下

さ
せ

る
よ

う
な

行
動

の
有

無
が

評
価

指
標

で
す

。

・
懲

戒
等

の
処

分
が

な
く

て
も

服
務

規
律

を
確

保
す

る
上

で
問

題
と

な
る

行
動

は
す

べ
て

対
象

に
な

り
ま

す
。

【
②

の
例

】
・

勤
務

時
間

を
守

ら
な

い
、

執
務

時
間

中
に

無
断

で
離

席
す

る
等

の
行

動

・
公

正
な

職
務

執
行

や
厳

正
な

服
務

規
律

に
対

す
る

市
民

の
疑

惑
を

招
く

よ
う

な
行

動

★
減

点
評

価
の

対
象

と
な

る
よ

う
な

行
動

が
あ

っ
た

場
合

、
2
度

と
そ

う
し

た
行

動
を

起
こ

さ
な

い
よ

う
指

導
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

　
問

題
行

動
を

繰
り

返
す

よ
う

な
場

合
、

そ
の

部
下

が
「

服
務

規
律

」
で

減
点

と
な

る
の

は
も

ち
ろ

ん
、

そ
の

上
司

も
指

導
不

足
と

し
て

「
服

務
管

理
」

の
項

目
で

減
点

と
な

り
ま

す
。

（
人

事
異

動
直

後
の

不
参

な
ど

「
上

司
の

管
理

監
督

、
指

導
の

及
ば

な
い

場
合

」
を

除
く

）

役 割 意 識 （ 部 下 な し の 係 長 ・ 管 理 職 ）

組
織

に
お

け
る

自
己

の
役

割
を

認
識

し
、

与
え

ら
れ

た
業

務
に

つ
い

て
誠

実
か

つ
確

実
に

や
り

遂
げ

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

・
他

人
に

判
断

を
委

ね
る

と
は

、
当

該
職

員
が

判
断

す
る

べ
き

事
項

に
関

し
て

、
他

人
に

判
断

を
仰

ぐ
こ

と
を

い
い

ま
す

。
　

判
断

を
行

う
際

に
通

常
行

わ
れ

る
相

談
に

つ
い

て
は

、
問

題
が

な
い

も
の

と
し

ま
す

。

【
③

の
例

】
・

Ａ
課

付
き

の
部

下
な

し
主

査
が

単
独

で
行

う
べ

き
事

業
に

お
い

て
、

主
査

と
し

て
行

う
べ

き
程

度
の

判
断

に
迷

い
Ａ

課
長

に
判

断
を

仰
ぐ

こ
と

が
複

数
回

あ
る

。
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新
た
な
人
事
評
価
と
そ
の
活
用
に
つ
い
て

小
池　

裕
昭

（
前
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
給
与
能
率
推
進
室
長
）　

能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て

は
、
累
次
の
閣
議
決
定
や
人
事
院
勧
告
に
も
採
り
上
げ
ら

れ
、
公
務
員
制
度
改
革
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
柱
と
な
っ
て

い
る
が
、
平
成
一
九
年
に
成
立
し
た
国
家
公
務
員
法
改
正

法
の
人
事
評
価
に
関
す
る
部
分
が
平
成
二
一
年
四
月
か
ら

施
行
さ
れ
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
の
人
事
評
価
制
度
が

開
始
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、「
能
力
・
実
績
主
義
の
徹
底
」

は
、
文
字
通
り
実
行
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

同
趣
旨
の
内
容
を
含
む
地
方
公
務
員
法
改
正
案
は
、
国

会
に
お
い
て
継
続
審
議
中
で
は
あ
る
が
、
現
行
法
の
下
に

お
い
て
も
、
新
た
な
人
事
評
価
を
導
入
し
て
い
く
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、
ま
た
現
に
先
行
す
る
形
で
新
た
な
人
事
評

価
を
導
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
一
定
の
取
組
み
に
は
着
手

済
み
で
あ
る
が
更
に
運
用
の
改
善
に
も
努
め
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
も
、
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。

し
か
し
一
方
、
従
来
型
の
勤
務
評
定
を
含
め
て
何
ら
か
の

人
事
評
価
を
行
っ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
は
全
体
の
六
割

程
度
（
特
に
町
村
で
は
半
分
弱
の
実
施
）
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
ま
た
、
実
施
団
体
に
お
い
て
も
、
そ
の
評
価
結
果

を
昇
給
や
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
活
用
し
て
い
る
団
体
は

一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
総
務
省
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
新
た
な

人
事
評
価
の
導
入
や
点
検
・
見
直
し
を
行
う
際
に
留
意

す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
平
成
二
〇
年
四
月
に
設
け
ら
れ

た
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に

関
す
る
研
究
会
」（
座
長
・
高
部
正
男
地
方
職
員
共
済
組

合
理
事
長
）
に
お
い
て
検
討
い
た
だ
き
、
こ
の
ほ
ど
「
地

�

�
�

�

方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
の
活
用
等
に
関
す
る
研

究
報
告
書
」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
同
報
告
書
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、

以
下
、
若
干
の
点
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
。ま

ず
、
地
方
公
務
員
に
お
け
る
「
新
た
な
人
事
評
価
」

の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
的
な
性
格
は
、
現
行
法
上

の
勤
務
評
定
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
地

方
公
務
員
法
改
正
案
に
お
い
て
も
「
任
用
、
給
与
、
分
限

そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
」
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
位

置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
も

「
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能

力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成

績
の
評
価
」、
す
な
わ
ち
能
力
評
価
と
業
績
評
価
の
二
本

立
て
か
ら
な
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

新
た
な
人
事
評
価
は
、「
人
事
管
理
の
基
礎
」
で
あ
る
と

い
う
位
置
づ
け
か
ら
、「
人
事
行
政
の
客
観
性
・
透
明
性

を
高
め
る
」
と
い
う
役
割
を
有
す
る
も
の
と
も
言
え
、
こ

の
た
め
に
そ
の
基
本
的
な
仕
組
み
と
し
て
、
い
く
つ
か
の

要
素
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
能
力
評
価

及
び
業
績
評
価
の
二
本
立
て
実
施
の
ほ
か
、
評
価
者
訓

練
、
評
価
基
準
の
明
示
、
自
己
申
告
・
面
談
・
評
価
結
果

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
苦
情
対
応
と
い
っ
た
仕
組
み
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
公
正
か
つ
客
観
的
な
人
事
評

価
を
実
施
し
て
い
く
上
で
基
本
と
な
る
要
素
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
通
じ
て
新
た
な
人
事
評
価
が
「
人
事
管
理
の
基

礎
」
と
な
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
こ
れ
ら

の
仕
組
み
は
人
事
管
理
そ
の
も
の
に
と
っ
て
有
益
な
効
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
評
価
基
準
を
明
示

す
る
こ
と
は
、
期
待
す
る
人
材
像
を
職
員
に
示
す
こ
と
で

あ
る
と
同
時
に
、
人
事
行
政
に
対
す
る
住
民
の
信
頼
を
高

め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
、
自
己
申
告
・
面
談
・

評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
人
材
育
成
の
観
点
か

ら
も
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
は
、
面

談
等
に
よ
っ
て
、
職
場
内
の
意
思
疎
通
が
幅
の
あ
る
も
の

に
な
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ



009727
楕円

009727
楕円

009727
楕円

009727
楕円

009727
楕円

009727
楕円



009727
楕円



30 地方公務員月報　平成20年10月号

《特集》～人事評価制度の実例～

31地方公務員月報　平成20年10月号

《特集》～人事評価制度の実例～

三　

人
事
評
価
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行

今
回
実
施
す
る
人
事
評
価
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
は
、
こ
れ
ま
で

実
施
し
て
き
た
試
行
の
結
果
や
改
正
国
家
公
務
員
法
、
国
家
公
務

員
改
革
基
本
法
等
を
踏
ま
え
、
平
成
二
一
年
四
月
か
ら
を
目
指
し

て
準
備
を
進
め
て
い
る
人
事
評
価
制
度
の
施
行
（
※
）
に
向
け

て
、
人
事
評
価
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
実
施
要
領
（
別
添
資
料
）
に

基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
人
事
評
価
制
度
の
導
入
（
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理
の

導
入
）
は
、
改
正
国
家
公
務
員
法
の
公
布
の
日
（
平
成
一
九

年
七
月
六
日
）
か
ら
二
年
以
内
に
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
は
、
全
て
の
一
般
職
国
家
公
務
員
が

試
行
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
価
の
手
法
、
手
続
等
に
関

す
る
職
員
の
理
解
を
深
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行

の
結
果
等
を
政
令
及
び
府
令
等
の
整
備
や
各
府
省
の
実
施
規
程
等

の
策
定
の
際
の
参
考
資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

試
行
の
内
容
等
は
、
別
添
資
料
の
「
人
事
評
価
制
度
骨
子
」

（
別
紙
１
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
試
行
の
評
価
期
間
に
つ
い
て

は
、
準
備
の
整
っ
た
府
省
か
ら
順
次
開
始
し
、
遅
く
と
も
平
成

二
〇
年
内
に
は
検
証
等
も
含
め
終
了
（
三
か
月
程
度
の
期
間
を
確

保
）
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
評
価
項
目
・
評

価
シ
ー
ト
様
式
（
別
添
資
料
の
別
紙
２
）
に
つ
い
て
は
、
府
省
の

実
態
等
を
踏
ま
え
、
制
度
官
庁
と
協
議
の
上
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
人
事
評
価
制
度
骨
子
で
は
、
以
下
の
と
お
り
具
体
の
事

項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

○
対
象
者

　
　

実
施
権
者
、
被
評
価
者
、
評
価
者
、
調
整
者
、
補
助
者

○
評
価
の
方
法
等

　

・
評
価
は
定
期
評
価
及
び
特
別
評
価

・
定
期
評
価
は
「
能
力
評
価
」
及
び
「
業
績
評
価
」
で
行

い
、
特
別
評
価
は
「
能
力
評
価
」
で
行
う

・
昇
任
・
昇
給
等
は
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
を

活
用
し
て
相
対
的
な
上
位
者
及
び
下
位
者
を
判
定

○
国
民
の
立
場
に
立
ち
職
務
を
遂
行
す
る
態
度
そ
の
他
の
職
業

倫
理
を
評
価
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と

○
業
績
評
価
に
係
る
目
標
の
設
定
は
、
所
属
す
る
組
織
の
目
標

を
踏
ま
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

○
職
員
に
対
す
る
評
価
結
果
の
開
示
そ
の
他
の
職
員
の
職
務
に

対
す
る
主
体
的
な
取
組
を
促
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
　
　
　

そ
の
他
、
人
事
評
価
の
実
施
に
当
た
り
、

○
職
員
の
職
務
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修
そ
の
他
の
能

力
開
発
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
人
事
評
価
に
確
実
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
（
第
六
条
第
二
項
）

○
幹
部
職
員
等
に
求
め
ら
れ
る
役
割
及
び
職
業
倫
理
を
明
確
に

示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
人
事
評
価
の
基
準
と
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
（
第
六
条
第
四
項
第
一
号
）

○
課
長
、
室
長
、
企
画
官
等
の
管
理
者
の
人
事
評
価
に
つ
い
て

は
、
職
員
の
超
過
勤
務
の
状
況
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
（
第
一
〇
条
第
一
号
）

が
規
定
さ
れ
た
。

事
評
価
の
概
要
及
び
現
在
実
施
中
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
の
内
容
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
同
基
本
法
に
お
い
て
は
、
人
事
評
価

の
任
用
等
へ
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回

の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
に
お
い
て
は
そ
の
評
価
結
果
を
活
用
し
な
い

こ
と
と
し
て
い
る
。

二　

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
に
お
け
る
人
事
評
価

平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
理

念
、
改
革
の
実
施
及
び
目
標
時
期
等
を
定
め
た
「
国
家
公
務
員
制

度
改
革
基
本
法
」
が
公
布
施
行
さ
れ
た
。
同
基
本
法
で
は
、
国
家

公
務
員
制
度
改
革
は
七
つ
の
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
能
力
及
び
実
績
に
基
づ
く
適
正

な
評
価
を
行
い
（
第
二
条
第
五
号
後
段
）、
能
力
及
び
実
績
に
応

じ
た
処
遇
を
徹
底
す
る
こ
と
（
同
条
第
六
号
前
段
）
が
規
定
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
人
事
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
の
倫
理
の
確

立
及
び
信
賞
必
罰
の
徹
底
の
た
め
に
、
次
の
事
項
を
踏
ま
え
て
実

施
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
（
第
九
条
第
一
号
関
係
）。
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員
制
度
改
革
推
進
本
部
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

人
事
評
価
制
度
が
き
ち
ん
と
機
能
す
る
た
め
に
は
、
制
度
自
体

の
公
正
性
・
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
職
員
自
ら
が

人
事
評
価
制
度
に
関
す
る
信
頼
感
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
本
格
運
用
直
前
の
今
回
の
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
を
通
じ

て
、
よ
り
納
得
性
の
高
い
人
事
評
価
制
度
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま

い
り
た
い
。

・
そ
の
他
、
幹
部
職
員
の
評
価
、
大
学
校
等
の
学
生
、
留
学

中
の
職
員
、
休
職
中
の
職
員
、
条
件
付
任
用
職
員
に
関
す

る
取
扱
い

○
評
価
期
間

・
能
力
評
価
は
一
〇
月
一
日
〜
九
月
三
〇
日
の
年
１
回

・
業
績
評
価
は
四
月
一
日
〜
九
月
三
〇
日
及
び
一
〇
月
一
日

〜
三
月
三
一
日
の
年
二
回

○
評
価
の
フ
ロ
ー

①
期
首
面
談
（
目
標
の
設
定
等
）
↓ 

②
業
務
遂
行 

↓ 

③

自
己
申
告 

↓ 

④
評
価
者
に
よ
る
評
価 

↓ 

⑤
調
整
者
に

よ
る
調
整
（
実
施
権
者
の
審
査
を
経
て
評
価
結
果
が
確

定
）
↓ 

⑥
期
末
面
談
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）

○
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

被
評
価
者
に
対
し
て
評
価
結
果
の
開
示
（
全
体
評
語
の
開

示
が
原
則
）
及
び
指
導
・
助
言

○
苦
情
へ
の
対
応

・「
苦
情
相
談
」
及
び
「
苦
情
処
理
」
の
仕
組
み
を
設
け
、

評
価
に
関
す
る
苦
情
に
対
応

・
苦
情
へ
の
対
応
方
法
は
各
府
省
実
施
規
程
（
訓
令
）
で
定

め
、
職
員
に
周
知

・
そ
の
他
、
苦
情
相
談
、
苦
情
処
理
に
関
す
る
取
扱
い

○
そ
の
他

　

・
異
動
へ
の
対
応
、
併
任
の
取
扱
い

四　

お
わ
り
に

人
事
評
価
制
度
は
、
現
在
、
内
閣
に
置
か
れ
る
行
政
改
革
推
進

本
部
、
人
事
院
、
総
務
省
な
ど
関
係
機
関
が
中
心
と
な
っ
て
、
制

度
施
行
に
向
け
て
の
最
終
的
な
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
人
事
評
価
は
、
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
さ
れ
る

ツ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
が
職
務
を
遂

行
す
る
に
当
た
り
ど
の
程
度
能
力
を
発
揮
し
た
か
、
ま
た
、
組
織

に
お
い
て
職
員
の
目
標
や
果
た
す
べ
き
役
割
が
ど
の
程
度
達
成
で

き
た
か
を
把
握
し
た
上
で
、
職
員
の
勤
務
成
績
を
評
価
す
る
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
く
か
と

い
っ
た
活
用
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
、
所
轄

庁
の
長
が
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
改
正
国
家
公
務
員
法
第

七
〇
条
の
四
第
一
項
）
が
、
任
用
、
分
限
、
給
与
、
人
材
育
成
等

へ
の
活
用
の
方
法
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
、
人
事
院
や
国
家
公
務
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《特集》～人事評価制度の実例～

�

� � ����������������������������������������

�������

����������������������������������������

��������������������

� ���� ����������������������������������������

��������������

�

�� �����

� � � �� ����������������������������������

� � � �� �����������������������������������������

� � � �� ���������������������������������������

��������������������������������������

�����������

�

�� �����

� � � �� ���������������������������������������

�������������������������������������

� � � �� ������������������������������������

� � � �� ���������������������������������

�

� � �� ���

� � � �� ����������������������������������

� � � �� ����������������������������������������

�������

� � � �� �����������������������������������������

���������������������������

�

�� ���������������������������

��������������������������

� � � �� �����������

� � � � �� ������� ����������

� � � � �� ���������������������������������������

�����

� � � �� ���������������������

� � � � �� ���������������������������

� � � � �� ��������������������������

� � � � �� ����������������������������������������

��������

�

� � �� ���������������

�

����������������������

�

� � �� �������

� � � �� ����������������

� � � � � � ����������������������

� � � �� ����������������

� � � � � � �����������������������

�

� � �� ��������

� � � � � ���������������������������������������

���������������������������������

�

�� ����� � �

�

�����������������������������������������

������������������������������������

�

�� ������� �

�

� ��������������������

�� ��������������

�� �����

�� �����

�� ���������

�� ����������������������������

�� �������������

�

� �������������������������������������������

����������������������������������������

���������

� ���������������������������������������������

���

�

�� �������� � �

�

� ���������������������������������������

�

�� ��������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������



38 地方公務員月報　平成20年10月号

《特集》～人事評価制度の実例～

39地方公務員月報　平成20年10月号

《特集》～人事評価制度の実例～
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41 地方公務員月報　平成20年10月号

《特集》～人事評価制度の実例～
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43地方公務員月報　平成20年10月号
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一　

は
じ
め
に

本
県
の
再
任
用
制
度
は
、
根
拠
規
定
で
あ
る
「
静
岡
県
定
年
退

職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
八
年
静
岡
県
条
例
第

九
号
）」
が
平
成
一
三
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
平
成
一
三
年
度
定
年
退
職
者
を
対
象
に
し
て
平
成
一
四
年
度

か
ら
運
用
を
開
始
し
て
お
り
、
平
成
二
〇
年
度
は
、
新
規
と
更
新

を
合
わ
せ
て
一
〇
二
人
の
再
任
用
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
配
属
先
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。

本
県
の
一
般
行
政
部
門
（
病
院
以
外
の
公
営
企
業
会
計
部
門

含
む
。）
に
お
け
る
職
員
数
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
時
点
で

六
、
一
一
〇
人
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
年
齢
別
職
員
数
で

見
る
と
、
二
〇
歳
代
前
半
の
五
〇
人
前
後
か
ら
三
九
歳
の
約
二
五

〇
人
と
な
る
ま
で
ほ
ぼ
一
律
に
増
加
し
た
後
、
三
九
歳
、
四
七
歳

及
び
五
九
歳
の
各
年
齢
を
ピ
ー
ク
と
し
て
一
五
〇
人
か
ら
二
五
〇

人
の
幅
で
増
減
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
年
代
と
し
て
は
四
〇
歳
代

の
職
員
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
一
〇
年
度
以
降
、
厳

し
い
定
員
管
理
の
下
で
採
用
者
数
を
抑
え
て
き
た
こ
と
が
主
な
要

因
で
す
が
、
平
成
一
四
年
度
か
ら
の
再
任
用
制
度
の
開
始
も
ま

静
岡
県
に
お
け
る
再
任
用
制
度
に
つ
い
て

静
岡
県
総
務
部
職
員
局
人
事
室

009727
長方形





32 地方公務員月報　平成20年8月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

33地方公務員月報　平成20年8月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

る
。

・
評
価
基
準
の
徹
底
、
評
価
者
研
修
の
実
施
、
勤
務
状
況
に
関
す

る
記
録
の
徹
底
を
図
る
。

こ
の
人
事
計
画
を
受
け
、
平
成
一
八
年
度
に
は
、
勤
務
評
価
制

度
お
よ
び
目
標
管
理
制
度
の
結
果
に
基
づ
き
、
総
合
的
な
評
価
を

行
う
「
総
合
評
価
制
度
」
と
し
て
再
構
築
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
同
時
に
、
管
理
職
員
を
対
象
に
、
評
価
に
応
じ
た
勤
勉

手
当
の
成
績
率
お
よ
び
昇
給
へ
の
反
映
を
開
始
す
る
な
ど
、
総
合

評
価
制
度
の
結
果
を
、
給
与
等
の
処
遇
に
反
映
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
一
九
年
度
に
は
、
管
理
職
員
だ
け
で
な
く
一
般

職
員
も
含
め
た
全
職
員
を
対
象
に
総
合
評
価
制
度
を
適
用
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
係
員
か
ら
係
長
（
以
下
、
一
般
職
員

と
い
う
。）
へ
の
制
度
適
用
に
つ
い
て
は
、「
試
行
」
と
し
て
位
置

づ
け
た
た
め
、
評
価
は
行
う
も
の
の
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
や
昇

給
へ
の
反
映
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
平
成
二
〇
年
六
月
現
在
に

お
い
て
も
、
一
般
職
員
に
つ
い
て
は
、
試
行
と
位
置
づ
け
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三　

総
合
評
価
制
度
の
概
要

㈠　

総
合
評
価
制
度
の
目
的

総
合
評
価
制
度
は
、
人
材
育
成
に
お
け
る
諸
制
度
の
基
盤
で
あ

り
、
仕
事
の
成
果
や
職
務
遂
行
能
力
及
び
業
務
に
対
す
る
取
り
組

み
姿
勢
を
的
確
に
把
握
し
、
職
員
の
指
導
・
育
成
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
結
果
を
異
動
・
昇
任
・
給

与
な
ど
人
事
給
与
制
度
全
般
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
職
員
の
や
る

気
を
高
め
、
意
識
改
革
を
図
る
と
と
も
に
、
い
き
い
き
と
し
た
職

場
を
作
り
、
庁
内
活
性
化
に
繋
げ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

㈡　

制
度
の
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
を
除
き
、
評
価
対
象
期
間
に

在
職
す
る
す
べ
て
の
職
員
を
総
合
評
価
制
度
の
対
象
者
と
し
ま

す
。

①
市
民
病
院
に
勤
務
す
る
医
療
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
る

職
員

②
指
導
主
事
及
び
教
員 

③
再
任
用
職
員
、
任
期
付
職
員
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
、
臨
時
職

○
人
事
制
度

・
職
員
の
や
る
気
を
高
め
、
い
き
い
き
と
し
た
職
場
を
作
る
。

・
職
員
の
能
力
や
業
績
が
適
切
に
評
価
さ
れ
、
処
遇
等
に
反
映
さ

れ
る
総
合
評
価
制
度
（
勤
務
評
価
制
度
・
目
標
管
理
制
度
）
を

確
立
す
る
。

・
総
合
評
価
制
度
の
対
象
者
を
一
般
職
員
に
ま
で
拡
大
す
る
。

・
評
価
項
目
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
「
め
ざ
す
べ
き
職
員
像
」

「
求
め
ら
れ
る
能
力
・
知
識
」（
資
料
１
）
並
び
に
「
職
責
に
応

じ
た
期
待
割
合
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
と
す
る
。

○
給
与
制
度

・
年
功
給
与
体
系
か
ら
能
力
・
実
績
重
視
の
給
与
体
系
に
再
構

築
。

・
給
与
構
造
改
革
に
着
手
。

・
普
通
昇
給
（
定
期
昇
給
）
を
廃
止
し
、
勤
務
実
績
の
評
価
に
基

づ
く
査
定
昇
給
制
の
導
入
。

○
研
修
制
度

・
勤
務
実
績
の
評
価
に
か
か
る
職
員
の
納
得
性
の
向
上
に
努
め

二　

評
価
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て

平
成
七
年
に
、
庁
内
組
織
の
活
性
化
と
職
員
の
士
気
高
揚
を
目

的
と
し
た
「
庁
内
活
性
化
委
員
会
」
を
設
置
し
、
人
事
考
課
制
度

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
九
年
度
に
、
勤
務
評
価
制
度
・
実

績
評
価
制
度
か
ら
な
る
人
事
考
課
制
度
を
構
築
し
、
制
度
運
用
を

開
始
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
一
二
年
度
に
は
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
い
た
実

績
評
価
制
度
を
、「
目
標
管
理
制
度
」
に
移
行
し
、
管
理
職
員
に

つ
い
て
の
み
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
反
映
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
の
中
、
複
雑
多
様
化
・
高
度
化

す
る
市
民
の
行
政
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
一
七
年
三
月

に
「
人
材
育
成
型
の
人
事
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
に
お
い
て
、
人
事
制
度
・
給
与
制
度
・
研
修
制
度
の

個
々
の
制
度
を
確
立
し
、
諸
制
度
の
有
機
的
な
連
携
を
十
分
に
図

る
こ
と
で
、
総
合
的
・
体
系
的
に
人
材
育
成
に
取
り
組
む
こ
と
が

最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
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課
長

次
長

部
長

総
合
評
価

調
整
協
議
会

次
長

部
長

部
長

理
事

特
別
職

な
お
、
一
般
職
及
び
課
長
代
理
の
最
終
評
価
の
調
整
を
、
各
部

単
位
で
設
置
し
、
課
長
〜
部
長
ク
ラ
ス
で
構
成
す
る
「
総
合
評
価

調
整
部
会
」（
以
下
、
調
整
部
会
と
い
う
。）
で
、
課
長
以
上
に
つ

い
て
は
、
副
市
長
・
教
育
長
・
水
道
事
業
管
理
者
・
病
院
事
業
管

理
者
で
構
成
す
る
「
総
合
評
価
調
整
協
議
会
」（
以
下
、
調
整
協

議
会
と
い
う
。）
で
行
っ
て
い
ま
す
。

㈥　

苦
情
相
談
シ
ス
テ
ム

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
評
価
者
と
本
人
と
の
「
評
価
内
容
の
共

有
化
」
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
総
合
評
価
制
度
へ
の
納
得
性

を
さ
ら
に
高
め
る
観
点
か
ら
、
次
表
の
苦
情
相
談
シ
ス
テ
ム
を
定

め
て
い
ま
す
。

■
苦
情
相
談
シ
ス
テ
ム

段　

階

処　

理　

内　

容

第
一
段
階

人
事
担
当
課
が
当
該
評
価
結
果
等
に
つ
い
て
苦
情
相
談
者
に
対
し
て

説
明

第
二
段
階

第
一
段
階
を
経
た
苦
情
相
談
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
評
価
者
が
当
該

評
価
結
果
等
に
つ
い
て
苦
情
相
談
者
に
説
明

第
三
段
階

第
二
段
階
を
経
た
苦
情
相
談
に
つ
い
て
は
、「
枚
方
市
職
員
か
ら
の

苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
」
に
則
り
、
公
平
委
員
会
が
処
理

労
働
組
合
加
入
の
企
業
職
員
、
現
業
職
員
に
関
し
て
は
、
別
途
組
織

さ
れ
て
い
る
「
苦
情
処
理
共
同
調
整
会
議
」
で
処
理

四　

勤
務
評
価
制
度
の
概
要

㈠　

勤
務
評
価
制
度
の
目
的

勤
務
評
価
制
度
は
、
ま
ず
被
評
価
者
が
、
職
制
に
求
め
ら
れ
る

勤
務
姿
勢
・
職
務
遂
行
能
力
に
つ
い
て
、
自
ら
を
評
価
す
る
こ
と

で
、
気
付
き
や
自
己
啓
発
を
促
し
ま
す
。
ま
た
、
評
価
者
が
、
日

常
的
に
指
導
・
育
成
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
体
系
的
な
人
材
育
成

を
図
る
と
と
も
に
、
被
評
価
者
と
の
面
談
の
中
で
、
評
価
の
共
有

や
、
相
互
信
頼
関
係
を
確
認
・
構
築
し
、
全
庁
的
な
や
る
気
を
促

す
こ
と
で
、
市
全
体
の
活
性
化
に
繋
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

員
④
本
市
以
外
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員

た
だ
し
、
①
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
別
途
定
め
る
要
項
に
よ
る

評
価
制
度
の
適
用
が
あ
り
ま
す
。

㈢　

評
価
期
間
と
反
映
対
象

評
価
対
象
期
間
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
を

前
期
、
一
〇
月
一
日
か
ら
三
月
三
一
日
を
後
期
と
し
て
、
半
期
毎

の
「
総
合
評
価
」
結
果
を
勤
勉
手
当
の
成
績
率
や
昇
給
に
反
映
し

て
い
ま
す
。

勤
勉
手
当
の
成
績
率
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
前
期
結
果
を
一

二
月
期
に
、
後
期
結
果
を
翌
年
度
の
六
月
期
に
反
映
し
ま
す
。

ま
た
、
昇
給
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
後
期
結
果
と
翌
年
度
の

前
期
結
果
を
合
わ
せ
た
も
の
を
、
そ
の
年
度
の
昇
給
（
一
月
一

日
）
に
反
映
し
ま
す
。

㈣　

制
度
の
適
用
区
分
に
つ
い
て

総
合
評
価
制
度
は
、「
勤
務
評
価
制
度
」
及
び
「
目
標
管
理
制

度
」
の
両
評
価
制
度
の
結
果
を
数
値
化
し
、
下
表
の
制
度
適
用
表

の
と
お
り
、
職
制
に
応
じ
て
当
該
適
用
割

合
で
「
総
合
評
価
」
を
算
出
し
て
い
ま
す
。

㈤　

評
価
者
と
被
評
価
者
の
区
分

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
被
評
価
者

の
自
己
評
価
か
ら
開
始
し
ま
す
。
そ
し

て
、
自
己
評
価
結
果
や
評
価
者
が
記
録
す

る
日
々
の
指
導
内
容
な
ど
を
参
考
に
、

評
価
者
と
被
評
価
者
と
の
間
で
面
談
を
行

い
、
評
価
の
共
有
化
を
図
る
と
と
も
に
、

人
材
育
成
の
観
点
か
ら
も
適
切
な
指
導
・
助
言
を
行
い
ま
す
。

評
価
者
に
つ
い
て
は
、
被
評
価
者
の
職
制
に
応
じ
て
次
表
の
評

価
者
区
分
表
の
と
お
り
設
定
し
て
い
ま
す
。

■
評
価
者
区
分
表

職
制

評
価
者

評
価
調
整

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

一
般
職
員

課
長
代
理

課
長

総
合
評
価

調
整
部
会

課
長
代
理

課
長

次
長

■制度適用表
職制 一般職員 課長代理 課長

勤務評価制度 100％ 60％ 40％
目標管理制度 － 40％ 60％

職制 次長 部長 理事
勤務評価制度 30％ － －
目標管理制度 70％ 100％ 100％
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㈡　

職
制
に
応
じ
た
勤
務
評
価
項
目

各
職
制
に
求
め
ら
れ
る
勤
務
姿
勢
・
勤
務
遂
行
能
力
に
つ
い
て

は
、
次
表
の
勤
務
評
価
項
目
設
定
表
の
と
お
り
、
重
要
度
の
高
い

も
の
か
ら
八
項
目
に
絞
り
設
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
評
価
に
あ

た
っ
て
は
、
勤
務
評
価
項
目
設
定
表
で
区
分
さ
れ
て
い
る
勤
務
評

価
項
目
ご
と
に
、
三
つ
の
着
眼
点
を
設
定
し
た
「
勤
務
評
価
シ
ー

ト
（
資
料
２
）」
を
活
用
し
て
、
評
価
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
二
〇
年
度
前
期
か
ら
は
、
職
員
自
ら
が
評
価
期
間

の
初
め
に
取
組
姿
勢
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
欲
を
評

価
者
が
認
識
す
る
こ
と
で
、
評
価
期
間
を
通
し
て
よ
り
適
切
な
人

材
育
成
を
図
る
た
め
、
一
般
職
及
び
監
督
職
の
勤
務
評
価
シ
ー
ト

に
、｢

取
組
姿
勢｣

・「
取
組
姿
勢
の
総
括
」
の
各
欄
を
追
加
し
ま

し
た
。

㈢　

勤
務
評
価
の
流
れ

【
評
価
期
間
の
初
め
】

①
一
般
職
員
の
被
評
価
者
は
、「
勤
務
評
価
シ
ー
ト
」
の
「
取

組
姿
勢
」
欄
に
、「
今
期
の
職
務
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で

取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
」
を
記
入
し
、
第
一
次
評
価
者

（
課
長
代
理
）
に
提
出
し
ま
す
。
な
お
、「
取
組
姿
勢
」
及
び
「
取

組
姿
勢
の
総
括
」
の
欄
は
、
一
般
職
員
の
勤
務
評
価
シ
ー
ト
の
み

設
定
し
て
い
ま
す
。

②
第
一
次
評
価
者
（
課
長
代
理
）
は
「
勤
務
評
価
シ
ー
ト
」
の

回
収
時
に
、
取
組
姿
勢
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
伝
え
る
と
と
も

■勤務評価項目設定表

項目と評価
一般職員管理職員

係員主任～
係長

課長
代理

課長・
次長

勤
務
姿
勢

①倫理性（規律性）○○○○
②責任感○○○○
③協調性○－－－
④積極性○○－－
⑤改革意識－－－○
⑥市民感覚（市民対応力）○○○－

職
務
遂
行
能
力

①業務処理力○－－－
②知識・技術力○○○－
③企画・計画力－－○○
④判断・決断力－○○○
⑤実行・行動力－－○○
⑥統率・指導力－○○○
⑦折衝・調整力－－－○
⑧自己管理力
（注意力・安全観念）○○－－

評価項目総数8項目

に
、
人
材
育
成
シ
ー
ト
（
資
料
３
）
を
活
用
し
な
が
ら
、
期
間
を

通
し
て
育
成
・
指
導
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
第
一
次
評
価
者
は
、

第
二
次
評
価
者
と
、
被
評
価
者
の
取
組
姿
勢
等
に
関
す
る
情
報
に

つ
い
て
共
有
化
を
行
い
ま
す
。

【
評
価
期
間
の
終
わ
り
】

①
一
般
職
員
の
被
評
価
者
は
、
第
一
評
価
者
か
ら
再
配
付
さ

れ
た
勤
務
評
価
シ
ー
ト
に
、「
自
己
評
価
」、
「
自
己
記
入
欄
」
及

び
「
取
組
姿
勢
の
総
括
」
を
記
入
し
、
第
一
次
評
価
者
に
提
出
し

ま
す
。
ま
た
、
管
理
職
員
（
次
長
以
下
）
の
被
評
価
者
に
つ
い
て

も
、
勤
務
評
価
シ
ー
ト
に
自
己
評
価
を
記
入
し
評
価
者
と
共
有
を

行
い
ま
す
。

②
第
一
次
評
価
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
被
評
価
者
と
面
談
を
実

施
す
る
な
ど
、
評
価
の
共
有
化
に
努
め
た
上
で
、
第
二
次
評
価
者

に
「
各
評
価
シ
ー
ト
」
を
提
出
し
ま
す
。
や
む
な
く
、
評
価
の
共

有
化
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
、
第
一
次
評
価
者
は
共
有
化
を
行

っ
て
き
た
状
況
や
一
致
し
な
い
点
等
を
ま
と
め
、
各
評
価
シ
ー
ト

と
と
も
に
第
二
次
評
価
者
に
提
出
し
ま
す
。

③
第
二
次
評
価
者
は
、
第
一
次
評
価
者
と
面
談
を
実
施
し
、
評

価
の
共
有
化
に
努
め
ま
す
。
第
一
次
評
価
の
結
果
と
異
な
る
場
合

は
、
第
一
次
評
価
者
を
通
じ
て
そ
の
変
更
内
容
を
被
評
価
者
に
伝

え
ま
す
。

④
係
員
〜
課
長
代
理
の
第
二
次
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
調
整

部
会
に
、
課
長
及
び
次
長
の
評
価
に
つ
い
て
は
人
事
担
当
課
を
通

じ
て
、
調
整
協
議
会
に
提
出
し
ま
す
。
な
お
、
課
長
代
理
以
上
に

つ
い
て
は
、
後
述
の
目
標
管
理
制
度
に
よ
る
評
価
結
果
も
併
せ
て

調
整
部
会
あ
る
い
は
協
議
会
に
提
出
し
ま
す
。

⑤
調
整
部
会
、
調
整
協
議
会
に
お
い
て
調
整
さ
れ
た
後
、
最
終

評
価
を
決
定
し
、
被
評
価
者
に
通
知
し
ま
す
。

㈣　

勤
務
評
価
の
方
法

①
評
価
者
は
、
被
評
価
者
の
人
材
育
成
シ
ー
ト
に
「
取
組
姿

勢
」
や
日
常
業
務
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
具
体
的
な
行
動
・
発
言

等
を
記
録
し
、
被
評
価
者
と
の
面
談
等
に
活
用
し
ま
す
。

②
勤
務
評
価
シ
ー
ト
に
設
定
し
て
あ
る
評
価
項
目
の
行
動
頻
度

に
着
目
し
て
、
一
項
目
に
つ
き
一
〜
五
点
を
付
与
し
ま
す
。
な

お
、
勤
務
評
価
シ
ー
ト
は
係
員
、
主
任
〜
係
長
、
課
長
代
理
、
課

長
・
次
長
の
職
制
区
分
（
四
種
類
）
ご
と
に
設
定
し
ま
す
。
評
価
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基
準
に
つ
い
て
は
次
表
の
と
お
り
で
す
。

■
評
価
基
準
表

評
価

行
動
頻
度
に
か
か
る
基
準

一
点

こ
の
よ
う
な
行
動
が
全
く
見
ら
れ
な
い

二
点

こ
の
よ
う
な
行
動
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
（
も
う
少
し
が
ん
ば
る
必
要

が
あ
る
。）

三
点

こ
の
よ
う
な
行
動
が
見
ら
れ
る

四
点

こ
の
よ
う
な
行
動
が
よ
く
見
ら
れ
る

五
点

こ
の
よ
う
な
行
動
が
特
に
よ
く
見
ら
れ
る

追
加
基
準
と
し
て
、
次
表
の
行
動
頻
度
の
基
準
に
よ
り
が
た
い

場
合
は
、「
二
・
五
」「
三
・
五
」
評
価
も
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
勤
務
評
価
項
目
八
項
目
×
五
点
満
点
＝
四
〇
点
満
点
と
し

て
い
ま
す
。

各
評
価
項
目
に
お
い
て
、
通
常
、
標
準
と
判
断
さ
れ
る
場
合

は
、｢

三
点｣

評
価
と
し
、
合
計
点
が
「
二
四
点
を
良
好
」
と
設

定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
人
材
育
成
シ
ー
ト
等
に
特
筆
す
べ
き
事
項
と
し
て
記
録

さ
れ
、
そ
の
重
要
度･

継
続
性
等
か
ら
「
特
に
よ
く
」、「
よ
く
」、

「
あ
ま
り
」「
全
く
」
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、「
３
点
以
外
の
評

価
」
が
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

③
一
般
職
員
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
職
種
の
特
性
（
事
務

職
、
技
術
職
、
専
門
職
、
現
業
職
）
に
応
じ
た
具
体
的
態
様
を

定
め
た
方
が
納
得
性
の
高
い
評
価
に
繋
が
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合

は
、
調
整
部
会
の
承
認
を
得
て
、
独
自
の
着
眼
点
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

五　

目
標
管
理
制
度
の
概
要

㈠　

目
標
管
理
制
度
の
目
的

目
標
管
理
制
度
は
、
主
要
な
業
務
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
ま

た
、
計
画
性
を
も
っ
て
確
実
に
実
行
し
て
い
く
た
め
に
、
上
司
と

部
下
が
共
通
認
識
の
も
と
に
職
務
目
標
を
設
定
し
、
目
標
の
達
成

に
向
け
て
自
ら
の
職
務
を
管
理
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
で
す
。

目
標
達
成
過
程
で
、
人
材
育
成
を
図
り
、
職
務
執
行
上
の
責
任

感
と
や
る
気
を
促
し
、
そ
の
持
て
る
能
力
の
開
発
に
活
か
し
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
政
へ
の
参
画
意
識
の
高
揚
に
繋
げ
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

現
在
、
課
長
代
理
以
上
の
管
理
職
員
を
対
象
に
実
施
し
て
い
ま

す
。

㈡　

目
標
管
理
制
度
の
流
れ

【
評
価
期
間
の
初
め
】

①
被
評
価
者
は
、「
目
標
管
理
シ
ー
ト
（
資
料
４
）」
に
お
い

て
、「
個
別
目
標
課
題
」
を
五
項
目
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
難

易
度
」・「
ウ
ェ
イ
ト
」
を
決
定
し
ま
す
。
更
に
「
個
別
目
標
課

題
」
ご
と
に
、「
対
象
期
間
に
お
け
る
取
り
組
み
と
到
達
目
標
」

を
出
来
る
だ
け
数
値
化
し
、
具
体
的
目
標
を
記
載
し
ま
す
。（
資

料
５
）

②
「
個
別
目
標
課
題
」
の
一
項
目
は
「
所
管
組
織
（
部
・
課
・

グ
ル
ー
プ
等
）
の
運
営
事
務
」
と
し
ま
す
。
ま
た
、「
自
己
設
定

目
標
数
値
（
自
己
難
易
度
×
自
己
ウ
ェ
イ
ト
）」
合
計
は
一
・
〇

以
上
が
望
ま
し
く
、
評
価
者
は
被
評
価
者
と
の
共
有
化
の
段
階
で

一
・
〇
以
上
と
な
る
よ
う
到
達
目
標
を
上
げ
る
な
ど
目
標
設
定
の

指
導
・
助
言
を
行
い
ま
す
。

③
作
成
し
た
目
標
管
理
シ
ー
ト
を
基
に
、
被
評
価
者
は
、
第
一

次
評
価
者
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
必
要
な
共
有
化
を
行
い
ま

す
。
第
一
次
評
価
者
は
そ
の
結
果
を
「
第
一
次
評
価
」
欄
に
記
載

し
、
共
有
化
し
た
内
容
を
基
に
第
二
次
評
価
者
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
い
ま
す
。
第
二
次
評
価
者
は
そ
の
結
果
を
「
第
二
次
評
価
」
欄

に
記
載
し
ま
す
。

④
共
有
化
後
、
設
定
さ
れ
た
職
務
目
標
の
達
成
に
向
け
て
職
務

の
進
行
管
理
を
行
い
ま
す
。（
被
評
価
者
は
評
価
者
に
対
し
て
、

必
要
に
応
じ
て
目
標
課
題
の
遂
行
状
況
の
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。）

【
評
価
期
間
の
終
わ
り
】

①
被
評
価
者
は
対
象
期
間
に
お
け
る
各
目
標
課
題
の
「
到
達

度
」
を
決
定
し
、
目
標
管
理
調
書
に
お
い
て
「
達
成
度
」
と
そ
の

合
計
を
算
出
し
ま
す
。
更
に
『
目
標
管
理
シ
ー
ト
〈
別
紙
〉（
資

料
５
）』
に
「
対
象
期
間
の
実
績
報
告
」
を
詳
細
に
記
載
し
ま

す
。②

被
評
価
者
は
目
標
課
題
、
難
易
度
等
の
設
定
と
同
様
の
流
れ

で
必
要
な
共
有
化
を
行
い
ま
す
。
共
有
化
し
た
管
理
調
書
と
勤
務

評
価
結
果
と
あ
わ
せ
て
、
課
長
代
理
は
、
第
二
次
評
価
者
を
通
じ

て
、
所
属
す
る
各
部
の
調
整
部
会
に
、
課
長
以
上
は
、
人
事
担
当

課
を
通
じ
て
調
整
協
議
会
へ
提
出
し
ま
す
。
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③
調
整
部
会
及
び
調
整
協
議
会
に
お
い
て
、『
目
標
管
理
得
点
』

及
び
『
勤
務
評
価
得
点
』
か
ら
得
た
得
点
を
参
考
に
、
審
議
・
調

整
を
行
っ
た
上
で
、
任
命
権
者
に
報
告
し
『
総
合
評
価
』
を
決
定

し
ま
す
。

④
決
定
さ
れ
た
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
各
部
長
を
通
じ
報
告

者
に
通
知
し
ま
す
。

⑤
被
評
価
者
は
、
評
価
者
に
対
し
て
決
定
内
容
に
関
す
る
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
※
勤
務
評
価
制
度
及
び
目
標
管
理
制
度
の
流
れ
の
フ
ロ
ー
図

に
つ
い
て
は
資
料
６
を
参
照
）

㈢　

目
標
管
理
評
価
基
準

①
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
課
題
お
け
る
難
易
度
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
設
定
し
て
い
ま
す
。

Ｓ
…
一
・
一
（
相
当
な
努
力
が
必
要
）

Ａ
…
一
・
〇
（
努
力
が
必
要
）

Ｂ
…
〇
・
九
（
少
し
余
裕
が
あ
る
）

Ｃ
…
〇
・
八
（
余
裕
が
あ
る
）

②
課
題
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
全
課
題
（
五
課
題
）
合
計
し

て
一
〇
〇
％
に
な
る
よ
う
に
設
定
し
ま
す
。
な
お
、
ウ
ェ
イ
ト
の

設
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
に
お
け
る
業
務
量
だ
け
で
な
く
そ

の
業
務
の
優
先
度
な
ど
に
よ
り
設
定
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
目
標
課
題
に
お
け
る
到
達
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
設

定
し
て
い
ま
す
。

Ｓ
…
一
・
一
（
目
標
を
上
回
る
達
成
）

Ａ
…
一
・
〇
（
目
標
ど
お
り
の
達
成
）

Ｂ
…
〇
・
九
（
目
標
を
わ
ず
か
に
下
回
っ
た
）

Ｃ
…
〇
・
八
（
目
標
を
著
し
く
下
回
っ
た
）

目
標
管
理
制
度
の
得
点
計
算
は
、
個
別
達
成
難
易
度
一
・
一 

× 

個
別
目
標
達
成
度
一
・
一 

＝ 

一
・
二
一
点
満
点
と
な
り
ま

す
。

六　

総
合
評
価
の
決
定

㈠　

勤
務
評
価
制
度
と
目
標
管
理
制
度
の
得
点
を
合
算

課
長
代
理
〜
次
長
ク
ラ
ス
は
勤
務
評
価
制
度
と
目
標
管
理
制
度

そ
れ
ぞ
れ
の
得
点
の
合
算
で
、
最
終
評
価
（
総
合
評
価
）
を
決
定

し
ま
す
。

①
務
評
価
制
度
の
素
得
点
の
算
出

五
点
×
八
項
目
＝
四
〇
点
満
点
が
そ
の
ま
ま
勤
務
評
価
の
素
得

点
と
な
り
ま
す
。

②
目
標
管
理
制
度
の
素
得
点
の
算
出

難
易
度
一
・
一
満
点
×
到
達
度
一
・
一
満
点
＝
一
・
二
一
満
点

を
四
〇
点
満
点
換
算
し
、目
標
管
理
の
素
得
点
と
し
ま
す
。（
一
・

二
一
満
点
の
得
点
／
一
・
二
一
点
×
四
〇
点
＝
四
〇
点
換
算
素
得

点
）③

総
合
評
価
得
点
の
算
出

職
制
・
職
務
の
級
に
応
じ
た
適
用
割
合
で
「
総
合
評
価
得
点

（
最
高
四
〇
点
）」
を
算
出
し
ま
す
。

④
総
合
評
価
得
点
の
算
出
で
得
た
得
点
を
参
考
に
、
部
内
で
の

順
位
を
付
け
ま
す
。

二　

相
対
評
価
の
決
定

①
一
般
職
員
は
、
勤
務
評
価
制
度
の
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
、

各
調
整
部
会
に
お
い
て
、
職
制
区
分
ご
と
に
並
べ
ま
す
。

②
課
長
代
理
〜
次
長
ク
ラ
ス
は
勤
務
評
価
制
度
と
目
標
管
理
制

度
の
評
価
を
合
算
し
た
評
価
の
結
果
（
課
長
代
理
は
調
整
部
会
で

の
調
整
、
課
長
〜
次
長
ク
ラ
ス
は
調
整
協
議
会
で
の
調
整
後
の
最

終
評
価
）
に
基
づ
い
て
、
職
制
区

分
ご
と
に
並
べ
ま
す
。

③
部
長
ク
ラ
ス
〜
理
事
は
目
標

管
理
制
度
の
評
価
結
果
に
基
づ
い

て
、
調
整
協
議
会
に
お
い
て
職
制

区
分
ご
と
に
並
べ
ま
す
。

④
勤
勉
手
当
・
昇
給
の
区
分
ご

と
に
決
め
ら
れ
た
下
表
の
相
対
評

価
の
割
合
に
よ
り
、
最
終
評
価
を
決
定
し
ま
す
。

な
お
、
各
部
局
に
お
け
る
評
価
人
数
に
つ
い
て
は
、
各
部
局
に

所
属
す
る
職
員
数
か
ら
、
相
対
評
価
の
割
合
に
応
じ
た
人
数
を
算

出
し
、
そ
の
範
囲
内
で
最
終
評
価
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

㈢　

絶
対
評
価
の
部
分

①
Ｂ
ラ
ン
ク
の
決
定

第
二
次
評
価
の
結
果
、
勤
務
評
価
が
四
〇
点
満
点
中
二
〇
点
未

満
、
目
標
管
理
が
一
・
二
一
満
点
中
一
・
〇
点
未
満
の
い
ず
れ

か
、
ま
た
は
両
方
に
該
当
し
た
場
合
は
、
相
対
評
価
は
行
わ
ず
、

Ｂ
ラ
ン
ク
の
評
価
と
な
り
ま
す
。

■相対評価の割合

職制係員～
課長代理

課長～
理事

配
分
率

勤
勉
手
当

SSS－約3%
SS約10%約7%
S約30%約30%
A約60%約60%

昇
給

SS約10%
S約30%
A約60%
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②
処
分
等
に
よ
る
下
位
ラ
ン
ク
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
）
の
決
定

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
勤
務
評
価
・
目
標
管

理
に
よ
る
「
総
合
評
価
」
の
結
果
に
は
関
係
な
く
、「
処
分
」「
欠

勤
」
等
の
事
実
に
よ
り
評
価
ラ
ン
ク
を
決
定
し
、
人
事
担
当
課
よ

り
該
当
者
の
み
改
め
て
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、
処
分
等
の
事
由
が

複
数
の
場
合
は
、
低
い
ラ
ン
ク
を
総
合
評
価
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
処
分
等
に
よ
る
下
位
ラ
ン
ク
の
対
象
期
間
は
、
評
価
対

象
期
間
と
は
異
な
り
、「
勤
勉
手
当
」
は
期
末
・
勤
勉
手
当
支
給

基
準
日
、「
昇
給
」
は
昇
給
日
の
前
日
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。

㈣　

総
合
評
価
ラ
ン
ク
の
反
映
に
つ
い
て

①
勤
勉
手
当
へ
の
反
映

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
期
の
成
績
率
に
反
映

し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
勤
勉
手
当
（
成
績
率
）
へ

の
反
映
の
と
お
り
で
す
。

②
昇
給
へ
の
反
映

昇
給
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
昇
給
へ
の
反
映
の
と
お

り
で
す
。
ま
た
、
通
年
昇
給
号
給
数
は
、
半
期
分
ご
と
に
評
価
を

行
い
、
決
定
さ
れ
た
号
給
数
を
合
算
し
た
号
給
数
と
し
、
合
算
し

た
結
果
が
小
数
点
以
下
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
四
捨
五
入
し
ま

す
。な

お
、「
二　

評
価
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
」
の
中
で
記
載
し

た
と
お
り
、
給
与
等
の
処
遇
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
員

の
み
実
施
し
て
お
り
、
一
般
職
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
て
い
な

い
の
が
現
状
で
す
。

今
後
、
本
格
導
入
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め
、
今
以

上
に
、
評
価
や
制
度
の
公
平
性
、
納
得
性
、
透
明
性
を
高
め
る
と

と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
も
検
討
・
検
証
を
重
ね
な

が
ら
、
制
度
改
善
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

七　

今
後
の
課
題

試
行
と
は
い
え
、
全
職
制
に
総
合
評
価
制
度
を
導
入
し
て
一
年

が
経
過
し
、
公
平
性
、
納
得
性
、
透
明
性
を
確
保
し
な
が
ら
、
評

価
を
行
う
と
同
時
に
、
人
材
育
成
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
如
何

■勤勉手当（成績率）への反映

評価
係員～係長 課長代理 課長～理事

分配率 成績率 分配率 成績率 分配率 成績率

SSS － － － － 約3％ 0.96

SS 約10％

0.75

約10％ 0.885 約7％ 0.885

S 約30％ 約30％ 0.81 約30％ 0.81

A 約60％ 約60％ 0.735 約60％ 0.735

B 絶対評価 絶対評価 0.66 絶対評価 0.66

C 訓　告 0.66 訓　告 0.66 訓　告 0.66

D 戒　告 0.585 戒　告 0.585 戒　告 0.585

E 減　給 0.51 減　給 0.51 減　給 0.51

F 停　職 0.435 停　職 0.435 停　職 0.435

総合評価結果に基づくランク決定は SSS～Bまで。
処分については自己責任によるものに限り、対象期間は「勤勉手当」は期末・勤勉手当支給基
準日（ 6月 1日、12月 1日）以前 6月以内の期間としています。

■昇給への反映

評価 分配率 区
分

昇給号給数数

係員～係長 課長代理 課長～理事

55歳未満 55歳以上 55歳未満 55歳以上 55歳未満 55歳以上

SS 約10％
半
期
分

2 1

3.5 1.75 4 2

S 約30％ 2.5 1.25 3 1.5

A 約60％ 2 1 1.5 1

B 絶対評価 1 0.5 1 0.5

C 訓告

通
年
で
換
算

4 2

2 1 2 1
D

欠勤 3日以上
2 1

戒告

E
欠勤 5日以上

昇給なし減給

F 停職

総合評価結果に基づくランク決定は SS～Bまで。
処分については自己責任によるものに限り、対象期間は各年 1月 1日～12月31日とします。
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に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
か
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
市
で
は
、
勤
務
評
価
制
度
に
お
い
て
、
取
組
姿
勢
や
行
動
頻

度
に
着
目
し
て
、
自
己
評
価
か
ら
開
始
す
る
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

モ
デ
ル
」
を
採
用
し
、
人
材
育
成
に
主
眼
を
置
き
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
し
か
し
、「
期
末
時
の
評
価
の
共
有
だ
け
で
、
人
材
育
成

が
本
当
に
可
能
な
の
か
」
と
い
う
評
価
者
か
ら
の
意
見
も
あ
り
、

平
成
二
〇
年
度
か
ら
、
評
価
期
間
の
最
初
に
、
被
評
価
者
が
業
務

に
対
す
る
考
え
や
思
い
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
勤
務
評
価

シ
ー
ト
に
「
取
組
姿
勢
」
欄
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
評
価
者
は

被
評
価
者
に
対
し
、
評
価
期
間
を
通
じ
て
取
組
姿
勢
に
沿
っ
た
助

言
を
行
う
手
法
を
導
入
し
、
よ
り
人
材
育
成
を
図
れ
る
よ
う
改
善

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
全
職
員
に
総
合
評
価
制
度
実
施
要
項
を
配
布
し
、
管

理
職
員
を
対
象
に
、
評
価
者
研
修
や
制
度
説
明
会
を
行
い
、
制
度

内
容
や
評
価
基
準
を
周
知
し
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
評
価
の
バ
ラ

ツ
キ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
制
度
の
複
雑
さ
や
半
期
ご
と
の
評
価

に
よ
る
評
価
者
へ
の
負
担
、
係
長
以
下
の
職
員
に
対
す
る
処
遇
反

映
、
職
種
や
業
務
内
容
別
に
よ
る
評
価
対
応
、
大
規
模
職
場
に
よ

る
納
得
性
を
確
保
し
た
評
価
は
ど
う
す
る
べ
き
か
な
ど
、
ま
だ
ま
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������������������
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�

だ
検
討
、
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
山
積
し
て
い
ま

す
。今

後
も
、
評
価
者
と
し
て
の
能
力
や
資
質
の
向
上
を
め
ざ
し
た

研
修
や
、
職
員
が
更
に
制
度
へ
の
理
解
を
高
め
る
た
め
の
説
明
会

な
ど
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
必
要
と
さ
れ
る
改
善
に
は
積
極

的
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
効
率
的
に
評
価
で
き
る
制
度
へ
の
転
換

も
視
野
に
入
れ
、
公
平
性
、
納
得
性
、
透
明
性
の
高
い
制
度
構
築

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
制
度
内
容
は
平
成
二
〇
年
六
月
現
在
の
も
の
で
す
。）



46地方公務員月報　平成20年 8 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

47 地方公務員月報　平成20年 8 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

� � �� �� ��

�

��� � ��� � ���������������
�� � � �� ����� �� � � ��

�����
� � �

�� � � �� �� � � �� �� � � ��
������

� � �

�� � � �� �� � � �� �� � � ��
������

� � �

�

�

�� �� �� �� �

����������������������������������������������������

���������������
��������������������������������

����������������
�������������������

�

����
����� ����

��� ��� ���
������

��������������

�������������

�����

����
��

����

������������������
�������������

�
������������������
����������

�
������������������
�����������

� � �

�

����

������������������
�����������������

�
�����������������
������

�
������������������
�������

� � �

�

�
�
�
��

����

������������������
�
������������������
�����������������

�
������������������
����������������
�������

� � �

�

�

�
���������������������������������������

����� ���� ��� ��� ��� ������

����

� ������������������
�����

�
� ������������������
������

�
� ������������������
������������������

� � �

�

�
�
�
��

���
���
��

���
����

� ������������������
������������������

�
� ������������������
�������������

�
� ������������������
��������

� � �

�

���
����

� ����������������
�
� ������������������
������

�
� ����������������

� � �

�

���
��

����

� ������������������
������������������
���

�
� ������������������
������������������
��������

�
� ������������������
����������������

� � �

�

�
�
�
�
�
��

���
����

��
����

��
���
���

� ������������������
�������������

�
� ������������������
��������

�
� ������������������
������������������
�����������

� � �

�

�� � � � �� � � � ��

�������� �

������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
������������������������������������������

�



48 地方公務員月報　平成20年8月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

49地方公務員月報　平成20年8月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

������

�������

��������������������������������������

����������

����    

���    
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

��
��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

��
��
��
��

�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�

��
��

��
�

�
�
�
��
��

��
�
�
��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�



50地方公務員月報　平成20年 8 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

51 地方公務員月報　平成20年 8 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

� �� �� �

��� � ��������������� ���� � � �

���������������������������������������

�����

��
� �

��������

����������

�� ����� � �� ����������� � ��������������

������������������������������������

������������������ �������������������������

�

����������� ����������������������������

�

������������������������

�

�����

��
� �

��������

����������

�� ����� � �� ����������� � ��������������

������������������������������������

������������������ �������������������������

�

����������� ����������������������������

�

������������������������

�

�������������������������

�� �� �

�� ����������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ����������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�����

������

���

��

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
� �

�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�
�
�

������

������ ���

��

����

�
�
�
��

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

������

������
���

��

��
�

�

�
�
�

����

����

�
�
�
��

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�����

� ���

�
�
�
�������

������

�����

���

��

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�����

������

���

��

����

�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�����

������

���

��

����

����

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�

����

���� ����



2地方公務員月報　平成20年 8 月号3 地方公務員月報　平成20年 8 月号

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
制
度
的
工
夫
に
つ
い
て
（
試
論
）

下
井　

康
史

（
新
潟
大
学
大
学
院
教
授
）

い
る
が
、
人
事
評
価
の
適
切
な
実
施
と
、
そ
の
結
果
を
職
員
の
処
遇
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
の
政
府
に
お
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
が
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
（
注
四
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新
た
な
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
工
夫
が
考

え
ら
れ
得
る
の
か
、
こ
の
点
を
行
政
法
学
の
視
点
か
ら
探
り
た
い
。
以
下
、
改
正
地
公
法
案
と
国
公
改
革
基
本
法
の
う

ち
、
能
力
・
実
績
主
義
に
か
か
る
部
分
を
概
観
し
た
後
（
一
）、
公
務
員
の
人
事
評
価
制
度
改
革
が
求
め
ら
れ
る
理
由
と

（
二
）
人
事
評
価
制
度
自
体
の
重
要
性
（
三
）
を
確
認
し
た
う
え
で
、
評
価
の
濫
用
予
防
と
い
う
観
点
か
ら
、
若
干
の
提

言
を
試
み
る
（
四
）。

一　

改
正
地
公
法
案
と
国
公
改
革
基
本
法

㈠　

改
正
地
公
法
案
の
う
ち
、
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理
に
か
か
る
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
総
務
省
に
よ
る
整
理
に
筆
者
が
若
干
の
付
加
変
更
を
施
し
た
も
の
で
、
引
用
条
文
は
、
改
正
さ
れ
た
場
合
の
条
数

を
示
す
。
な
お
、
改
正
国
公
法
に
つ
い
て
も
、
内
閣
の
行
政
改
革
推
進
本
部
が
、
概
ね
同
様
の
整
理
を
し
て
い
る
。

⑴
能
力
本
位
の
任
用
制
度
の
確
立

①
任
用
（
採
用
、
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
）
の
定
義
を
明
確
化
す
る
（
一
五
条
の
二
第
一
項
）。

②
職
員
の
任
用
は
、
職
員
の
人
事
評
価
そ
の
他
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
い
て
行
う
（
一
五
条
）。

③
任
命
権
者
は
、
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
、
及
び
、
そ
の
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
（
一
五
条
の
二
第
二
項
、
三
項
）

④
職
階
制
は
廃
止
。
現
行
法
八
条
七
号
は
削
除
す
る
。

は
じ
め
に

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
五
月
二
九
日
、
地
方
公
務
員
法
（
地
公
法
）
の
改
正
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
案

は
継
続
審
議
に
付
さ
れ
、
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
が
（
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
七
月
末
現
在
）、
そ
の
内
容
は
、
同

年
に
成
立
し
た
改
正
国
家
公
務
員
法
（
注
一
）（
国
公
法
）
と
同
じ
く
、
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理
と
、
再
就
職
規
制
を

二
本
柱
と
し
（
注
二
）、
前
者
に
お
い
て
は
、
新
し
い
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
義
務
付
け
る
。
他
方
、
二
〇
〇
八
（
平

成
二
〇
）
年
六
月
六
日
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
国
公
改
革
基
本
法
）
が
成
立
し
た
（
同
一
三
日
公
布
）（
注

三
）。
新
聞
報
道
等
で
は
、
内
閣
人
事
局
の
設
置
や
、
国
会
議
員
と
職
員
と
の
接
触
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
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⑵
新
た
な
人
事
評
価
制
度
の
構
築

①
職
員
の
人
事
評
価

　
　

人
事
評
価
を
、「
任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂

行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
」
と
定
義
す

る
（
六
条
一
項
）。

②
職
員
の
人
事
評
価
は
公
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
二
三
条
一
項
）、
任
命
権
者
は
、
人
事
評
価
を
、
任

用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
（
同
二
項
）。

③
任
命
権
者
は
、
人
事
評
価
の
基
準
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
（
二
三
条
の
二
第
二
項
）。

④
任
命
権
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
を
講
じ
る
（
二
三
条
の
三
）。

⑶　

分
限
制
度

分
限
事
由
の
一
つ
で
あ
る
「
勤
務
実
績
が
良
く
な
い
場
合
」
を
、「
人
事
評
価
又
は
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
照

ら
し
て
、
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
場
合
」
に
改
め
、
そ
の
趣
旨
を
明
確
化
す
る
（
二
八
条
一
項
一
号
）。

㈡　

国
公
改
革
基
本
法
は
、
改
革
の
基
本
理
念
を
七
項
目
に
わ
た
り
列
挙
す
る
（
二
条
）。
そ
の
中
で
、
国
民
全
体
の

奉
仕
者
と
し
て
の
職
業
倫
理
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、能
力
及
び
実
績
に
基
づ
く
適
正
な
評
価
を
行
う
こ
と
（
同
五
号
）、

及
び
、
能
力
及
び
実
績
に
応
じ
た
処
遇
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整

備
し
、
及
び
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
（
同
六
号
）
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
く

人
事
管
理
に
つ
い
て
の
、
以
下
の
よ
う
な
改
革
基
本
方
針
を
定
め
る
。

⑴
職
員
の
倫
理
の
確
立
及
び
信
賞
必
罰
の
徹
底

　

政
府
は
、
職
員
の
倫
理
の
確
立
及
び
信
賞
必
罰
の
徹
底
の
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
（
九
条
）。

①
人
事
評
価
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
（
同
一
号
）。

イ　

国
民
の
立
場
に
立
ち
職
務
を
遂
行
す
る
態
度
そ
の
他
の
職
業
倫
理
を
人
事
評
価
の
基
準
と
し
て
定
め
る
。

ロ　

業
績
評
価
に
係
る
目
標
の
設
定
は
、
所
属
す
る
組
織
の
目
標
を
踏
ま
え
て
行
う
。

ハ　

評
価
結
果
の
開
示
そ
の
他
の
職
員
の
職
務
に
対
す
る
主
体
的
な
取
組
を
促
す
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

②
守
秘
義
務
違
反
等
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
適
正
か
つ
厳
格
な
実
施
の
徹
底
を
図
る
措
置
を
講
ず
る
（
同
二
号
）。

③
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
求
償
権
（
国
家
賠
償
法
一
条
二
項
、
二
条
二
項
）
の
適
正
か
つ
厳
格
な
行
使
の
徹
底
を
図

る
措
置
を
講
ず
る
（
国
公
改
革
基
本
法
九
条
三
号
）。

⑵
能
力
及
び
実
績
に
応
じ
た
処
遇
の
徹
底
等

　

政
府
は
、
職
員
が
意
欲
と
誇
り
を
持
っ
て
働
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
（
同
一
〇
条
）。

①
各
部
局
に
お
い
て
業
務
の
簡
素
化
の
た
め
の
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
超
過
勤
務
の
状
況
を
管
理
者

の
人
事
評
価
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
（
同
一
号
）。

②
優
秀
な
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
初
任
給
の
引
上
げ
、
職
員
の
能
力
及
び
実
績
に
応
じ
た
処
遇
の
徹
底
を
目
的

と
し
た
給
与
及
び
退
職
手
当
の
見
直
し
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
（
同
二
号
）。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、
能
力
・
実
績
主
義
に
基
づ
く
人
事
管
理
、
そ
し
て
、
新
た
な
人
事
評
価
制
度
の
構
築

や
、
そ
の
適
切
な
実
施
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
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二　

な
ぜ
人
事
評
価
「
制
度
」
改
革
が
必
要
な
の
か
？

㈠　

公
務
員
制
度
が
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理
を
基
本
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
行
地
公
法
も―

以
下
、
主
と
し

て
地
公
法
に
即
し
て
論
を
進
め
る
が
、
国
公
法
に
つ
い
て
も
事
情
は
異
な
ら
な
い―

、
人
事
評
価
の
実
施
を
、「
勤
務

成
績
の
評
定
」（
勤
務
評
定
）
と
い
う
形
で
任
命
権
者
の
義
務
と
す
る
（
四
〇
条
一
項
）。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
五
〇
（
昭

和
二
五
）
年
の
地
公
法
成
立
時
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
す
る
と
、
既
に
稲
継
裕
昭
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
（
注
五
）、

人
事
評
価
の
活
用
は
、「
制
度
」
を
改
革
す
る
ま
で
も
な
く
、
現
行
法
の
「
運
用
」
改
革
で
十
分
に
実
現
で
き
る
は
ず
だ

ろ
う
（
注
六
）。
事
実
、
本
誌
で
も
継
続
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
多
く
の
地
方
公
共
団
体
が
人
事
評
価
シ
ス

テ
ム
改
革
に
着
手
し
て
お
り
、
な
か
に
は
極
め
て
斬
新
な
手
法
を
構
築
し
た
団
体
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
七
）。

こ
の
こ
と
は
、
地
公
法
を
改
正
す
る
ま
で
も
な
く
、
現
行
法
の
下
で
も
、
各
地
方
公
共
団
体
の
創
意
工
夫
次
第
で
、
つ
ま

り
、
地
公
法
と
い
う
「
制
度
」
の
改
革
で
は
な
く
、
現
行
法
の
「
運
用
」
改
革
に
よ
り
、
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理

が
実
現
で
き
る
こ
と
の
証
左
だ
ろ
う
。

㈡　

と
は
い
え
、
勤
務
評
定
未
実
施
団
体
は
少
な
く
な
い
。
か
つ
、
実
施
団
体
で
も
、
評
定
結
果
を
給
与
や
昇
任
等
に
反

映
さ
せ
た
り
、
ま
し
て
や
、
分
限
処
分
に
も
活
用
す
る
団
体
は
、
極
め
て
少
数
に
止
ま
る
（
注
八
）。
全
体
的
に
み
れ
ば
、

地
公
法
の
制
度
趣
旨
に
忠
実
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
（
注
九
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
の
「
運
用
」
改
善

要
求
で
は
、
改
革
と
し
て
の
パ
ン
チ
に
欠
け
る
、
こ
の
こ
と
が
、
あ
え
て
法
改
正
に
よ
る
「
制
度
」
改
革
が
選
択
さ
れ
た

理
由
だ
ろ
う
（
注
一
〇
）。
そ
う
す
る
と
、
改
正
地
公
法
案
が
求
め
る
の
は
、
従
来
の
地
公
法
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
仕
組
み

の
導
入
で
は
な
い
。
地
公
法
の
基
本
に
立
ち
返
っ
た
運
用
の
促
進
こ
そ
が
実
現
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
改
正
地
公
法
が
成
立

す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
地
方
公
共
団
体
が
、
新
し
い
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し―

既
に
改
革
済
み
の
団
体
も
再
検
討

を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い―

、
か
つ
、
評
価
結
果
を
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
に
各
団
体
が
重
視
す
べ
き
基
本
理
念
は
、
地
公
法
本
来
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も
地
公
法
が
人
事
評
価
の
実
施
を
義
務
付
け
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
な
の
か
。

三　

な
ぜ
人
事
評
価
が
重
要
な
の
か

㈠　

地
公
法
が
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
を
基
本
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
成
績
主
義
原
則
）。
こ
の
原
則
は
、

採
用
・
昇
任
そ
の
他
の
任
用
に
つ
き
、
明
文
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
任
用
は
、
受
験
成
績
、「
勤
務
成
績
」

そ
の
他
の
能
力
の
実
証
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
五
条
）。
採
用
と
昇
任
に
お
け
る
能
力
実
証
手
段
は
、
競
争
試

験
や
選
考
で
あ
る
（
一
七
条
三
項
、
四
項
）（
注
一
一
）。
昇
任
の
選
考
は
、
筆
記
試
験
、
口
頭
試
問
、
勤
務
実
績
等
に
よ
る

の
が
一
般
的
と
さ
れ
る
が
（
注
一
二
）―

多
く
の
場
合
は
勤
務
実
績
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か―

、
こ
の
う
ち

勤
務
実
績
の
判
定
は
、
人
事
評
価
に
基
づ
く
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
事
評
価
が
適
切
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
成
績

主
義
に
基
づ
く
昇
任
と
い
う
地
公
法
の
趣
旨
は
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
他
、
改
正
地
公
法
案
は
、
降
任―

後

述
の
分
限
処
分
と
し
て
下
さ
れ
る―

や
転
任
に
つ
い
て
も
、
人
事
評
価
そ
の
他
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
く
こ
と
を
明
文

化
し
て
い
る
（
二
一
条
の
五
）。

能
力
実
証
に
基
づ
く
人
事
の
要
求
は
、
他
の
局
面
に
も
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
国
家
公
務
員
の
場
合
、
号
俸
の
上
昇
で

あ
る
昇
給
は
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
給
与
法
）
八
条
五
項
）（
注

一
三
）。
勤
勉
手
当
も
勤
務
成
績
に
応
じ
る
も
の
と
さ
れ
（
一
九
条
の
七
第
一
項
）、
期
末
特
別
手
当
は
、
勤
務
成
績
が
良
好

で
な
け
れ
ば
減
額
さ
れ
る
（
一
九
条
の
八
第
二
項
）。
以
上
と
大
き
く
異
な
る
制
度
を
、
各
地
方
公
共
団
体
の
給
与
条
例

が
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
更
に
、「
勤
務
実
績
が
良
く
な
い
場
合
」
に
は
、
分
限
処
分
が
可
能
で
あ
る
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（
二
八
条
一
項
一
号
）。
い
ず
れ
も
、
成
績
主
義
を
基
本
と
し
た
制
度
で
あ
り
、
勤
務
成
績
・
勤
務
実
績
の
判
定
手
段
た
る

人
事
評
価
が
適
切
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
、
制
度
の
趣
旨
は
活
か
さ
れ
な
い（
注
一
四
）
。

㈡　

成
績
主
義
原
則
は
、
地
公
法
の
み
な
ら
ず
国
公
法
に
お
い
て
も
（
国
公
法
三
三
条
）、
さ
ら
に
は
各
国
の
公
務
員
制

度
に
お
い
て
も
、
重
要
な
基
本
原
則
の
一
つ
で
あ
る（
注
一
五
）
。
政
治
任
用
や
自
由
任
用
も
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り―

わ
が
国
で
は
特
別
職
の
一
部
で
制
度
化
さ
れ
て
い
る
（
国
公
法
二
条
三
項
、
地
公
法
三
条

三
項
）―
、
能
力
実
証
に
基
づ
く
人
事
管
理
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
、
成
績
主
義
が
公
務
員
制
度
に
お
け
る
万
国
共
通
の
基
本
原
則
な
の
だ
ろ
う
か
。
有
能
な
人
材
を
確
保
す

る
た
め
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
政
治
的
情
実
人
事
（
猟
官
制
）
や
縁
故
人
事
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
行
政
の
担
い
手
た

る
公
務
員
の
人
事
に
お
い
て
、
政
治
的
信
条
や
金
銭
授
受
等
に
由
来
す
る
個
人
的
つ
な
が
り―

大
分
県
教
育
委
員
会
の

教
員
採
用
を
め
ぐ
る
不
祥
事
を
想
起
さ
れ
た
い―

が
重
視
さ
れ
る
と
、
能
率
的
で
公
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
実

現
を
期
し
が
た
い
、
以
上
が
公
務
員
制
度
に
お
け
る
基
本
哲
学
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
強
調
す
る
ま
で

も
な
い（
注
一
六
）
。

㈢　

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
人
事
評
価
は
、
公
務
員
制
度
の
基
本
原
則
で
あ
る
成
績
主
義
を
体
現
す
る
た
め
の

手
段
で
あ
り
、
能
力
・
実
績
主
義
人
事
を
意
味
す
る
成
績
主
義
は
、
能
率
的
で
公
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
し
た

原
則
だ
か
ら
、
公
正
で
客
観
的
な
人
事
評
価
制
度
を
構
築
し
、
か
つ
、
そ
の
制
度
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
は
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
質
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
事
評
価
制
度
と
運
用
の
あ
り
か
た
如
何
が
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
質
を
左
右
し
か
ね
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
人
事
評
価
は
重
要
で
あ
り
、
公
正
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
。以

上
の
こ
と
は
、
今
や
関
係
者
間
の
共
通
認
識
だ
ろ
う
。
問
題
の
焦
点
は
、
制
度
・
運
用
の
具
体
的
あ
り
方
如
何
に
移

っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
既
に
様
々
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
設

計
す
る
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
制
度
的
工
夫
が
考
え
ら
れ
得
る
の
か
、
評
価
の
濫
用
防
止
と
い
う
視
点
か
ら
、
行
政
手
続

法
に
発
想
を
得
た
若
干
の
提
言
を
試
み
る
。

四　

人
事
評
価
の
濫
用
を
予
防
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
的
工
夫
が
考
え
ら
れ
る
か

㈠　

勤
務
の
実
績
や
成
績
は
、
数
値
に
従
っ
て
機
械
的
に
判
定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
人
事
評
価
の
内
容
は
、
評
価
者

の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
る
た
め
、
そ
れ
だ
け
濫
用
の
危
険
も
高
く
な
る
。
そ
こ
で
、
裁
量
濫
用
の
危
険
を
可
能
な
限
り

低
減
す
る
た
め
の
工
夫
を
、
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
む
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
行
政
法
学
で
は
、
様
々
な
形

で
、
裁
量
濫
用
予
防
の
仕
組
み
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
行
政
手
続
の
整
備
が
あ
る
。

行
政
手
続
に
関
す
る
一
般
法
は
、
行
政
手
続
法
、
そ
し
て
行
政
手
続
条
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
各
種
の
手
続
制
度
が

用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
処
分
基
準
の
設
定
・
公
開
、
理
由
付
記
、
告
知
・
聴
聞
、
文
書
閲
覧
の
四
つ
が
、
各

国
共
通
の
普
遍
的
な
適
正
手
続
と
さ
れ
る
（
適
正
手
続
四
原
則
）（
注
一
七
）
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
手
続
を
人
事
評
価
に
応
用

す
る
な
ら
ば
、
前
二
者
は
、
評
価
手
続
の
一
環
と
し
て―

⑴
評
価
基
準
の
設
定
・
公
表
、
⑵
評
価
結
果
開
示
時
に
お
け

る
理
由
付
記―

、
後
二
者
は
、
評
価
結
果
に
対
す
る
苦
情
処
理
手
続
や
、
評
価
結
果
に
基
づ
く
不
利
益
処
分
の
手
続（
注

一
八
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
下
、
評
価
手
続
に
的
を
絞
っ
て
検
討
す
る
。

㈡　

⑴
評
価
基
準
の
設
定
・
公
表　

行
政
手
続
法
は
、
申
請
に
対
す
る
処
分
に
つ
き
、
審
査
基
準
を
策
定
し
（
五
条
一

項
）、
か
つ
、
そ
れ
を
「
公
に
」
す
る
こ
と
（
公
開
）
を
義
務
付
け
（
五
条
三
項
）、
そ
し
て
、
職
権
に
基
づ
く
不
利
益
処

分
に
つ
き
、
処
分
基
準
の
策
定
・
公
開
を
努
力
義
務
と
す
る
（
一
二
条
）。
基
準
の
策
定
は
判
断
の
統
一
を
促
進
し
、
そ

の
公
開
は
、
当
事
者
に
予
測
可
能
性
を
与
え
、
行
政
決
定
の
恣
意
・
独
断
を
防
ぐ
な
ど
、
判
断
過
程
の
透
明
性
向
上
に
資
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す
る
だ
け
で
な
く
、
基
準
作
成
や
処
分
決
定
を
慎
重
な
ら
し
め
、
か
つ
、
後
述
の
理
由
付
記
と
あ
い
ま
っ
て
不
服
申
立
て

の
便
宜
に
も
な
る
だ
ろ
う
（
注
一
九
）。
人
事
評
価
基
準
の
策
定
・
公
開
に
も
、
同
様
の
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
（
注
二
〇
）。

た
だ
、
改
正
地
公
法
案
は
、
人
事
評
価
の
基
準
等
を
任
命
権
者
が
定
め
る
と
す
る
が
（
二
三
条
の
二
第
二
項
）、
公
開

に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
基
準
を
首
長
規
則
等
で
定
め
る
の
な
ら
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
通
達
の
よ
う
な

行
政
規
則
に
よ
る
の
な
ら
（
注
二
一
）、
公
開
が
当
然
に
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
行
政
手
続
法
・
行
政
手
続

条
例
は
、
や
は
り
行
政
規
則
た
る
審
査
基
準
に
つ
き
、
そ
の
公
開
を
求
め
る
こ
と
で
透
明
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
人
事
評
価
記
基
準
を
行
政
規
則
で
定
め
る
に
し
て
も
、
人
事
評
価
条
例
等
の
定
め
に
よ
っ
て
公
表
を
義
務
付
け
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
行
政
手
続
法
は
、
審
査
基
準
を
「
公
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
に
止
ま
る
（
五
条
三

項
）。「
公
に
」
す
る
と
は
、
秘
密
扱
い
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
積
極
的
な
周
知
・
公
表
ま
で
を
も
求
め
る
も
の

で
は
な
い
（
注
二
二
）。
し
か
し
、
人
事
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
、
人
事
評
価
が
定
期
的
に
必
ず
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以

上
（
改
正
地
公
法
案
二
三
条
の
二
）、
少
な
く
と
も
対
象
と
な
る
職
員
に
は
、
積
極
的
に
周
知
・「
公
表
」
す
べ
き
と
考
え

る
。評

価
基
準
の
公
表
は
、
事
後
救
済
手
続
と
の
関
係
で
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
事
評
価
の
結
果
が
、
何
ら
か
の

形
で
司
法
判
断
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
（
注
二
三
）、
人
事
評
価
に
お
け
る
裁
量
の
広
さ
と
質
を
考
え
る
と
、
裁
判
所
が
、
実

体
判
断
代
置
審
査―

裁
判
所
が
行
政
庁
と
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
す
る
審
査―

を
施
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
評
価
基

準
が
公
表
さ
れ
て
い
れ
ば
、
手
続
的
審
査―

基
準
自
体
の
合
理
性
や
、
当
該
基
準
の
適
用
過
程
を
審
査―

が
可
能
に

な
り
、
裁
量
濫
用
に
対
す
る
司
法
の
統
制
が
、
あ
る
程
度
ま
で
密
に
な
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
注
二
四
）。

な
お
、
行
政
手
続
法
は
、
審
査
基
準
の
策
定
に
あ
た
り
、
原
則
と
し
て
事
前
に
意
見
公
募
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ

ン
ト
手
続
）
を
経
る
も
の
と
す
る
（
三
九
条
）。
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
際
に
、
職
員
代
表
や
労
働
組
合
の
参

加
を
求
め
る
べ
き
と
の
提
言
も
あ
る
が
（
注
二
五
）、
職
員
一
般
を
対
象
と
し
た
意
見
公
募
と
い
う
参
加
シ
ス
テ
ム
も
考
慮
に

値
し
よ
う
。

⑵
評
価
結
果
開
示
時
の
理
由
付
記　

行
政
手
続
法
は
、
申
請
拒
否
処
分
や
、
職
権
に
基
づ
く
不
利
益
処
分
の
際
、
原
則
と

し
て
、
同
時
に
、
そ
の
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
書
面
に
よ
る
処
分
で
あ
れ
ば
、
理
由
も
書
面
で
示
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
理
由
付
記
）（
八
条
、
一
四
条
）。
そ
の
趣
旨
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
同
法
制
定
以
前
の
事
案
に
お
い
て

で
は
あ
る
が
、
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重
と
公
正
妥
当
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
こ
と
、
及
び
、
理
由
を
知
ら
せ

る
こ
と
で
不
服
申
立
て
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
に
求
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
い
か
な
る
事
実
関
係
に
基
づ
き
い
か
な
る
法

規
を
適
用
し
て
当
該
処
分
を
し
た
の
か
、
以
上
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
注
二
六
）。
行
政
手
続
法

適
用
の
処
分
で
あ
れ
ば
、
審
査
基
準
や
処
分
基
準
上
の
根
拠
も
、
明
示
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
手
続
を
人
事
評
価
に
応
用
す
る
な
ら
ば
、
評
価
結
果
通
知
の
際
、
同
時
に
、
当
該
結
果
に
至
っ
た
理
由
を
付
記
す

る
と
い
う
仕
組
み
が
考
え
ら
れ
る
。
対
象
は
、
一
定
以
下
の
低
評
価
に
限
定
さ
れ
よ
う
か
。

た
だ
、
理
由
付
記
を
義
務
付
け
る
た
め
に
は
、
評
価
結
果
を
本
人
に
開
示
、
あ
る
い
は
、
通
知
す
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。
開
示
・
通
知
の
是
非
に
つ
き
見
解
は
分
か
れ
て
お
り
（
注
二
七
）、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
四
月
二
七
日
の
地
方
公

務
員
制
度
調
査
研
究
会
報
告
「
地
方
自
治
・
新
時
代
の
地
方
公
務
員
制
度
」
は
、「
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
慎
重
に

勘
案
し
つ
つ
、
そ
の
是
非
も
含
め
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
同
年
三
月
一
六
日
の
公
務
員
制
度
調
査
会
「
公

務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申
」
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
三
月
の
総
務
省
地
方
行
政
運
営
研
究
会
第
一
八
次
公
務
能
率
研
究
部
会
報
告
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「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
」
は
、
一
定
の
留
意
事
項
を
示
し
つ

つ
、
評
価
結
果
の
開
示
が
望
ま
し
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
先
般
の
国
公
改
革
基
本
法
が
、
評
価
結
果
の
開
示
を
義
務
付
け

る
に
至
っ
て
い
る
（
前
述
一
㈡
⑴
①
ハ
）。
今
後
は
、
政
府
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
も
、
開
示
あ
る
い
は
通
知
を

実
施
す
る
方
向
で―

人
事
評
価
の
形
骸
化
対
策
と
併
せ
て―

、
シ
ス
テ
ム
を
構
築
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

人
事
行
政
は
「
基
盤
行
政
」
で
あ
り（
注
二
八
）
、「
公
務
員
制
度
を
ど
う
定
め
る
か
は
、
行
政
運
営
の
適
正
を
期
す
る
上

に
重
大
な
関
係
を
も
つ（
注
二
九
）
」。
公
務
員
人
事
行
政
と
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
手
段
と
し
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

受
益
者
で
あ
る
市
民
の
利
益
、
つ
ま
り
は
公
益
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
注
三
〇
）
。
成
績
主
義
原
則

を
実
現
す
る
手
段
の
一
た
る
人
事
評
価
も
、
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
を
通
じ
て
、
能
率
的
で
公
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
蓋
然
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
、
い
わ
ば
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る
だ
ろ
う（
注

三
一
）
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
を
整
備
し
た
だ
け
で
事
が
足
り
る
わ
け
で
は
な
い
。
制
度
が
適
切
に
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
い

か
に
立
派
な
制
度
を
構
築
し
て
も
画
餅
に
堕
す
。
制
度
の
整
備
は
、
い
わ
ば
最
低
限
度
の
品
質
保
証
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ

で
、
制
度
の
適
切
な
運
用
を
促
す
た
め
の
工
夫
を
制
度
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
保
証
の
最
低
ラ
イ
ン
を
高
め
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
公
正
な
人
事
評
価
の
た
め
の
制
度
的
工
夫
を
模
索
し
た
試
論
で
あ
る
。

― （
注
一
）
改
正
国
公
法
に
つ
い
て
は
、
政
木
広
行
「
能
力
及
び
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
の
徹
底
と
退
職
管
理
の
適
正
化
」
立
法
と
調
査
二
〇

〇
七
年
八
月
号
九
頁
、
晴
山
一
穂
「
国
家
公
務
員
法
改
正
法
の
意
味
と
問
題
点
」
国
公
労
調
査
時
報
五
三
六
号
一
六
頁
、
中
井
亨
「
国
家

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
（
平
成
一
九
年
法
律
第
百
八
号
）」
季
刊
行
政
管
理
研
究
一
一
九
号
五
一
頁
、
同
「
公
務

員
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
管
理
の
徹
底
と
退
職
管
理
の
適
正
化
を
図
る
」
時
の
法
令
一
八
一
二
号
三
一
頁
、
同
「
国
家
公
務
員
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
一
〇
八
号
）
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
五
号
二
四
頁
参
照
。

（
注
二
）
改
正
地
公
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
池
治
「
分
権
時
代
に
お
け
る
人
材
管
理
の
あ
り
方
と
人
事
評
価
」
本
誌
平
成
一
九
年
一
二

月
号
三
頁
以
下
。

（
注
三
）
同
法
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
川
田
琢
之
「「
公
務
員
制
度
の
総
合
的
な
改
革
に
関
す
る
懇
談
会
報
告
書
」
の
検

討
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
五
号
四
六
頁
参
照
。

（
注
四
）
人
事
評
価
の
適
切
な
実
施
と
、
そ
の
結
果
を
活
用
す
べ
き
こ
と
は
、
本
文
四
㈡
⑵
で
後
述
す
る
公
務
員
制
度
調
査
会
答
申
や
地
方
公

務
員
制
度
調
査
研
究
会
報
告
で
、
さ
ら
に
は
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
一
二
月
の
閣
議
決
定
「
行
政
改
革
大
綱
」
や
二
〇
〇
一
（
平

成
一
三
）
年
一
二
月
の
閣
議
決
定
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
一
二
月
の
閣
議
決
定
「
今
後
の
行
政
改
革
の

方
針
」
等
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
き
た
。

（
注
五
）
稲
継
裕
昭
「
公
務
員
制
度
改
革
と
自
治
体
の
と
る
べ
き
対
応
」
本
誌
平
成
一
八
年
七
月
号
七
頁
、
同
『
自
治
体
の
人
事
シ
ス
テ
ム
改

革
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
六
年
）
四
頁
、
同
「
地
方
分
権
と
地
方
公
務
員
制
度
」
都
市
問
題
研
究
六
〇
巻
六
号
六
九
頁
。

（
注
六
）
国
公
改
革
基
本
法
は
、
守
秘
義
務
違
反
や
職
務
懈
怠
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
発
動
に
つ
い
て
、
及
び
、
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
求
償

権
の
行
使
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
適
正
か
つ
厳
格
な
行
使
の
徹
底
を
求
め
る
（
本
文
一
㈡
⑴
②
③
）。
こ
れ
ら
も
「
制
度
」
改
革
で
は
な

く
、
制
度
本
来
の
趣
旨
に
忠
実
な
「
運
用
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
七
）
稲
継
・
前
掲
書
（
注
五
）
一
六
三
頁

（
注
八
）
小
池
・
前
掲
（
注
二
）
六
頁

（
注
九
）
小
池
・
前
掲
（
注
二
）
七
頁

（
注
一
〇
）
稲
継
は
、
法
改
正
と
い
う
「
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
」
が
な
け
れ
ば
運
用
改
革
に
踏
み
切
れ
な
い
省
庁
や
自
治
体
も
多
い
と
し
た
う
え

で
、
法
改
正
に
は
運
用
改
革
の
た
め
の
「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
役
割
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
し
、「
制
度
改
革
に
躊
躇
し
て
い
る
自
治
体

や
、
何
ら
か
の
制
約
が
か
か
っ
て
い
る
自
治
体
の
後
押
し
を
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
」
と
す
る
（
稲
継
・
前
掲
（
注
五
）「
地
方
分

権
と
地
方
公
務
員
制
度
」
七
〇
頁
）。

（
注
一
一
）
競
争
試
験
に
よ
る
昇
任
（
昇
任
試
験
）（
一
九
条
三
項
）
を
実
施
す
る
団
体
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
坂
本
勝
「
自
治

体
に
お
け
る
人
事
制
度
改
革
と
人
材
育
成
の
視
点
」
都
市
問
題
研
究
六
〇
巻
六
号
七
頁
。
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（
注
一
二
）
橋
本
勇
『
逐
条
地
方
公
務
員
法
（
第
一
次
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
二
七
四
頁

（
注
一
三
）
給
与
法
八
条
は
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
大
き
く
改
正
さ
れ
た
。
従
前
は
、
一
年
間
を
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
の

普
通
昇
給
と
、
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
な
場
合
の
特
別
昇
給
と
い
う
、
二
種
の
昇
給
制
度
が
あ
っ
た
が
、
同
改
正
に
よ
り
、
勤
務
成
績
に

基
づ
く
昇
給
（
査
定
昇
給
）
に
一
本
化
さ
れ
た
。
同
改
正
の
趣
旨
が
成
績
主
義
の
推
進
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
、森
園
幸
男
＝
大
村
厚
至
『
公

務
員
給
与
法
精
義
（
第
四
次
全
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
八
頁
参
照
。

（
注
一
四
）
橋
本
・
前
掲
書
（
注
一
二
）
七
一
三
頁
は
、
勤
務
評
定
結
果
に
つ
き
、
任
命
権
者
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
か
は
、
法
文

上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
昇
給
、
昇
格
、
勤
勉
手
当
の
査
定
、
及
び
、
分
限
処
分
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
、
最

低
限
の
義
務
だ
と
す
る
。

（
注
一
五
）
各
国
の
公
務
員
制
度
に
関
す
る
最
新
の
文
献
と
し
て
、
村
松
岐
夫
編
著
『
公
務
員
制
度
改
革
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
注
一
六
）
分
限
・
懲
戒
制
度
は
身
分
保
障
制
度
の
一
環
だ
が
、
身
分
保
障
と
は
、
成
績
主
義
原
理
を
担
保
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

同
原
理
と
一
体
と
な
っ
て
、
能
率
的
で
公
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
分
限
処
分
の
積
極
的
活
用
は
、
成
績
主
義
原
則
の
趣
旨
に
、
か
つ
、
身
分
保
障
原
則
に
も
忠
実
な
運
用
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
公
務
員
法
と
労
働
法
の
距
離
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
二
〇
〇
二
年
一
二
月
号
二
三
頁
、
二
六
頁

参
照
（
稲
継
・
前
掲
（
注
五
）「
公
務
員
制
度
改
革
と
自
治
体
の
と
る
べ
き
対
応
」
八
頁
以
下
も
同
旨
）。

（
注
一
七
）
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
四
五
頁

（
注
一
八
）
行
政
手
続
法
は
、
公
務
員
に
対
す
る
諸
措
置
を
適
用
除
外
と
す
る
が
（
三
条
一
項
九
号
）、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
務
員
不
利

益
処
分
等
に
お
け
る
事
前
手
続
整
備
の
必
要
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
き
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
（
第
三
版
）』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
六
年
）
二
七
六
頁
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
一
六
）
二
六
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
務
員
の
不
利
益
処
分
手
続
㈠
」
北
大

法
学
論
集
五
四
巻
一
号
四
頁
参
照
。

（
注
一
九
）
塩
野
・
前
掲
書
（
注
一
七
）
二
四
六
頁
、
宇
賀
克
也
『
行
政
手
続
法
の
解
説
（
第
五
次
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）

八
八
頁
。

（
注
二
〇
）
本
文
四
㈡
⑵
で
後
述
す
る
地
方
行
政
運
営
研
究
会
第
一
八
次
公
務
能
率
研
究
部
会
の
報
告
書
は
、
評
価
基
準
や
評
価
実
施
方
法
の

公
表
が
、
人
事
評
価
の
納
得
性
・
透
明
性
の
確
保
に
極
め
て
重
要
と
し
て
い
た
。
そ
の
他
、
坂
本
・
前
掲
（
注
一
一
）
一
〇
頁
等
参
照
。

（
注
二
一
）
人
事
評
価
制
度
の
内
容
の
、
少
な
く
と
も
基
本
的
部
分
を
法
律
・
条
例
事
項
と
す
る
私
見
に
つ
き
、
拙
稿
「
公
務
員
の
団
体
交
渉

権
・
協
約
締
結
権
」
季
刊
労
働
法
二
二
一
号
一
〇
四
頁
。

（
注
二
二
）
宇
賀
・
前
掲
書
（
注
一
九
）
八
九
頁
、
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
『
逐
条
解
説
行
政
手
続
法
（
一
八
年
改
訂
版
）』（
ぎ
ょ
う
せ

い
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
九
頁
。
な
お
、
行
政
手
続
法
は
、
複
数
の
者
を
対
象
と
す
る
行
政
指
導
指
針
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
公

表
」
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
三
三
条
）。

（
注
二
三
）
な
お
、
人
事
評
価
結
果
の
妥
当
性
を
問
題
に
す
る
行
政
上
の
救
済
手
段
と
し
て
、
勤
務
条
件
措
置
要
求
（
地
公
法
四
六
条
）
の
活

用
が
考
え
ら
れ
る
。
岐
阜
地
判
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
二
月
二
七
日
公
務
員
関
係
判
決
速
報
三
七
五
号
九
頁
は
、
勤
務
評
定
自
体
は

職
員
の
経
済
的
地
位
向
上
に
関
連
し
な
い
と
し
、
措
置
要
求
の
対
象
た
る
勤
務
条
件
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。

（
注
二
四
）
手
続
的
審
査
を
採
用
し
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
に
関
す
る
最
判
二
〇
〇
二
（
平
成
四
）
年
一

〇
月
二
九
日
民
集
四
六
巻
七
号
一
一
七
四
頁
（
伊
方
原
発
訴
訟
）。
こ
れ
に
加
え
、
考
慮
す
べ
き
事
項
を
考
慮
し
た
か
、
考
慮
す
べ
き
で
は

な
い
事
項
を
考
慮
し
て
い
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
の
審
査
（
判
断
過
程
審
査
）
も
有
用
だ
ろ
う
。
判
断
過
程
審
査
を
採
用
し
た
最
近
の
最

高
裁
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
、
海
岸
占
用
不
許
可
に
関
す
る
最
判
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
一
二
月
七
日
民
集
六
一
巻
九
号
三
二
九
〇

頁
。

（
注
二
五
）
坂
本
・
前
掲
（
注
一
一
）
一
一
頁

（
注
二
六
）
旅
券
発
給
拒
否
に
つ
い
て
の
最
判
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
一
月
二
二
日
民
集
三
九
巻
一
号
一
頁
。

（
注
二
七
）
開
示
積
極
説
と
し
て
、
例
え
ば
、
大
河
内
繁
男
『
現
代
官
僚
制
と
人
事
行
政
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
六
頁
（
初
出
・

一
九
九
四
年
）。
消
極
説
と
し
て
、
例
え
ば
、
橋
本
・
前
掲
書
（
注
一
二
）
七
一
五
頁
。
な
お
、
勤
務
成
績
の
評
定
の
手
続
及
び
記
録
に
関

す
る
内
閣
府
令
九
条
二
項
は
、
勤
務
評
定
の
記
録
で
あ
る
勤
務
評
定
記
録
書
を
非
公
開
と
す
る
。

（
注
二
八
）
辻
清
明
『
公
務
員
制
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
二
頁
（
初
出
・
一
九
五
七
年
）

（
注
二
九
）
今
村
成
和
（
畠
山
武
道
補
訂
）『
行
政
法
入
門
（
第
八
版
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
三
七
頁

（
注
三
〇
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
一
六
）
二
一
頁
、
同
「
公
務
員
の
勤
務
形
態
多
様
化
政
策
と
公
法
理
論
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
〇
三
号
三
六

頁
参
照
。

（
注
三
一
）
拙
稿
「
公
務
員
制
度
改
革
と
四
つ
の
基
本
原
則
」
地
方
自
治
職
員
研
修
二
〇
〇
七
年
五
月
号
一
二
頁
、
同
「
行
政
法
に
お
け
る
公

務
員
倫
理
法
の
位
置
づ
け
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
二
〇
〇
七
年
八
月
号
四
七
頁
参
照
。

※
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
日
仏
で
進
行
中
の
公
務
員
制
度
改
革
に
関
す
る
比
較
法
研
究
」
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一　

は
じ
め
に

つ
く
ば
市
は
、
六
町
村
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
市
で
、
昨
年

度
二
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

当
市
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
茨
城
県
の
南
西
部

に
位
置
し
、
茨
城
県
の
県
庁
所
在
地
水
戸
市
か
ら
南
西
に
約
五
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
首
都
東
京
か
ら
北
東
に
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
成
田
国
際
空
港
（
成
田
市
）
か
ら
北
西
に
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
面
積
は
二
八
四
・
〇
七
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
は
県
内
で
四
番
目
の
広
さ
に
な
っ
て
い

ま
す
。

北
に
関
東
の
名
峰
筑
波
山
を
擁
し
、
東
に
は
我
が
国
第
二
位
の

面
積
を
有
す
る
霞
ヶ
浦
を
控
え
、
併
せ
て
水
郷
筑
波
国
定
公
園
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
市
に
お
い
て
は
、
平
成
一
七
年
八
月
に
つ
く
ば
エ
ク

ス
プ
レ
ス
が
開
通
し
、
圏
央
道
の
開
通
も
間
近
に
控
え
る
な
ど
、

首
都
東
京
や
新
東
京
国
際
空
港
か
ら
の
距
離
等
の
立
地
条
件
も
相

ま
っ
て
、
国
際
化
、
高
度
情
報
化
が
急
速
に
進
み
、
さ
ら
に
、
平

成
一
九
年
四
月
に
は
特
例
市
に
移
行
す
る
な
ど
、
市
民
の
ニ
ー
ズ

や
価
値
観
は
ま
す
ま
す
多
様
化
、
高
度
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

つ
く
ば
市
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

つ
く
ば
市
総
務
部
人
事
課

な
人
材
の
育
成
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

二　

人
事
評
価
導
入
の
経
過

つ
く
ば
市
で
は
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
人
事
評
価
を
試
行
的
に

導
入
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
最
大
の
目
的
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
人
材
育
成
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
組
織
に
と
っ
て
組
織
の
担
い
手
で

あ
る
職
員
自
身
の
能
力
を
開
発
し
、
か
つ
、
有
効
に
活
用
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
同
時
に
、
そ
の
人
の
能
力
や
努

力
あ
る
い
は
成
果
・
結
果
に
応
じ
た
公
正
な
処
遇
を
す
る
必
要
も

あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

職
員
の
能
力
等
を
処
遇
へ
反
映
す
る
た
め
に
は
、
職
員
の
能
力

や
態
度
、
成
果
を
適
正
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
人
事
評
価
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

導
入
か
ら
五
年
間
は
、
行
政
職
の
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員
の

み
を
対
象
に
試
行
と
い
う
形
で
実
施
し
、
平
成
一
八
年
度
に
対
象

を
全
職
種
、
全
職
員
に
拡
大
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
平
成
一
七
年
度
に
人
事
院
か
ら
勤
務
成

績
の
給
与
へ
の
反
映
が
勧
告
さ
れ
、
公
務
員
に
も
、
能
力
や
実
績

を
重
視
し
た
人
事
管
理
が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
市
に
お
い
て
も
、
平
成
二
二
年
度
の
制
度
完
成
を
目
指
し
、
本

格
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
市
民
の
期
待
や
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は
、
こ

れ
ま
で
と
は
違
っ
た
自
治
体
の
あ
り
方
や
新
し
い
職
員
像
が
求
め

ら
れ
て
き
ま
す
。
職
員
一
人
ひ
と
り
が
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
自
覚
し
、
常
に
職
務
に
対
し
て
自
ら
課
題
を
発
見

し
、
創
意
工
夫
を
し
、
施
策
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と

さ
れ
る
能
力
と
意
欲
を
持
っ
て
、
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
行
政
の
担
い
手
と
な
る
職
員
の
持
っ
て
い
る

多
様
な
潜
在
能
力
を
引
き
出
し
て
、
そ
の
資
質
と
能
力
の
向
上
を

図
り
、
時
代
や
環
境
の
変
化
な
ど
に
対
応
で
き
る
人
材
の
育
成
を

推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
職
員
像
や
総
合

的
な
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
人
材
育
成

基
本
方
針
」
を
平
成
一
九
年
度
に
改
定
し
、「
人
材
（
人
財
）」
と

な
る
職
員
の
意
識
改
革
と
組
織
の
活
性
化
を
目
指
し
て
、
効
率
的



34 地方公務員月報　平成20年7月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

35地方公務員月報　平成20年7月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

三　

人
事
評
価
の
特
徴

当
市
の
人
事
評
価
の
特
徴
と
し
て
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

①　

職
群
（
※
）
ご
と
の
評
価

職
位
や
役
職
の
業
務
実
態
や
能
力
基
準
に
合
わ
せ
て
設
定
し
た

職
群
（
階
層
）
ご
と
に
評
価
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職

群
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
職
員
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
抽
出
し

た
評
価
項
目
で
評
価
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

②　

職
群
・
評
価
項
目
ご
と
に
標
準
行
動
例
を
設
定

そ
れ
ぞ
れ
の
職
群
に
求
め
ら
れ
る
能
力
を
評
価
項
目
と
し
て
設

定
す
る
ほ
か
に
、
評
価
項
目
ご
と
に
あ
る
べ
き
行
動
を
示
し
た

「
標
準
行
動
例
」
を
明
示
し
、
評
価
基
準
と
す
る
の
と
同
時
に
人

材
育
成
の
指
標
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

③　

評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
と
職
種
ご
と
・
評
価
項
目
ご
と

の
行
動
例
の
例
示

適
正
評
価
を
す
る
上
で
の
考
え
方
、
手
法
、
エ
ラ
ー
対
策
等
を

明
記
し
た
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
要
領
と
は
別
に
作
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
行
政
職
や
保
育
士
、
幼
稚
園

教
諭
等
の
職
種
ご
と
に
評
価
項
目
ご
と
の
行
動
事
例
を
記
載
し
、

併
せ
て
評
価
レ
ベ
ル
「
４
〜
２
」
を
記
載
し
ま
し
た
。
こ
の
行
動

事
例
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
行
動
が
ど
の
評
価
項
目
な
の
か

容
易
に
分
か
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

（
※
）
資
料
１
参
照

行
政
職
で
あ
れ
ば
、
経
営
職
群
、
管
理
職
群
、
リ
ー
ダ
ー
職

群
、
中
堅
職
群
、
一
般
職
群
の
五
職
群
を
設
定
。

四　

人
事
評
価
制
度
の
内
容

そ
れ
で
は
、
当
市
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明

し
て
ま
い
り
ま
す
。

①　

評
価
期
間
等

平
成
二
〇
年
度
は
、
年
度
内
に
お
い
て
上
期
（
四
月
〜
九
月
）

と
通
期
（
四
月
〜
三
月
）
の
年
二
回
の
人
事
評
価
を
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成
二
一
年
度
以
降
、
年
一
回
（
通

期
の
み
）
の
人
事
評
価
実
施
に
向
け
て
の
経
過
措
置
で
あ
り
、
今

後
は
、
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
年
間
を
評
価
期
間
と
し

て
、
年
一
回
の
人
事
評
価
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

②　

評
価
対
象
者
の
範
囲

人
事
評
価
対
象
者
（
被
評
価
者
）
は
、
特
別
職
、
嘱
託
員
及
び

臨
時
職
員
を
除
く
全
職
員
で
、
休
職
や
育
児
休
業
等
で
勤
務
実
績

の
な
い
職
員
は
評
価
の
対
象
か
ら
除
き
、
別
途
人
事
課
で
評
価
を

行
い
ま
す
。

③　

評
価
基
準

評
価
は
、
公
務
中
又
は
職
場
に
お
け
る
行
動
、
態
度
、
実
績
等

を
対
象
と
し
て
絶
対
評
価
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
評
価

は
五
段
階
で
、
標
準
は
「
３
」
と
な
り
、
自
己
評
価
、
一
次
評
価

及
び
二
次
評
価
の
三
段
階
評
価
を
行
い
ま
す
。

④　

評
価
者

評
価
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
職
員

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

調
整
者

部
・
次
長
級

副
市
長

市
長

課
長
級

次
長

部
長

市
長

そ
の
他
職
員

課
長

次
長

総
務
部
長

出
先
機
関
の
職
員

所
属
長

主
管
課
長

人
事
課
長

⑤　

評
価
要
素

評
価
は
、
能
力
（
知
識
・
技
術
・
技
能
等
）、
態
度
（
責
任

感
・
倫
理
観
・
住
民
と
の
協
働
意
識
等
）
及
び
実
績
（
業
務
遂
行

の
成
果
・
結
果
等
）
の
三
つ
の
評
価
要
素
の
観
点
か
ら
、
職
種
、

職
群
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
評
価
項
目
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

職
種
、
職
群
ご
と
の
評
価
項
目
等
に
つ
い
て
は
、
資
料
１
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

⑥　

行
動
、
実
績
等
の
記
録

事
実
に
基
づ
い
た
評
価
を
行
い
、
評
価
の
納
得
度
及
び
客
観
性

を
高
め
る
と
と
も
に
被
評
価
者
の
人
材
育
成
に
活
用
す
る
た
め
、

一
次
評
価
者
は
、
評
価
期
間
中
に
お
け
る
被
評
価
者
の
評
価
の
対

象
と
な
る
顕
著
な
行
動
、
態
度
、
実
績
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、

指
導
観
察
記
録
表
（
資
料
２
参
照
）
に
記
録
し
て
お
き
ま
す
。

こ
の
記
録
は
、
あ
く
ま
で
も
評
価
の
対
象
と
な
る
顕
著
な
行

動
、
態
度
、
実
績
等
を
書
き
留
め
て
お
く
も
の
で
す
か
ら
、
標
準

の
行
動
等
に
つ
い
て
は
記
録
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑦　

能
力
・
態
度
の
評
価

職
種
、
職
群
ご
と
に
合
わ
せ
た
人
事
評
価
シ
ー
ト
①
（
能
力

評
価
シ
ー
ト
）（
資
料
３
〜
５
参
照
）
に
よ
り
、
上
期
に
つ
い
て

は
一
〇
月
上
旬
に
、
通
期
に
つ
い
て
は
一
月
上
旬
に
、
被
評
価
者

本
人
に
よ
る
自
己
評
価
を
行
い
、
続
い
て
一
次
評
価
及
び
二
次
評

価
を
実
施
し
ま
す
。
自
己
評
価
は
、
あ
る
べ
き
行
動
例
に
当
て
は
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ま
れ
ば
「
○
」、
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
「
空
欄
」
と
し
、
一

次
・
二
次
評
価
は
五
段
階
評
価
で
行
い
ま
す
。

⑧　

実
績
の
評
価

実
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
年
度
当
初
に
目
標
設
定
を
行
っ
た
上

で
、
ど
れ
だ
け
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
評
価

す
る
も
の
で
す
（
資
料
６
参
照
）。
目
標
設
定
の
際
、
一
次
評
価

者
は
被
評
価
者
に
対
し
、
そ
の
組
織
の
年
間
目
標
や
業
務
方
針
等

を
十
分
周
知
の
上
、
面
接
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
面
接
で
、
目
標
設
定
に
お
け
る
職
員
間
の
バ
ラ
ツ
キ
を

無
く
し
公
正
な
評
価
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

評
価
に
つ
い
て
は
、
能
力
評
価
と
同
様
に
、
本
人
評
価
は
「
○
」

か
「
空
欄
」
で
行
い
、
一
次
・
二
次
評
価
は
五
段
階
評
価
で
行
い

ま
す
。

⑨　

評
価
結
果
の
部
内
調
整

各
所
属
ご
と
に
提
出
さ
れ
た
評
価
は
、
各
部
長
等
及
び
次
長
が

一
次
評
価
者
及
び
二
次
評
価
者
と
の
面
接
を
実
施
し
て
、
部
内
調

整
を
行
い
ま
す
。

⑩　

評
価
結
果
の
部
等
間
調
整

人
事
課
は
、
提
出
さ
れ
た
人
事
評
価
シ
ー
ト
に
よ
り
評
価
の
内

容
を
確
認
し
た
結
果
、
評
価
基
準
等
に
つ
い
て
部
等
の
間
で
不
均

衡
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
二
次
評
価
者
に
対
し
て
説
明
を
求
め

再
評
価
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
再
評
価
後
に
お
い
て
も
部

等
の
間
で
不
均
衡
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
各
種
評
価
差
異
調
整

法
に
よ
り
人
事
課
に
お
い
て
全
庁
的
な
視
野
で
評
価
の
調
整
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑪　

人
事
評
価
の
修
正

一
次
及
び
二
次
評
価
者
は
、
通
期
の
評
価
を
提
出
し
た
後
（
二

〜
三
月
）
に
、
評
価
の
修
正
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

そ
の
都
度
人
事
課
に
申
し
出
て
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
ま
す
。

⑫　

人
事
評
価
結
果
の
開
示
及
び
苦
情
相
談

被
評
価
者
本
人
が
人
事
課
長
に
所
定
の
様
式
に
よ
り
開
示
請
求

を
す
れ
ば
、
所
定
の
期
間
内
に
評
価
結
果
の
開
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
評
価
結
果
に
対
す
る
苦
情
の
場
合
は
、
基
本

的
に
二
次
評
価
者
が
被
評
価
者
及
び
一
次
評
価
者
か
ら
事
情
を
聴

取
の
上
対
応
し
、
そ
れ
で
も
納
得
で
き
な
い
場
合
は
人
事
課
長
が

対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五　

評
価
者
の
訓
練

よ
り
公
正
で
公
平
な
、
そ
し
て
評
価
基
準
の
レ
ベ
ル
の
統
一
を

図
る
た
め
、
毎
年
五
月
に
新
任
評
価
者
研
修
を
実
施
し
、
八
月
に

は
評
価
訓
練
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

新
任
評
価
者
研
修
で
は
、
新
任
の
所
属
長
及
び
課
長
補
佐
級
の

職
員
を
対
象
に
、
人
事
評
価
実
施
の
目
的
や
仕
組
み
等
評
価
の
基

本
的
な
事
項
を
主
に
習
得
さ
せ
、
八
月
に
は
訓
練
研
修
と
し
て
所

属
長
以
上
の
一
次
及
び
二
次
評
価
者
を
対
象
に
、
評
価
の
実
習
を

通
し
て
実
際
の
評
価
の
仕
方
を
学
び
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
修
は
、

外
部
講
師
に
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
。

六　

人
事
評
価
結
果
の
給
与
等
へ
の
反
映

当
市
で
は
、
全
職
員
を
対
象
に
し
た
人
事
評
価
の
試
行
を
平
成

一
八
年
度
中
行
っ
た
後
、
平
成
一
九
年
四
月
か
ら
本
格
稼
働
と

し
、
同
年
一
二
月
期
の
勤
勉
手
当
か
ら
成
績
率
に
評
価
結
果
を
反

映
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
反
映
の
方
法
は
、
五
段
階
に
評
価
さ
れ
た

結
果
を
七
段
階
に
区
分
し
、
そ
の
成
績
区
分
に
応
じ
た
成
績
率
の

設
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昇
給
へ
の
反
映
に
つ
い
て
も
平

成
二
二
年
度
を
目
途
に
反
映
さ
せ
る
予
定
で
す
。

な
お
、
勤
勉
手
当
成
績
率
に
つ
い
て
は
、
次
頁
表
の
と
お
り
で

す
。

七　

人
事
評
価
制
度
の
課
題
と
今
後
の
改
善
策

①　

現
行
制
度
の
課
題

（
評
価
回
数
の
問
題
）

当
市
の
人
事
評
価
制
度
の
試
行
当
初
は
、
年
一
回
の
評
価
を
実

施
し
て
い
ま
し
た
が
、
勤
勉
手
当
成
績
率
へ
の
反
映
を
実
施
す
る

際
、
年
二
回
に
変
更
し
ま
し
た
。
実
際
の
評
価
時
期
は
、
四
月
か

ら
九
月
ま
で
の
上
期
分
を
一
〇
月
に
、
四
月
か
ら
三
月
ま
で
の
通

期
分
を
一
月
に
見
込
み
も
含
ん
で
評
価
し
て
い
ま
し
た
。
わ
ず
か

三
ヶ
月
間
に
二
度
の
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
検

討
し
た
結
果
、
二
一
年
度
か
ら
年
一
回
に
変
更
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

（
評
価
時
期
）

当
市
の
評
価
期
間
は
四
月
か
ら
三
月
で
あ
り
、
そ
の
評
価
結
果

を
勤
勉
手
当
や
昇
給
に
反
映
さ
せ
る
場
合
、
勤
勉
手
当
で
あ
れ
ば

六
月
三
〇
日
及
び
一
二
月
一
〇
日
支
給
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
作
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業
を
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
六
月
期
で
あ
れ
ば
、
前
年
度
の
一

二
月
二
日
か
ら
基
準
日
で
あ
る
六
月
一
日
ま
で
の
期
間
、
そ
し
て

一
二
月
期
で
あ
れ
ば
六
月
二
日
か
ら
基
準
日
で
あ
る
一
二
月
一
日

ま
で
の
期
間
の
人
事
評
価
を
基
準
日
以
降
に
実
施
し
、
支
給
日
に

そ
の
結
果
を
成
績
率
と
し
て
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
点
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
人
事
評
価
結
果
を
昇
給
に
反
映

さ
せ
る
に
し
て
も
、
年
度
末
の
三
月
ま
で
評
価
期
間
と
し
た
上
で

そ
の
結
果
を
四
月
一
日
付
け
の
昇
給
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
困
難

な
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
結
局
、
昇
給
へ
の
反
映
で
あ
っ
て

も
実
質
は
前
年
の
一
二
月
ま
で
の
期
間
の
評
価
結
果
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
に
す
る
な
ど
、
三
ヶ
月
程
度
の
処
理
の
期
間
が
必
要
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
人
事
評
価
期
間

は
結
果
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
考
慮
し
た
上
で
設

定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

（
評
価
者
の
設
定
の
問
題
）

当
市
で
は
、
保
育
所
や
児
童
館
等
の
出
先
機
関
の
職
員
の
一
次

評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
長
が
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
二
次
評
価

を
出
先
機
関
を
主
管
す
る
本
庁
の
課
長
が
実
施
す
る
た
め
、
一
人

で
四
百
人
前
後
の
評
価
を
行
う
ケ
ー
ス
も
発
生
し
ま
す
。
人
数
的

に
も
厳
し
い
上
に
被
評
価
者
本
人
を
熟
知
し
て
い
な
い
と
い
う
実

態
も
あ
り
ま
す
。

保
育
所
や
児
童
館
等
の
出
先
機
関
に
お
い
て
は
、
管
理
職
員
は

一
人
し
か
い
な
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
一
次
評
価
者
は
当
該
施
設

の
長
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
出
先
機
関
に
限
ら
ず
庁
内
の
課
に
お
い
て
も
一
次
評
価

者
が
課
長
で
二
次
評
価
者
が
次
長
と
な
り
、
こ
の
場
合
で
も
二
次

評
価
者
が
必
ず
し
も
被
評
価
者
を
熟
知
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
課
題
は
残
り
ま
す
。

実
際
に
は
、
二
次
評
価
者
が
被
評
価
者
を
熟
知
し
て
い
る
と
ば

か
り
は
限
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
の
評
価
は
一
次
評
価

者
が
行
い
、
二
次
評
価
者
は
一
次
評
価
者
の
評
価
の
チ
ェ
ッ
ク
や

他
の
部
署
と
の
均
衡
を
と
る
こ
と
を
主
な
役
割
と
す
る
こ
と
で
、

適
正
な
評
価
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
人
事

評
価
は
一
次
評
価
者
の
評
価
に
か
か
っ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

（
能
力
・
態
度
と
実
績
評
価
の
比
率
配
分
）

当
市
で
は
、
能
力
・
態
度
と
実
績
の
点
数
配
分
が
半
々
に
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
百
点
ず
つ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
部
長
と
主
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事
の
能
力
・
態
度
と
実
績
の
比
率
が
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
部
長
ク
ラ
ス
に
な
れ
ば
、
能
力
・
態
度
よ
り
も
実
績
を

重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後

の
課
題
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。

（
評
価
者
ご
と
の
評
価
の
バ
ラ
ツ
キ
）

評
価
者
間
で
評
価
の
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
研
修
を
通

し
て
そ
の
是
正
を
図
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
う
簡
単
に
誰
も
が
同

じ
基
準
で
評
価
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。
今

後
も
評
価
者
の
精
度
ア
ッ
プ
の
た
め
根
気
よ
く
研
修
等
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

（
能
力
・
態
度
の
評
価
シ
ー
ト
に
つ
い
て
）

職
種
ご
と
、
職
位
や
役
職
ご
と
に
そ
の
職
に
合
っ
た
評
価
内
容

で
評
価
し
て
い
ま
す
が
、
部
署
に
よ
っ
て
仕
事
の
内
容
が
違
う

た
め
、
ど
の
部
署
に
も
共
通
す
る
内
容
と
ば
か
り
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
際
は
、
自
分
の
部
署
の
み
で
考
え
ず
に
他
の
部
署
と
の

関
わ
り
の
中
で
評
価
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
ー
な
評
価
シ
ー
ト
は
設
定
で
き
な
い
も
の
で
す
。

（
目
標
設
定
の
難
し
さ
）

実
績
評
価
シ
ー
ト
に
よ
る
目
標
設
定
は
、
五
項
目
の
目
標
を
立

て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
年
間
を
通
し
て
定
型
的
な
業
務

を
行
う
部
署
や
そ
う
で
な
い
部
署
な
ど
、
部
署
に
よ
っ
て
目
標
設

定
が
し
や
す
い
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
実

際
問
題
と
し
て
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
試
行
の
当
初
は
、

技
能
労
務
職
の
部
署
に
お
い
て
、
目
標
項
目
も
五
項
目
立
て
る
こ

と
が
で
き
ず
に
、
二
か
ら
三
項
目
で
あ
っ
た
た
め
、
一
項
目
の
点

数
配
分
が
高
く
な
っ
て
し
ま
い
、
容
易
に
目
標
を
達
成
で
き
た
場

合
、
評
点
が
か
な
り
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
方
、
五
項

目
の
難
し
い
目
標
設
定
を
し
て
も
、
思
う
よ
う
に
目
標
が
達
成
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
評
点
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
、
目
標
の
数
が
少
な
い
と
評
点
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

目
標
設
定
の
水
準
が
職
員
間
で
不
均
衡
と
な
ら
な
い
よ
う
、
一

次
評
価
者
の
面
接
で
そ
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
ま

す
が
、
全
職
場
で
の
バ
ラ
ツ
キ
を
調
整
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で

す
。そ

の
解
決
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
人
事
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
中

に
具
体
的
な
目
標
設
定
例
を
職
種
毎
に
掲
載
し
た
り
、
個
別
に
目

標
設
定
に
つ
い
て
の
相
談
対
応
も
行
っ
て
い
ま
す
。

②　

今
後
の
改
善
策

人
事
評
価
を
行
う
最
大
の
目
的
は
、
人
を
点
数
で
評
価
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
評
価
し
た
結
果
を
ど
の
よ
う
に
今
後
の
人
材
育
成

に
つ
な
げ
て
い
く
か
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
評
価

期
間
後
の
最
終
面
接
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
点
を
ど
う
改
善
す

れ
ば
、
今
後
の
業
務
に
役
立
つ
か
、
そ
し
て
被
評
価
者
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
役
立
つ
か
を
伝
え
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
評
価
者
自
身
が
肝
に
銘
じ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
す
る
こ
と
で
職
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
、
そ
の
結
果
市

民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
絶
対
評
価
を
行
う
上
で
、
評
価
基
準
の
統
一
を
図
る
こ

と
が
一
番
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
の
程
度
が
標
準

で
、
ど
の
程
度
が
や
や
優
秀
な
の
か
等
、
評
価
の
基
準
を
同
じ
に

す
る
程
難
し
い
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
度
も
指
摘
を

繰
り
返
し
た
り
、
研
修
を
通
し
て
そ
の
基
準
を
身
に
つ
け
て
い
く

し
か
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
事
評
価
を
す
べ
て
の
職
員
が
理
解
し
、
自
分
た
ち
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の
た
め
、
そ
し
て
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
に
行

う
こ
と
を
意
識
し
て
、
今
後
の
人
事
評
価
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

我
々
公
務
員
の
努
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

八　

様
式
等

最
後
に
、
当
市
の
人
事
評
価
関
係
の
様
式
等
で
主
な
も
の
の
み

掲
載
い
た
し
ま
す
。

資
料
１　

職
群
別
人
事
評
価
要
素
一
覧

資
料
２　

指
導
観
察
記
録
表

資
料
３　

経
営
職
群
用　

人
事
評
価
シ
ー
ト
①
（
能
力
評
価
シ
ー

ト
）

資
料
４　

行
政
職
一
般
職
群
（
二
級
）
用
人
事
評
価
シ
ー
ト
①

（
能
力
評
価
シ
ー
ト
）

資
料
５　

技
能
労
務
職
中
堅
職
群
（
就
業
規
則
給
料
表
四
級
適
用

者
）
用
人
事
評
価
シ
ー
ト
①
（
能
力
評
価
シ
ー
ト
）

資
料
６　

人
事
評
価
シ
ー
ト
②
（
実
績
評
価
シ
ー
ト
）

資
料
７　

人
事
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
具
体
的
行
動
例
（
保

育
士
・
教
諭
）
若
手
〜
中
堅
ク
ラ
ス
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一　

は
じ
め
に

久
留
米
市
で
は
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
、
現
在
も
運
用
し
て
い

る
新
し
い
人
事
管
理
制
度
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
、
平

成
二
年
度
か
ら
職
員
の
実
績
や
能
力
を
評
価
す
る
た
め
の
制
度
は

運
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
行
政
改
革
や
地
方
分
権
の
進
展
に
よ

り
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て

い
る
中
で
、
職
員
の
能
力
向
上
や
意
欲
の
喚
起
の
必
要
性
が
ま
す

ま
す
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
す
。

新
制
度
を
導
入
し
た
際
の
基
本
的
な
視
点
と
し
て
は
、

①
目
標
の
達
成
状
況
及
び
達
成
過
程
の
適
正
な
評
価
と
処
遇

②
職
員
個
々
の
能
力
・
経
歴
に
応
じ
た
育
成
方
法
の
確
立

③
自
律
的
目
標
達
成
活
動
の
促
進

④
人
事
管
理
制
度
の
透
明
性
・
納
得
性
の
向
上

を
掲
げ
て
お
り
、
職
員
の
実
績
を
評
価
す
る
た
め
の
仕
組
み
と
し

て
「
目
標
管
理
」
の
考
え
方
を
全
階
層
で
運
用
す
る
と
と
も
に
、

職
員
の
能
力
を
評
価
す
る
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
、
職
員
の
日
常

の
職
務
活
動
ぶ
り
や
職
務
能
力
の
程
度
を
評
価
す
る
制
度
を
導
入

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

久
留
米
市
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

　
　

―

そ
の
運
用
状
況
と
導
入
後
の
見
直
し
の
経
過―

久
留
米
市
総
務
部
人
事
厚
生
課

こ
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
職
員
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
目
標
管

理
の
考
え
方
を
踏
ま
え
た
「
目
標
管
理
制
度
」、「
業
績
評
価
制

度
」、「
目
標
申
告
制
度
」
及
び
「
経
歴
管
理
制
度
」
と
い
う
四
種

類
の
制
度
を
整
備
し
、
左
の
表
の
と
お
り
職
位
に
応
じ
た
運
用
を

行
っ
て
い
ま
す
。

務
員
月
報
平
成
一
六
年
三
月
号
「
久
留
米
市
に
お
け
る
目
標
管
理

を
活
用
し
た
人
事
管
理
制
度
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
本
市
に
お
け

る
人
事
管
理
制
度
の
概
要
に
加
え
、
実
際
の
運
用
状
況
、
発
生
し

た
問
題
点
及
び
そ
の
解
決
の
た
め
の
制
度
見
直
し
の
経
過
等
に
つ

い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　

現
行
の
人
事
管
理
制
度
の
概
要
〜
実
績
の
評
価

本
市
で
は
、
職
員
を
評
価
す
る
た
め
に
「
実
績
」
と
「
能
力
」

の
二
つ
の
要
素
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
職
員
の
職
位
に

応
じ
た
評
価
の
ウ
エ
イ
ト
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
概
念
図
は

左
の
表
の
と
お
り
で
す

職位 能力 実績

部長級 × ◎

次長級 × ◎

課長級 ○ ◎

課長補佐級 ○ ○

主査級 ○ ○

一般職 ◎ ×

評価ウエイトが大きい順に◎→
○となり、×は評価対象外とな
ります。

職位 目標管理
制　　度

業績評価
制　　度

目標申告
制　　度

経歴管理
制　　度

部長級

次長級

課長級

課長補佐級

主査級

一般職

網掛部分は、当該制度が適用されていることを表す。
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こ
の
う
ち
目
標
管
理
制
度
は
、
す
べ
て
の
管
理
職
に
適
用
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

指
導
者

部
長
級
は
担
当
副
市
長

次
長
級
と
課
長
級
は
所
管
部
長

対
象
期
間

四
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
末
ま
で

様
式

資
料
１
の
と
お
り

目
標
の
立
て
方

◆
最
大
５
個
ま
で

◆
目
標
ご
と
に
ウ
エ
イ
ト
を
設
定
（
一
〇
％
刻
み
で
目
標
一
個

当
た
り
最
大
四
〇
％
ま
で
。
合
計
で
一
〇
〇
％
と
な
る
。）

◆
目
標
ご
と
に
困
難
度
を
設
定
（
五
段
階
）

年
度
当
初
に
、
市
長
か
ら
市
政
運
営
方
針
が
明
示
さ
れ
る
の
を

受
け
て
、
各
管
理
職
は
自
ら
の
担
当
範
囲
に
関
わ
る
目
標
と
そ
の

達
成
基
準
を
決
定
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
目
標
ご
と
に
ウ
エ
イ
ト
と

困
難
度
を
設
定
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
指
導
者
と
の
面
談
の
う
え

で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

業
績
評
価
制
度
は
、
前
述
の
目
標
管
理
制
度
に
つ
い
て
、
目
標

の
達
成
状
況
や
達
成
過
程
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
数
値
で
表
す

た
め
の
ツ
ー
ル
で
、
本
市
で
は
勤
勉
手
当
の
支
給
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

評
価
者

部
長
級
は
担
当
副
市
長

次
長
級
と
課
長
級
は
所
管
部
長

対
象
期
間

四
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
末
ま
で

様
式

資
料
２
の
と
お
り

管
理
職
は
、
目
標
管
理
制
度
で
定
め
た
目
標
、
ウ
エ
イ
ト
、
困

難
度
を
業
績
評
価
票
に
転
記
し
、
面
談
を
通
じ
て
評
価
者
の
評
価

を
受
け
ま
す
。

評
価
者
は
、
目
標
一
個
に
つ
き

①
達
成
度　

目
標
の
達
成
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
も
の
。

②
困
難
度　

目
標
設
定
時
に
決
定
し
た
も
の
。

③
努
力
度　

目
標
達
成
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
を
評
価
す
る
も
の
。

の
三
つ
の
視
点
で
、そ
れ
ぞ
れ
「
Ｓ
Ｓ
」「
Ｓ
」「
Ａ
」「
Ｂ
」「
Ｃ
」

の
五
段
階
の
評
価
を
行
い
ま
す
。
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、（
資

料
３
）
の
手
順
に
よ
り
点
数
化
が
行
わ
れ
ま
す
。

本
市
で
は
、
様
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
目
標
の
達
成
状

況
は
全
体
の
七
割
に
と
ど
め
、
基
本
職
務
遂
行
状
況
と
し
て
三
割

の
評
価
の
余
地
を
付
与
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
目
標
が
事
務
事

業
の
進
行
管
理
に
偏
り
す
ぎ
、
課
の
職
員
に
対
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
が
薄
れ
て
し
ま
う
の
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

業
績
評
価
の
結
果
は
、
翌
年
度
の
夏
季
の
勤
勉
手
当
に
反
映
し

て
い
ま
す
。
個
々
の
評
価
に
つ
い
て
は
絶
対
評
価
と
し
て
い
ま
す

が
、
勤
勉
手
当
に
反
映
さ
せ
る
際
に
は
、
評
価
者
に
よ
る
基
準
の

ず
れ
が
ど
う
し
て
も
生
じ
ま
す
の
で
、
評
価
グ
ル
ー
プ
間
で
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
な
い
よ
う
相
対
評
価
の
仕
組
み
を
盛
り
込
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
詳
細
は
下
図
の
と
お
り
で
す
が
、
評
価
グ
ル
ー
プ
の
編

成
に
つ
い
て
は
、
部
長
級
全
員
で
一
グ
ル
ー
プ
と
し
、
次
長
級
と

課
長
級
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
す
る
「
部
」
で
グ
ル
ー

プ
と
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
課
長
補
佐
級
及
び
主
査
級
に
適
用
さ
れ
る
「
目
標
管

理
」
と
し
て
、
目
標
申
告
制
度
が
あ
り
ま
す
。

記
録
者

所
管
の
課
長

対
象
期
間

四
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
末
ま
で

様
式

資
料
４
の
と
お
り

様
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
管
理
職
が
立
て
る
目
標
に
比

べ
て
、
そ
の
個
数
の
指
定
や
ウ
エ
イ
ト
・
困
難
度
の
設
定
は
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
達
成
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
、
将

◆　勤勉手当の支給率評語を決定するため、業績評価の結果を調整する。 

（業績評価）

SSSABC

  

①

②

S1S2ABC

（勤勉支給率評価）

①　支給率評語S1は、評価グループ中のSSとSの人数×20％（端数切上） 

②　支給率評語S2は、評価グループ全員の人数×30％（端数四捨五入）のうち、

　SS又はSの者 

◆　支給率評語ごとの支給率は次のとおりとする。

　　【評語S1】＋ 0.1月　　【評語A】α（配分原資の残額）

　　【評語S2】＋0.05月　　【評語B】▲0.05月　　【評語C】▲0.1月
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来
の
目
標
管
理
制
度
へ
の
移
行
が
、
で
き
る
だ
け
円
滑
に
な
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

一
般
職
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
「
目
標
管
理
」
と
し
て
は
、
経

歴
管
理
制
度
が
あ
り
ま
す
。
一
般
職
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
績
を

評
価
し
な
い
と
位
置
づ
け
て
お
き
な
が
ら
、
目
標
管
理
の
考
え
方

に
基
づ
く
制
度
を
運
用
し
て
い
る
の
は
、
若
年
層
の
う
ち
か
ら

「
自
分
で
目
標
を
立
て
て
」「
計
画
的
に
達
成
に
向
け
た
活
動
を
行

う
」
と
い
う
職
務
行
動
上
の
習
慣
（
く
せ
）
を
付
け
さ
せ
、
あ
わ

せ
て
市
長
か
ら
主
査
に
至
る
ま
で
の
上
司
の
目
標
と
、
自
分
の
目

標
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
担
当
職
務
に
意
味

付
け
を
行
わ
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

記
録
者

所
管
の
課
長

対
象
期
間

四
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
末
ま
で

様
式

資
料
５
の
と
お
り

一
般
職
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
課
長
と
の
面
談
を
通
し
て
自
ら

の
目
標
を
掲
げ
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
課
長
補
佐
や
主
査
の
よ
う
に

達
成
基
準
を
設
定
さ
せ
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
上
司
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役

割
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
歴
管
理
票
は
、
年
度
ご
と
に

追
加
し
て
記
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
市
に
お
け
る

職
員
の
職
務
経
歴
書
に
も
な
っ
て
お
り
、
職
員
本
人
の
「
振
り
返

り
」
だ
け
で
な
く
、
上
司
に
よ
る
職
員
の
把
握
や
、
業
務
の
割
振

り
の
際
の
参
考
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

三　

現
行
の
人
事
管
理
制
度
の
概
要
〜
能
力
の
評
価

職
員
の
能
力
に
つ
い
て
は
、
左
の
表
の
と
お
り
、
課
長
級
以
下

の
職
員
に
対
し
て
「
実
績
能
力
記
録
制
度
」
を
運
用
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
部
長
級
及
び
次
長
級
に
つ
い
て
は
、
能
力
を
評
価
す

る
段
階
は
過
ぎ
て
い
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
運
用
し
て
い
ま

せ
ん
。

こ
の
実
績
能
力
記
録
制
度
は
、
平
成
一
一
年
度
の
新
制
度
導
入

の
際
に
、
評
価
項
目
の
中
か
ら
「
職
員
の
性
格
」「
職
員
の
配
置

換
や
昇
任
に
関
す
る
事
項
」
な
ど
、
評
価
者
の
主
観
に
偏
り
が
ち

な
項
目
を
削
り
、
評
価
項
目
を
よ
り
限
定
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
職
員
の
能
力
に
つ
い
て
は

①
実
績
・
態
度　
　

日
常
の
職
務
活
動
ぶ
り
や
そ
の
遂
行
度

②
職
務
能
力　
　
　

職
員
が
到
達
し
て
い
る
能
力
の
高
さ

を
対
象
と
し
て
、
五
段
階
で
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
実
績
能
力
記
録
制
度
の
様
式
（
資
料
６
・
課
長
用

と
資
料
７
・
一
般
職
用
を
例
示
）
の
と
お
り
、
実
績
・
態
度
及
び

職
務
能
力
そ
れ
ぞ
れ
に
、
細
分
化
さ
れ
た
評
価
要
素
が
含
ま
れ
て

お
り
、
記
録
者
は
、
そ
の
評
価
要
素
ご
と
に
評
価
基
準
に
照
ら
し

な
が
ら
記
録
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
評
価
要
素
は
、
次
の
表
の
と
お
り
、
職
位
の
ス
テ
ー
ジ
に

職位 実績能力
記録制度

部長級

次長級

課長級

課長補佐級

主査級

一般職

実績能力記録制度の職位ごとの評価要素
網掛部分は、当該評価要素が適用されていることを表す。

評価要素 管理職 監督職 一般職

実
績

仕事の質

能率性・迅速性

達成度

態
度

積極性

協調性

責任感

規律性

職
務
能
力

組織力

計画力

企画力

折衝力

決断力

判断力

統率力

指導力

理解力

表現力

知識・技術

評語 記録のポイント

SS 広い視野を持ち、極めて創造的で実効性の高い計
画を策定できた。

S 広い視野を持ち、創造的で実効性の高い計画を策
定できた。

A 内容に新しい工夫が見られ、創造的な計画が策定
できた。

B 内容に工夫があまり見られず、計画を修正するこ
とがあった。

C 内容に工夫がなく、計画を修正することが多かっ
た。
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応
じ
て
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
課
の
分
掌
事
務
に
関
し
て
戦
略

的
な
計
画
立
案
が
求
め
ら
れ
る
課
長
級
で
は
「
計
画
力
」
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
監
督
職
や
一
般
職
で
は
、
個
々
の

担
当
事
務
に
関
す
る
立
案
が
中
心
に
な
る
こ
と
か
ら
、「
企
画
力
」

と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
管
理
職
と
は
、
部
長
・
次
長
・
課
長
級
の
職
員
を
い

い
、
監
督
職
と
は
、
課
長
補
佐
及
び
主
査
級
の
職
員
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
課
長
級
の
実
績
に
対
す
る
評
価
は
、
先
に
述
べ
た
目
標

管
理
制
度
で
評
価
す
る
た
め
、
こ
の
制
度
で
は
行
い
ま
せ
ん
。

四　

運
用
状
況
と
見
直
し
の
経
過

こ
こ
ま
で
本
市
の
人
事
管
理
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
実
際
に
導
入
し
た
後
の
運
用
状
況
と
制

度
の
見
直
し
の
経
過
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑴　

業
績
評
価
の
評
語
の
点
数
範
囲
の
変
更

業
績
評
価
の
評
語
に
つ
い
て
は
、
当
初
次
の
よ
う
な
点
数
範
囲

を
設
定
し
て
い
ま
し
た
。

　

評
語
Ｓ
Ｓ　

九
〇
点
以
上

　

評
語
Ｓ　
　

八
〇
点
以
上　

九
〇
点
未
満

　

評
語
Ａ　
　

五
〇
点
以
上　

八
〇
点
未
満

　

評
語
Ｂ　
　

四
〇
点
以
上　

五
〇
点
未
満

　

評
語
Ｃ　
　

四
〇
点
未
満

こ
れ
に
よ
る
評
語
ご
と
の
人
数
は
、
下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま

し
た
が
、
年
を
経
る
に
つ
れ
て
、
評
価
が
中
央
の
「
Ａ
」
に
偏

り
、「
Ｓ
Ｓ
」
や
「
Ｓ
」
と
な
る
者
が
減
少
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
勤
勉
手
当
の
反
映
に
つ
い
て
も
、
加
算
と
な
る
の
は
「
Ｓ

Ｓ
」
又
は
「
Ｓ
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
の
で
、
部
に
よ
っ
て

は
加
算
と
な
る
課
長
級
が
一
人
も
い
な
い
（
加
算
分
の
原
資
を
他

部
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
。）
事
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
下
げ
る
こ
と
は

制
度
の
本
旨
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
点
数
範
囲
を
次
頁
の
と
お
り

変
更
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。（
ゴ
チ
ッ
ク
体
が
改
正
部
分
）

　

評
語
Ｓ
Ｓ　

九
〇
点
以
上

　

評
語
Ｓ　
　

七
五
点
以
上　

九
〇
点
未
満

　

評
語
Ａ　
　

六
〇
点
以
上　

七
五
点
未
満

　

評
語
Ｂ　
　

五
〇
点
以
上　

六
〇
点
未
満

　

評
語
Ｃ　
　

五
〇
点
未
満

評
語
Ｓ
の
範
囲
を
拡
大
し
、
偏
り
の
あ
っ
た
評
語
Ａ
の
範
囲
を

狭
め
、
評
語
Ｂ
と
評
語
Ｃ
の
水
準
を
あ
げ
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

評
語
ご
と
の
人
数
は
前
頁
の
表
の
と
お
り
と
な
り
、
特
に
評
語
Ｓ

と
評
語
Ｂ
の
者
が
現
れ
る
な
ど
、
メ
リ
ハ
リ
の
つ
い
た
評
価
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
原
因
と
し
て
は
、
点
数
の
表
れ
方
が
不
透
明
な
中
で
、
点

数
範
囲
の
設
定
が
実
際
の
も
の
と
ず
れ
て
い
た
こ
と
、
制
度
の
導

入
期
に
お
い
て
、「
評
価
結
果
が
数
値
で
表
れ
る
」
こ
と
に
職
員

の
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑵　

評
価
時
期
の
前
倒
し

制
度
の
導
入
当
初
は
、
す
べ
て
の
人
事
管
理
制
度
の
評
価
時
期

を
三
月
に
設
定
し
て
い
ま
し
た
。
本
市
で
は
、
評
価
時
期
に
お
い

て
、
上
司
と
部
下
の
面
談
を
必
須
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
年
度
末

の
業
務
繁
忙
と
重
な
る
こ
と
に
よ
り
、
面
談
が
形
式
的
な
も
の
に

な
る
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
本
市
は
平
成
一
七
年

二
月
に
、
一
市
四
町
で
合
併
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
職
員
の
規

模
も
拡
大
し
ま
し
た
の
で
、
一
人
の
評
価
者
が
評
価
す
る
職
員
の

人
数
も
膨
ら
ん
で
い
ま
す
（
あ
る
部
長
は
所
属
す
る
二
五
人
の
次

長
及
び
課
長
級
と
面
談
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。）
。

こ
の
事
態
を
受
け
て
、
面
談
の
時
間
を
十
分
確
保
し
た
う
え
で

評
価
を
し
て
も
ら
う
た
め
、
評
価
時
期
を
一
月
に
前
倒
し
し
た
と

こ
ろ
で
す
。
な
お
、
一
月
か
ら
年
度
末
ま
で
に
、
評
価
を
変
更
す

べ
き
事
態
が
生
じ
た
場
合
は
、
再
度
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
し

て
い
ま
す
。

年度別の業績評価の結果（全管理職）
単位％SSSABC

11年度4.833.961.300

12年度1.726.471.30.60

13年度2.222.574.70.50

↓

単位％SSSABC

14年度2.530.666.900

15年度0.533.765.200.5

16年度1.036.659.72.60

17年度032.166.41.10.4

18年度031.067.61.40
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⑶　

評
価
者
研
修
の
実
施

目
標
管
理
の
成
否
は
目
標
の
設
定
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、
目
標
の
立
て
方
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
す
。
本
市
に
お
い
て
も
、
目
標
を
設
定
す
る
際
の
留
意
点
と
し

て
、

①
あ
れ
も
こ
れ
も
の
発
想
で
は
な
く
、「
今
年
こ
れ
だ
け
は
」
の

視
点
で
設
定
す
る
。

②
目
標
は
評
価
し
や
す
い
よ
う
に
定
量
化
に
努
め
る
。

を
掲
げ
て
お
り
、
昇
任
時
の
機
会
等
を
と
ら
え
て
、
研
修
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
制
度
導
入
か
ら
五
年
以
上
が
経
過
し
、
目
標

の
設
定
に
も
慣
れ
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
日
常
的
な
上
司
と
部

下
の
人
間
関
係
が
先
に
た
っ
て
、
目
標
設
定
の
厳
密
さ
が
薄
ら
ぐ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
○
○
計
画
の
推
進
」
や
「
□

□
事
業
の
充
実
」
と
い
っ
た
、
漠
と
し
た
目
標
が
散
見
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
こ
と
を
受
け
、
合
併
直
前
の
繁
忙
期
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
す
べ
て
の
管
理
職
に
対
し
「
目
標
設
定
研
修
」
を
実
施
し
ま

し
た
。
講
師
は
外
部
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
依
頼
し
、
本
市
の
人

事
管
理
制
度
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、
本
市
制
度
に
沿
っ

た
研
修
内
容
と
な
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

研
修
内
容
に
は
、「
目
標
の
達
成
基
準
が
、
後
で
評
価
で
き
る

よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
」「
目
標
設
定
に
お
け
る
禁
句
」

な
ど
技
術
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、「
上
位
目
標
を
踏
ま
え
、
下

位
の
者
が
ど
の
よ
う
に
目
標
を
立
て
た
ら
い
い
か
」
と
い
っ
た
考

え
方
の
部
分
も
含
ま
れ
て
お
り
、
受
講
者
は
、
今
一
度
制
度
の
基

本
に
立
ち
戻
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑷　

評
価
グ
ル
ー
プ
の
変
更

前
述
し
た
よ
う
に
、
業
績
評
価
制
度
に
お
い
て
評
価
さ
れ
た
結

果
は
、
勤
勉
手
当
に
反
映
す
る
に
当
た
り
、
評
価
グ
ル
ー
プ
間
で

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
な
い
よ
う
相
対
評
価
の
仕
組
み
を
盛
り
込
ん

で
い
ま
す
。
評
価
グ
ル
ー
プ
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
部
長
級
全
員

で
一
グ
ル
ー
プ
と
し
、
次
長
級
と
課
長
級
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
所
属
す
る
「
部
」
で
グ
ル
ー
プ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
次
頁
の
表
を
参
照
）

制
度
を
運
用
し
て
の
実
感
で
す
が
、
や
は
り
評
価
者
は
で
き
る

限
り
一
本
化
し
た
方
が
良
く
、
一
つ
の
評
価
グ
ル
ー
プ
は
、
一
人

の
評
価
者
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。
確
か

に
、
評
価
者
の
評
価
基
準
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
評
価
の
ず

れ
を
一
定
解
消
は
で
き
ま
す
が
、
現
実
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
が

あ
り
、
評
価
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
不
公
平
感
が
生
ず
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

本
市
で
は
、
主
に
次
の
よ
う
な
点
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
部
長
級
に
つ
い
て

本
市
で
は
、
副
市
長
二
人
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
副
市
長

は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
部
局
の
部
長
を
評
価
し
ま
す
。
内
訳
は
平
成

一
九
年
度
に
お
い
て
、
総
務
部
門
担
当
の
副
市
長
が
一
九
名
、
建

設
部
門
担
当
の
副
市
長
が
九
名
で
す
。
評
価
者
を
で
き
る
限
り
一

本
化
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
の
部
長
、

企
業
局
の
部
長
、
議
会
事
務
局
の
事
務
局
長
（
部
長
級
）
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
長
、
企
業
管
理
者
、
議
長
を
評
価
者
と
せ

ず
、
副
市
長
が
評
価
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
な
お
評
価
者
が
二
名
と
な
り
ま
す
の
で
、
最
終
的

に
は
、
両
副
市
長
が
協
議
し
て
評
価
結
果
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

平成19年度の評価グループ
区分 評価グループ 評価者

部長級 全員で１グループ 副市長２名

次長級
課長級

部毎に編成
（19グループ）

本庁12部（市長部局） 部長

総合支所４支所（市長部局） 支所長

教育部（教育委員会） 部長

水道ガス部（企業局） 部長

消防本部（消防本部） 消防長

右の複数組織で編成
（１グループ）

秘書室（市長部局） 担当副市長

出納室（市長部局） 会計管理者

議会事務局 事務局長

監査委員事務局 監査委員

選挙管理委員会事務局 総務部長
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②
行
政
委
員
会
等
の
取
扱
い

評
価
グ
ル
ー
プ
の
編
成
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
あ
り
方

や
当
該
団
体
の
規
模
に
も
左
右
さ
れ
ま
す
。
特
に
行
政
委
員
会
に

つ
い
て
は
、
そ
の
設
置
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、
評
価
者
を
誰
に
す

る
か
は
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
本
市
の
行
政
委
員
会
は
、

管
理
職
の
配
置
も
少
数
で
あ
る
た
め
、
一
つ
の
行
政
委
員
会
単
独

で
は
評
価
グ
ル
ー
プ
と
し
て
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
組
織
を
集
め
て
、
一
個
の
評
価
グ
ル
ー

プ
と
し
、
市
長
部
局
の
秘
書
室
及
び
出
納
室
、
議
会
事
務
局
、
監

査
委
員
事
務
局
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
五
つ
の
組
織
で
構

成
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
評
価
グ
ル
ー
プ
は
評
価
者
も
五
人
い
ま

す
の
で
、
特
に
他
の
評
価
グ
ル
ー
プ
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は

課
題
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
近
年
の
運
用
実
績
を
見
ま
す
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
組
織
が
小
規
模
で
あ
り
、
評
価
者
と
被
評
価
者
が
一
対

一
で
あ
る
組
織
も
あ
る
た
め
、
評
価
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
よ

う
で
す
。

更
に
、
農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
従
来
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
評
価
者
を
で
き
る
限
り
一
本
化
す
る
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
き
、
市
長
部
局
の
「
農
政
部
」
に
組
み
込
み
、

評
価
者
も
農
政
部
長
と
し
ま
し
た
。

こ
の
措
置
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
あ
り
方
と
、
人
事
管

理
制
度
の
運
用
実
態
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
制
度
の
円
滑
な
運

用
を
重
視
し
た
対
応
と
な
り
ま
し
た
。

⑸　

自
己
評
価
の
記
入
方
法
の
記
述
化

現
行
の
業
績
評
価
制
度
の
様
式
は
、
資
料
２
の
と
お
り
で
あ

り
、
被
評
価
者
の
自
己
評
価
は
、
目
標
の
達
成
状
況
等
と
併
せ
て

文
章
で
記
述
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

従
前
は
、
評
価
者
が
「
Ｓ
Ｓ
・
Ｓ
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
の
評
語
を

記
入
す
る
評
価
判
定
欄
の
す
ぐ
左
側
に
、
被
評
価
者
が
、
自
己
評

価
と
し
て
「
Ｓ
Ｓ
・
Ｓ
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
の
評
語
を
記
入
す
る
欄

が
あ
り
ま
し
た
。（
次
頁
表
を
参
照
）

す
な
わ
ち
、
自
己
評
価
も
評
価
者
が
使
用
す
る
も
の
と
同
じ
記

号
で
記
入
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
記
入
方
法
で
制
度
を
運
用
し
て
い
く
中
で
、
評
価

者
の
側
か
ら
、「
自
己
評
価
は
主
観
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
多
岐

に
わ
た
る
の
に
、
そ
の
結
果
は
単
純
化
さ
れ
た
限
ら
れ
た
記
号
で

ま
た
、
評
価
者
が
使
う
評
語
と
自
己
評
価
の
評
語
が
同
じ
た
め

に
、
円
滑
な
評
価
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
感
情

を
持
っ
た
人
間
同
士
が
面
談
を
通
じ
て
評
価
す
る
以
上
、
理
解
で

き
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、
平
成
一
九
年
度
の
評
価
か
ら
、
自

己
評
価
の
評
語
に
よ
る
記
載
を
や
め
、
文
章
で
記
述
す
る
こ
と
と

し
、
自
己
評
価
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
面
談
の
場
で
話
を
し
て
も

ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

五　

終
わ
り
に

本
市
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
の
大
量
退
職
に
伴

い
、
近
年
の
う
ち
に
職
員
構
成
が
一
新
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
〇
年
四
月
か
ら
の
中
核
市
移
行
に
よ

り
、
本
市
の
事
務
事
業
の
範
囲
が
広
く
深
く
な
る
こ
と
も
あ
り
、

職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

本
市
で
は
、
現
在
の
人
事
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
本

稿
で
述
べ
た
よ
う
な
見
直
し
を
行
う
だ
け
で
な
く
、「
希
望
降
任

制
度
の
導
入
」「
自
己
申
告
制
度
の
全
職
員
へ
の
拡
大
」「
新
規
採

用
職
員
の
異
動
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
」
な
ど
、
職
員
の
キ
ャ
リ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
援
す
る
制
度
も
併
せ
て
整
備
し
て
き
ま
し

た
。今

後
に
お
い
て
も
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
を
念
頭

に
、
制
度
の
構
築
及
び
運
用
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

従前の業績評価票の様式（記入例）
順位重点目標項目

達成状況
効　　果

評価判定

ウエイト
達成基準評価

要素
自己
評価評価者

困難性

１達成度SSS

困難度SS

努力度SA

表
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
現
実

に
面
談
を
行
う
際
に
、
自
己
評
価

よ
り
も
二
段
階
以
上
引
き
下
げ
て

評
価
す
る
の
は
難
し
い
。」
と
い

う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

確
か
に
、
評
価
す
る
側
の
基
準

合
わ
せ
に
は
気
を
配
る
も
の
の
、

自
己
評
価
の
基
準
合
わ
せ
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
し
、
目
標
の
達
成
に

向
け
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
個
人
ご
と

に
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
律
に
五
段
階
で
評
価
す
る
の
は

適
当
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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（
連
載
コ
メ
ン
ト:

総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
公
務
員
課

理
事
官　

植
村　

哲
）

欧
州
地
方
公
務
員
情
勢
の
第
三
回
目
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
国
の
総
合
的
出
先
機
関
で
あ
る
地
方
長
官
（
庁
）
の
制
度
及

び
実
情
に
つ
い
て
、
人
事
院
長
期
在
外
研
修
制
度
で
フ
ラ
ン
ス
留

学
中
の
中
垣
内
総
務
省
消
防
庁
総
務
課
主
査
に
ご
紹
介
い
た
だ
く

こ
と
と
し
た
い
。
中
垣
内
主
査
は
Ｅ
Ｎ
Ａ
（
国
立
行
政
学
院
）
に

留
学
さ
れ
、
こ
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
地
方
長
官
庁
で
の
実

務
研
修
も
体
験
さ
れ
て
お
り
、（
ご
本
人
曰
く
「
ご
く
わ
ず
か
」

で
は
あ
っ
て
も
）
現
場
で
感
じ
た
雰
囲
気
を
込
め
な
が
ら
今
回
の

稿
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
。

今
回
の
「
緩
や
か
な
連
載
」
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
国
家
行
政

組
織
及
び
国
家
公
務
員
に
関
す
る
事
情
を
紹
介
す
る
の
は
若
干
射

程
を
広
げ
過
ぎ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
欧
州
の
少
な
か
ら
ぬ
国
々
に
お

い
て
、
国
（
又
は
連
邦
構
成
国
家
）
の
総
合
的
出
先
機
関
が
地
方

行
政
の
場
面
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
（
適
法
性
の
審
査
、

地
域
行
政
の
総
合
調
整
、
国
直
轄
の
事
務
等
）
は
、
制
度
的
な
観

点
か
ら
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

戦
後
体
制
下
で
官
選
知
事
制
を
廃
止
し
た
結
果
、
地
方
に
お
け

欧
州
地
方
公
務
員
情
勢―

地
方
公
務
員
制
度
及
び
そ
の
運
用
に
関
す
る
比

較
論
的
考
察―

（
第
三
回
：
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
長
官
（
庁
）） 中

垣
内　

隆
久

（
総
務
省
消
防
庁
総
務
課
主
査
）

（
人
事
院
長
期
在
外
研
修
（
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
））

009727
長方形
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臨
時
職
員
な
ど
特
定
の
職
員
を
除
く
職
員
を
対
象
に
、
平
成
一
〇

年
度
に
試
行
導
入
し
て
い
る
。

三　
「
目
標
管
理
を
活
用
し
た
人
事
考
課
制
度
」
の
概
要

⑴　

制
度
の
ね
ら
い

本
制
度
は
、
職
員
の
職
務
目
標
の
成
果
や
能
力
、
職
務
態
度
に

つ
い
て
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
公
正
か
つ
適
正
に
評
価
を
行

う
こ
と
に
あ
り
、「
が
ん
ば
っ
た
職
員
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
シ

ス
テ
ム
」
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
主
な
目
的
と
し
て
は
、

・
職
員
の
資
質
の
向
上
と
公
正
か
つ
客
観
的
な
人
事
管
理
を
行

う
・
職
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
、
職
務
態
度
等
の
評
価
基
準
を
明

確
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
能
力
に
応
じ
た
適
正
配

置
（
適
材
適
所
）
等
の
人
事
資
料
と
し
て
有
効
に
活
用
す
る

・
人
材
の
育
成
指
導
並
び
に
職
員
研
修
の
充
実
を
図
る
な
ど
、

多
種
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
か
つ
的
確
に
応
え
る

こ
と
の
で
き
る
職
員
の
能
力
開
発
に
努
め
る

こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
本
制
度
は
「
人
材
育
成
」
の
視
点
に
立
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
困
難
な
職
務
目
標
に
挑
戦
す
る
職
員

が
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
目
標
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
高
い
考
課
ポ
イ

ン
ト
を
与
え
、
仮
に
未
達
成
で
あ
っ
て
も
減
点
主
義
で
は
な
く
、

加
点
主
義
の
考
課
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
職
務
目
標
を
組
織
目
標
管
理

と
リ
ン
ク
さ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
務
を
通
じ
て

総
合
計
画
や
重
要
事
業
と
い
っ
た
組
織
目
標
の
推
進
が
一
層
図
ら

れ
、
公
務
能
率
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
実
現
で
き
る
も
の
と

考
え
る
。

⑵　

制
度
の
具
体
的
な
内
容
・
考
課
方
法

①　

考
課
期
間

各
年
度
と
も
に
四
月
一
日
を
考
課
基
準
日
と
し
、
次
期
の
考
課

基
準
日
の
前
日
ま
で
を
考
課
対
象
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
考
課

表
は
一
二
月
ま
で
の
考
課
結
果
（
年
度
末
ま
で
の
見
込
み
）
を
提

出
さ
せ
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
、
考
課
結
果
に
変
更
が
生
じ

た
場
合
は
、
訂
正
さ
せ
て
い
る
。

ど
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
行
政
課

題
に
的
確
に
対
応
し
、
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
や
基
準
を
独
自
に
設
定
し
て
い
く
た
め
に
は
、

・
個
々
の
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め

の
努
力
目
標
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

・
課
題
は
広
範
囲
の
部
門
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
全
庁
的
な

取
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
自
発
的
に
参
加
し
、
自
ら
目
標
を
定

め
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
と
な
っ
て
き
た
。

一
方
、
平
成
一
〇
年
度
に
は
「
宮
崎
市
人
材
育
成
基
本
方
針
」

を
策
定
し
て
お
り
、
こ
の
中
で
本
市
の
人
材
と
し
て
望
ま
れ
る

「
こ
れ
か
ら
の
職
員
像
」
を
、『
前
例
や
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ

ず
、
常
に
改
革
改
善
の
気
概
を
持
ち
、
市
民
の
意
見
に
謙
虚
に
耳

を
傾
け
な
が
ら
、
柔
軟
な
姿
勢
を
持
っ
て
、
真
に
求
め
ら
れ
る
市

民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
け
る
よ
う
な
、「
能
力
」
と
「
意
欲
」

を
持
っ
た
職
員
』
と
掲
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
職
員
個
々
人
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
た
め
、

導
入
後
三
年
が
経
過
し
定
着
し
た
「
目
標
管
理
制
度
」
の
手
法
を

取
り
入
れ
、「
目
標
管
理
制
度
を
活
用
し
た
人
事
考
課
制
度
」
を

と
、「
常
に
改
革
・
改
善
に
取
り
組
む
が
ん
ば
る
市
役
所
づ
く
り
」

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　
「
目
標
管
理
を
活
用
し
た
人
事
考
課
制
度
」
の
導
入
背
景

⑴　

ま
ず
は
組
織
目
標
の
設
定
か
ら

「
が
ん
ば
る
市
役
所
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
に
は
、
目
標
意

識
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
組
織
と
し
て
の
目
標
を
設
定
し
、
自
己
管
理
を
行
い
、
そ

の
成
果
を
評
価
す
る
な
ど
職
員
一
人
ひ
と
り
に
目
標
意
識
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
各
部
、
各
課
の
管
理
職
を
中
心
に
し
て
、
職
員
参
加

の
も
と
、
組
織
と
し
て
の
目
標
の
設
定
か
ら
達
成
状
況
の
評
価
ま

で
を
行
っ
て
い
く
「
目
標
管
理
制
度
」
を
平
成
七
年
度
か
ら
実
施

し
た
。

⑵　

個
人
目
標
設
定
の
必
要
性

近
年
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
少
子
・
高
齢
化
、
情
報

化
・
国
際
化
の
進
展
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
、
地
方
分
権
の
推

進
や
都
市
間
競
争
へ
の
対
応
、
更
に
は
市
町
村
合
併
へ
の
対
応
な
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○
最
終
決
定

市
長
、
副
市
長
、
収
入
役
、
総
務
部
長
で
構
成
す
る
人
事
考

課
委
員
会
で
決
定
す
る
。

④　

考
課
様
式

職
務
・
職
位
に
応
じ
て
定
め
て
い
る
。

【
別
添
資
料
２
－
１
（
様
式
２
号
）
〜
２―

５
（
様
式
５
号
）
：

人
事
考
課
表
】

⑤　

評
定
項
目
と
考
課
方
法

ア
．
成
果

考
課
期
間
に
お
け
る
職
員
の
定
め
た
職
務
目
標
に
つ
い
て
の

実
績
、
結
果
で
職
責
に
応
じ
て
次
の
と
お
り
考
課
す
る
。

部　

長
〜
係　

長

目
標
設
定
に
従
っ
て
成
果
を
評
価
す
る
。

副
主
幹
、
主
査
、
主

任
主
事
等

担
当
業
務
の
進
捗
状
況
、成
果
と
能
力
を
併
せ
て
評
価
す
る
。

考
課
ポ
イ
ン
ト
は
、
職
位
ご
と
に
細
か
な
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
表

で
定
め
て
い
る
が
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
な
お
、
目
標
設
定
度

及
び
達
成
度
を
決
定
す
る
基
準
は
、【
別
添
資
料
３
】
の
と
お

り
定
め
て
い
る
。

イ
．
能
力

職
務
上
求
め
ら
れ
る
知
識
や
実
行
性
を
備
え
た
能
力
で
あ

り
、
職
責
に
応
じ
て
次
の
と
お
り
考
課
す
る
。【
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

の
五
段
階
】

部
長
〜
課
長
補
佐

主
に
総
合
的
な
管
理
者
能
力
で
評
価
す
る
。

主
幹
、
係
長

業
務
推
進
指
導
力
、
情
報
判
断
力
、
計
画
（
企
画
）
力
、
対

応
（
折
衝
）
力
の
四
項
目
で
評
価
す
る
。

副
主
幹
、
主
査
、
主

任
主
事
等

成
果
と
能
力
を
併
せ
て
評
価
す
る
。

ウ
．
職
務
態
度

職
務
上
求
め
ら
れ
る
公
務
員
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
り
、
職
責

に
応
じ
て
次
の
と
お
り
考
課
す
る
。【
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
四
段
階
】

主　

幹
、
係　

長

責
任
性
、
挑
戦
（
積
極
）
性
、
協
調
性
の
三
項
目
で
評
価
す

る
。

副
主
幹
、
主
査
、
主

任
主
事
等

責
任
性
、
挑
戦
（
積
極
）
性
、
協
調
性
、
自
己
革
新
性
、
規

律
性
の
五
項
目
で
評
価
す
る
。

エ
．
総
合
評
定

考
課
要
素
（
成
果
、
能
力
及
び
職
務
態
度
）
ご
と
の
絶
対
考

課
を
行
い
、
結
果
の
総
合
評
価
を
行
う
が
、
職
位
ご
と
の
考
課

要
素
の
配
分
比
率
を
【
図
３
】
の
と
お
り
定
め
て
い
る
。

②　

被
考
課
者

次
の
各
号
に
該
当
す
る
職
員
を
除
い
た
常
勤
の
一
般
職
に
属
す

る
職
員
。

・
臨
時
的
任
用
の
職
員
、
嘱
託
員

・
消
防
吏
員
（
課
長
補
佐
級
未
満
の
職
員
）

・
現
業
職
員

③　

考
課
者

【
図
１
】
の
と
お
り
定
め
て
い
る
が
、
考
課
者
の
役
割
と
し
て

は
、ア

．
一
次
考
課
者

○
絶
対
考
課
（
公
正
か
つ
適
正
な
事
実
の
考
課
）

個
々
の
職
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
ご
と
に
応
じ
た
レ
ベ
ル
、

役
割
等
を
明
確
に
設
定
し
た
上
で
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
行
う
。

事
実
の
記
録
は
、
指
導
記
録
ノ
ー
ト
兼
育
成
計
画
書
【
別
添
資

料
１
】
を
活
用
す
る
。

ま
た
、
考
課
者
は
被
考
課
者
と
面
接
し
て
（
年
度
当
初
の
目

標
設
定
時
と
考
課
結
果
提
出
時
）
考
課
を
行
う
。

イ
．
二
次
考
課
者

○
間
接
的
・
大
局
的
な
二
次
考
課
（
間
接
的
な
絶
対
考
課
）

一
次
考
課
の
恣
意
的
調
整
の
有
無
、
部
門
別
・
職
位
別
の
誤

差
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
も
併
せ
持
つ
大
局
的
な
考
課
で

あ
る
。

ウ
．
最
終
調
整
者

○
相
対
考
課

最
終
調
整
者
が
、
提
供
さ
れ
た
全
て
の
考
課
結
果
を
一
定
の

基
準
に
従
っ
て
整
理
し
、
調
整
す
る
機
能
を
備
え
た
評
価
方
法

で
あ
り
、
人
事
考
課
委
員
会
の
決
定
を
受
け
て
考
課
が
確
定
す

る
と
、
次
期
考
課
期
間
ま
で
の
職
員
の
能
力
開
発
や
人
事
資
料

と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
考

課
で
あ
る
。

エ
．
考
課
決
定
者

【
図
１
】

係
長
級
以
下
の

職
に
あ
る
者

課
長
補
佐
級
の

職
に
あ
る
者

課
長
級
の
職
に

あ
る
者

部
長
級
・
次
長

級
の
職
に
あ
る

者

一
次
考
課
者

課
長
補
佐

課　
　

長

部　
　

長

副
市
長

二
次
考
課
者

課　
　

長

部　
　

長

最
終
調
整
者

部　
　

長

総
務
部
長

総
務
部
長

（
考
課
決
定
者
）

（　

人　

事　

考　

課　

委　

員　

会　

）
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行
い
、
相
互
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
考
課
結
果
か
ら
得
ら
れ

た
被
考
課
者
に
必
要
な
課
題
等
を
正
確
に
伝
え
、
翌
年
度
に
ス
テ

ッ
プ
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
明
し
て
い

る
。

⑶　

職
員
の
適
材
適
所
の
人
事
異
動
へ
の
活
用

人
事
考
課
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
職
員
の
能
力
、
適
性
を
把
握

し
や
す
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
た
職
務
や
職
場
の
配
置
に
つ

い
て
は
、
短
期
間
の
考
課
の
み
で
即
断
す
る
こ
と
な
く
、
一
定
の

在
職
経
験
や
複
数
年
の
考
課
結
果
を
有
効
な
判
断
材
料
と
し
て
活

用
し
て
い
る
。

五　

時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
制
度
と
す
る
た
め
に

⑴　

制
度
の
改
正

評
価
は
職
員
の
主
観
的
な
視
点
を
排
除
す
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
評
価
の
指
標
が
定
量
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

個
人
の
意
思
が
一
切
入
ら
な
い
評
価
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
評
価
さ
れ
る
側
も
評
価
す
る
側
も
納
得
性
の
高
い
シ

ス
テ
ム
づ
く
り
が
重
要
で
あ
り
、
毎
年
度
制
度
に
係
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
、
制
度
を
実
施
し
た
上
で
の
反
省
点
や
意
見
な

ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
な
改
正
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
も
時
代
に
あ
っ
た
、
そ
し
て
職
場
の
実
態
に
応
じ
た

制
度
と
な
る
よ
う
に
改
善
を
進
め
て
い
く
。

①　

制
度
の
習
熟
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に

ア
．
部
課
長
の
目
標
へ
の
関
わ
り
方
を
具
体
的
に
記
入
さ
せ
る

よ
う
に
し
た
。（
職
と
し
て
の
目
標
へ
の
関
わ
り
度
合
い
の

明
確
化
）

②　

設
定
度
（
仕
事
の
難
度
）
を
設
定
す
る
段
階
で
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
と
し
て

ア
．
部
局
長
の
設
定
度
に
つ
い
て
は
、
年
度
当
初
に
人
事
考
課

委
員
会
で
決
定
し
、
全
部
局
長
の
設
定
度
を
全
庁
に
知
ら
し

め
る
よ
う
に
し
た
。（
設
定
度
の
周
知
・
認
識
の
共
有
）

イ
．
設
定
度
の
平
準
化
研
修
を
実
施
。（
同
様
の
課
題
を
抱
え

た
職
場
で
グ
ル
ー
プ
分
け
）

③　

制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
の
改
善
点
と
し
て

ア
．
設
定
度
決
定
の
未
経
験
ゾ
ー
ン
（
資
料
３
参
照
）
は
、

入
庁
後
一
〇
年
未
満
の
職
員
が
初
め
て
行
う
場
合
の
み
適
用

と
し
た
。（
以
前
は
異
動
す
る
ご
と
に
適
用
さ
せ
て
い
た
た

オ
．
考
課
者
の
役
割
と
心
構
え

公
正
な
考
課
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
考
課
者
の
レ
ベ
ル
が

統
一
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
【
別
添
資
料
４
】
の

と
お
り
考
課
者
の
役
割
と
心
構
え
を
定
め
て
い
る
。

カ
．
考
課
要
素
の
着
眼
点
と
評
価
基
準

ア　

考
課
の
判
定
は
五
段
階
（
職
務
態
度
は
四
段
階
）
で
区

分
し
、
そ
の
着
眼
点
・
基
準
は
考
課
要
素
ご
と
に
定
め
て
い

る
。【
別
添
資
料
５
】

イ　

職
務
の
区
分
及
び
職
務
ご
と
に
役
割
を
明
確
に
し
、
職
務

区
分
及
び
役
割
定
義
を
定
め
て
い
る
。【
別
添
資
料
６
】

四　

こ
れ
ま
で
の
考
課
結
果
の
活
用

⑴　

職
員
の
能
力
開
発
へ
の
活
用

人
事
考
課
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
目
標
設
定
と
そ
の
成
果
の

評
価
課
程
を
通
し
て
、
被
考
課
者
の
課
題
探
索
能
力
、
課
題
形
成

能
力
、
課
題
解
決
能
力
と
い
っ
た
能
力
の
開
発
に
極
め
て
効
果
的

な
手
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
考
課
者
自
身
の
資
質
（
管
理
能
力
）

の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
る
。

⑵　

面
接
制
度
の
活
用

人
事
考
課
に
よ
る
職
員
の
能
力
開
発
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
考
課
者
と
被
考
課
者
少
な
く
と
も
年
二
回
以
上
は

面
接
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説
明
し
、
特
に
、
職
員
の
目

標
を
定
め
る
時
期
と
業
績
等
を
評
価
す
る
時
期
に
は
必
ず
面
接
を

【図３】
考課要素

職位区分
成果
（業績）

能　力
職務態度

個別能力総合管理力

一　般　職

主事・技師等50【30】※50【70】

主任主事等60【40】※40【60】

副主幹、主査70【50】※30【50】

係長、主幹及び
兼務の主幹404020

課長補佐502525

課長級4555

部長級、次長級302050

（注）ルーティンワークの多い窓口職場の一般職については、
【　】内の配分比率としている。

※一般職については、成果と能力を併せて評価
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成
一
九
年
一
〇
月
に
は
、
庁
内
の
若
手
職
員
で
構
成
さ
れ
る
自
主

研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
、「
職
員
の
改
革
改
善
の
意
識
を
高
め
る
た

め
に
は
、
個
人
単
位
で
は
な
く
、
各
係
員
が
係
の
目
標
を
共
感
で

き
る
仕
組
み
を
構
築
し
、
係
員
相
互
の
関
係
を
密
に
し
、
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
検
討
結
果
が
発
表
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
不
足
が
ち
に
な
っ
て
い
る
職
員
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
仕
組
み
と
し
て
本
制
度
が
見
直
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

組
織
目
標
に
向
か
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る
市
役
所
と
な
る

た
め
に
は
、
人
事
管
理
の
発
想
を
、
従
来
の
年
功
序
列
的
に
職
員

に
ポ
ス
ト
を
与
え
て
い
く
「
属
人
的
な
人
事
管
理
」
か
ら
、
能
力

や
実
績
に
応
じ
て
職
員
を
ポ
ス
ト
に
配
属
し
て
い
く
よ
う
な
「
戦

略
的
な
人
事
管
理
」
に
シ
フ
ト
し
、
本
稿
で
述
べ
た
「
目
標
管
理

を
活
用
し
た
人
事
考
課
制
度
」
を
柱
に
、「
能
力
・
実
績
主
義
の

人
事
管
理
」、「
多
様
な
人
材
の
確
保
」、「
研
修
体
制
の
充
実
」
の

三
つ
の
観
点
か
ら
、
そ
こ
に
あ
る
各
制
度
を
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た

も
の
と
し
て
充
実
さ
せ
、
有
機
的
な
運
用
を
図
り
な
が
ら
効
果
的

な
人
材
育
成
を
進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

め
、
そ
の
た
び
に
高
得
点
と
な
っ
て
い
た
）

イ
．
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
多
い
主
査
以
下
の
職
員
に
つ
い
て

は
、
総
合
評
定
の
際
、
成
果
よ
り
も
職
務
態
度
の
配
分
比
率

を
高
く
し
た
。（
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
多
い
職
場
で
は
成

果
目
標
を
立
て
づ
ら
い
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
た
め
）

⑵　

研
修
の
実
施

本
制
度
の
充
実
、
特
に
全
庁
的
な
制
度
の
浸
透
を
図
る
た
め
の

研
修
を
そ
れ
ぞ
れ
の
職
位
に
応
じ
て
実
施
し
、
平
成
一
五
年
度
中

に
全
職
員
研
修
を
終
え
た
。
平
成
一
八
年
度
に
は
、
合
併
し
た
旧

三
町
職
員
に
制
度
の
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
の
研
修
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
一
次
考
課
者
の
理
解
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
毎

年
考
課
前
（
一
一
月
）
に
一
次
考
課
者
対
象
の
実
務
説
明
会
を
実

施
し
て
い
る
。

な
お
、
年
度
当
初
の
目
標
設
定
時
に
お
け
る
各
部
局
間
等
の
業

務
の
難
度
の
ば
ら
つ
き
を
な
く
す
た
め
、
考
課
者
を
中
心
に
実
例

を
使
っ
た
設
定
度
研
修
を
繰
り
返
し
実
施
し
て
い
る
。

⑶　

制
度
の
周
知

開
か
れ
た
評
価
と
な
る
よ
う
、
考
課
基
準
や
考
課
方
法
等
を
記

載
し
た
「
人
事
考
課
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
の
掲
示
板
に

掲
載
し
、
制
度
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

六　

今
後
の
取
組
み

平
成
一
〇
年
度
か
ら
試
行
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
本
制
度
も

今
年
度
で
一
〇
年
目
を
迎
え
た
。「
常
に
改
革
・
改
善
に
取
り
組

む
が
ん
ば
る
市
役
所
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て

は
、
一
定
の
定
着
を
見
て
き
て
い
る
。「
人
材
育
成
の
手
段
」
や

「
適
材
適
所
の
人
事
異
動
の
資
料
」
と
し
て
は
充
実
し
て
き
た
の

で
、
今
後
は
、
処
遇
へ
の
反
映
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。
今
ま
で

の
横
並
び
処
遇
の
年
功
序
列
的
な
給
与
制
度
に
若
干
で
も
差
を
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
員
に
競
争
意
識
等
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
、
職
員
の
一
層
の
士
気
高
揚
と
組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が

肝
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
市
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
人
材
を
先
見
的
に
確
保
し
て

い
く
た
め
に
は
、
人
事
管
理
を
従
来
の
「
年
功
序
列
主
義
型
」
か

ら
「
能
力
主
義
型
」
へ
シ
フ
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
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《特集》～人事評価制度の実例①～
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《特集》～人事評価制度の実例①～
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《特集》～人事評価制度の実例①～
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昨
年
（
平
成
一
九
年
）
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
自
治

大
学
校
の
市
町
村
職
員
研
修
課
程
の
一
環
と
し
て
「
政
策
立
案
演

習
」
が
企
画
さ
れ
た
。
全
体
で
は
一
七
二
人
の
研
修
生
が
三
五
班

に
分
か
れ
て
政
策
立
案
演
習
に
取
り
組
み
、
平
均
五
人
の
研
修
生

が
相
談
の
う
え
取
り
組
む
テ
ー
マ
を
決
め
、
Ａ
４
一
〇
枚
の
レ

ポ
ー
ト
を
ま
と
め
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
数
人
の
指
導
教
官
が
当
た

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
指
導
に
は
原
則
と
し
て
は
自
治
大
学

校
の
教
授
陣
が
当
た
る
が
、
班
の
数
も
多
い
た
め
外
部
の
講
師
も

数
人
参
画
す
る
。
筆
者
（
本
節
は
上
田
）
は
昨
年
ま
で
総
務
省
に

お
い
て
公
務
員
部
長
を
務
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
紹
介

す
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
指
導
を
担
当
し
た
。
当
該
レ
ポ
ー
ト
は
、

も
ち
ろ
ん
自
治
大
学
校
へ
の
提
出
物
と
し
て
作
成
さ
れ
た
が
、
そ

の
内
容
は
本
誌
の
読
者
に
と
っ
て
も
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
と

確
信
し
た
の
で
、
本
誌
に
な
じ
む
形
で
の
修
文
を
加
え
た
う
え
で

掲
載
を
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
か
ら
は
考
え
の
切
り
口
や
ま
と
め
方
に
つ
い
て
若
干
の
助

言
は
し
た
が
、
本
稿
の
核
と
な
っ
て
い
る
「
政
策
提
言
」、
そ
の

中
に
含
ま
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
ア
イ
デ
ア
、
よ
く
尋
ね
ら
れ
そ
う
な

論
点
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
冒
頭
に
氏
名
を
記

し
た
五
人
の
研
修
生
の
作
品
で
あ
る
。
筆
者
発
の
ア
イ
デ
ア
は
何

人
材
か
ら
人
財
へ
の
転
換　

〜
や
る
気
の
あ
る
職
員
集
団
へ
〜

総
務
省
自
治
大
学
校　

指
導
教
官　

㈶
自
治
体
国
際
化
協
会
専
務
理
事　

上
田　

紘
士

第
二
部
課
程　

第
一
五
〇
期
生　

茨
城
県
水
戸
市　
　

田
沢　

春
彦

岐
阜
県
多
治
見
市　
　

小
川　

健
二

静
岡
県
沼
津
市　
　

金
子　

昭
人

広
島
県
府
中
町　
　

川
口　

正
幸

佐
賀
県
唐
津
市　
　

藤
田　

千
穂

009727
長方形
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た
。

四　

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
設
計
方
針

ま
ず
、
何
の
た
め
に
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
と
に
か
く
「
人
材
育
成
」
に
主
眼
を
お

い
て
い
る
こ
と
を
一
貫
し
て
回
答
し
て
い
る
。
評
価
者
は
、
被
評

価
者
の
行
動
を
今
ま
で
以
上
に
観
察
し
、
良
い
行
動
を
褒
め
、
悪

い
行
動
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
せ
ず
に
指
導
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い

て
被
評
価
者
に
「
気
づ
き
」
の
機
会
を
も
た
ら
し
、
成
長
に
つ
な

げ
る
プ
ラ
ス
志
向
の
制
度
と
な
る
よ
う
設
計
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
目
標
管
理
を
取
り
入
れ
、
仕
事
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
と

と
も
に
、
上
司
と
部
下
が
目
標
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
業
務
の

進
捗
状
況
を
管
理
で
き
る
よ
う
に
設
計
す
る
こ
と
と
し
た
。

具
体
的
に
は
、
能
力
・
意
欲
態
度
評
価
と
業
績
評
価
の
二
本
立

て
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
次
の
と
お
り
明
確
に
切
り
分
け

た
。

・
能
力
・
意
欲
態
度
評
価
＝
昇
給
、
昇
任
（
昇
格
）、
人
員
配
置

等
に
活
用

・
業
績
評
価
（
目
標
管
理
）
＝
年
二
回
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に

活
用

能
力
・
意
欲
態
度
評
価
に
つ
い
て
は
、
先
進
市
の
取
組
を
参
考

に
し
、
同
じ
よ
う
な
様
式
を
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
評
価
基
準
に

つ
い
て
は
、
当
市
の
実
態
に
沿
う
よ
う
に
つ
く
り
か
え
て
い
る
。

業
績
評
価
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
、
一
般
的
な

目
標
管
理
と
同
様
に
組
織
目
標
を
上
位
の
職
か
ら
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ

ン
し
て
い
く
仕
組
み
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ざ
、
そ
の

フ
ロ
ー
を
示
そ
う
と
す
る
と
、
肝
心
の
組
織
目
標
と
し
て
使
え
そ

う
な
も
の
が
各
部
や
各
課
の
役
割
を
規
定
し
て
い
る
事
務
分
掌

規
則
し
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
各
部
や
各
課
の
組
織
目
標
に

つ
い
て
は
、
予
算
執
行
に
係
る
計
画
は
あ
る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る

「
今
期
の
目
標
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
今
さ
ら

な
が
ら
気
付
か
さ
れ
た
。

一
方
、
市
長
は
、
既
に
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
お
り
、
総
務
部

と
企
画
部
が
連
携
し
て
各
部
や
各
課
の
単
年
度
の
組
織
目
標
を
設

定
さ
せ
る
仕
組
み
を
早
急
に
検
討
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
前

述
し
た
よ
う
に
予
算
を
持
っ
て
い
る
部
や
課
は
、
そ
の
執
行
計
画

を
持
っ
て
い
る
が
、
予
算
の
な
い
部
や
課
は
、
単
年
度
の
目
標
を

持
た
ず
、
事
務
分
掌
規
則
に
規
定
す
る
定
例
的
・
定
型
的
な
事
務

と
を
重
点
課
題
と
し
、
行
政
内
部
の
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
と
し

た
。
市
長
が
掲
げ
た
方
針
は
、
わ
れ
わ
れ
人
事
担
当
部
局
が
こ
れ

ま
で
感
じ
て
き
た
「
組
織
風
土
を
何
と
か
し
て
変
え
た
い
」
と
い

う
思
い
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
懸
案
事
項

で
あ
っ
た
人
材
育
成
基
本
方
針
の
策
定
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

当
市
の
人
材
育
成
基
本
方
針
は
、
平
成
一
六
年
三
月
に
策
定
し

た
が
、
そ
の
策
定
過
程
に
お
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

し
た
。
職
員
を
対
象
と
す
る
内
部
的
な
方
針
で
あ
っ
て
も
、
広
く

市
民
の
声
を
反
映
し
た
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
同
時

に
、
職
員
を
対
象
と
し
た
「
庁
内
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
も
実

施
し
た
。
外
部
か
ら
の
意
見
を
広
く
聴
く
こ
と
も
必
要
だ
が
、
基

本
方
針
は
、
職
員
の
人
材
育
成
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
職

員
の
声
も
反
映
さ
せ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

な
お
、
人
材
育
成
基
本
方
針
の
素
案
を
示
す
と
き
、
市
長
は
、

出
先
機
関
を
含
め
て
各
職
場
を
回
り
、
そ
の
趣
旨
を
熱
心
に
説

明
し
た
。
人
事
担
当
部
局
と
し
て
は
、「
ト
ッ
プ
は
本
気
だ
。」
と

い
う
こ
と
を
市
長
自
ら
が
職
員
に
示
し
た
こ
と
を
、
心
強
く
感
じ

全
う
し
て
い
る
職
員
は
評
価
さ
れ
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の

よ
う
な
職
員
に
な
れ
る
の
か
？
組
織
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
職
員

を
育
て
よ
う
と
す
る
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
職

員
を
育
て
よ
う
と
す
る
仕
組
み
が
整
っ
て
い
な
い
。
中
に
は
、
熱

心
に
後
輩
を
育
て
て
い
る
職
員
も
い
る
が
、
統
一
的
な
考
え
方
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
育
て
ら
れ
る
側
の
職
員
が
目

指
す
べ
き
方
向
が
分
か
ら
ず
、
十
分
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
こ
れ
は
自
戒
を
含

め
た
人
事
担
当
部
局
の
嘆
き
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
組
織
の
現
状
か
ら
、
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
基
本
方
針
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
長
年
染
み
つ
い
て
き

た
組
織
内
部
の
風
土
は
、
そ
う
簡
単
に
払
拭
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
実
現
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

三　
「
茅
ヶ
崎
市
職
員
の
人
材
育
成
基
本
方
針
」
の
策
定

平
成
一
五
年
四
月
、
服
部
信
明
市
長
が
就
任
し
、
基
本
政
策
と

し
て
「
三
つ
の
チ
ェ
ン
ジ
と
六
つ
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
公
約
に
掲

げ
、
そ
の
中
で
も
「
仕
事
の
取
り
組
み
方
を
チ
ェ
ン
ジ
」
す
る
こ
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わ
せ
て
柔
軟
に
設
定
し
て
い
る
。
能
力
・
意
欲
態
度
評
価
及
び
業

績
評
価
と
も
評
価
者
区
分
は
同
じ
で
あ
る
。
平
成
一
六
年
度
の
試

行
段
階
で
は
、
二
次
評
価
者
の
次
に
市
長
を
調
整
者
と
し
て
い
た

が
、
対
象
と
な
る
管
理
職
の
職
員
が
約
一
〇
〇
人
お
り
、
そ
の
す

べ
て
の
評
価
シ
ー
ト
に
つ
い
て
短
期
間
で
目
を
通
す
こ
と
は
現
実

的
で
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
試
行
後
に
調
整
者
の
区
分
は
廃
止
し

た
。

表
１

被
評
価
者

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

部
長
級

―

担
任
の
副
市
長

課
長
級

直
属
の
部
長
級

担
任
の
副
市
長

課
長
補
佐
・
担
当
主
査
級

課
長
級

直
属
の
部
長
級

主
査
以
下
・
行
政
職
⑵

課
長
補
佐
・
担
当
主
査
級

課
長
級

⑵　

能
力
・
意
欲
態
度
評
価
の
仕
組
み

評
価
対
象
期
間
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で

の
暦
年
と
し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
評
価
結
果
を
翌
年
四
月
の

人
事
異
動
及
び
昇
給
等
に
活
用
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
合
わ

せ
て
給
与
構
造
改
革
に
伴
う
昇
給
日
を
四
月
一
日
と
し
て
い
る
。

評
価
者
（
一
次
・
二
次
と
も
）
は
、
通
年
、
被
評
価
者
の
行
動

観
察
を
実
施
す
る
。
前
述
し
た
と
お
り
「
良
い
行
動
を
褒
め
、
悪

い
行
動
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
せ
ず
に
指
導
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
何

も
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
て
難
し
く
考
え
る
も
の
で
な
く
、
要
は

「
日
頃
か
ら
部
下
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
ま
し

ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
評
価
者
は
、
部
下
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
特
記
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
「
行
動

観
察
記
録
」（
資
料
２
）
に
記
述
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

能
力
・
意
欲
態
度
評
価
シ
ー
ト
は
、
次
の
様
式
を
使
用
し
て
い

る
。

・
行
政
職
⑴
担
当
主
査
以
上
用
（
部
長
級
〜
担
当
主
査
（
い
わ
ゆ

る
係
長
）
級
）（
資
料
３
）

・
行
政
職
⑴
担
当
者
用
（
主
査
〜
主
事
）

・
行
政
職
⑵
用
（
技
能
労
務
職
）

・
医
療
職
課
長
補
佐
級
以
上
用
（
病
院
長
〜
課
長
補
佐
級
）

・
医
療
職
担
当
者
用

具
体
的
に
は
、
被
評
価
者
が
職
務
遂
行
能
力
基
準
（
資
料
４
）

及
び
職
務
遂
行
能
力
レ
ベ
ル
基
準
表
（
資
料
５
）
に
照
ら
し
て
自

己
評
価
し
た
後
、
一
次
評
価
、
二
次
評
価
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
五

段
階
評
価
で
あ
る
。

被
評
価
者
は
、
自
己
評
価
の
後
に
一
次
評
価
者
（
一
次
評
価
者

を
淡
々
と
こ
な
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
定

例
的
・
定
型
的
な
事
務
を
行
う
部
や
課
で
あ
っ
て
も
、「
う
ち
の

課
は
、
今
期
こ
う
い
う
こ
と
を
実
施
し
ま
す
よ
。」
と
い
う
目
標

を
き
ち
ん
と
示
す
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
課
の
所
属

職
員
に
そ
の
課
の
組
織
目
標
が
明
確
に
伝
わ
り
、
当
該
組
織
目
標

を
達
成
す
る
た
め
に
、
職
員
個
人
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
の

か
を
個
人
の
業
績
評
価
の
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
市
長
の
指
示
か
ら
わ
ず
か
一
か
月
間
で
「
業
務
計

画
」（
資
料
１
）
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。「
業
務
計
画
」
を
策
定

す
る
と
き
に
は
、
各
部
内
及
び
各
課
内
で
充
分
に
話
し
合
い
、
組

織
目
標
を
設
定
す
る
段
階
か
ら
よ
り
多
く
の
職
員
が
関
わ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
導
入
当
初
は
年
度
初
め
に
策
定
し
た
が
、
次
年
度

か
ら
は
、
予
算
と
連
動
さ
せ
て
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
八
月
に

策
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
予
算
が
付
か
な
か
っ
た
り
、

関
係
法
令
の
改
正
や
社
会
情
勢
の
変
動
な
ど
が
あ
っ
た
り
し
た
場

合
、
年
度
初
め
に
修
正
し
た
上
で
確
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

五　

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築

人
事
担
当
部
局
で
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
素
案
を
作
成
し
、
新

た
に
発
足
さ
せ
た
「
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
」
に
お
い

て
、
平
成
一
六
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
月
一
〜
二
回
の
ペ
ー
ス
で

集
中
的
に
制
度
の
詳
細
を
検
討
し
た
。
同
会
議
の
構
成
員
は
総
務

部
長
、
総
務
部
職
員
課
長
、
企
画
部
企
画
調
整
課
長
、
企
画
部
行

政
管
理
課
長
、
市
立
病
院
事
務
局
経
営
推
進
課
長
、
消
防
本
部
消

防
総
務
課
長
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
部
教
育
総
務
課
長

の
七
人
で
あ
る
。

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
平

成
一
六
年
十
月
か
ら
行
政
職
給
料
表
⑴
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
一
般
行
政
職
及
び
消
防
職
）
を
対
象
に

試
行
を
開
始
し
、
平
成
一
七
年
四
月
か
ら
試
行
の
対
象
を
全
職
員

に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

六　

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み

⑴　

評
価
者
区
分

標
準
的
な
区
分
は
表
１
の
と
お
り
と
し
、
ほ
か
に
も
職
場
に
合
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に
な
か
な
か
理
解
さ
れ
ず
、
問
い
合
わ
せ
が
多
か
っ
た
。
し
か

し
、「
業
務
計
画
」
の
策
定
段
階
で
各
部
内
及
び
各
課
内
で
充
分

な
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
の
徹
底
に
よ
り
、
個
々
の
職
員
が
業
務

計
画
に
掲
げ
た
目
標
を
達
成
す
る
と
き
の
自
分
の
役
割
に
つ
い
て

も
理
解
し
や
す
く
な
り
、
次
第
に
目
標
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
職
場
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
大
切
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。目

標
の
設
定
数
は
、
そ
の
職
位
に
応
じ
て
表
２
の
と
お
り
定
め

て
い
る
。
評
価
者
区
分
（
表
１
）
に
よ
り
、
評
価
者
と
な
る
職
員

は
、
被
評
価
者
の
人
材
育
成
目
標
を
一
項
目
設
定
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
管
理
監
督
職
員
が
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
取
り
組
む
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

掲
げ
た
目
標
の
合
計
が
一
〇
〇
％
に
な
る
よ
う
に
目
標
の
ウ
ェ

イ
ト
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
の
目
標
に
対
す
る
上
限
を
職
位

に
応
じ
て
表
２
の
と
お
り
定
め
て
い
る
。
最
小
単
位
は
五
％
単
位

と
し
て
い
る
。

表
２

職
員
の
範
囲

目
標
設
定
数

人
材
育
成
目
標

目
標
の
ウ
ェ
イ
ト

付
け
の
上
限

部
長
級

四
〜
五
項
目

上
の
う
ち
一
項
目

三
〇
％

課
長
級

三
〜
四
項
目

上
の
う
ち
一
項
目

三
〇
％

課
長
補
佐
・
担
当

主
査
級

二
〜
三
項
目

上
の
う
ち
一
項
目

四
〇
％

主
査
以
下

二
〜
三
項
目

不　

要

五
〇
％

行
政
職
⑵

一
〜
二
項
目

不　

要

一
〇
〇
％

職
員
は
、
目
標
が
決
ま
っ
た
ら
そ
の
ウ
ェ
イ
ト
付
け
及
び
難
易

度
を
自
己
評
価
し
、
一
次
評
価
者
と
面
談
す
る
。
こ
の
目
標
設
定

面
談
に
お
い
て
、
一
次
評
価
者
は
、
部
下
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
意
欲
を

よ
り
引
き
出
す
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

被
評
価
者
の
目
標
の
難
易
度
は
、
面
談
の
後
、
一
次
評
価
者
が
評

価
し
、
二
次
評
価
者
が
最
終
的
に
決
定
す
る
。

目
標
管
理
の
弊
害
と
し
て
、
職
員
が
高
い
評
価
を
得
る
た
め
に

達
成
し
や
す
い
目
標
を
設
定
す
る
傾
向
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
困
難
な
目
標
を
掲
げ
、
見
事
達
成
す
れ
ば
高
い
評
価
点
を

得
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
目
標
の
難
易
度
と
達
成
度
の
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
表
を
用
い
て
い
る
。（
資
料
７
）

中
間
及
び
期
末
評
価
に
お
い
て
も
、
職
員
は
、
こ
れ
ま
で
の
活

が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
二
次
評
価
者
、
以
下
同
じ
）
と
面

談
す
る
。
一
月
初
旬
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
面
談
は
、
被
評
価

者
が
自
己
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
会
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
次

評
価
者
は
、
面
談
を
通
じ
て
被
評
価
者
の
成
長
の
芽
を
感
じ
取

り
、
そ
の
後
の
育
成
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三
月
に
入
り
、
業
績
評
価
の
期
末
評
価
面
談
（
後
述
）
と
同
時

に
、
一
次
評
価
者
か
ら
被
評
価
者
に
評
価
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
す
る
た
め
の
面
談
を
実
施
す
る
。
こ
の
面
談
は
、
被
評
価
者
の

強
み
や
弱
み
を
真
摯
に
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
被
評
価
者
の
人

材
育
成
を
図
る
機
会
と
し
て
い
る
。

⑶　

業
績
評
価
（
目
標
管
理
）
の
仕
組
み

全
職
員
が
同
じ
様
式
の
評
価
シ
ー
ト
を
使
用
し
て
い
る
。（
「
チ

ャ
レ
ン
ジ
シ
ー
ト
」（
資
料
６
））

年
度
初
め
に
目
標
設
定
し
、
一
〇
月
に
中
間
時
点
の
達
成
度
を

評
価
し
、
三
月
に
目
標
の
達
成
度
を
評
価
す
る
。
同
時
に
振
返
り

を
行
っ
て
課
題
を
整
理
し
た
上
で
次
期
の
活
動
に
活
か
す
こ
と
と

し
て
い
る
。

評
価
対
象
期
間
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま

で
の
年
度
と
し
て
い
る
。
年
度
当
初
に
目
標
を
設
定
し
、
次
の
と

お
り
中
間
評
価
と
期
末
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
中
間
評
価
…
上
半
期
（
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
ま
で
）
の

評
価
を
一
〇
月
に
実
施

・
期
末
評
価
…
下
半
期
（
一
〇
月
一
日
か
ら
三
月
三
一
日
ま
で
）

及
び
年
度
目
標
の
達
成
度
の
評
価
を
三
月
に
実
施

評
価
結
果
は
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
中
間
評
価
の
結
果
は
一
二
月
期
に
、
期
末
評
価
の
結
果
は

六
月
期
に
反
映
す
る
こ
と
と
な
る
。

目
標
は
、
個
々
の
職
員
が
四
月
に
設
定
し
、
五
月
に
決
定
さ
れ

る
。
こ
の
目
標
設
定
の
段
階
が
最
も
重
要
な
時
期
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
各
課
の
年
度
の
組
織
目
標
で
あ
る
「
業
務
計
画
」
を
達

成
す
る
た
め
に
、
個
々
の
職
員
が
当
該
年
度
に
ど
の
よ
う
な
活
動

を
す
る
の
か
を
自
ら
設
定
す
る
。
そ
の
際
、
職
責
上
位
者
か
ら
職

責
段
階
ご
と
に
組
織
目
標
を
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
織
管
理
分
野
と
い
っ
た
目
標
で
は
上

司
の
掲
げ
る
目
標
を
職
員
個
人
の
目
標
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
め
、
目
標
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
は
必
須
と
は
し
て
い
な
い
。

導
入
当
初
は
、
こ
の
目
標
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
の
趣
旨
を
職
員
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八　

評
価
結
果
の
活
用

能
力
・
意
欲
態
度
評
価
の
結
果
を
人
事
管
理
や
昇
給
等
に
活
用

し
、
業
績
評
価
の
結
果
を
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
活
用
す
る
こ
と

は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

活
用
実
績
と
し
て
、
平
成
一
九
年
一
二
月
期
か
ら
行
政
職
⑴
の

管
理
職
約
一
〇
〇
人
を
対
象
に
勤
勉
手
当
の
成
績
率
の
運
用
を
開

始
し
て
い
る
。
成
績
率
の
運
用
開
始
に
先
立
っ
て
、
対
象
職
員
へ

の
説
明
会
を
実
施
し
、
市
長
も
出
席
し
て
そ
の
趣
旨
を
説
明
し

た
。成

績
区
分
ご
と
の
人
員
分
布
率
に
応
じ
て
評
価
点
の
高
い
者
か

ら
順
に
成
績
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
表
４
）。
成
績

区
分
の
「
特
に
優
秀
」
及
び
「
優
秀
」
の
職
員
に
配
分
す
る
た
め

の
原
資
は
、
対
象
職
員
が
〇
・
〇
一
五
月
分
を
出
資
す
る
こ
と
で

ま
か
な
っ
た
。
ま
た
、
成
績
率
は
、「
特
に
優
秀
」
と
「
良
好
」

と
の
差
が
お
お
む
ね
一
〇
万
円
程
度
、「
優
秀
」
の
「
良
好
」
と

の
差
が
お
お
む
ね
五
万
円
程
度
と
な
る
よ
う
に
設
定
し
た
。

表
３

成
績
区
分

人
員
分
布
率

評
価
点
（
毎
回
変
動
）
成
績
率
（
支
給
月
数
）

特
に
優
秀

五
％
以
内

六
〇
点
以
上

〇
・
九
三
月

優　

秀

二
〇
％
以
内

五
五
〜
六
〇
点

〇
・
八
三
月

良　

好

設
定
な
し

四
〇
〜
五
五
点

〇
・
七
六
月

良
好
で
な
い

設
定
な
し

四
〇
点
未
満

〇
・
六
九
月

な
お
、
管
理
職
で
な
い
職
員
の
成
績
率
へ
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

査
定
昇
給
に
つ
い
て
は
、
行
政
職
⑴
の
管
理
職
を
対
象
と
す
る

運
用
を
検
討
中
で
あ
り
、
本
稿
が
掲
載
さ
れ
る
頃
に
は
、
そ
の
運

用
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。

九　

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
評
価
結
果
に
係
る
相
談
体
制
の
概
要

⑴　

新
し
く
設
置
し
た
組
織

・
職
員
人
事
評
価
運
用
委
員
会
…
副
市
長
、
教
育
長
、
病
院
長
、

消
防
長
、
総
務
部
長

・
幹
事
会
…
職
員
課
長
、
企
画
調
整
課
長
、
行
政
管
理
課
長
、
保

育
課
長
、
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー
所
長
、
経
営
推
進
課
長
、
消
防

総
務
課
長
、
教
育
総
務
課
長

動
を
振
り
返
り
、
そ
の
達
成
度
を
自
己
評
価
し
た
上
で
一
次
評
価

者
と
の
面
談
に
臨
む
こ
と
と
し
て
い
る
。
達
成
度
に
つ
い
て
も
、

一
次
評
価
の
次
に
二
次
評
価
で
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七　

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
職
員
周
知
と
評
価
者
研
修

人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
実
務
者
レ
ベ
ル
で
考
え
る
と

き
、
制
度
設
計
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
評
価
の
趣
旨
や
仕
組
み
を

職
員
に
ど
の
よ
う
に
周
知
す
る
の
か
、
ま
た
、
評
価
者
の
研
修
は

だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
頭
を
悩
ま
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

本
市
で
は
、
平
成
一
六
年
八
月
、
管
理
職
の
試
行
前
に
行
政
職
⑴

の
全
管
理
職
約
一
〇
〇
人
を
対
象
に
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
説
明
会
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
、
一
人
二
日
間
コ
ー
ス
の
評
価

者
研
修
を
開
催
し
た
。
こ
の
研
修
に
は
市
長
、
助
役
（
当
時
）
及

び
教
育
長
も
参
加
し
、
こ
こ
で
も
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が

示
さ
れ
た
。

平
成
一
七
年
度
か
ら
の
全
職
員
試
行
に
向
け
て
、
平
成
一
七
年

一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
残
り
の
評
価
者
約
三
一
〇
人
を
対
象

と
す
る
評
価
者
研
修
を
一
〇
回
に
分
け
て
開
催
し
た
。
こ
れ
ら
導

入
時
の
評
価
者
研
修
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
委
託
し
た
。

並
行
し
て
、
管
理
職
を
除
く
全
職
員
約
一
〇
〇
〇
人
を
対
象
と

し
て
全
一
〇
回
に
わ
た
る
説
明
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
説
明
会
に

お
い
て
も
、
冒
頭
に
市
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
人
事
評
価
導
入

の
趣
旨
に
つ
い
て
職
員
に
周
知
し
た
。
ま
た
、
現
場
を
離
れ
ら
れ

ず
、
説
明
会
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
保
育
園
や
清
掃
部
局
の
職
員

な
ど
に
対
し
て
は
、
職
員
課
の
職
員
が
出
向
い
て
説
明
会
を
開
催

し
た
。

平
成
一
七
年
度
以
降
の
新
任
評
価
者
研
修
（
年
二
回
）
及
び
評

価
者
全
員
を
対
象
と
す
る
フ
ォ
ロ
ー
研
修
（
年
一
回
）
は
、
現
在

も
継
続
し
て
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
修
も
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
委
託
し
て
い
た
が
、
フ
ォ
ロ
ー
研
修
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

九
年
度
よ
り
委
託
を
や
め
、
職
員
課
の
職
員
が
講
師
に
立
っ
て
実

践
型
の
研
修
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
講
師
の
負
担
は
大
き

い
が
、「
身
近
な
例
を
取
り
上
げ
て
説
明
で
き
る
」、「
受
講
者
が

評
価
の
現
場
で
実
際
に
生
じ
て
い
る
課
題
を
話
し
や
す
く
な
り
、

評
価
者
間
で
共
有
で
き
る
」
な
ど
、
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
得
て
い

る
。
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与
担
当
者
で
構
成
さ
れ
、
平
成
一
三
年
度
及
び
一
四
年
度
の
二
年

間
に
わ
た
り
、
月
一
回
程
度
で
開
催
さ
れ
た
。
学
識
者
、
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
、
先
進
団
体
や
民
間
企
業
の
人
事
・
給
与
の
実
務
担
当

者
な
ど
の
講
義
に
加
え
、
構
成
メ
ン
バ
ー
同
士
で
議
論
を
重
ね
、

報
告
書
を
取
り
ま
と
め
た
。
そ
こ
で
得
た
人
事
評
価
の
ノ
ウ
ハ
ウ

や
ト
レ
ン
ド
は
、
当
市
の
制
度
設
計
に
大
い
に
活
か
す
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
同
研
究
会
に
参
加
し
た
県
内
市
町
村
の
人
事
・
給

与
の
実
務
担
当
者
と
の
交
流
に
よ
り
、「
困
っ
た
と
き
に
相
談
で

き
る
」
仲
間
づ
く
り
が
で
き
た
こ
と
も
自
前
で
の
作
成
に
大
き
く

貢
献
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑵　

今
後
の
課
題

ア　

評
価
者
に
よ
っ
て
評
価
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
と
い
う
問
題

・
評
価
者
フ
ォ
ロ
ー
研
修
を
行
う
。（
そ
の
趣
旨
は
、
評
価
者

の
評
価
ス
キ
ル
の
ア
ッ
プ
及
び
目
合
わ
せ
。）

・
評
価
点
を
部
局
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
グ
ラ
フ
化
し
て
公
表

す
る
。（
そ
の
趣
旨
は
、
評
価
点
の
分
布
を
実
感
し
て
も
ら

う
こ
と
。）

イ　

業
績
評
価
に
お
い
て
掲
げ
た
目
標
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
こ
と

の
問
題

・
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
が
導
入
か
ら
３
年
以
上
経
過
し
、
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
（
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ―

Ｄ
ｏ―

Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ―
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ
）
の
評
価
サ
イ
ク
ル
が
定
着
し
て
き
て
い
る
の
で
、
平
成

二
〇
年
度
に
向
け
て
個
々
の
職
員
の
実
績
を
加
味
し
た
仕
組

み
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
市
に
お
い
て
は
、
先
々
は
偏
差
値
な
ど
を
用
い
て
相
対
化
を

図
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
、
偏
差
値
な
ど
を
用
い
て
相
対
化
し
た
結
果
等
を
職
員
の
人
事

に
活
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、「
評
価
」
す
る
た
め
だ
け
の
人
事

評
価
シ
ス
テ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
が
ち
で
あ
る
が
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
職
員
一
人
一
人
に
対
し
「
評
価
す
る
、
評
価
さ
れ
る
こ

と
が
当
た
り
前
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
組
織
風
土
を
定
着
さ
せ
る

こ
と
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
人
事
担
当
部
局
と

し
て
は
、
過
去
の
組
織
の
現
状
を
踏
ま
え
、
何
の
た
め
に
評
価
す

る
の
か
を
常
に
念
頭
に
置
き
、
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
実
践
プ
ロ

セ
ス
を
通
じ
て
個
々
の
職
員
が
「
人
材
を
育
成
す
る
」
又
は
「
成

長
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。

⑵　

評
価
結
果
に
係
る
相
談
処
理
の
流
れ

表
４

相
談
を
申
し
出
る
被
評
価
者

相
談
の
受
付
及
び
調
査

病
院
職
員

市
立
病
院
事
務
局
経
営
推
進
課

消
防
職
員

消
防
本
部
消
防
総
務
課

教
育
委
員
会
の
職
員

教
育
総
務
部
教
育
総
務
課

右
以
外
の
職
員

総
務
部
職
員
課

現
在
の
と
こ
ろ
、
課
長
級
以
上
の
職
員
を
対
象
と
し
て
い
る

が
、
評
価
結
果
の
処
遇
反
映
の
対
象
範
囲
拡
大
に
伴
っ
て
、
相
談

体
制
の
対
象
範
囲
も
広
げ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
〇　

最
後
に

⑴　

人
事
・
給
与
制
度
研
究
の
機
会

本
市
で
は
、
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
導
入
時
の
制
度
設
計
に
当
た

り
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
は
一
切
頼
ら
ず
、
民
間
企
業
や
先
進
団

体
の
例
を
参
考
と
し
つ
つ
、
人
事
担
当
部
局
に
お
い
て
自
前
で
構

築
し
た
。
人
事
担
当
部
局
に
専
門
の
人
材
が
い
る
わ
け
で
は
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
自
前
で
構
築
で
き
た
の
は
、
神
奈
川
県
市
町
村

人
事
・
給
与
研
究
会
（
事
務
局
…
神
奈
川
県
企
画
部
市
町
村
課
）

へ
の
参
加
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
研
究
会
は
、
神
奈
川
県

内
の
政
令
指
定
都
市
を
除
く
三
五
市
町
村
（
当
時
）
の
人
事
・
給
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《特集》～人事評価制度の実例①～

一　

は
じ
め
に

本
市
は
、
大
阪
府
の
東
北
部
、
大
阪
市
と
京
都
市
の
ほ
ぼ
中
間

（
Ｊ
Ｒ
で
そ
れ
ぞ
れ
十
五
分
圏
内
）
に
位
置
し
、
昭
和
一
八
年
一

月
一
日
に
、
大
阪
府
下
九
番
目
の
衛
星
都
市
と
し
て
市
制
を
施
行

し
た
。

昭
和
三
五
年
頃
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
、

大
阪
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
、
と
り
わ
け
四

〇
年
代
に
は
人
口
が
急
増
し
、
昭
和
四
四
年
に
は
二
〇
万
人
に
、

昭
和
四
八
年
に
は
三
〇
万
人
を
突
破
し
、
学
校
建
設
な
ど
の
行
政

需
要
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
り
財
政
は
未
曾
有
の
危
機
に
陥
っ

た
。
そ
の
後
、
自
主
再
建
に
よ
り
財
政
赤
字
を
解
消
す
る
な
ど
、

い
ち
早
く
行
財
政
改
革
に
取
り
組
み
、
平
成
一
五
年
四
月
に
は
人

口
約
三
六
万
人
の
中
核
市
に
移
行
し
た
。

二　

勤
務
評
定
の
は
じ
ま
り

昭
和
四
〇
年
代
の
人
口
急
増
期
に
増
加
す
る
行
政
需
要
に
対
応

す
る
た
め
、
大
量
の
職
員
採
用
を
行
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
当
時

に
採
用
さ
れ
た
「
団
塊
の
世
代
」
の
職
員
が
、
職
員
全
体
の
中
で

多
く
の
割
合
を
占
め
る
状
況
と
な
り
、
効
果
的
な
人
事
管
理
を
行

高
槻
市
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

高
槻
市
総
務
部
人
事
室
人
事
課

ひ
と
つ
は
、
⑵
職
員
か
ら
勤
務
評
定
に
関
す
る
自
己
情
報
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
定
め
る
公
文
書
開
示
請
求
が
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
、後
述
の
と
お
り
）。

こ
れ
ら
の
争
訟
自
体
は
、
当
市
に
お
け
る
勤
務
評
定
の
在
り
方

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
勤

務
評
定
制
度
を
人
材
育
成
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
客
観
的

か
つ
公
正
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
、
評
価
結
果
の
適
切
な
本
人
開
示

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
き
評
価
さ

れ
た
職
員
の
救
済
方
法
や
、
評
定
者
の
評
定
能
力
の
向
上
が
必
要

な
こ
と
と
い
う
一
定
の
課
題
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ

た
。

⑴　

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
の
概
要

・
申
立
人
の
主
張

労
使
合
意
な
く
勤
務
評
定
結
果
の
勤
勉
手
当
へ
の
反
映
は
、
先

に
締
結
し
た
覚
書
の
条
項
（
給
与
面
へ
の
反
映
は
、
労
使
合
意
を

尊
重
す
る
。）
に
違
反
し
、
誠
実
に
合
意
を
目
指
し
た
団
体
交
渉

を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
団
交
拒
否
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
一

方
的
に
賃
金
制
度
の
改
変
と
団
交
拒
否
を
行
う
こ
と
は
、
組
合
員

の
組
合
へ
の
信
頼
を
弱
め
、
団
結
を
破
壊
す
る
支
配
介
入
に
当
た

う
必
要
性
が
生
じ
た
。
ま
た
、
行
財
政
改
革
の
取
り
組
み
に
よ
り

職
員
定
数
の
削
減
を
進
め
た
こ
と
か
ら
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能

力
の
向
上
と
組
織
の
活
性
化
を
図
る
た
め
「
係
長
級
昇
任
試
験
」

「
主
任
制
度
」「
自
己
申
告
制
度
」
と
と
も
に
、
平
成
五
年
度
に
は

「
勤
務
評
定
制
度
」
を
導
入
し
た
。

三　

勤
務
評
定
の
導
入
経
過
と
導
入
に
よ
る
影
響

今
日
の
人
事
考
課
制
度
の
前
身
に
当
た
る
「
勤
務
評
定
制
度
」

に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
定
結
果
を
人
事
管
理
に
活
用
す
る
と
と
も

に
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
も
反
映
さ
せ
て
き
た
。

・
平
成
五
年
一
一
月　

課
長
級
以
下
の
行
政
職
に
つ
い
て
実
施

・
平
成
六
年
一
一
月　

専
門
職
・
現
業
職
へ
も
適
用

・
平
成
九
年　

五
月　

部
長
・
次
長
へ
も
適
用

・
平
成
九
年
一
二
月
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
へ
反
映

こ
の
勤
務
評
定
の
導
入
は
、
管
理
運
営
事
項
と
し
て
取
り
組
ま

れ
た
こ
と
か
ら
、
勤
務
評
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
二
つ
の
形
で
問

題
提
起
が
な
さ
れ
た
。

ひ
と
つ
は
、
⑴
現
業
職
員
等
が
加
入
す
る
労
働
組
合
か
ら
の
地

方
労
働
委
員
会
へ
の
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
で
あ
り
、
い
ま
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る
。

・
市
の
主
張

勤
勉
手
当
の
査
定
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
決
で
行
政
処
分
性

が
否
定
さ
れ
た
判
例
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
導
入
に
関
し
て
は
、

管
理
運
営
事
項
と
し
て
団
体
交
渉
事
項
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
か
ら
不
当
労
働
行
為
性
が
成
立
せ
ず
、
本
件
申
立
て
は
失
当
で

あ
る
。

・
委
員
会
の
判
断
等

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
地
方
労
働
委
員
会

の
却
下
（
申
立
人
適
格
を
欠
く
。）
の
決
定
等
を
経
て
、
中
央
労

働
委
員
会
で
の
指
導
に
基
づ
き
取
り
下
げ
ら
れ
た
。

⑵　

公
文
書
開
示
請
求
の
概
要

市
の
公
文
書
非
開
示
決
定
に
基
づ
き
、「
非
開
示
決
定
処
分
取

消
請
求
事
件
」
と
し
て
、
平
成
一
一
年
三
月
一
九
日
に
大
阪
地
方

裁
判
所
へ
提
起
さ
れ
た
。

・
原
告
の
主
張

本
件
文
書
の
考
課
内
容
は
、
労
働
条
件
そ
の
も
の
で
あ
り
、
非

開
示
事
由
を
定
め
た
条
例
の
規
定
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
開
示
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

・
市
の
主
張

勤
務
評
定
の
目
的
は
職
員
の
適
正
配
置
、
昇
任
、
研
修
等
人
事

管
理
を
公
正
か
つ
公
平
に
行
う
た
め
の
資
料
で
あ
り
、
開
示
に
よ

る
評
定
者
へ
の
心
理
的
影
響
な
ど
に
よ
る
弊
害
か
ら
、
公
正
な
行

政
目
的
の
達
成
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。

・
裁
判
所
の
判
断

市
職
員
の
勤
務
評
定
報
告
書
等
の
文
書
は
、
個
人
情
報
保
護
条

例
の
非
開
示
事
由
で
あ
る
「
本
人
に
知
ら
せ
な
い
こ
と
が
正
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
及
び
「
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平

か
つ
適
切
な
行
政
執
行
の
妨
げ
に
な
る
も
の
」
に
該
当
し
、
考
課

内
容
は
労
働
条
件
そ
の
も
の
で
あ
り
開
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
控
訴
人
ら
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
次
の

と
お
り
確
定
し
た
。

●
平
成
一
二
年
一
二
月
八
日

　

大
阪
地
裁
判
決
「
請
求
棄
却
」

●
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
二
日

　

大
阪
高
裁
控
訴
審
判
決
「
控
訴
棄
却
」

●
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日

　

最
高
裁
判
所
決
定
「
上
告
棄
却
」

・
参
考
資
料
＝
判
例
自
治
二
二
九
号

「
勤
務
評
定
報
告
書
等
非
公
開
決
定
処
分
取
消
請
求
控
訴
事
件
」

四　

勤
務
評
定
制
度
の
見
直
し

今
日
の
行
政
の
複
雑
化
、
専
門
化
等
に
加
え
、「
団
塊
の
世
代
」

の
職
員
の
大
量
退
職
な
ど
、
大
き
な
環
境
変
化
を
迎
え
る
中
で
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
組
織
の
活
性
化
と
職
員
の
能
力
向
上
が
急
務
と

な
っ
て
き
た
。
加
え
て
、
従
来
の
年
功
序
列
的
な
考
え
方
か
ら
、

職
務
や
業
績
に
見
合
っ
た
処
遇
や
配
置
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
が

増
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
従
来
の
「
勤
務
評
定
制
度
」
を

次
の
と
お
り
総
括
す
る
中
で
、
新
た
な
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
き
た
。

・
評
価
者
に
よ
る
評
価
尺
度
の
バ
ラ
ツ
キ
が
見
受
け
ら
れ
、
ま

た
、
中
央
化
傾
向
が
進
ん
で
い
る
こ
と

・
評
価
結
果
を
本
人
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
お
ら
ず
、
育
成

等
に
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
人
材
育
成
を
主
眼
と

し
、「
公
正
性
」「
納
得
性
」「
透
明
性
」「
合
目
的
性
」
が
高
く
、

職
員
の
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
よ
り
適
正
か
つ
円
滑
に

機
能
す
る
信
頼
性
の
高
い
人
事
評
価
制
度
の
導
入
を
図
る
こ
と
と

し
、「
勤
務
評
定
制
度
」
に
替
え
て
、
目
標
設
定
、
評
価
、
フ
ィ

ー
ド
バ
ッ
ク
及
び
査
定
を
一
体
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
る
「
人
事

考
課
制
度
」
に
平
成
一
六
年
一
一
月
か
ら
全
面
的
に
改
め
た
。

五　

新
た
な
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
検
討
経
過

新
た
な
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
制
度
設

計
等
の
外
部
委
託
を
行
う
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

・
こ
れ
ま
で
の
勤
務
評
定
に
お
け
る
運
用
経
験
が
一
定
あ
る
こ
と

・
先
進
都
市
の
事
例
を
参
考
と
で
き
る
こ
と

・
導
入
後
に
お
い
て
も
制
度
の
変
更
や
調
整
が
生
じ
る
こ
と

・
制
度
運
用
に
係
る
職
員
研
修
を
、
そ
の
都
度
行
う
必
要
が
あ
る

こ
と

等
の
事
由
か
ら
、
導
入
に
当
た
っ
て
の
制
度
設
計
や
研
修
は
自
前

で
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
経
過
）

平
成
一
五
年
一
月
〜　

新
た
な
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
先

進
都
市
等
の
事
例
の
収
集
と
従
来
の
「
勤
務
評
定
制
度
」
の
課
題

等
に
つ
い
て
検
証
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平
成
一
六
年
一
月
〜　
「
業
績
評
価
」
と
「
能
力
評
価
」
か
ら　

な
る
新
た
な
人
事
考
課
制
度
の
素
案
を
人
事
課
に
お
い
て
作
成

平
成
一
六
年
六
月　
「
素
案
」
に
つ
い
て
、
他
部
局
の
人
事
所
管

課
と
の
調
整
や
、
平
成
一
六
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
地
方
行
政
運

営
研
究
会
公
務
能
率
研
究
部
会
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事

評
価
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
』
を
参
考
と
し
、

必
要
な
修
正
を
経
て
「
新
た
な
人
事
考
課
制
度
」
を
決
定

平
成
一
六
年
七
〜
九
月　

全
て
の
職
員
を
対
象
と
し
て
、
職
階
、

職
種
ご
と
に
、
新
た
な
人
事
考
課
制
度
導
入
に
向
け
た
研
修
を
実

施平
成
一
六
年
一
一
月
一
日　
「
新
た
な
人
事
考
課
制
度
」
を
全
職

員
対
象
に
試
行
。（
こ
れ
ま
で
の
「
勤
務
評
定
」
は
、
平
成
一
六

年
一
〇
月
一
日
の
定
期
評
定
を
最
後
に
終
了
）

平
成
一
七
年
四
月　
「
新
た
な
人
事
考
課
制
度
」
を
本
格
導
入

平
成
一
七
年
六
月　
「
新
た
な
人
事
考
課
制
度
」
の
運
用
に
つ

き
、
全
て
の
職
員
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
課
題
な
ど
の

把
握

平
成
一
八
年
一
一
月　

こ
れ
ま
で
の
運
用
状
況
や
課
題
等
を
検
証

し
、
人
事
考
課
期
間
や
人
事
評
価
シ
ー
ト
の
評
価
要
素
に
つ
い
て

一
部
修
正

六　

新
た
な
人
事
考
課
制
度
の
目
指
す
も
の

新
た
な
人
事
考
課
制
度
で
は
、
組
織
の
活
性
化
と
職
員
の
能
力

向
上
を
図
る
た
め
、
評
価
の
実
施
過
程
を
通
じ
て
、
組
織
や
職
員

が
自
ら
変
革
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
制
度
の
具
体
化
に
お
い
て
は
、
平
成
一
三
年
一
二
月

に
策
定
し
た
「
高
槻
市
人
材
育
成
基
本
方
針
」
で
掲
げ
ら
れ
た

「
求
め
ら
れ
る
職
員
像
」
の
実
現
を
図
る
た
め
、
次
の
観
点
か
ら

制
度
の
構
築
を
行
っ
た
。

⑴　

人
事
考
課
制
度
の
構
成

「
職
員
の
能
力
の
開
発
と
市
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
職
員
像
を
実

現
す
る
機
能
」
と
し
て
、
職
務
遂
行
過
程
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た

能
力
を
把
握
す
る
「
能
力
評
価
」
と
、「
組
織
目
標
の
推
進
や
職

員
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
意
欲
の
向
上
を
促
す
機
能
」
と
し
て
、
職
員
の

仕
事
の
実
績
を
把
握
す
る
た
め
の
「
業
績
評
価
」
を
両
輪
と
し
て

制
度
を
構
築
し
た
。

⑵　

評
価
方
法
等

・
人
事
考
課
の
評
定
方
法
は
「
絶
対
評
価
」
と
し
、
毎
年
四
月
一

日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
対
象
期
間
を
、
二
月
一
日
を

基
準
日
と
し
て
評
定
す
る
。（
資
料
一
）

・「
能
力
評
価
」
に
お
い
て
は
、
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
能

力
の
発
揮
度
で
、「
業
績
評
価
」
は
基
準
日
現
在
で
確
認
さ
れ

た
達
成
度
や
進
捗
率
か
ら
、
基
準
日
以
降
の
期
間
に
お
け
る
業

績
を
見
込
ん
で
評
定
す
る
。

・
基
準
日
以
降
に
お
い
て
、
著
し
い
状
況
の
変
化
等
に
よ
り
評
定

に
影
響
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
修
正
す
る
。

⑶　

評
価
基
準
の
明
示

「
ど
の
よ
う
な
能
力
」
が
求
め
ら
れ
る
か
を
定
義
し
た
「
評
価

要
素
」
と
、
そ
の
能
力
が
「
ど
の
よ
う
な
行
動
」
で
評
価
さ
れ
る

か
を
示
す
「
着
眼
点
」
を
示
す
こ
と
で
、
具
体
的
に
職
務
遂
行
上

と
る
べ
き
行
動
を
明
ら
か
に
し
、
職
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
・
行

動
を
具
体
的
に
提
示
す
る
。

⑷　

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向
上

年
度
当
初
に
お
い
て
、
組
織
単
位
（
部
、
室
、
課
）
ご
と
に
、

施
政
方
針
や
行
政
評
価
等
に
基
づ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
課
題
と
目

標
を
設
定
し
「
組
織
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
資
料
二
）」
と
い
う
形

で
所
属
職
員
に
示
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
々
の

職
員
に
組
織
の
使
命
や
目
標
の
浸
透
を
図
り
、
状
況
認
識
を
共

有
す
る
こ
と
で
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向
上
を
目
指
す
と
と
も

に
、
職
員
個
人
の
役
割
や
目
標
設
定
に
つ
な
げ
る
こ
と
と
し
た
。

⑸　

人
材
育
成
と
管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上

目
標
設
定
時
や
評
価
前
に
「
面
談
」
を
行
い
、
上
司
と
部
下
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
確
立
を
図
る
。
面
談
に
お
い
て
は
、
そ

の
年
度
の
業
務
目
標
、
仕
事
の
進
め
方
、
期
待
さ
れ
る
役
割
な
ど

を
共
有
す
る
こ
と
や
評
価
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、

職
員
の
特
性
や
能
力
の
開
発
に
結
び
つ
け
る
。

⑹　

考
課
結
果
の
活
用

職
員
は
、
自
己
評
価
に
よ
っ
て
自
ら
の
業
績
や
課
題
な
ど
を
振

り
返
り
、
ま
た
、
考
課
者
の
評
価
を
通
じ
て
「
優
れ
た
能
力
や
努

力
が
必
要
な
能
力
」
を
知
る
こ
と
で
、
今
後
の
仕
事
上
で
の
留
意

点
や
研
修
等
に
取
り
組
む
た
め
の
目
標
な
ど
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
人
事
管
理
等
に
お
い
て
も
適
正
な
処
遇
の
デ
ー
タ
と

し
て
考
課
結
果
を
活
用
す
る
。

七　

能
力
評
価

能
力
評
価
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
考
え
方
を
用
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い
、
望
ま
し
い
行
動
例
等
を
示
す
こ
と
で
、
人
材
育
成
・
能
力
開

発
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
人
材
育
成
基
本
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
職

員
像
か
ら
「
変
革
の
た
め
の
能
力
」「
自
発
的
な
能
力
開
発
」「
組

織
貢
献
力
」
の
三
つ
の
区
分
を
設
定
し
、
職
位
や
職
種
ご
と
に

「
評
価
要
素
」
と
「
着
眼
点
」
を
設
定
し
た
。

⑴　

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
モ
デ
ル
作
成
方
針
の
考
え
方

・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
活
用
の
目
的

育
成
型
（
育
成
・
能
力
開
発
へ
の
活
用
を
中
心
に
据
え
、
育

成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
に
繋
げ
、
能
力
開
発
施
策
の
柱
と
す

る
。）

人
事
考
課
型
（
任
用
制
度
へ
の
活
用
や
目
標
管
理
制
度
の
プ
ロ

セ
ス
を
評
価
す
る
手
法
と
す
る
た
め
、
詳
細
な
評
価
基
準
作

成
よ
り
、
評
価
者
の
評
価
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。）

バ
リ
ュ
ー
浸
透
型
（
価
値
観
の
共
有
・
浸
透
を
図
り
、
メ
ッ
セ

ー
ジ
性
を
強
化
す
る
。）

等
が
あ
る
が
、
本
市
に
お
い
て
は
、
部
次
長
級
以
上
の
管
理
職
は

「
人
事
考
課
型
」
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
は
「
育
成
型
」
を
基
本

と
し
て
採
用
し
た
。

・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
作
成
手
法

「
高
業
績
者
」
を
面
接
し
て
行
動
特
性
を
抽
出
す
る
方
法
は
、

地
方
自
治
体
の
業
務
の
多
様
性
か
ら
一
挙
に
完
全
な
形
で
実
施
す

る
こ
と
は
困
難
と
考
え
、
事
例
や
文
献
情
報
な
ど
を
た
た
き
台
と

し
て
、
庁
内
検
討
を
経
て
作
成
し
た
。

・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
項
目
の
選
択

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
項
目
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
人
材
育
成
基
本

方
針
に
掲
げ
る
「
求
め
ら
れ
る
職
員
像
」
か
ら
、「
あ
る
べ
き
行

動
特
性
」
を
導
き
出
す
こ
と
と
し
た
。

特
に
、
部
次
長
級
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
目
標
管
理
制
度

に
よ
る
業
績
評
価
と
と
も
に
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
評
価
と
し
て
の

「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
を
示
す
こ
と
で
、
成
果
主
義
を
重
視
し
た

評
定
と
す
る
。

⑵　

評
価
基
準

評
価
方
法
は
、
評
価
者
が
評
価
し
や
す
く
、
行
動
基
準
の
記
述

が
比
較
的
容
易
な
「
行
動
観
察
尺
度
」
を
基
本
と
し
て
採
用
し

た
。

⑶　

課
長
級
以
下
の
職
員
に
対
す
る
能
力
評
価

①
第
一
次
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

　

ア
「
着
眼
点
」
の
評
定

評
価
要
素
に
お
け
る
「
着
眼
点
」
ご
と
に
職
務
遂
行
過
程

の
実
績
に
基
づ
き
、「
求
め
ら
れ
る
行
動
」「
望
ま
し
く
な

い
行
動
」
の
例
示
（
資
料
三
）
に
着
眼
し
て
、『
行
動
頻

度
基
準
』
に
よ
り
四
段
階
で
の
評
価
を
行
う
。

　
　

○
職
務
遂
行
・
業
務
実
績
の
記
録

・　

過
去
の
職
務
遂
行
等
の
事
実
を
思
い
出
そ
う
と
し
て

も
、
断
片
的
か
つ
不
正
確
な
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る

事
実
に
基
づ
い
て
評
価
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
考
課
者
は
、
日
頃
か
ら
職
員
の
仕
事
ぶ
り
等

を
き
ち
ん
と
観
察
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
ほ
か
、

職
員
の
特
徴
的
な
行
動
等
を
【
職
務
行
動
観
察
記
録
票

（
資
料
四
）】
に
よ
り
、
簡
潔
に
記
録
す
る
必
要
が
あ

る
。

・　

職
務
遂
行
等
の
記
録
は
、
人
事
考
課
の
際
に
重
要
な

資
料
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
可
能
な
限
り
具
体
的
に
記

載
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
行
動
頻
度
基
準
』

Ａ
＝
求
め
ら
れ
る
行
動
を
よ
く
行
っ
て
い
る
。（
こ
の
よ
う

な
傾
向
が
強
い
。）

Ｂ
＝
求
め
ら
れ
る
行
動
を
ほ
ぼ
行
っ
て
い
る
。（
こ
の
よ
う

な
傾
向
が
あ
る
。）

Ｃ
＝
求
め
ら
れ
る
行
動
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
望
ま
し

く
な
い
行
動
が
た
ま
に
見
ら
れ
る
。

Ｄ
＝
求
め
ら
れ
る
行
動
を
行
わ
な
い
こ
と
が
多
い
。
望
ま
し

く
な
い
行
動
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。（
こ
の
よ
う
な
傾

向
が
強
い
）

　

イ　

評
価
要
素
の
評
定

着
眼
点
の
評
定
（
ア
）
及
び
被
考
課
者
の
職
務
経
験
等
か

ら
期
待
し
要
求
し
た
能
力
に
つ
い
て
総
合
的
に
勘
案
す
る

こ
と
に
よ
り
、
職
務
遂
行
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
を
被

考
課
者
の
自
己
評
価
や
面
談
も
踏
ま
え
て
、『
発
揮
度
基

準
』
に
よ
り
五
段
階
で
評
価
要
素
の
評
価
を
決
定
す
る
。

『
発
揮
度
基
準
』

Ｓ
＝
能
力
が
標
準
的
水
準
を
著
し
く
上
回
っ
て
お
り
、
そ
の

仕
事
ぶ
り
は
他
の
職
員
の
模
範
で
あ
り
、
指
導
の
必
要
が

な
い
。
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Ａ
＝
能
力
が
標
準
的
水
準
を
上
回
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
指
導

の
必
要
が
な
い
。

Ｂ
＝
能
力
が
標
準
的
水
準
を
満
た
し
て
お
り
、
職
務
上
支
障

が
な
く
、
通
常
の
業
務
を
通
じ
た
指
導
で
十
分
で
あ
る
。

Ｃ
＝
能
力
が
標
準
的
水
準
を
や
や
下
回
っ
て
お
り
、
職
務
上

時
に
は
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
指
導

が
必
要
で
あ
る
。

Ｄ
＝
能
力
が
標
準
的
水
準
を
著
し
く
下
回
っ
て
お
り
、
職
務

上
大
き
な
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
指

導
が
必
要
で
あ
る
。

②
第
二
次
・
最
終
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

下
位
考
課
者
の
評
定
を
考
慮
し
な
が
ら
、
評
価
要
素
の
評
定

に
つ
い
て
職
務
遂
行
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
を
『
発
揮
度
基

準
』
に
よ
り
決
定
を
す
る
。

⑷　

次
長
級
以
上
の
職
員
に
対
す
る
能
力
評
価

第
一
次
・
第
二
次
及
び
最
終
考
課
者
と
も
『
発
揮
度
基
準
』
に

よ
り
五
段
階
で
評
価
し
決
定
す
る
。

八　

業
績
評
価

業
績
評
価
は
、
職
員
に
そ
の
使
命
・
役
割
や
業
務
の
内
容
を
明

示
し
、
業
務
目
標
に
対
す
る
達
成
度
や
業
務
に
係
る
役
割
に
応
じ

て
期
待
し
要
求
さ
れ
る
仕
事
の
実
績
を
把
握
す
る
た
め
に
実
施
す

る
。能

力
発
揮
期
に
あ
り
行
政
を
運
営
・
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
次

長
級
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
目
標
管
理
制
度
に
よ
る
仕
事
の

成
果
を
重
視
し
た
評
価
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
担

当
業
務
の
実
績
と
と
も
に
、
改
善
目
標
の
設
定
な
ど
、
簡
易
な
育

成
型
の
目
標
管
理
的
手
法
に
よ
り
評
価
す
る
。

⑴　

目
標
に
よ
る
管
理
の
ね
ら
い

地
方
分
権
の
進
展
、
景
気
低
迷
と
厳
し
い
財
政
状
況
を
背
景
と

し
て
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
分
権
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
効

率
的
、
効
果
的
な
行
政
運
営
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。ま

た
、
市
民
社
会
の
成
熟
に
よ
る
市
政
へ
の
参
画
意
識
の
高
ま

り
と
市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
、
市
民
に
対
す
る

行
政
の
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
重
要
性
が
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、「
目
標

に
よ
る
管
理
」
を
導
入
し
た
。

①
部
長
・
次
長
級
の
職
員
に
対
す
る
目
標
管
理

部
長
級
及
び
次
長
級
の
職
員
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
織
目
標

設
定
シ
ー
ト
」
に
直
接
連
動
す
る
「
個
人
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
資

料
五
）」
を
作
成
し
、
そ
の
課
題
解
決
に
向
け
た
目
標
の
設
定
を

求
め
る
こ
と
で
、
次
の
成
果
を
重
視
し
て
い
る
。

ア　

成
果
の
拡
大

「
目
標
に
よ
る
管
理
」
に
よ
り
、
具
体
的
な
行
政
課
題
と

そ
の
手
法
や
求
め
る
成
果
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
「
市
民
が

満
足
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
と
「
行
政
の
説
明
責
任

を
果
た
す
」
こ
と
を
目
指
す
。

イ　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上

成
果
を
生
み
出
す
仕
事
を
編
成
し
、
確
実
に
成
果
を
生
み

出
す
よ
う
に
仕
事
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
管
理
・
監
督

者
の
効
果
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

目
標
管
理
に
よ
り
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
自
体
の
レ
ベ
ル
の
向
上
に

つ
な
げ
る
。

②
課
長
級
以
下
の
職
員
に
対
す
る
簡
易
な
目
標
管
理

課
長
級
以
下
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
上
司
が
担
当
業
務
等
を

「
個
人
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
資
料
六
）」
で
提
示
し
た
上
で
、
簡
易

な
育
成
型
の
目
標
管
理
的
手
法
を
適
用
し
、
業
務
改
善
や
困
難
性

の
高
い
課
題
に
挑
戦
す
る
姿
勢
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
自
発
的
な

チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
の
設
定
を
求
め
、
人
材
育
成
を
重
視
し
、
次
の

成
果
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

ア　

職
員
の
能
力
向
上
と
組
織
の
活
性
化

・
職
務
遂
行
能
力
や
仕
事
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
で
、
仕

事
に
関
わ
る
自
己
の
成
長
と
充
実
を
図
る
。

・
職
員
一
人
ひ
と
り
が
組
織
全
体
の
目
標
や
部
門
の
目
標

を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
ら
の
仕
事
の
目
標
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
目

標
）
を
具
体
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
職
員
の
能
力
開
発

を
図
る
。

・
職
員
が
目
標
の
達
成
過
程
に
お
い
て
自
己
統
制
し
、
そ
の

達
成
の
成
果
を
自
己
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
へ
の
能

力
開
発
を
図
る
。

イ　

職
員
満
足
度
の
高
揚

・
組
織
全
体
の
中
で
の
部
の
役
割
、
室
の
役
割
、
課
の
役

割
、
個
人
の
役
割
を
明
確
に
し
て
、
業
務
目
標
を
設
定
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
仕
事
が
組
織
目
標
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
。

・
業
務
目
標
を
た
て
、
自
己
管
理
し
な
が
ら
そ
れ
を
や
り
と

げ
ら
れ
る
の
で
自
己
実
現
の
欲
求
や
組
織
か
ら
の
認
知
欲

求
も
同
時
に
満
た
さ
れ
る
。

ウ　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
確
立

・
上
司
と
部
下
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し

て
、
組
織
目
標
等
の
共
有
化
を
図
る
。

⑵　

目
標
管
理
制
度
の
課
題

ア　

目
標
管
理
制
度
は
、
目
標
設
定
の
評
価
か
ら
評
価
面
接
ま

で
、
考
課
者
と
被
考
課
者
と
の
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
ベ
ー
ス
と
な
る
の
で
、
考
課
者
に
か
な
り
の
時
間
的
な

負
担
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
考
課
者
が
評
価
能
力

を
つ
け
な
い
ま
ま
、
い
き
な
り
目
標
管
理
制
度
を
導
入
す
る

と
逆
に
上
司
へ
の
不
信
感
を
煽
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
こ

と
か
ら
、
現
状
の
考
課
者
の
レ
ベ
ル
を
見
な
が
ら
段
階
的
に

導
入
を
進
め
る
こ
と
も
、
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

イ　

先
進
事
例
で
は
目
標
ご
と
に
困
難
度
を
設
定
し
、
そ
の
達

成
度
と
と
も
に
評
価
す
る
考
え
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
は
事
前
評
価

の
側
面
が
あ
り
、
目
標
に
取
り
組
む
前
に
設
定
レ
ベ
ル
を
判

断
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
職
務
が
広
範

囲
な
市
役
所
業
務
の
中
で
の
困
難
度
の
設
定
は
、
本
市
で
は

受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
度

の
設
定
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
目
標
の
設
定
は
、

安
易
に
達
成
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
努
力

に
よ
っ
て
達
成
が
可
能
と
な
る
レ
ベ
ル
を
設
定
す
る
こ
と
と

す
る
た
め
一
次
考
課
者
と
の
「
面
談
」
を
最
重
要
と
位
置
付

け
、
組
織
課
題
等
の
共
有
化
と
課
題
解
決
の
向
上
を
図
る
こ

と
と
し
た
。

こ
の
「
目
標
」
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
生
み
出
し
た
成
果

に
つ
い
て
、
組
織
に
貢
献
し
た
事
実
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
把

握
で
き
る
こ
と
か
ら
、
単
純
に
達
成
度
で
評
価
す
る
だ
け
で

な
く
、
貢
献
度
も
加
え
て
評
価
す
る
こ
と
も
今
後
の
検
討
課

題
と
し
て
い
る
。

ウ　

目
標
管
理
制
度
は
単
純
で
繰
り
返
し
の
多
い
作
業
や
完
結

し
た
結
果
が
出
に
く
い
業
務
、
あ
る
い
は
チ
ー
ム
で
行
う
業

務
に
は
馴
染
ま
な
い
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
目

標
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
役
割
や
チ
ー
ム
等
へ
の
貢
献
度
で

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

⑶　

次
長
級
以
上
の
職
員
に
対
す
る
業
績
評
価

①
第
一
次
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

個
別
の
目
標
ご
と
の
達
成
度
に
つ
い
て
、
被
考
課
者
の
自
己
評

価
や
面
談
も
踏
ま
え
て
、
次
に
よ
り
決
定
す
る
。

『
達
成
度
の
判
断
基
準
表
』

Ｔ
一
（
二
・
〇
）
＝
目
標
を
著
し
く
上
回
る
成
果
を
も
っ
て
達

成

　

・
達
成
水
準
に
対
し
て
一
五
〇
％
以
上
の
成
果
を
挙
げ
た

　

・
期
待
を
大
幅
に
上
回
る
成
果
を
挙
げ
た

Ｔ
二
（
一
・
六
）
＝
目
標
を
上
回
る
達
成

　

・
達
成
水
準
に
対
し
て
一
〇
〇
％
超
の
成
果
を
挙
げ
た

　

・
期
待
以
上
の
成
果
を
挙
げ
た

Ｔ
三
（
一
・
〇
）
＝
目
標
通
り
に
達
成

・
達
成
水
準
ど
お
り
九
〇
％
以
上
一
〇
〇
％
以
下
の
成
果
を

挙
げ
た

　

・
ほ
ぼ
期
待
通
り
の
成
果
を
挙
げ
た

Ｔ
四
（
〇
・
四
）
＝
目
標
を
未
達
成

　

・
達
成
水
準
に
対
し
て
九
〇
％
未
満
の
場
合

　

・
期
待
通
り
の
成
果
に
至
ら
な
か
っ
た

Ｔ
五
（
〇
・
一
）
＝
目
標
を
著
し
く
未
達
成

　

・
期
待
を
大
幅
に
下
回
る
結
果
と
な
っ
た

評
価
が
「
Ｔ
四
〜
Ｔ
五
」
の
場
合
で
、
当
初
に
予
測
で
き
ず
、

ま
た
、
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
外
的
要
因
等
に
よ
り
、

期
待
通
り
の
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
達
成
度
を
一

段
階
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア　

評
価
点

業
務
目
標
ご
と
の
評
価
点
は
、
次
の
算
定
式
に
よ
り
行
う
。

（
ウ
エ
イ
ト
と
は
、
全
体
の
業
務
を
一
〇
〇
％
と
し
た
時
の
当
該

目
標
の
業
務
量
の
割
合
）

業
務
目
標
ご
と
の
評
価
点
＝
ポ
イ
ン
ト
×
五
〇
×
ウ
エ
イ
ト

イ　

業
績
評
価
の
決
定

業
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
目
標
に
対
す
る
評

価
点
の
合
計
値
を
「
総
合
評
価
点
」
と
し
、
次
の
と
お
り
決
定
す

る
。

　
　

Ｓ
＝
総
合
評
価
点
八
〇
点
超
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Ａ
＝
総
合
評
価
点
六
〇
点
超
、
八
〇
点
以
下

　
　

Ｂ
＝
総
合
評
価
点
四
〇
点
超
、
六
〇
点
以
下

　
　

Ｃ
＝
総
合
評
価
点
二
〇
点
超
、
四
〇
点
以
下

　
　

Ｄ
＝
総
合
評
価
点
二
〇
点
以
下

②
第
二
次
・
最
終
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

下
位
考
課
者
の
評
定
を
考
慮
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て

当
該
下
位
考
課
者
の
意
見
を
徴
し
て
、「
仕
事
の
成
果
」
に

つ
い
て
、
期
待
さ
れ
る
実
績
に
基
づ
き
『
達
成
度
基
準
』
に

よ
り
達
成
度
を
決
定
す
る
。

『
達
成
度
基
準
』

　
　

Ｓ
＝
役
職
段
階
に
期
待
さ
れ
る
実
績
を
大
き
く
上
回
っ
た

　
　

Ａ
＝
役
職
段
階
に
期
待
さ
れ
る
実
績
を
上
回
っ
た

　
　

Ｂ
＝
役
職
段
階
に
期
待
さ
れ
る
実
績
を
挙
げ
た

　
　

Ｃ
＝
役
職
段
階
に
期
待
さ
れ
る
実
績
を
下
回
っ
た

　
　

Ｄ
＝
役
職
段
階
に
期
待
さ
れ
る
実
績
を
大
き
く
下
回
っ
た

⑷　

課
長
級
以
下
の
職
員
に
対
す
る
業
績
評
価

業
績
評
価
は
、「
仕
事
の
成
果
」
を
評
価
要
素
と
し
て
、「
当

該
職
級
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
を
遂
行
し
た
か
」
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
評
価
す
る
。

　

担
当
業
務
に
係
る
評
価

・
担
当
業
務
の
改
善
を
図
り
、
い
か
に
効
率
的
に
、
円
滑
に
、

正
確
に
遂
行
し
た
か
ど
う
か
を
評
価
に
反
映
さ
せ
る
。

・
担
当
業
務
に
関
し
て
、
そ
の
都
度
、
上
司
が
指
示
し
た
業
務

に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
果
を
評
価
す
る
。

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
に
係
る
評
価

高
い
目
標
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
職
員
を
適
正
に
評
価
し
、

そ
の
成
果
を
評
価
に
反
映
さ
せ
る
。

①
第
一
次
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

業
績
評
価
は
、
個
人
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
資
料
六
）
の
担
当

業
務
に
係
る
着
眼
点
ご
と
に
四
段
階
の
評
定
を
行
っ
た
上
で
、

被
考
課
者
の
職
務
経
験
等
か
ら
総
合
勘
案
し
、
期
待
し
要
求
し

た
「
仕
事
の
成
果
」
を
被
考
課
者
の
自
己
評
価
や
面
談
も
踏
ま

え
て
、『
達
成
度
基
準
表
二
』
に
よ
り
決
定
す
る
。

②
第
二
次
・
最
終
考
課
者
に
よ
る
評
定
基
準

下
位
考
課
者
の
評
定
を
考
慮
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
当

該
下
位
考
課
者
の
意
見
を
徴
し
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
の
水
準

に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
決
定
す
る
。

『
達
成
度
基
準
表
二
』

Ａ
＝
当
該
職
級
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
の
水
準
に
対

し
て
、
優
れ
て
お
り
、
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

Ｂ
＝
当
該
職
級
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
の
水
準
を

ほ
ぼ
充
た
し
、
職
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
、
特
に
支
障

が
な
か
っ
た
。

Ｃ
＝
当
該
職
級
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
の
水
準
に

対
し
て
、
や
や
劣
る
部
分
が
あ
り
、
職
務
を
遂
行
す
る

う
え
で
、
時
に
は
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

Ｄ
＝
当
該
職
級
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
仕
事
の
水
準
に

対
し
て
、
劣
る
部
分
や
問
題
点
が
あ
り
、
職
務
を
円
滑

に
遂
行
す
る
う
え
で
、
頻
繁
に
支
障
を
き
た
し
た
。

ア　

評
価
が
「
Ａ
」
で
、
次
の
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
業

績
評
定
を
「
Ｓ
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
当
該
職
員
の
職
級
よ
り
上
位
の
職
級
で
あ
っ
て
も
優
れ
て

い
と
い
え
る
業
績
を
残
し
た
場
合

・
果
た
し
た
仕
事
の
成
果
が
当
該
部
署
の
事
務
推
進
に
対
す

る
貢
献
の
度
合
い
が
極
め
て
高
い
場
合

・
長
年
の
懸
案
事
項
を
解
決
し
た
等
、
非
常
に
困
難
な
課
題

を
乗
り
越
え
て
職
務
を
遂
行
し
た
場
合

イ　

次
の
場
合
に
は
、
評
定
を
一
段
階
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
を
掲
げ
て
積
極
的
に
取
り
組
み
、
そ
の

成
果
が
当
該
部
署
の
事
業
推
進
に
対
す
る
貢
献
の
度
合
い

が
高
か
っ
た
と
き

・
こ
の
場
合
は
、
考
課
者
は
そ
の
旨
を
特
記
事
項
欄
に
記
入

九　

自
己
評
価
制
度
の
導
入

考
課
や
面
談
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
被
考
課
者
と
な
る
職
員

が
、
自
ら
の
当
該
考
課
期
間
中
の
仕
事
の
成
果
及
び
そ
れ
に
つ
な

が
る
職
務
遂
行
過
程
を
自
己
評
価
す
る
こ
と
で
、
職
務
に
対
す
る

振
り
返
り
の
機
会
を
設
け
、
事
後
の
取
組
み
に
活
か
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
一
方
、
考
課
者
は
、
被
考
課
者
か

ら
評
価
の
材
料
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
と
も
に
、
面
談
に

際
し
て
の
資
料
と
な
る
。

一
〇　

面
談
制
度
の
導
入

新
た
な
人
事
考
課
制
度
に
お
け
る
重
要
な
仕
組
み
の
一
つ
が
面
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談
の
実
施
で
あ
る
。
評
価
手
法
の
精
度
向
上
な
ど
を
図
っ
て
い
く

こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
「
納
得
性
」「
信
頼
性
」
等
を
高
め
て
い

く
に
は
、
考
課
者
と
被
考
課
者
と
の
面
談
に
よ
り
、
業
務
に
つ
い

て
の
意
見
交
換
が
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
面
談
は
、
目
標
や
業
務
遂
行
に
対
す
る
取
り
組
み
や

そ
の
成
果
を
踏
ま
え
、
ど
こ
が
良
く
て
、
ど
こ
が
不
十
分
で
あ
っ

た
か
を
分
析
し
、
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
十
分
に
機
能

し
て
い
る
か
検
証
す
る
こ
と
で
次
期
の
目
標
設
定
に
活
か
す
効
果

的
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

○
第
一
次
考
課
者
が
面
談
の
準
備
と
し
て
作
成
す
る
面
談
メ
モ

（
例
）①

導
入
部
…
外
部
条
件
、
内
部
条
件
が
業
務
に
与
え
た
影
響
な

ど

②
ほ
め
る
点
…
主
と
し
て
業
績
評
価
の
（
＋
）
面
に
関
連
し
て

③
注
意
す
る
点

④
育
成
点
…
主
と
し
て
、
能
力
評
価
の
（
－
）
面
に
関
連
し
て

⑤
ま
と
め
…
激
励
の
言
葉
…
主
と
し
て
人
事
考
課
全
体
の（
＋
）

面
に
関
連
し
て

一
一　

評
定
結
果
の
本
人
開
示

面
談
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
重
要
で
あ
り
、
職
員
の
能

力
開
発
を
推
進
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
考
課
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な

っ
た
か
を
一
般
職
全
員
と
希
望
す
る
管
理
職
に
開
示
し
て
い
る
。

開
示
内
容
と
し
て
は
、
能
力
評
価
と
業
績
評
価
に
お
け
る
評
価

要
素
ご
と
に
、
各
考
課
者
の
評
定
結
果
を
平
均
（
七
段
階
で
表

示
）
し
た
も
の
を
開
示
し
、
得
意
な
分
野
や
不
得
意
な
課
題
を
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
ら
の
自
己
啓
発
や
研

修
を
受
け
る
機
会
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
人
材
育
成
の
目
的
の
ひ

と
つ
が
達
成
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

一
二　

苦
情
相
談
窓
口
の
設
置

人
事
考
課
の
手
続
き
や
結
果
に
関
し
て
の
苦
情
や
疑
問
に
答
え

る
た
め
、
各
人
事
担
当
課
に
「
相
談
受
付
窓
口
」
を
設
け
て
い

る
。
窓
口
で
受
付
け
た
相
談
等
に
は
、
人
事
室
の
相
談
グ
ル
ー
プ

で
対
応
す
る
が
、
こ
の
窓
口
で
は
、
公
平
委
員
会
と
は
異
な
り
、

制
度
に
対
す
る
疑
問
等
の
解
消
、
苦
情
に
関
す
る
事
実
確
認
等
の

調
査
、
重
大
な
事
実
誤
認
や
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
な
ど
を

主
な
役
割
と
し
、
人
事
考
課
制
度
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
主
な

役
割
と
考
え
て
い
る
。

一
三　

制
度
の
見
直
し

人
事
考
課
の
基
準
日
は
、
当
初
は
、
四
月
一
日
基
準
（
前
年
一

〇
月
一
日
か
ら
三
月
三
一
日
の
間
）
と
一
〇
月
一
日
基
準
（
四
月

一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
の
間
）
の
年
二
回
の
実
施
と
し
た
が
、
試

行
に
伴
う
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等
や
平
成
一
八
年
四
月
の
給
与

構
造
改
革
に
伴
い
、
昇
給
時
期
を
毎
年
四
月
一
日
と
し
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
平
成
十
八
年
度
の
人
事
考
課
か
ら
年
一
回
に
変
更
し

た
。

一
四　

今
後
の
課
題
な
ど

「
組
織
目
標
設
定
シ
ー
ト
」
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
に

は
行
政
評
価
等
の
仕
組
み
か
ら
設
定
さ
れ
る
べ
き
と
の
考
え
方
も

あ
る
が
、
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
と
、
自
発
的
な
目

標
設
定
や
主
体
的
な
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
阻
害
し
か
ね
な
い
と

の
面
も
考
慮
し
、
別
途
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
の
、
他
の
制

度
と
の
様
式
等
の
統
合
な
ど
の
課
題
も
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
人
事
考
課
に
お
い
て
は
、
制
度
を
作
っ
た
ら
完
成
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
今
後
と
も
状
況
や
職
員
の
意
識
の
変
化
に
伴

い
、
定
期
的
な
見
直
し
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に

お
い
て
も
「
趣
旨
は
わ
か
る
が
複
雑
で
わ
か
り
に
く
い
、
使
い
こ

な
せ
な
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た
こ
と
か
ら
も
、
全
職
員
が
こ
の

制
度
の
習
熟
度
を
高
め
、
十
分
な
活
用
が
図
れ
る
よ
う
、
継
続
し

た
研
修
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
人
事
評
価
制
度
は
、
そ
の
適
正
な
運
用
を
通
じ
て
、

管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
一
層
の
向
上
が
期
待
で
き
る
と

と
も
に
、
具
体
的
な
人
材
育
成
に
効
果
的
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
職
員
研
修
と
の
連
携
を

目
指
し
て
お
り
、
必
要
な
人
に
必
要
な
研
修
を
提
供
で
き
る
シ
ス

テ
ム
作
り
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
給
与
等
へ
の
反
映
も
含
め
た

活
用
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
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（
資
料
一
）
人
事
考
課
の
流
れ
（
平
成
19年

度
の
例
）
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（資料二）組織目標設定シート（記載例）
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（
資
料
三
）
評
価
要
素
の
着
眼
点
と
具
体
的
な
行
動
（
抜
粋
）
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（資料四）行動観察記録シート（例）
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（
資
料
五
）
個
人
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
部
長
級
・
次
長
級
用
）（
記
載
例
）
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（
資
料
六
）
個
人
目
標
設
定
シ
ー
ト
（
課
長
級
以
下
の
職
員
用
）（
記
載
例
）
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①
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
制
度
検
討
・
構
築

従
前
の
よ
う
に
人
事
課
が
制
度
を
構
築
し
職
員
に
対
し
て
適
用

す
る
と
い
う
手
法
で
は
、
職
員
の
納
得
感
は
高
ま
ら
な
い
と
考

え
、
平
成
一
六
年
度
に
若
手
の
課
長
級
メ
ン
バ
ー
（
一
六
名
）
と

公
募
に
よ
り
選
出
し
た
非
管
理
職
メ
ン
バ
ー
（
二
五
名
）
で
構
成

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
全
て
の
制
度
の
検
討
・

構
築
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
は
非
管
理
職
メ
ン
バ
ー
が
原
案
を
検

討
構
築
し
、
課
長
級
メ
ン
バ
ー
が
原
案
を
審
議
し
、
最
終
原
案
を

構
築
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
議
論
は
形
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

正
式
な
会
議
だ
け
で
も
四
四
回
、
非
管
理
職
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
準

備
会
議
を
含
め
る
と
一
〇
〇
回
近
い
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
メ
ン
バ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
に
お
い
て
、
制
度
運
用

の
推
進
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

②
徹
底
し
た
情
報
開
示
と
説
明

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
検
討
・
構
築
体
制
を
と
っ
た
だ

け
で
は
、
職
員
の
関
心
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断

し
、
職
員
に
対
す
る
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
し
ま
し
た
。

・
は
じ
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
制
度
の
対
象
と
な
る
全
て

の
職
員
に
対
し
て
人
事
制
度
改
革
の
必
要
性
や
意
義
を
直
接
に
説

明
し
ま
し
た
。
本
庁
舎
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
し
て
は
講
堂
で
行

い
ま
し
た
が
、
出
先
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
担
当

者
が
出
向
い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
場
で
は
今
後
の
人
事

制
度
改
革
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
従
前
の
制
度
に
対
す
る
質
問
や

意
見
を
受
け
付
け
、
可
能
な
限
り
の
意
見
交
換
を
行
い
相
互
理
解

を
深
め
ま
し
た
。

出
先
機
関
の
職
員
か
ら
は
、
従
前
の
『
呼
び
付
け
る
人
事
課
』

か
ら
『
足
を
運
ぶ
人
事
課
』
へ
の
変
化
を
感
じ
た
と
好
評
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

・
職
員
の
関
心
を
常
に
引
き
留
め
て
お
く
た
め
の
方
策
と
し
て
人

事
制
度
改
革
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
庁
内
イ
ン
ト
ラ
に
開
設
し
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
の
検
討
経
過
や
難
解
な
人
事
用
語
の
解
説

を
行
い
ま
し
た
。（
月
に
二
〜
三
回
程
度
更
新
）　

そ
こ
で
は
、
職

員
か
ら
の
質
問
や
意
見
を
受
け
付
け
、
制
度
構
築
の
参
考
と
し
ま

し
た
。

・
更
に
、
庁
内
イ
ン
ト
ラ
を
視
聴
で
き
な
い
職
員
や
積
極
的
に
ア

れ
ら
を
有
機
的
に
関
連

付
け
た
点
に
あ
り
ま
す
。

（
別
表
一
「
人
事
制
度　

全
体
概
要
図
」
参
照
）

新
し
い
制
度
の
構
築
過

程
に
お
い
て
は
、
構
築
し

た
制
度
を
組
織
に
円
滑
に

導
入
定
着
さ
せ
る
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み

を
展
開
し
ま
し
た
。

　

・
平
成
一
七
年
度

　
　
　

評
価
制
度
な
ど
試
行
＋
修
正

　
　
　

等
級
制
度　

給
与
制
度
な
ど
関
係
条
例
・
規
則
な
ど
改
正

　

・
平
成
一
八
年
度

　
　
　

制
度
全
般
本
格
稼
動

　
　
　

（
医
療
技
術
職
と
保
育
士
の
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
平
成

一
九
年
度
導
入
、
消
防
職
と
技
能
労
務
職
の
評
価
制
度

に
つ
い
て
は
平
成
二
〇
年
度
導
入
予
定
）

二　

構
築
過
程
に
お
け
る
特
徴
的
な
取
組
み

１　

職
員
参
加
に
よ
る
制
度
構
築

制
度
構
築
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
先
進
の
他
都
市
に
お
邪
魔

を
し
て
様
々
な
分
野
に
つ
い
て
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
団
体
か
ら
い
た
だ
い
た
の
が
『
制

度
を
導
入
し
た
も
の
の
、
職
員
の
意
識
が
高
ま
ら
ず
運
用
の
段
階

に
お
い
て
も
苦
労
し
て
い
ま
す
。
職
員
の
意
識
改
革
も
大
切
で
す

よ
』
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
で
し
た
。
当
市
で
は
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
構
築
過
程
に
お
け
る
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、
次
の
よ
う
な
取

組
み
を
実
施
し
ま
し
た
。

《図一　最終目標達成への流れ》

���������

���������������

������������

��������

今
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
構
築
過
程
に
お
け
る
特
徴
的
な
取
組

み
と
構
築
し
た
制
度
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
紹
介
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

【
人
事
制
度
改
革
の
主
な
流
れ
】

　

・
平
成
一
六
年
度

　
　
　

制
度
改
革
担
当
課
長
配
置
（
部
下
二
名
特
命
課
長
）

　
　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
設
置

　
　
　

制
度
改
革
原
案
作
成
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ク
セ
ス
し
な
い
職
員
に
対
応
す
る
た
め
に
、
検
討
内
容
や
結
果
な

ど
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
人
事
制
度
か
わ

ら
版
』（
Ａ
４
版
両
面
印
刷
）
を
作
成
し
、
毎
回
、
市
長
以
下
全

職
員
約
四
千
名
に
配
布
し
て
き
ま
し
た
。
制
度
の
運
用
の
段
階
に

入
っ
た
現
在
は
、
運
用
方
法
の
解
説
な
ど
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
配
布

し
て
い
ま
す
。
現
在
、
二
七
号
を
発
行
済
み
で
す
が
当
市
の
人
事

制
度
改
革
の
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

・
他
に
も
、
職
員
の
要
請
に
応
じ
て
担
当
者
が
説
明
に
出
向
く

『
出
張
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
』
の
開
催
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
職
員
や
現
場
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
理
解
で
き
た
こ
と
も
多
く
、
職
員
の
意
識
改
革
だ
け
で

は
な
く
、
制
度
構
築
側
に
と
っ
て
も
大
き
な
収
穫
を
得
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

③
人
事
制
度
に
関
す
る
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

制
度
構
築
側
か
ら
積
極
的
に
情
報
開
示
や
説
明
を
行
っ
て
も
、

職
員
の
人
事
制
度
に
対
す
る
認
識
や
意
向
を
正
確
に
把
握
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
を
把
握
し
な
い
ま
ま
で
人
事
制
度
を
構
築

し
て
も
職
員
の
納
得
感
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
平
成
一
六

年
七
月
に
医
療
技
術
系
職
員
、
消
防
職
、
技
能
労
務
職
を
除
く
約

一
、
九
五
二
名
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

（
回
答
者
数
一
、
二
五
二
名
、
回
収
率
六
四
・
一
％
）

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、『
年
代
』、『
管
理
職
・
非
管
理
職
』
別
に

【
仕
事
観
】、【
配
置
・
昇
任
等
】、【
等
級
制
度
】、【
評
価
制
度
】、

【
給
与
制
度
】、【
自
由
意
見
】
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
項
目
に
対
す
る
主
な
回
答
結
果
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
で
し
た
。

【
仕
事
観
】

　
　

↓
「
総
合
的
に
考
え
て
横
須
賀
市
職
員
で
あ
る
こ
と
に
満
足

し
て
い
る
」
＝
八
二
％

【
配
置
・
昇
任
等
】

　
　

↓
「
適
材
適
所
の
配
置
が
さ
れ
て
い
な
い
」
＝
四
二
％
、

「
昇
任
が
適
切
に
決
定
さ
れ
て
い
な
い
」
＝
四
五
％

【
等
級
制
度
】

　
　

↓
「
処
遇
的
な
職
位
が
混
在
し
、
職
位
ご
と
の
責
任
や
権
限

が
不
明
瞭
で
あ
る
」
＝
四
七
％

【
評
価
制
度
】

　
　

↓
「
評
価
結
果
を
給
与
や
昇
任
な
ど
の
処
遇
に
反
映
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
」
＝
七
二
％
、「
働
き
を
評
価
す
る
の
は

『
意
欲
』『
能
力
』『
成
果
』
が
適
当
で
あ
る
」
四
五
％
以

上

【
給
与
制
度
】

　
　

↓
「
給
与
の
決
定
要
素
は
『
年
齢
』
や
『
経
験
年
数
』
よ
り

も
『
成
果
』『
能
力
』『
権
限
・
責
任
』
が
適
当
で
あ
る
」

　
　

＝
三
〇
％
（
役
割
や
能
力
と
い
っ
た
実
績
的
要
素
が
年
功
的

要
素
を
上
回
っ
て
い
た
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
制
度
の
検
討
・
構
築
は
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
基
に
し
て
行
わ
れ
、
組
合
と
の
協
議
に
つ
い
て

も
ア
ン
ケ
ー
ト
で
明
確
と
な
っ
た
職
員
の
意
向
を
拠
り
ど
こ
ろ
と

し
て
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２　
〝
市
民
の
声
〞
の
制
度
へ
の
反
映

新
し
い
人
事
制
度
の
一
次
的
な
目
的
は
「
職
員
の
意
欲
と
能
力

の
向
上
」
で
す
が
、
最
終
目
的
は
「
市
民
の
市
政
に
対
す
る
満
足

度
を
高
め
る
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
最
終
目
的
を
効
率
的
に
達
成

す
る
た
め
に
は
、
市
民
が
職
員
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
職
員
に

ど
の
よ
う
な
能
力
を
求
め
て
い
る
の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
成
一
六
年
一
二
月
に
市
民

二
千
名
を
対
象
に
職
員
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。（
回
答
者
数
六
一
四
名
、
回
収
率
三
〇
・
七
％
）

こ
こ
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
詳
細
は
省
略
し
ま
す
が
、
市
民
が

職
員
に
最
も
求
め
、
発
揮
を
期
待
し
て
い
る
能
力
は
〝
接
遇
能

力
〞
で
あ
る
こ
と
が
分
析
の
結
果
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

【
接
遇
能
力
以
外
の
選
択
肢
】

公
平
性　

積
極
性　

柔
軟
性　

理
解
力　

調
整
力　

表
現

力　

正
確
性　

企
画
力　

国
際
感
覚
な
ど
全
一
八
項
目

こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
市
民
の
声
に
つ
い
て
は
、
評
価
制

度
、
研
修
制
度
な
ど
の
構
築
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
の
自
由
意
見
記
載
欄
に
記
入
さ
れ
た
様
々
な
ご
意
見
や

ご
提
言
に
つ
い
て
は
、
所
管
部
署
へ
と
送
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業

務
改
善
に
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

３　

全
庁
業
務
の
棚
卸
〝
職
務
調
査
〞
の
実
施

評
価
制
度
、
研
修
制
度
の
検
討
・
構
築
に
あ
た
り
、
部
長
か
ら

担
当
者
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
を
全
庁
的
に
把
握
す
る
必
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要
が
あ
る
と
判
断
し
職
務
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
は
、
全
て
の
職
員
が
担
当
し
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
、

「
柔
軟
性
」「
論
理
的
思
考
」「
顧
客
対
応
」「
情
報
収
集
と
活
用
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」「
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」「
指
揮

と
統
率
」「
協
働
」
の
八
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度

の
対
応
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
を
五
段
階
で
評
価

し
、
分
析
す
る
も
の
で
す
。

調
査
実
施
前
に
は
、
民
生
部
門
、
教
育
部
門
、
建
設
部
門
な
ど

の
部
門
毎
、
職
位
毎
に
あ
る
程
度
差
異
の
あ
る
特
徴
的
な
結
果
が

抽
出
さ
れ
る
も
の
と
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
部
門

毎
に
特
徴
的
な
結
果
は
抽
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
徴
的
な
結
果
が
抽
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
部
門
間

若
し
く
は
事
務
職
と
技
術
職
の
間
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
能
力

に
差
異
が
な
い
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
調
査
の
副
産
物
と
し
て
、
各
職
員
が
自
身
の
業
務

内
容
を
見
直
す
棚
卸
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

４　

管
理
職
員
の
意
識
改
革
の
徹
底

新
し
い
人
事
制
度
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
職
員
の
意
識
改
革

が
不
可
欠
で
す
が
、
と
り
わ
け
制
度
運
用
の
担
い
手
と
な
る　
　

管
理
職
員
の
意
識
改
革
は
重
要
と
判
断
し
、
制
度
構
築
の
段
階
か

ら
様
々
な
取
組
み
を
実
施
し
ま
し
た
。

①
人
事
制
度
講
演
会
の
開
催

人
材
育
成
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
意
識
を
喚
起
す
る

た
め
に
Ｊ
・
リ
ー
グ
横
浜
Ｆ
マ
リ
ノ
ス
監
督
（
当
時
）
岡
田
武
史

氏
を
お
招
き
し
、
世
界
レ
ベ
ル
で
活
躍
す
る
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
の
意
欲

や
能
力
を
引
き
出
す
秘
訣
な
ど
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一

流
企
業
経
営
者
な
ど
を
講
師
に
招
き
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

現
在
も
、
評
価
者
研
修
、
個
別
面
談
な
ど
を
継
続
的
に
実
施
し
て

い
ま
す
。

②
市
長
か
ら
の
メ
ー
ル
の
直
送

人
事
制
度
改
革
の
成
功
に
向
け
て
、
市
長
か
ら
直
接
に
各
管
理

者
宛
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
し
た
。（
主
査
級
職
員

宛
に
は
副
市
長
か
ら
）

以
上
が
構
築
過
程
に
お
け
る
特
徴
的
な
取
組
み
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
組
み
を
実
施
し
た
結
果
、
制
度
導
入

後
二
年
を
経
た
現
在
、
ま
だ
満
足
で
き
る
段
階
に
は
な
く
継
続
的

な
啓
発
・
定
着
活
動
が
必
要
と
認
識
し
て
い
ま
す
が
、
人
事
制
度

改
革
の
趣
旨
は
職
員
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
認
識
し
て
い
ま

す
。

三　

新
た
な
人
事
制
度
の
概
要

前
述
の
と
お
り
、
当
市
の
人
事
制
度
改
革
で
は
等
級
制
度
、
給

与
制
度
、
評
価
制
度
、
研
修
制
度
な
ど
、
人
事
制
度
を
構
成
す
る

課
長
…
な
ど
と
位
置
付
け
る
制
度
の
こ
と
で
す
。
等
級
制
度
は
人

事
制
度
に
お
い
て
中
核
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
給
与
制
度
、
評
価

制
度
な
ど
を
構
築
す
る
基
礎
と
し
て
位
置
付
け
ま
し
た
。

①
必
要
な
役
割
の
段
階
の
見
直
し

従
前
の
等
級
制
度
に
お
い
て
は
、
担
当
者
か
ら
部
長
ま
で
九
段

階
の
職
位
（
職
名
）
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
決
裁
の
区
分
も
五
段

階
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
、
権
限
、
責
任
は

明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
意
思
決
定
に
お
け
る
責
任
の
所
在
が
不
明

瞭
で
時
間
を
要
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
更
に
、
過
去
ポ

ス
ト
不
足
に
対
応
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
ワ
タ
リ
に
よ
る
給
与

処
遇
の
結
果
が
若
手
職
員
の
制
度
不
信
を
招
い
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
、
担
当
者
か
ら
部
長
ま
で
の
意
思
決
定
や
業
務

執
行
に
お
い
て
必
要
と
な
る
段
階
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
ま
し

た
。

②
四
段
階
の
役
割
の
設
定

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
な
ど
に
お
け
る
検
討
を
経
て
、
必
要
と

な
る
役
割
は
、
担
当
者
級
、
主
査
級
、
課
長
級
、
部
長
級
で
あ
る

�����

�
������������

����
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《図二　人事制度の概念》

全
て
の
要
素
に
つ
い
て
見
直
し

を
行
い
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
に

関
連
付
け
た
運
用
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
の
概
要
と
有
機
的
な
関
連

付
け
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

１　

等
級
制
度
に
つ
い
て

等
級
制
度
は
、
職
員
が
組
織

の
中
に
お
い
て
担
う
役
割
、
権

限
、
責
任
の
度
合
い
に
応
じ

て
、
職
員
を
部
長
、
副
部
長
、
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と
の
結
論
に
至
り
、
新
し
い
人
事
制
度
の
基
礎
と
な
る
等
級
制
度

は
そ
れ
ま
で
の
中
間
的
な
職
位
を
廃
止
し
た
四
段
階
の
制
度
と
決

定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
見
直
し
と
合
わ
せ
て
決
裁
の
区
分
も

四
段
階
に
変
更
し
、
意
思
決
定
の
迅
速
化
と
組
織
の
フ
ラ
ッ
ト
化

を
図
り
ま
し
た
。（
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
定
義
は
「
別
表
二　

役

割
等
級
別
役
割
定
義
」
参
照
）

２　

給
与
制
度
に
つ
い
て

等
級
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
、
給
与
制
度
に
つ
い
て
も
見
直
し

を
行
い
、
新
た
に
設
定
さ
れ
た
四
段
階
の
役
割
に
応
じ
た
給
与
体

系
に
移
行
し
ま
し
た
。

①
給
料
表
の
見
直
し

当
市
の
給
料
表
は
８
級
制
で
す
が
、
１
〜
３
級
ま
で
が
担
当
者

級
、
４
・
５
級
が
主
査
級
、
６
・
７
級
が
課
長
級
、
８
級
が
部

長
級
と
位
置
付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
級
内
に
お
け
る
昇
格
要

件
、
級
別
定
数
（
職
員
割
合
）
を
設
定
し
、
恣
意
的
な
運
用
に
お

け
る
不
適
切
な
格
付
け
の
可
能
性
を
排
除
し
ま
し
た
。

ま
た
、
役
割
の
級
ご
と
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
最
高
号
給
を
切
り
下
げ
ま
し
た
。（
部
長
級
を
除
く
）

②
中
間
的
な
職
位
に
あ
っ
た
職
員
の
給
料
の
級
の
引
下
げ

等
級
制
度
の
見
直
し
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
中
間
的
な
職
位
に

あ
っ
た
職
員
の
給
料
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
二
年
の
経
過
措
置
期

間
を
設
け
て
引
下
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
新
し
い
制

度
で
は
４
級
の
適
用
を
受
け
る
主
査
級
に
位
置
付
け
ら
れ
る
職
員

が
、
従
前
の
制
度
で
は
６
級
の
適
用
を
受
け
て
い
た
場
合
な
ど
に

は
、
経
過
措
置
期
間
中
に
昇
任
若
し
く
は
昇
格
が
な
け
れ
ば
４
級

に
引
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
等
級
制
度
と
給
与
制
度
の
見
直
し
は
「
別
表
三　

新
し
い
役
割

等
級
制
度
へ
の
職
位
の
移
行
等
に
つ
い
て
」
参
照
）

給
与
制
度
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
中
間
的
な
職
位
が
廃
止
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
昇
任
や
昇
格
の
機
会
（
＝
昇
給
の
機
会
）
が
減

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
職
員
か
ら
の
抵
抗
は
相
当
の
も
の
と
覚
悟

を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
議
論
の
段
階
で
は
、
若
手
職
員
か

ら
、「
給
与
は
役
割
や
権
限
、
責
任
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
べ
き

で
は
な
い
か
」、「
あ
い
ま
い
な
給
与
処
遇
が
逆
に
職
員
の
意
欲
を

削
ぐ
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
、
前
述
の
よ

う
な
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

３　

評
価
制
度
に
つ
い
て

評
価
制
度
は
人
材
育
成
を
目
標
と
し
て
導
入
し
て
い
ま
す
。
評

価
の
対
象
と
な
る
の
は
『
意
欲
』、『
能
力
』、『
成
果
』
の
三
要

素
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
四
五
％
以

上
の
職
員
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
要
素
と
し
て
掲
げ
て
い
た
も
の
で

す
。
年
度
末
に
評
価
結
果
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
①
年
度
初

め
に
面
談
を
実
施
し
て
一
年
間
の
目
標
や
課
題
を
共
有
す
る
。
②

年
度
途
中
に
目
標
の
進
捗
状
況
な
ど
を
確
認
し
、
必
要
が
あ
れ
ば

評
価
者
は
適
切
な
支
援
・
指
導
を
行
な
う
。
③
年
度
末
に
評
価
結

果
を
伝
え
、
一
年
間
を
反
省
す
る
と
と
も
に
翌
年
度
の
目
標
や
課

題
を
確
認
す
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
人
材
育
成
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

②
接
遇
能
力
重
視

評
価
制
度
に
お
い
て
は
、
職
員
に
関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
「
市
民
が
職
員
に
最
も
求
め
、
発
揮
を
期

待
し
て
い
る
〝
接
遇
能
力
〞」
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
市
民
本
位
の
職
員
を
育
成
す
る
た
め
で
あ
り
、
行
動

評
価
の
評
価
項
目
と
し
て
設
定
す
る
と
と
も
に
課
長
級
の
目
標
管

理
に
お
け
る
必
須
目
標
と
し
て
も
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

昇
任
・
昇
格
の
決
定
に
お
い
て
は
接
遇
能
力
の
評
価
が
一
定
以
上

で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
ま
す
。

③
評
価
に
関
す
る
情
報
の
公
開

��

��

��

����

����

������� ��������

《図三　評価制度構成図》

す
。評

価
制
度
は
意
欲
と
能
力
を
評
価

す
る
行
動
評
価
と
成
果
を
評
価
す
る

目
標
管
理
の
二
種
類
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視

人
材
育
成
を
最
大
の
目
標
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
評
価
制
度
に
お
い

て
は
、
評
価
者
と
被
評
価
者
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
い
ま
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評
価
項
目
や
評
価
基
準
は
、「
こ
の
よ
う
な
職
員
で
あ
っ
て
欲

し
い
」
と
い
う
組
織
か
ら
職
員
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。

職
員
が
組
織
の
求
め
る
職
員
に
成
長
す
る
た
め
に
は
こ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
、
評
価
に
関
す

る
情
報
（
評
価
結
果
を
含
む
）
は
全
て
職
員
に
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。（
評
価
制
度
の
解
説
を
含
む
人
事
制
度
全
般
に
か
か
る
解
説

を
し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
全
職
員
に
配
布
し
て
い
ま
す
。）

以
下
、
行
動
評
価
と
目
標
管
理
の
特
徴
的
な
部
分
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

４　

行
動
評
価
に
つ
い
て

行
動
評
価
に
お
い
て
は
、
職
員
の
「
能
力
」
と
「
意
欲
」
を
評

価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
能
力
も
意
欲
も
実
際
に

は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
し
、
意
欲
や
能
力
を
有
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
実
際
の
業
務
に
お
い
て
行
動
と
い
う
形
で
発
揮
さ
れ

な
け
れ
ば
、
市
民
満
足
度
の
向
上
に
は
貢
献
し
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
行
動
評
価
に
お
い
て
は
、
意
欲
と
能
力
を
職
員
の
「
行
動
の

発
揮
度
合
」
を
通
し
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
評
価
項
目
、
評
価
基
準
、
評
価
段
階
の
設
定
な
ど

評
価
項
目
と
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
、
等
級
制
度
に
お
い
て
設

定
さ
れ
た
役
割
の
段
階
（
役
割
定
義
）
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

評
価
は
評
価
項
目
毎
に
Ｂ
を
標
準
と
す
る
五
段
階
（
Ｓ
〜
Ｄ
）

の
絶
対
評
価
で
実
施
し
、
五
〜
一
点
の
配
点
と
な
り
ま
す
。

（
参
考
「
別
表
四　

求
め
ら
れ
る
能
力
の
内
容
と
評
価
項
目
」）

（
参
考
「
別
表
五　

評
価
基
準
（
課
長
級
）」
）

（
参
考
「
別
表
六　

行
動
評
価
シ
ー
ト
（
課
長
級
）」
）

②
行
動
事
例
集
の
配
布

そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
項
目
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行

動
に
着
目
し
て
評
価
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
例
示
し
た
行
動
事
例

集
を
役
割
の
段
階
別
に
作
成
し
、
全
職
員
に
配
布
し
ま
し
た
。
こ

の
行
動
事
例
集
は
平
成
一
七
年
度
に
お
け
る
行
動
評
価
の
試
行
実

施
に
お
い
て
、
各
評
価
者
が
実
際
に
職
員
の
ど
の
よ
う
な
行
動
に

着
目
し
て
評
価
を
実
施
し
た
か
を
分
析
し
て
編
集
し
た
も
の
で
あ

り
、
当
市
の
行
動
評
価
標
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

行
動
事
例
集
は
、
評
価
者
に
と
っ
て
は
公
平
・
公
正
な
評
価
を

行
な
う
た
め
の
参
考
と
な
り
、
被
評
価
者
に
と
っ
て
は
自
発
的
な

能
力
開
発
を
行
う
た
め
の
指
針
と
な
り
ま
す
。

(

参
考
「
別
表
七　

課
長
級
行
動
事
例
」)

③
行
動
評
価
に
お
け
る
今
後
の
課
題

・
評
価
制
度
を
導
入
し
た
目
的
の
理
解
の
浸
透

行
動
評
価
で
は
、
職
員
が
個
々
の
強
み
や
弱
点
を
把
握
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
能
力
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
実
際
に
評
価
結
果
が
点
数
化
さ
れ
て
示
さ
れ
る
と

そ
の
結
果
に
の
み
着
目
し
て
し
ま
い
、
結
果
分
析
に
至
ら
な
い
ま

ま
、
評
価
を
終
了
し
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
今
後
は
、
被
評
価
者
自
身
に
よ
る
結
果
分
析
と
そ
れ
に
基

づ
く
、
能
力
開
発
の
重
要
性
に
つ
い
て
周
知
徹
底
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

・
評
価
能
力
の
向
上
と
統
一

公
平
・
公
正
な
評
価
を
実
現
す
る
た
め
に
評
価
者
研
修
は
繰
り

返
し
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
だ
、
評
価
者
間
に
よ
る

評
価
目
線
の
ズ
レ
な
ど
を
解
消
す
る
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
評
価
に
は
つ
い
て
回
る
宿
命
の
よ
う
な
課
題
で
す
が
、
毎
年

の
評
価
の
経
験
を
翌
年
の
評
価
に
生
か
す
よ
う
に
し
て
評
価
能
力

の
向
上
と
統
一
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

目
標
管
理
に
つ
い
て

目
標
管
理
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
仕
組
み
を
採
用
し
て
お

り
、
特
記
す
べ
き
部
分
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
材
育
成
を
目
的
に
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《図四　評価定義と注釈》



40地方公務員月報　平成20年 2 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

41 地方公務員月報　平成20年 2 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

実
施
し
て
い
る
た
め
、
簡
素
で
わ
か
り
や
す
い
仕
組
み
と
し
て
い

ま
す
。

（
参
考
「
別
表
八　

目
標
管
理
シ
ー
ト
（
課
長
級
用
）」

①
課
長
級
の
目
標
設
定
の
基
準
の
統
一

組
織
目
標
か
ら
担
当
者
級
の
目
標
ま
で
、
適
切
な
目
標
の
連
鎖

を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
課
長
級
の
目
標
設
定
が
適
切
で
あ
る
こ

と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
課
長
級
の
目
標
設
定
に
つ
い

て
は
、
各
課
長
間
に
お
い
て
目
標
設
定
の
レ
ベ
ル
に
不
均
衡
を
生

じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
次
の
三
つ
の
指
標
に
基
づ
い
て

設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

・
課
の
設
置
目
的
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
に
基
づ
く
目
標

・
実
施
計
画
事
業
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
実
施
計
画
の
遂
行
に

関
す
る
目
標

・
課
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
目
標
（
課
に
お
け
る
接
遇
能

力
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
一
項
目
以
上
設
定
）

②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
重
視

目
標
管
理
で
は
、
評
価
者
と
被
評
価
者
に
よ
る
年
度
初
め
の
目

標
設
定
面
談
、
年
度
途
中
の
期
中
面
談
、
年
度
末
の
評
価
面
談
の

実
施
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
評
価
者
と
被
評
価
者

が
情
報
を
共
有
し
、
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
業
務
を

効
率
的
に
遂
行
し
て
い
く
中
で
、
職
員
の
能
力
を
高
め
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

③
目
標
管
理
に
お
け
る
今
後
の
課
題

目
標
管
理
に
お
け
る
課
題
は
、
目
標
の
設
定
に
あ
り
ま
す
。
目

標
の
設
定
が
曖
昧
で
あ
っ
た
り
、
課
長
級
の
目
標
の
レ
ベ
ル
が
主

査
級
の
目
標
の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
い
た
り
な
ど
多
く
の
問
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。
自
身
の
目
標
を
設
定
し
て
そ
の
目
標
の
達
成
に
向

け
て
業
務
を
遂
行
す
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
実
は
適
切

に
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
反
省
し
、
職
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
に
応
じ
た
適
切
な
目
標
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
今
後
の
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

６　

評
価
結
果
の
処
遇
へ
の
反
映

行
動
評
価
の
結
果
は
、
経
験
年
数
、
研
修
履
歴
、
試
験
な
ど
の

条
件
と
と
も
に
、
主
査
級
、
担
当
者
級
の
昇
任
・
昇
格
の
決
定
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。（
課
長
級
以
上
の
場
合
は
参

考
と
す
る
）
反
映
さ
せ
る
結
果
は
単
年
度
分
で
は
な
く
、
過
去
四

年
間
で
結
果
の
良
か
っ
た
三
年
分
の
平
均
と
し
て
お
り
、
接
遇
能

力
に
つ
い
て
は
Ａ
以
上
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

評
価
制
度
の
目
的
を
人
材
育
成
と
し
な
が
ら
、
評
価
結
果
を
昇

任
・
昇
格
の
決
定
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
職
員
ア
ン

ケ
ー
ト
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、「
昇
任
・
昇
格
は
客
観
的

な
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
職

員
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
結
果
で
す
。

（
参
考
「
別
表
九　

昇
任
・
昇
格
ル
ー
ル
図
」）

７　

評
価
検
証
委
員
会
の
設
定

評
価
結
果
の
公
正
・
公
平
性
を
確
保
し
、
職
員
の
評
価
に
対
す

る
納
得
感
を
高
め
る
た
め
に
、
任
命
権
者
の
枠
を
越
え
た
組
織
と

し
て
評
価
検
証
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

部
局
間
（
任
命
権
者
間
）
で
評
価
に
甘
い
辛
い
の
差
（
不
公

平
）
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
委
員
会
は
部
局
の
枠

を
越
え
た
五
名
の
部
長
級
職
員
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
二
次
評
価

ま
で
が
終
了
し
た
全
て
の
主
査
級
と
担
当
者
級
の
行
動
評
価
の
結

果
に
つ
い
て
検
証
を
行
な
い
ま
す
。
検
証
の
結
果
、
疑
義
が
あ
る

場
合
に
は
評
価
者
か
ら
事
情
の
説
明
を
受
け
、
必
要
な
場
合
に
は

是
正
の
指
導
を
行
な
う
権
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
複
数
年
に
わ

た
り
、
是
正
の
指
導
を
受
け
た
評
価
者
に
は
必
要
な
措
置
を
行
な
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《図五　組織目標と個人目標の対応》
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う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
一
八
年
度
に
お
い
て
は
、
評
価
結
果
に
疑
義
の
あ
っ
た
七

名
の
評
価
者
か
ら
状
況
の
説
明
を
受
け
、
錯
誤
な
ど
に
基
づ
く
評

価
に
つ
い
て
は
是
正
を
指
示
し
ま
し
た
。

検
証
の
た
め
に
は
短
期
間
に
大
量
の
評
価
結
果
（
デ
ー
タ
）
を

収
集
分
析
す
る
な
ど
大
変
な
作
業
に
な
り
ま
す
が
、
評
価
者
に
適

正
な
評
価
の
実
施
を
心
が
け
さ
せ
る
け
ん
制
と
し
て
も
機
能
し
て

い
ま
す
。

８　

研
修
制
度
の
見
直
し

研
修
制
度
に
つ
い
て
も
全
面
的
な
見
直
し
を
行
な
い
、
新
し
い

等
級
制
度
、
評
価
制
度
と
連
動
し
た
研
修
体
系
に
移
行
し
ま
し

た
。

①
評
価
制
度
と
の
連
動

評
価
制
度
で
は
、
職
員
の
強
み
や
弱
点
を
把
握
し
た
う
え
で
育

成
に
結
び
付
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
評
価
の
結
果
明

ら
か
に
な
っ
た
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
の
評
価
項
目
に
対
応
し
た

研
修
科
目
を
設
定
し
ま
し
た
。

②
等
級
制
度
と
の
連
動

昇
任
す
る
た
め
の
資
格
と
な
る
研
修
を
設
定
し
、
当
該
研
修
を

履
修
し
た
職
員
だ
け
が
昇
任
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
昇
任
し
て
か
ら
新
し
い
役
職
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
に

関
す
る
研
修
を
履
修
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
新
し
い
役
職
に

必
要
と
さ
れ
る
能
力
を
既
に
備
え
て
い
る
職
員
が
昇
任
す
る
べ
き

だ
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
仕
組
み
で
す
。

③
研
修
受
講
機
会
の
均
等
化

職
場
の
勤
務
シ
フ
ト
や
市
民
対
応
な
ど
の
都
合
で
研
修
を
受
講

し
た
く
て
も
受
講
し
難
い
職
員
や
若
手
職
員
な
ど
が
、
他
の
職
員

と
差
別
な
く
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
一
年
間

の
研
修
募
集
を
年
度
初
め
に
一
括
で
行
い
受
講
者
を
決
定
す
る
、

年
代
別
の
募
集
を
行
う
な
ど
の
仕
組
み
を
導
入
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
仕
組
み
の
導
入
に
よ
り
、
多
く
の
職
員
が
平
等
に
研

修
を
受
講
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
研
修
に
積
極
的
に
参
加
す

る
職
員
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

④
人
材
育
成
能
力
の
開
発

所
属
で
の
人
材
育
成
を
促
進
す
る
た
め
、
課
長
級
、
主
査
級
の

人
材
育
成
能
力
の
開
発
に
関
す
る
研
修
を
重
点
配
備
し
ま
し
た
。

（
参
考
「
別
表
一
〇　

庁
内
研
修
一
覧
（
平
成
一
九
年
度
）」

９　

周
辺
人
事
制
度
の
整
備

こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
た
等
級
制
度
か
ら
研
修
制
度
に
つ
い
て

は
、
人
事
制
度
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
を
円
滑
に
運
用
し
て
い
く
た
め
の
サ
ブ
シ
ス

テ
ム
（
周
辺
人
事
制
度
）
に
つ
い
て
も
整
備
を
し
ま
し
た
。

以
下
、
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

①
若
手
職
員
の
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

若
手
職
員
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
採
用
後
十
年
間
は
概
ね

三
年
で
異
な
っ
た
行
政
分
野
間
で
の
異
動
を
行
な
う
こ
と
と
し
ま

し
た
。
目
的
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
若
い
う
ち
に
多
く
の
分
野
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
広
い

視
野
を
持
っ
た
職
員
を
早
期
に
育
成
す
る
こ
と

・
若
手
職
員
育
成
の
意
識
を
変
革
さ
せ
る
こ
と

　
（
配
属
さ
れ
た
そ
の
日
か
ら
即
戦
力
と
し
て
活
躍
さ
せ
る
（
活

躍
す
る
）
と
い
う
意
識
を
上
司
に
も
部
下
に
も
持
た
せ
る
）

・
職
員
の
業
務
経
験
の
機
会
均
等
を
保
証
す
る
こ
と

（
配
属
先
に
よ
る
能
力
開
発
の
偏
り
を
防
止
す
る
）

②
職
員
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム

心
身
の
故
障
や
家
族
介
護
等
の
負
担
増
に
よ
り
、
職
務
遂
行
に

著
し
い
負
担
を
負
っ
て
い
る
職
員
を
支
援
す
る
た
め
の
仕
組
み
を

整
備
し
ま
し
た
。

・
希
望
降
任
制
度
の
導
入

職
員
の
希
望
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、
降
任
を
実
施
す
る
仕

組
み
で
す
が
、
降
任
時
の
給
料
の
減
額
の
ル
ー
ル
な
ど
を
明
確
に

し
、
活
用
し
や
す
い
制
度
と
し
て
整
備
し
ま
し
た
。

・
心
身
故
障
職
員
の
健
康
回
復
支
援
制
度
の
導
入

心
身
の
故
障
な
ど
に
よ
り
休
職
し
て
い
た
職
員
の
円
滑
な
職
場

復
帰
を
支
援
す
る
た
め
の
職
場
適
応
訓
練
制
度
や
勤
務
し
て
は
い

る
も
の
の
、
心
身
の
故
障
な
ど
に
よ
り
正
常
な
職
務
の
遂
行
に
支

障
を
き
た
し
て
い
る
職
員
の
健
康
回
復
の
た
め
に
所
属
長
や
任
命

権
者
が
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
規
程
を
整
備
し
ま
し
た
。

・
常
勤
の
産
業
医
の
配
置
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ス
ト
レ
ス
や
不
適
切
な
生
活
習
慣
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
心
身

の
故
障
に
陥
り
、
職
場
か
ら
の
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
職
員
が

残
念
な
が
ら
毎
年
出
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
職
員

本
人
だ
け
で
な
く
、
家
族
や
職
場
、
社
会
に
と
っ
て
も
痛
手
と
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
職
員
の
心
身
の
故
障
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、
全

て
の
職
員
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
精
励
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
平
成
一
八
年
度
か
ら
常
勤
の
産
業
医
を

配
置
し
、
職
場
巡
回
健
康
相
談
、
健
康
診
断
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

な
ど
職
員
の
健
康
管
理
の
徹
底
に
努
め
て
い
ま
す
。

③
分
限
処
分
に
関
す
る
取
扱
要
綱
の
制
定

適
格
性
を
欠
く
職
員
等
の
分
限
処
分
に
関
す
る
取
扱
要
綱
を
制

定
し
、
地
方
公
務
員
法
に
基
づ
く
免
職
又
は
降
任
を
行
な
う
場
合

の
手
続
き
な
ど
を
定
め
ま
し
た
。
要
綱
で
は
「
適
格
性
を
欠
く
職

員
の
定
義
」、「
所
属
長
及
び
人
事
課
長
の
責
務
」、「
矯
正
措
置
の

決
定
」、「
分
限
処
分
の
決
定
」
な
ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

当
市
に
お
い
て
は
、
分
限
処
分
（
特
に
免
職
）
は
過
去
数
件
し

か
実
施
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
職
員
数
が
削
減
さ

れ
職
員
一
人
ひ
と
り
の
組
織
に
対
す
る
責
任
の
割
合
が
増
加
し
、

評
価
制
度
の
導
入
で
個
々
の
職
員
の
勤
務
実
績
が
明
ら
か
に
な
る

な
か
、
人
事
課
が
適
格
性
を
欠
く
職
員
へ
の
対
応
に
目
を
つ
ぶ
っ

て
い
て
は
、
組
織
の
活
力
は
低
下
し
市
民
満
足
度
の
向
上
は
達
成

で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
要
綱
の
目
的
は
、
第
一
に
、
適
格
性
を
欠
く
職
員
の
出
現

の
予
防
、
矯
正
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
個
別
職
場
研
修
実
施
要

綱
」
を
制
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
次
に
分
限
処
分
を
厳
正
に

実
施
す
る
た
め
の
手
続
き
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

④
苦
情
処
理
委
員
会
の
設
置

新
た
な
人
事
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
職
員
の
間
に
多
く
の
誤
解

や
不
満
、
苦
情
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
せ
ず
に
放
置
し
て
お
い
て
は

職
場
は
活
性
化
せ
ず
、
制
度
の
円
滑
な
運
用
も
阻
害
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、

苦
情
処
理
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
委
員
会
は
任
命
権
者
の
枠

を
越
え
た
五
名
の
部
長
級
職
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
事
課
で
対
応
可
能
な
苦
情
な
ど
で
あ
れ
ば
、
人
事
課
で
解
決

を
し
て
い
き
ま
す
が
、
職
員
が
人
事
課
で
の
対
応
で
な
く
、
苦
情

処
理
委
員
会
で
の
対
応
を
望
ん
だ
場
合
に
は
委
員
会
で
解
決
を
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
行
の
人
事
課
の
相
談
窓
口
と
公
平

委
員
会
の
中
間
的
な
位
置
付
け
の
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

四　

終
わ
り
に

新
し
い
人
事
制
度
を
導
入
し
た
平
成
一
八
年
度
は
集
中
改
革
プ

ラ
ン
に
基
づ
く
職
員
定
数
削
減
の
ス
タ
ー
ト
年
で
あ
り
、
平
成
一

九
年
度
か
ら
は
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
が
始
ま
り
知
識
や
経
験
の

流
失
や
喪
失
が
危
惧
さ
れ
る
な
ど
、
組
織
に
と
っ
て
も
職
員
に
と

っ
て
も
厳
し
い
時
代
の
始
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時

代
に
あ
っ
て
市
民
満
足
度
の
向
上
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、

現
有
の
職
員
の
意
欲
や
能
力
を
底
上
げ
す
る
他
に
道
は
あ
り
ま
せ

ん
。今

回
の
人
事
制
度
改
革
で
は
、
等
級
制
度
や
給
与
制
度
な
ど
の

改
革
だ
け
で
は
な
く
、
職
員
の
意
識
や
組
織
風
土
の
改
革
も
合
わ

せ
て
実
施
し
、
身
の
丈
に
あ
っ
た
人
事
制
度
を
導
入
で
き
た
も
の

と
認
識
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
導
入
し
た
制
度
を
組
織
に
定
着
さ

せ
適
正
に
機
能
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
全
職
員
が
真
剣
に
取
組
む

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

制
度
導
入
後
二
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
た
め
、
導
入
の
成
果

を
明
確
に
ご
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
期
を
古

い
価
値
観
に
基
づ
い
た
行
政
運
営
か
ら
脱
却
し
少
数
精
鋭
に
よ
る

効
率
的
な
行
政
運
営
へ
と
移
行
す
る
好
機
と
捉
え
、
職
員
一
丸
と

な
っ
た
取
り
組
み
を
展
開
し
、
市
民
満
足
度
の
持
続
的
な
向
上
へ

繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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＜
別
表
１
　
人
事
制
度
　
全
体
概
要
図
＞
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別
表
３
　
新
し
い
役
割
等
級
制
度
へ
の
職
位
の
移
行
等
に
つ
い
て
＞

＜別表４　求められる能力の内容と評価項目＞
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②
客
観
的
評
価

公
務
員
の
職
場
で
は
、
和
を
重
ん
じ
る
傾
向
や
情
緒
的
感
情
が

重
視
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
評
価
に
陥
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
市
の
人
事
評
価
制
度
で
は
、
実
際
の
仕
事
に
お
い
て
発
揮
さ

れ
た
能
力
や
実
績
を
正
し
く
捉
え
、
上
司
が
客
観
的
に
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
、
職
員
か
ら
納
得
が
得
ら
れ
る
評
価
の
方
法
を
と
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
評
定
要
素
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
従
前

制
度
の
良
い
面
は
残
し
つ
つ
、
職
の
階
層
に
よ
っ
て
評
価
の
重
点

（
ウ
エ
イ
ト
）
が
異
な
る
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。

③
基
準
に
基
づ
く
絶
対
的
評
価

従
前
の
制
度
に
お
い
て
も
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
職
務
遂
行
度

や
能
力
を
観
察
し
、
そ
の
事
実
を
評
価
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
す

る
絶
対
評
価
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
十
段
階
評
価
を
五
段
階
評

価
と
し
て
内
容
を
見
直
す
こ
と
で
、
評
価
者
ご
と
に
生
ず
る
評
価

の
ブ
レ
の
縮
小
を
図
り
ま
し
た
。

④
創
意
工
夫
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
追
求
型
評
価

変
化
の
激
し
い
中
に
あ
っ
て
は
、
漫
然
と
旧
来
の
や
り
方
や
事

業
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
は
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
市
役
所
と

は
な
り
得
ま
せ
ん
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
組
織
と
職
員
に
変
わ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
積
極
果
敢
に
挑
戦
し
た
姿
勢
や
仕
事
の
質
を

高
く
評
価
し
、
流
し
た
汗
が
報
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

⑤
市
民
（
顧
客
）
志
向
型
評
価

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
に
は
、
市
民
の
意
向
を

十
分
施
策
に
反
映
し
、
市
民
の
目
線
で
職
務
に
取
組
み
、
市
民
が

満
足
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
職
員
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
常
に
市
民
福
祉
の
向
上
を
目

指
し
、
市
民
の
目
線
に
よ
り
職
務
を
遂
行
し
た
姿
勢
や
実
績
に
つ

い
て
も
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑶
人
事
評
価
制
度
の
構
成

①
評
価
の
概
要
・
構
成

人
事
評
価
は
次
の
図
に
示
す
と
お
り
、

業
績
評
価
、
態
度
評
価
、
能
力
評
価
の
三

つ
の
側
面
で
実
施
し
ま
す
。

○
「
業
績
評
価
」
と
は
、
評
価
対
象
と
な

る
一
定
期
間
に
お
い
て
、
上
司
が
部
下

に
対
し
て
期
待
し
、
与
え
た
職
務
内
容

と
水
準
を
ど
の
程
度
達
成
し
た
か
を
業

績
の
点
か
ら
評
価
す
る
も
の
で
す
。

し
た
。

こ
う
し
た
様
々
な
意
見
を
踏
ま
え
、
評
価
結
果
を
本
人
に
示

し
、
人
材
育
成
に
結
び
つ
け
る
育
成
面
接
等
を
盛
り
込
む
な
ど
、

職
員
の
納
得
性
や
公
平
性
が
高
く
、
ま
た
、
今
ま
で
以
上
に
流
し

た
汗
が
報
わ
れ
る
、
能
力
開
発
型
の
評
価
制
度
に
見
直
し
を
図

り
、
平
成
一
七
年
度
で
の
試
行
を
経
て
、
平
成
一
八
年
度
か
ら
新

た
な
人
事
評
価
制
度
を
導
入
し
ま
し
た
。

二　

小
田
原
市
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

⑴
人
事
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方

人
事
評
価
制
度
と
は
、「
職
員
一
人
ひ
と
り
の
職
務
遂
行
能

力
、
仕
事
の
結
果
等
を
、
一
定
の
基
準
と
手
続
き
に
基
づ
い
て
、

一
斉
か
つ
定
期
的
に
把
握
し
人
事
管
理
に
活
用
す
る
仕
組
み
」
で

す
。上

司
が
個
々
の
部
下
の
職
務
行
動
を
個
人
別
に
観
察
し
、
仕
事

の
実
績
、
発
揮
し
た
能
力
、
そ
し
て
職
務
遂
行
上
で
確
認
で
き
た

事
実
を
、
明
確
な
基
準
・
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
客
観
的
に
把
握
す

る
も
の
で
、
評
価
結
果
は
、
次
の
目
的
の
た
め
に
活
用
し
ま
す
。

【
人
事
評
価
の
結
果
活
用
の
目
的
】

①
職
員
を
客
観
的
・
多
面
的
・
分
析
的
に
把
握
し
て
、
公
正
な
人

事
管
理
を
行
う
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
す
る
。

②
評
価
者
（
上
司
）
か
ら
被
評
価
者
（
部
下
）
へ
の
指
導
を
通

じ
、
被
評
価
者
の
能
力
開
発
、
組
織
の
活
性
化
、
職
場
の
モ
ラ

ー
ル
向
上
等
を
図
る
。

③
異
動
・
人
事
配
置
な
ど
の
人
事
管
理
の
た
め
に
活
用
す
る
。

⑵
人
事
評
価
制
度
の
特
徴

本
市
の
人
事
評
価
制
度
は
、
次
の
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

①
能
力
開
発
型
評
価

職
員
が
自
ら
の
組
織
へ
の
貢
献
度
（
業
績
、
態
度
、
能
力
）
を

確
実
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
評
価
ル
ー
ル
の
公
開
と
と
も
に
、
人

材
育
成
や
本
人
自
ら
の
気
付
き
に
向
け
た
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
に
よ
り
、
個
々
の
能
力
を
高
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
特
徴
や
持
ち
味
、
能
力
が
職
務
に

十
分
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
制
度
を
導
入
し
、
上
司

と
部
下
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
発
化
さ
せ
、
職
務
や
自

己
の
キ
ャ
リ
ア
の
満
足
度
の
向
上
を
図
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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す
。

表
２　

一
般
行
政
職
の
場
合
の
評
価
要
素
の
定
義

【
業
績
評
価
の
要
素
】

仕
事
の
質

自
分
に
与
え
ら
れ
た
職
務
を
正
確
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と

で
得
ら
れ
た
仕
事
の
出
来
映
え
・
改
善
工
夫
の
水
準

仕
事
の
量

自
分
に
与
え
ら
れ
た
職
務
を
遅
滞
な
く
、
能
率
よ
く
、
期
限
内

に
迅
速
に
遂
行
し
た
水
準
。
期
待
さ
れ
た
仕
事
量
の
達
成
水
準

【
態
度
評
価
の
要
素
】

規
律
性

小
田
原
市
職
員
と
し
て
必
要
な
服
務
規
律
・
公
私
の
区
別
・
職

場
マ
ナ
ー
等
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
守
っ
て
い
る
度
合
い

責
任
性

自
分
に
与
え
ら
れ
た
職
務
に
対
し
て
、
自
己
の
役
割
を
十
分
に

自
覚
の
上
、
責
任
を
回
避
せ
ず
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
よ
う
と
努

力
し
た
度
合
い

協
調
性

自
分
に
与
え
ら
れ
た
職
務
以
外
の
こ
と
で
も
、
常
に
組
織
の
一

員
と
し
て
進
ん
で
協
力
し
、
他
の
部
署
と
も
よ
く
連
携
し
円
滑

に
職
務
を
遂
行
し
た
度
合
い

挑
戦
・
工
夫

（
積
極
性
）

意
欲
を
持
っ
て
取
組
み
、
新
し
い
分
野
へ
の
挑
戦
と
自
己
研
鑽

に
努
め
た
度
合
い

コ
ス
ト
意
識

常
に
コ
ス
ト
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
時
間
管
理
を
徹
底
し
て
職
務

を
遂
行
し
た
度
合
い

経
営
感
覚

施
策
の
意
図
を
認
識
し
て
、
費
用
対
効
果
の
視
点
か
ら
常
に

人
・
金
・
時
間
を
有
効
に
使
っ
て
い
る
度
合
い

市
民
志
向

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
常
に
市
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
、

市
民
感
覚
を
も
っ
て
行
動
し
た
度
合
い

【
能
力
評
価
の
要
素
】

知
識
・
技
術
力

格
付
け
さ
れ
た
等
級
に
照
ら
し
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た
職
務
を

遂
行
す
る
上
で
、
必
要
な
知
識
や
技
術
を
十
分
に
身
に
つ
け
、

有
効
に
活
か
す
発
揮
能
力
の
度
合
い

企
画
力

職
務
遂
行
上
必
要
で
具
体
的
な
計
画
を
立
て
ら
れ
た
り
、
広
い

視
野
に
立
っ
て
効
果
的
な
企
画
・
計
画
を
具
体
的
に
打
ち
出
す

能
力
の
度
合
い

企
画
調
整
力

広
い
視
野
に
立
っ
て
企
画
が
で
き
、
そ
の
発
想
は
斬
新
性
が
あ

っ
て
実
現
性
が
あ
る
度
合
い
。
庁
内
外
で
の
調
整
を
任
せ
ら
れ

る
水
準

理
解
分
析
力

仕
事
の
目
的
、
上
司
の
指
示
等
を
十
分
に
理
解
し
て
、
現
状
を

分
析
し
的
確
に
把
握
す
る
能
力
の
度
合
い

判
断
力

困
難
な
状
況
に
お
い
て
、
職
務
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
適

切
な
判
断
が
で
き
て
い
る
度
合
い

実
行
力

職
務
遂
行
に
当
た
り
、
素
早
く
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
段
取
り
も
適
切
で
あ
る
か
の
度
合
い

決
断
力

困
難
な
課
題
や
情
報
が
乏
し
い
中
で
も
、
総
合
的
見
地
か
ら
大

局
を
つ
か
ん
で
適
切
か
つ
迅
速
な
決
断
の
も
と
に
職
務
を
遂
行

し
て
い
る
度
合
い

表
現
力

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
視
点
を
持
ち
、
冷
静
さ
を
失
わ
ず
、
誠
実
・

丁
寧
に
相
手
に
応
じ
た
わ
か
り
や
す
い
説
明
や
表
現
が
で
き
て

い
る
度
合
い

折
衝
力

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
視
点
を
持
っ
て
誠
実
・
丁
寧
な
対
応
、
要
領

よ
い
説
明
が
で
き
、
理
解
と
納
得
を
得
る
た
め
に
発
揮
す
る
能

力
の
度
合
い

渉
外
力

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
視
点
を
持
ち
、
冷
静
さ
を
失
わ
ず
に
自
分
の

考
え
や
意
図
を
、
立
場
や
意
見
の
異
な
る
相
手
に
伝
え
、
説
得

し
納
得
さ
せ
る
能
力
の
度
合
い

指
導
力

部
下
の
個
性
や
希
望
に
合
わ
せ
て
指
導
を
工
夫
し
、
そ
の
資
質

を
向
上
さ
せ
て
い
る
度
合
い

指
導
育
成
力

部
下
の
個
性
や
希
望
に
合
わ
せ
て
指
導
方
法
を
工
夫
し
、
そ
の

資
質
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
人
材
育
成
が
で
き
て
い
る
度
合
い

管
理
統
率
力

全
体
方
針
や
指
示
を
周
知
徹
底
し
、
課
・
室
等
の
総
合
力
を
高

め
、
目
標
達
成
に
向
け
て
課
・
室
等
を
ま
と
め
て
い
る
度
合
い

○
「
態
度
評
価
」
と
は
、
評
価
対
象
と
な
る
一
定
期
間
に
お
い

て
、
部
下
が
組
織
の
一
員
と
し
て
自
覚
と
意
欲
を
持
っ
て
職
務

に
邁
進
し
て
い
た
か
、
ま
た
、
仕
事
を
遂
行
す
る
際
、
ど
の
よ

う
に
努
力
し
行
動
し
た
か
に
つ
い
て
の
事
実
を
評
価
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
評
価
対
象
期
間
内
の
行
動
か
ら
、
や
る
気
や
勤
務
態

度
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
捉
え
て
評
価
す
る
も
の
で
す
。

○
「
能
力
評
価
」
と
は
、
評
価
対
象
と
な
る
一
定
期
間
に
お
い
て

部
下
に
期
待
し
要
求
し
た
能
力
発
揮
水
準
と
実
際
の
職
務
遂
行

に
お
け
る
能
力
発
揮
水
準
を
比
較
し
て
、
発
揮
し
た
能
力
の
水

準
は
ど
の
程
度
で
あ
る
か
に
つ
い
て
評
価
す
る
も
の
で
す
。

②
評
価
要
素
と
定
義

業
績
評
価
、
態
度
評
価
、
能
力
評
価
の
評
価
要
素
は
、
表
１
の

階
層
別
評
価
要
素
一
覧
表
に
示
す
と
お
り
で
す
が
、
職
位
（
階

層
）
別
に
、
組
織
内
の
役
割
の
違
い
を
反
映
し
て
、
評
価
要
素
や

評
価
の
重
点
（
ウ
エ
イ
ト
）
が
異
な
る
よ
う
に
設
定
し
ま
し
た
。

○
一
般
行
政
職
の
場
合
の
評
価
要
素
の
定
義

本
市
で
は
、
業
績
・
態
度
・
能
力
の
評
価
区
分
の
う
ち
、
表
２

に
掲
げ
る
評
価
要
素
ご
と
に
人
材
育
成
の
観
点
か
ら
必
要
な
態

度
や
能
力
を
身
に
付
け
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
評
価
し
ま

表１　小田原市人事評価の階層別評価要素一覧表

技能･労務職
消防職

（消防署上級
主査まで）

保育士･幼稚
園教諭 

（上級主査まで）

一般職７～
８級 

（課長補佐以上）

一般職５～
６級 

（担当主査･主幹）

一般職３～
５級の一部 
（主任･主査･上級主査）

一般職１～
２級 

（主事補･主事）
仕事の質 仕事の質 仕事の質 仕事の質 仕事の質 仕事の質 仕事の質 業績 

評価仕事の量 仕事の量 仕事の量 仕事の量 仕事の量 仕事の量 仕事の量
規律性 規律性 規律性 規律性 規律性 規律性

態度 
評価

責任性 責任性 責任性 責任性 責任性 責任性 責任性
協調性 協調性 協調性 協調性 協調性 協調性 協調性
挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）挑戦･工夫（積極性）

市民志向 経営感覚 経営感覚 コスト意識 市民志向
市民志向 市民志向

知識･技能 知識･技能 知識･技術力 知識･技術力 知識･技術力 知識･技術力 知識･技術力

能力 
評価

理解分析力 理解分析力 理解分析力 企画調整力 企画力 企画力
報告力 報告力 対応･表現力 決断力 判断力 理解分析力 理解分析力
注意力 現場対応力 包容力 渉外力 渉外力 折衝力 表現力
体力 体力 指導育成力 実行力 実行力 実行力

管理統率力 指導力
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10月評価

九
月
下
旬

第
二
次
評
価
者
へ
の
評
価
表
等
の
提
出

十
月
上
旬

調
整
者
へ
評
価
表
提
出

十
月
中
〜
下
旬

調
整
者
の
評
定
（
必
要
に
応
じ
て
評
価
者
間
の
調
整
）

十
一
月
一
日

職
員
課
に
帳
票
類
の
提
出

〜
年
内

評
価
表
に
基
づ
く
育
成
面
接

２月評価

一
月
上
旬

評
価
表
の
配
布
、
目
標
設
定
に
係
る
最
終
面
談
の
実
施

二
月
上
旬

第
二
次
評
価
者
へ
の
評
価
表
提
出

二
月
中
旬

調
整
者
へ
評
価
表
提
出

二
月
下
旬
〜
三
月
上
旬

調
整
者
の
評
定
（
必
要
に
応
じ
て
評
価
者
間
の
調
整
）

三
月
十
五
日

職
員
課
に
帳
票
類
の
提
出

三
月
中
旬
〜
下
旬

人
事
評
価
に
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
場
合
の
修
正

三
月
下
旬

評
価
表
に
基
づ
く
育
成
面
接

⑷
対
象
と
な
る
被
評
価
者
及
び
被
評
価
者
と
評
価
者
の
関
係

①
制
度
の
対
象
と
な
る
職
員

対
象
は
、市
立
病
院
の
医
療
職
（
医
師
・
看
護
師
・
技
師
等
）、

非
常
勤
特
別
職
（
嘱
託
職
員
）、
臨
時
職
員
及
び
育
児
休
業
、
休

職
あ
る
い
は
途
中
採
用
等
に
よ
り
評
価
対
象
期
間
に
お
け
る
勤
務

日
数
が
九
〇
日
未
満
と
な
る
職
員
を
除
く
す
べ
て
の
職
員
と
し
ま

す
。

②
被
評
価
者
と
評
価
者
・
調
整
者

被
評
価
者
と
評
価
者
・
調
整
者
の
関
係
は
表
５
の
と
お
り
で

す
。

表
５　

被
評
価
者
と
評
価
者･

調
整
者
〈
市
長
部
局
、
教
育
委
員

会
、
企
業
（
水
道
局
・
市
立
病
院
経
営
管
理
局
）
職
員
の

場
合
〉

被
評
価
者

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

調
整
者

上
級
主
査
以
下
の

職
員

主
幹
・
担
当
主

査
・
園
長

課
長
（
課
長
補

佐
）

部
長
（
次
長
）

主
幹
・
担
当
主

査
・
園
長

課
長
補
佐

課
長

部
長
（
次
長
）

課
長
補
佐

課
長

部
長
（
次
長
）

課
長

部
長
（
次
長
）

担
当
副
市
長

市
長

次
長

部
長

担
当
副
市
長

市
長

部
長

担
当
副
市
長

市
長

※
同
じ
所
属
に
お
い
て
、
評
価
者
と
な
る
職
に
あ
る
者
が
複
数
い
る
場
合
は
、
所
属

長
が
評
価
者
を
指
名
す
る
。

※
該
当
す
る
評
価
者
が
不
在
の
場
合
に
は
、
そ
の
上
位
者
が
代
行
す
る
。

※
（　

）
内
は
、
評
価
者
あ
る
い
は
調
整
者
の
補
助
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
者
及
び

調
整
者
を
補
佐
す
る
役
割
を
有
す
る
。

（
参
考
１　

評
価
者
と
調
整
者
の
役
割
に
つ
い
て
）

【
一
次
評
価
者
】

被
評
価
者
の
直
属
上
司
で
、
被
評
価
者
の
仕
事
や
服
務
に
対
し

助
言
・
指
導
を
す
る
立
場
に
あ
り
、
日
常
の
業
務
遂
行
場
面
を
共

に
す
る
こ
と
か
ら
、
職
場
に
お
け
る
行
動･

事
実
を
観
察
・
指
導

し
、
そ
の
結
果
を
指
導
観
察
記
録
と
し
て
残
し
、
さ
ら
に
被
評
価

者
の
自
己
評
価
や
面
談
結
果
を
集
約
し
、
評
価
す
る
役
割
が
あ
り

○
評
価
の
重
点
（
ウ
エ
イ
ト
）

評
価
の
重
点
（
ウ
エ
イ
ト
）
に
つ
い
て
は
、
表
３
に
示
す
と
お

り
、
職
の
階
層
に
応
じ
て
異
な
る
よ
う
に
定
め
ま
し
た
。「
◎
」

は
そ
の
階
層
で
最
も
重
視
す
る
も
の
を
、「
○
」
は
「
◎
」
に
次

い
で
重
視
す
る
も
の
を
、「
△
」
は
「
◎
」「
○
」
と
比
較
し
て
重

視
す
る
度
合
が
小
さ
い
も
の
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
管
理
職

は
結
果
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
点
で
仕
事
の
結
果
（
業
績
）
に

重
点
を
置
き
、
一
方
、
下
位
の
階
層
は
職
業
人
と
し
て
成
長
段
階

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
成
長
・
育
成
・
開
発
を
促
す
と
い
う
点
で
日

常
の
職
務
活
動
・
プ
ロ
セ
ス
に
重
点
を
置
い
て
評
価
し
ま
す
。

③
人
事
評
価
の
実
施
内
容
（
日
程
等
）

ア　

評
価
対
象
期
間
と
評
価
基
準
日

四
月
一
日
〜
九
月
三
〇
日
の
評
価
基
準
日
は
一
〇
月
一
日
と

し
、
一
〇
月
一
日
〜
一
月
三
一
日
の
評
価
基
準
日
は
二
月
一
日
と

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
二
月
一
日
〜
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
は
評

価
対
象
期
間
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
間
に
評
価
が
大
き
く

変
動
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
、
評
価
を
修
正
で
き
る
も
の
と
し
ま

す
。

イ　

評
価
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

人
事
評
価
は
、
次
の
表
４
に
示
す
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
い
ま

す
。

表
４　

人
事
評
価
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

区
分

実
施
時
期

内　
　
　

容

四
〜
五
月

当
年
度
の
職
務
に
関
す
る
目
標
設
定
面
談

八
月
下
旬

人
事
評
価
表
・
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
配
布

九
月
上
旬
〜
中
旬

中
間
面
談
、
第
一
次
評
価
者
へ
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
提
出

表３　評価の重点（ウエイト）

階　　　　層
発　揮　度保有・発現度

業　績勤務
態度

基本的
習得能力

精神的
習熟能力

一般職７～８級
（課長補佐以上の管理職）◎　40△　25○530

一般職５～６級
（主幹､担当主査等監督職）◎　35△　30○530

一般職３～５級の一部△　25◎　40○1025
一般職１～２級△　20◎　40◎1030
保育士・幼稚園教諭職
（上級主査以下）△　20◎　45○1025

消防職（上級主査以下）△　20○　35◎1035
技能・労務職△　20○　35◎1035
※表中の数字は点数配分。
※基本的習得能力とは､知識・技術力等の職務上必要な基
本的な能力を指す。
※精神的習熟能力とは､理解分析力・判断力・実行力・表
現力・折衝力等の課題解決と対人関係に必要な能力によ
って構成される能力のことを指す。 
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見
直
し　

⑼
情
報
発
信　

⑽
地
域
協
力　

⑾
新
規
事
業
展
開
・
新

制
度
導
入　

⑿
部
下
や
後
輩
の
指
導
・
育
成　

⒀
特
命
事
項
推
進

⒁
そ
の
他

【
中
間
面
談
・
最
終
面
談
】

中
間
面
談
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
（
様
式
４
、
様
式
５
参

照
）
の
作
成
面
談
の
際
に
併
せ
て
実
施
し
ま
す
。
最
終
面
談
は
二

月
評
価
を
行
う
前
ま
で
に
実
施
し
ま
す
。
一
次
評
価
者
は
被
評
価

者
と
面
談
の
上
、
次
の
①
〜
⑤
の
状
況
を
相
互
で
確
認
・
評
価
し

て
計
画
表
を
作
成
し
ま
す
。
ま
た
、
目
標
達
成
度
は
、
業
績
評
価

を
行
う
際
の
参
考
と
し
ま
す
。

①
目
標
達
成
度
の
正
確
な
把
握
（
進
捗
状
況
の
把
握
、
必
要
に
応

じ
た
目
標
等
の
修
正
）

②
よ
り
高
い
成
果
を
上
げ
る
た
め
の
改
善
策

③
職
務
遂
行
上
に
現
れ
る
長
所
・
短
所
の
認
識
と
、
向
上
と
改
善

に
必
要
な
指
導

④
執
務
環
境
そ
の
他

⑤
職
務
の
難
易
度
、
責
任
の
度
合
い
、
仕
事
の
成
果
、
取
組
姿

勢
、
能
力
発
揮
度
、
目
標
の
達
成
度
の
確
認

（
参
考
３　

指
導
観
察
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
）

人
事
評
価
を
正
し
く
行
い
、
正
し
く
部
下
に
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
に
は
、
評
価
対
象
と
思
わ
れ
る
行
動
を
忘
れ
て
し
ま
わ
ぬ
よ

う
、
指
導
観
察
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。（
様
式

略
）

三　

部
下
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に

⑴
人
事
評
価
の
原
則

評
価
は
被
評
価
者
の
職
位
（
階
層
）
等
に
応
じ
た
人
事
評
価
表

を
用
い
て
行
い
ま
す
が
、
人
事
評
価
に
当
た
り
、
評
価
者
は
次
に

示
す
二
つ
の
原
則
を
厳
守
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
絶
対
評
価
の
原
則

人
事
評
価
に
お
け
る
絶
対
評
価
と
は
、
被
評
価
者
の
評
価
期
間

内
の
行
動
事
実
と
業
績
を
客
観
的
に
把
握
し
て
、
そ
の
内
容
を
評

価
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

②
分
析
評
価
の
原
則

分
析
評
価
と
は
、
被
評
価
者
を
定
め
ら
れ
た
評
価
要
素
ご
と
に

評
価
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
要
素
別
に
分
析
的
に
評
価
し
た
結

果
は
、
最
終
的
に
は
総
合
評
価
と
な
り
ま
す
。

ま
す
。

【
二
次
評
価
者
】

一
次
評
価
者
の
重
要
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
行
動
事
実
を
評
価
基

準
に
基
づ
い
て
評
価
し
ま
す
が
、
一
次
評
価
者
と
評
価
が
異
な

る
場
合
は
、
調
整
す
る
役
割
を
持
ち
ま
す
。
ま
た
、
必
要
が
あ
れ

ば
、
一
次
評
価
者
又
は
被
評
価
者
と
確
認
の
た
め
の
面
談
を
行
い

ま
す
。

【
調
整
者
】

調
整
者
は
、
下
位
評
価
者
の
評
価
結
果
を
理
解
し
な
が
ら
行
動

事
実
を
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
評
価
し
ま
す
。
一
次
評
価
と
二
次

評
価
に
著
し
い
差
や
評
価
結
果
の
偏
り
が
あ
る
場
合
は
、
下
位
の

評
価
者
と
面
談
し
て
確
認
す
る
な
ど
調
整
す
る
役
割
を
持
ち
ま

す
。

【
補
助
者
】

補
助
者
に
指
定
さ
れ
た
者
は
、
評
価
や
調
整
に
当
た
り
、
評
価

者
や
調
整
者
か
ら
参
考
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
協
力
し
ま

す
。

（
参
考
２　

個
人
別
目
標
実
行
計
画
表
の
作
成
に
つ
い
て
）

職
員
と
上
司
が
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、

組
織
の
目
標
、
分
掌
事
務
等
を
確
認
し
合
う
こ
と
は
、
職
務
へ
の

理
解
及
び
相
互
の
信
頼
を
深
め
、
問
題
発
見
・
解
決
策
へ
の
積
極

的
参
加
を
促
進
し
、
組
織
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
正
し
い

評
価
を
行
う
た
め
に
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
一
次
評
価
者

は
被
評
価
者
と
の
間
で
年
度
内
に
三
回
、
目
標
の
設
定
及
び
そ
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
面
談
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
個
人
別
目
標

実
行
計
画
表
（
別
記
・
様
式
１
）
を
作
成
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の

計
画
表
作
成
の
対
象
と
な
る
職
員
（
被
評
価
者
）
は
一
般
職
給
料

表
⑴
及
び
⑵
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
ま
す
。

【
年
度
当
初
の
目
標
設
定
面
談
】

一
次
評
価
者
は
被
評
価
者
と
面
談
し
、
次
の
内
容
を
話
し
合
っ

た
上
で
今
年
度
の
目
標
を
設
定
し
、
計
画
表
を
作
成
し
ま
す
。

①
組
織
目
的
、
業
務
目
標
、
分
掌
事
務
の
確
認

②
職
務
の
実
情
に
あ
っ
た
「
今
年
度
の
目
標
」
の
設
定

次
に
掲
げ
る
、
⑴
〜
⒁
を
参
考
と
し
て
、「
重
点
目
標
」
欄
に

具
体
的
な
内
容
を
記
入
し
ま
す
。

⑴
接
客
態
度
・
市
民
対
応　

⑵
事
務
改
善　

⑶
経
費
削
減　

⑷

執
務
環
境
形
成　

⑸
組
織
統
率
力　

⑹
自
己
啓
発
・
知
識
（
技

術
）の
向
上 　

⑺
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
・
標
準
化　

⑻
制
度
改
革
・
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⑶
具
体
的
な
評
価
の
方
法

正
し
い
人
事
評
価
の
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
判
断
行
動
プ
ロ

セ
ス
を
守
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

①
第
一
ス
テ
ッ
プ
「
行
動
・
事
実
の
選
択
」

人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
事
項
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
具
体

的
な
職
務
遂
行
行
動
と
結
果
で
す
。
被
評
価
者
が
と
っ
た
具
体
的

な
諸
行
動
（
事
実
）
と
挙
げ
た
実
績
の
中
か
ら
、
評
価
要
素
に
照

ら
し
て
評
価
対
象
と
す
べ
き
事
柄
を
正
し
く
選
択
し
ま
す
。

②
第
二
ス
テ
ッ
プ
「
要
素
の
選
択
」

そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
要
素
の
定
義
、
着
眼
点
を
よ
く
理
解
し
た
上

で
、
評
価
対
象
と
す
べ
き
「
一
つ
の
行
動
・
事
実
」
を
最
も
妥
当

な
要
素
を
用
い
て
評
価
し
ま
す
。
な
お
、
評
価
対
象
と
し
た
「
一

つ
の
行
動
・
事
実
」
を
正
確
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
指
導
観
察

記
録
の
内
容
を
踏
ま
え
て
評
価
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
能
力
に

つ
い
て
は
、
被
評
価
者
の
仕
事
の
内
容
や
、
課
題
を
与
え
て
ど
の

よ
う
に
解
決
し
た
か
を
観
察
し
ま
す
。
ま
た
、
達
成
状
況
と
し
て

の
業
績
を
観
察
評
価
し
、
結
果
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返
り
、

発
揮
さ
れ
た
態
度
や
能
力
を
評
価
し
ま
す
。

③
第
三
ス
テ
ッ
プ
「
段
階
の
選
択
」
の
ポ
イ
ン
ト

被
評
価
者
一
人
ひ
と
り
の
行
動
を
評
価
要
素
ご
と
の
定
義
と
人

事
評
価
表
（
別
記
・
様
式
２
・
３
）
に
示
さ
れ
た
定
義
・
着
眼

点
を
確
認
し
て
評
価
要
素
に
結
び
つ
け
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
五
段
階

（「
５
」
か
ら
「
１
」
ま
で
）
の
中
か
ら
該
当
す
る
尺
度
を
選
択

し
ま
す
。
尺
度
の
「
３
」
は
「
ほ
ぼ
評
価
者
（
組
織
）
が
期
待
し

た
と
お
り
」
を
意
味
し
ま
す
。「
期
待
ど
お
り
」
と
は
、
複
数
い

る
職
員
の
「
平
均
レ
ベ
ル
」
で
は
な
く
、「
時
に
は
指
導
を
必
要

と
し
て
も
業
務
に
支
障
が
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。

⑷
評
価
者
の
役
割
、
評
価
の
際
に
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

部
下
に
動
機
付
け
た
り
、
指
揮
命
令
す
る
と
い
っ
た
一
連
の
人

事
管
理
は
、
管
理
者
の
職
責
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
人
事
評
価
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
人
事
管
理

を
行
う
上
で
極
め
て
重
要
で
す
。
そ
こ
で
、
管
理
者
は
以
下
に
示

す
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
評
価
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
評
価
者
と
し
て
自
ら
が
果
た
す
べ
き
役
割
・
使
命

評
価
者
の
最
大
の
仕
事
は
、
被
評
価
者
の
指
導
・
育
成
と
、
こ

れ
に
よ
る
職
務
の
効
果
的
な
遂
行
、
そ
し
て
、
組
織
目
標
の
達
成

⑵
評
価
要
素

人
事
評
価
は
、
表
１
「
階
層
別
評
価
要
素
一
覧
表
」
に
示
し
た

と
お
り
、
業
績
・
態
度
・
能
力
の
三
つ
の
側
面
か
ら
行
い
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
注
意
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
業
績
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

業
績
評
価
の
対
象
は
、
評
価
期
間
内
の
業
績
が
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
被
評
価
者
に
割
り
当
て
た
職
務
課
題
の
難
易
度
や
被
評

価
者
の
保
有
す
る
能
力
水
準
と
は
別
の
も
の
と
し
て
分
け
て
評
価

し
ま
す
。
被
評
価
者
が
担
当
し
て
い
る
仕
事
の
範
囲
と
そ
の
遂
行

責
任
を
決
定
し
、
年
度
当
初
に
本
人
に
徹
底
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
す
。
仕
事
の
明
確
な
割
り
当
て
と
達
成
内
容
の
設
定
が
な
さ

れ
な
い
と
曖
昧
な
評
価
と
な
り
や
す
く
、
評
価
者
、
被
評
価
者
の

両
者
に
と
っ
て
納
得
の
い
か
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

②
態
度
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

定
め
ら
れ
た
評
価
期
間
に
お
け
る
職
務
遂
行
に
伴
っ
て
認
め
ら

れ
た
諸
態
度
の
う
ち
、
職
務
に
関
係
が
あ
る
も
の
だ
け
を
評
価
の

材
料
と
し
ま
す
。
態
度
は
場
面
、
環
境
に
よ
っ
て
常
に
変
化
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
お
お
よ
そ
定
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
評
価
し

ま
す
。
特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
評
価
し
た
り
、
最
近

起
き
た
こ
と
を
大
き
く
と
り
あ
げ
て
評
価
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

③
能
力
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

被
評
価
者
が
職
務
を
遂
行
す
る
場
面
や
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
発
揮

し
た
能
力
の
状
態
を
評
価
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
難
易
度
の
仕
事

を
ど
の
よ
う
に
達
成
し
て
い
る
か
、
市
民
協
力
の
度
合
い
や
職
場

内
の
協
力
体
制
な
ど
の
環
境
、
業
務
を
単
独
で
任
せ
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
併
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
よ
り

的
確
に
評
価
で
き
ま
す
。

「
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」「
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
推

測
で
評
価
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
業
績
（
職
務
遂
行
実
績
）
と

職
務
遂
行
能
力
の
保
有
度
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
業
績
評
価
と
能
力
評
価
は
、
分
け
て
観
察
す
る
姿
勢
が
必
要

で
す
。

④
評
価
要
素
と
は

正
し
く
人
を
評
価
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
に
対
し
、
何

を
ど
の
程
度
期
待
し
、
要
求
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
示
し
た
統
一

の
「
モ
ノ
サ
シ
（
評
価
要
素
）」
と
「
タ
ン
イ
（
評
価
基
準
）」
が

必
要
で
す
。
評
価
者
は
、
こ
れ
ら
評
価
要
素
と
評
価
基
準
を
十
分

に
理
解
し
て
評
価
し
ま
す
。
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で
す
。
つ
ま
り
評
価
者
の
役
割
は
、「
人
を
育
て
る
」、「
人
を
活

か
す
」、「
や
る
気
を
出
さ
せ
る
」、「
内
容
の
あ
る
仕
事
に
導
く
」

こ
と
で
あ
り
、
評
価
す
る
こ
と
だ
け
が
評
価
者
の
仕
事
で
は
な
い

こ
と
を
常
に
理
解
し
て
、
努
め
て
被
評
価
者
に
対
し
て
公
平
に
接

し
、
正
し
く
観
察
し
、
公
平
に
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ

し
て
、
評
価
者
は
組
織
目
標
等
を
明
確
に
被
評
価
者
に
示
し
、
向

か
う
べ
き
方
向
や
そ
の
量
（
ベ
ク
ト
ル
）
を
定
め
る
役
目
を
持
ち

ま
す
。

ま
た
、
人
事
評
価
を
心
の
通
っ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
被

評
価
者
を
公
正
か
つ
厳
正
に
評
価
し
、
評
価
結
果
を
指
導
・
育
成

と
い
う
面
か
ら
、
わ
か
り
や
す
く
温
か
い
目
線
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
す
る
と
い
っ
た
意
識
も
必
要
で
す
。

②
間
違
っ
た
評
価
に
し
な
い
た
め
の
留
意
点

評
価
者
は
自
分
の
行
っ
た
評
価
に
対
し
て
責
任
を
持
ち
、
日
頃

よ
り
評
価
能
力
を
高
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日

頃
か
ら
被
評
価
者
を
意
識
的
に
観
察
し
、
必
要
な
場
合
は
記
録
を

残
し
て
お
き
ま
す
。
人
事
評
価
の
時
期
が
来
て
か
ら
慌
て
て
被
評

価
者
を
観
察
す
る
の
で
は
正
し
い
評
価
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
評
価
す
る
上
で
の
ル
ー
ル

評
価
上
の
基
本
的
・
共
通
的
な
約
束
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

ア　

人
事
評
価
の
た
め
の
取
材
範
囲
は
狭
い
範
囲
で
考
え
る

評
価
は
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
被
評
価
者
の
日
常
の
職
務
遂
行

場
面
に
お
け
る
具
体
的
な
職
務
遂
行
行
動
に
限
定
し
て
行
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
評
価
期
間
以
外
の
時
期
に
あ
っ
た
業
績
そ
の

他
の
事
実
は
評
価
対
象
と
し
ま
せ
ん
。

イ　

評
価
要
素
と
評
価
基
準
を
尺
度
と
し
て
評
価
す
る

人
事
評
価
は
評
価
者
が
個
々
に
も
っ
て
い
る
人
生
観
や
価
値
観

に
準
じ
て
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
組
織
が
定
め
た
評
価
要
素
と

評
価
基
準
に
沿
っ
て
評
価
し
ま
す
。

⑸
総
合
評
価
の
方
法

評
価
要
素
別
に
評
価
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
点
を
合
計
し

て
総
合
点
（
百
点
満
点
）
を
出
し
ま
す
。
そ
の
後
、
総
合
点
を
人

事
評
価
表
に
示
さ
れ
た
「
総
合
評
価
の
基
準
」
と
比
較
し
、「
Ａ
」

〜
「
Ｅ
」
ま
で
の
総
合
評
価
を
し
ま
す
。
評
価
が
終
了
し
た
ら
、

速
や
か
に
直
属
の
上
司
に
人
事
評
価
表
を
提
出
し
ま
す
。

【
評
価
尺
度
】
Ａ
85
点
以
上　

Ｂ
75
点
〜
84
点　

Ｃ
60
点
〜
74

点　

Ｄ
50
点
〜
59
点　

Ｅ
49
点
以
下

⑹
総
合
評
価
の
活
用
方
法

評
価
結
果
の
処
遇
面
で
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る

「
昇
格
、
昇
給
及
び
勤
勉
手
当
支
給
率
の
運
用
基
準
」
に
よ
り
ま

す
が
、
評
価
結
果
の
活
用
方
法
の
基
本
的
な
考
え
方
は
次
の
と
お

り
で
す
。

○
勤
勉
手
当
へ
の
成
績
率
の
反
映

人
事
評
価
制
度
の
評
価
結
果
を
参
考
と
し
、
決
定
し
ま
す
。
一

二
月
期
の
勤
勉
手
当
は
一
〇
月
評
価
を
、
六
月
期
の
勤
勉
手
当
は

前
年
度
の
二
月
評
価
を
参
考
と
し
、
成
績
率
に
反
映
し
ま
す
。

○
査
定
昇
給
の
昇
給
幅
（
何
号
給
昇
給
さ
せ
る
か
）
の
決
定

人
事
評
価
制
度
の
評
価
結
果
（
前
年
度
の
二
月
評
価
と
当
年
度

の
一
〇
月
評
価
）
を
参
考
と
し
、
決
定
し
ま
す
。

○
昇
格
の
際
の
基
準

昇
格
判
定
年
度
の
一
〇
月
評
価
を
最
終
と
す
る
過
去
六
回
の
評

価
結
果
を
基
に
、
昇
格
の
適
否
を
決
定
し
ま
す
。

四　

育
成
面
接
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
面
接
）
に
つ
い
て

人
事
評
価
に
お
け
る
育
成
面
接
の
ね
ら
い
（
目
的
）

面
接
と
は
、
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
面
接
者
と
被
面

接
者
が
顔
を
あ
わ
せ
て
対
話
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
職
場
に

お
い
て
は
、
上
司
と
部
下
が
直
接
顔
を
あ
わ
せ
て
仕
事
の
目
的
を

話
し
合
っ
た
り
、
情
報
交
換
し
た
り
、
一
緒
に
問
題
解
決
に
あ
た

る
と
い
っ
た
「
場
＝
機
会
」
を
指
し
ま
す
。

部
下
の
職
務
の
遂
行
結
果
に
つ
い
て
、
部
下
本
人
及
び
上
司
が

と
も
に
考
え
、
相
互
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
結
果
に
至
る
原
因

に
つ
い
て
分
析
・
反
省
す
る
こ
と
で
、
以
後
の
業
務
改
善
や
Ｏ
Ｊ

Ｔ
・
研
修
・
自
己
啓
発
の
プ
ラ
ン
づ
く
り
、
さ
ら
に
は
今
後
の
能

力
向
上
・
人
材
育
成
の
方
策
や
目
標
の
方
向
づ
け
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
面
接
し
ま
す
。
部
下
が
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
は
、

担
当
す
る
仕
事
に
対
し
て
自
己
所
有
観
を
持
っ
て
自
律
的
に
職
務

に
取
り
か
か
り
、
努
力
し
た
末
に
目
標
を
達
成
し
、
そ
の
遂
行
過

程
に
お
い
て
自
己
の
成
長
と
充
実
感
を
感
じ
た
場
合
に
お
い
て
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
面
接
者
で
あ
る
上
司
は
、
そ
の
目
的
の
達
成

の
た
め
に
面
接
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
面
接
技
術
を
体
得
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

人
事
評
価
で
行
う
育
成
面
接
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
面
接
）
の
主

な
ね
ら
い
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

ア　

上
司
と
部
下
の
相
互
信
頼
に
基
づ
く
協
力
関
係
を
つ
く
る
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イ　

人
事
評
価
の
目
的
・
方
法
を
部
下
に
理
解
し
て
も
ら
う

ウ　

仕
事
に
対
す
る
自
己
所
有
観
を
持
た
せ
る

エ　

情
報
と
技
術
の
共
有
化
を
図
る

オ　

能
力
開
発
に
向
け
て
自
己
啓
発
の
動
機
付
け
を
行
う

五　

キ
ャ
リ
ア
開
発
制
度
に
つ
い
て

人
事
評
価
制
度
は
、
能
力
開
発
、
組
織
の
活
性
化
、
職
場
モ
ラ

ー
ル
の
向
上
等
を
目
指
し
て
、
公
正
な
人
事
管
理
を
行
う
た
め
の

制
度
で
す
が
、
一
層
の
公
正
さ
及
び
個
人
の
能
力
開
発
、
組
織
の

活
性
化
、
職
場
モ
ラ
ー
ル
の
向
上
等
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
本

市
で
は
従
前
の
自
己
申
告
制
度
を
見
直
し
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

「
キ
ャ
リ
ア
開
発
制
度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

⑴
キ
ャ
リ
ア
開
発
制
度
の
目
的

本
市
は
こ
れ
ま
で
も
、
自
己
申
告
制
度
に
よ
り
、
職
員
一
人
ひ

と
り
の
人
事
異
動
の
希
望
や
職
場
満
足
度
等
の
意
見
を
聴
取
し
て

き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
情
報
は
人
事
部
門
で
の
部
外
秘
扱
い

で
あ
っ
た
た
め
、「
自
己
申
告
が
人
事
に
反
映
さ
れ
な
い
」、
「
自

分
の
キ
ャ
リ
ア
が
生
か
せ
な
い
」
な
ど
の
不
満
や
、
上
司
が
部
下

の
キ
ャ
リ
ア
開
発
（
仕
事
を
通
じ
職
員
の
成
長
を
促
す
）
を
積
極

的
に
支
援
で
き
な
い
原
因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
組
織
の
能
力
を

最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
に
は
、
職
員
が
自
分
を
生
か
せ
る
場
所
で

生
き
生
き
と
働
く
こ
と
、
自
ら
の
責
任
で
知
識
や
能
力
を
身
に
付

け
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
部
下
の
キ
ャ
リ
ア
開

発
、
職
務
満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
上
司
も
積
極
的
に

行
動
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
申
告
制
度
の
内
容
に
準
じ
て

作
成
す
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
（
別
記
・
様
式
４
・
５
）
を
通

じ
、
上
司
と
部
下
が
面
談
の
上
、
今
後
の
能
力
開
発
の
方
向
性
、

人
事
異
動
の
考
え
方
等
を
ま
と
め
、
人
事
部
門
に
提
出
す
る
こ
と

で
、
人
事
管
理
を
実
り
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の

で
す
。
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
に
よ
り
上
司
は
、
職
員
の
能
力
、

適
性
や
異
動
希
望
等
を
的
確
に
把
握
で
き
、
職
員
個
々
の
育
成
を

進
め
る
と
共
に
仕
事
へ
の
や
り
が
い
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
組
織
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

⑵
実
施
時
期
及
び
対
象
者

【
実
施
時
期
】

毎
年
一
回
（
年
度
上
期
の
人
事
評
価
時
に
合
わ
せ
実
施
）

【
対
象
者
】

人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
課
長
補
佐
級
以
下
の
職
員

⑶
キ
ャ
リ
ア
開
発
面
談
で
の
注
意
点

上
司
は
、
部
下
が
作
成
し
た
キ
ャ
リ
ア
開
発
シ
ー
ト
に
つ
い
て

面
談
を
実
施
し
、
担
当
業
務
や
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、

部
下
の
考
え
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
ま
す
。

申
告
内
容
に
は
、
上
司
に
向
け
ら
れ
た
不
満
や
希
望
も
多
く
含

ま
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
権
限
の
中
で
回

答
で
き
る
も
の
は
速
や
か
に
回
答
し
ま
す
。
回
答
で
き
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
必
要
な
調
整
や
確
認
を
取
っ
て
か
ら
回
答
し
ま

す
。「

キ
ャ
リ
ア
開
発
」
に
は
様
々
な
考
え
が
あ
り
ま
す
が
、「
自

分
の
価
値
観
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
自
ら
の
意
志
で
目
指
す
職

位
・
職
務
内
容
を
選
択
し
、
意
味
の
あ
る
経
験
を
重
ね
な
が
ら
自

分
自
身
の
能
力
を
磨
い
て
い
く
こ
と
」
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま

す
。

六　

今
後
の
課
題

様
々
な
市
民
の
要
請
や
期
待
に
的
確
に
対
処
し
て
い
く
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
職
員
の
政
策
形
成
能
力
や
説
明
責
任
能

力
、
窓
口
で
の
対
応
力
や
対
外
折
衝
力
な
ど
の
能
力
開
発
、
そ
し

て
何
よ
り
も
意
識
改
革
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
平

成
一
八
年
度
か
ら
導
入
し
た
新
人
事
評
価
制
度
に
よ
り
、
横
並
び

的
な
人
事
管
理
か
ら
能
力
・
業
績
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
シ
フ
ト

し
、
評
価
結
果
の
本
人
開
示
、
育
成
面
接
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
制
度

等
を
導
入
で
き
た
点
で
は
、
始
め
の
一
歩
が
踏
み
出
せ
た
と
思
い

ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
評
価
制
度
に
こ
れ
で
完
璧
と
い
う
も
の
は
な

い
わ
け
で
、「
評
価
の
実
施
及
び
処
遇
へ
の
反
映
」
に
関
し
て
職

員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
中
に
は
、「
勤
務
成
績
に
応
じ
て
給

与
面
の
処
遇
で
一
定
の
格
差
が
出
る
の
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、

そ
の
格
差
の
程
度
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
何
よ
り
も

自
分
に
対
す
る
評
価
が
果
た
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
の
か
疑
問

で
あ
る
。」
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。　

今
後
も
引
き
続
き
、
職
員
の
意
識
が
高
ま
る
こ
と
が
制
度
定
着

の
一
つ
の
尺
度
に
な
る
と
考
え
、
職
員
の
様
々
な
声
を
踏
ま
え
つ

つ
、
管
理
・
監
督
者
を
対
象
と
し
た
評
価
者
研
修
の
拡
充
等
を
行

い
、
評
価
者
と
し
て
の
取
組
姿
勢
、
制
度
の
理
解
不
足
に
対
処
す



46地方公務員月報　平成20年 1 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

47 地方公務員月報　平成20年 1 月号

《特集》～人事評価制度の実例①～

る
と
と
も
に
、
処
遇
反
映
面
で
の
見
直
し
等
を
図
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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B
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���様式５ 一　

は
じ
め
に

二
一
世
紀
を
迎
え
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
め
ま
ぐ

る
し
く
変
化
し
、
行
政
需
要
が
、
ま
す
ま
す
多
様
化
、
高
度
化
、

複
雑
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
地
方
分
権
の
進
展
に
よ
り

行
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
行
政
が
、
市
民
の
声
を
的
確
か
つ
迅

速
に
把
握
し
、
政
策
に
反
映
さ
せ
、
豊
か
な
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
市
の
目
標
を
十

分
に
理
解
し
、
自
ら
進
ん
で
考
え
、
実
行
す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と

が
今
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

当
市
で
は
、
こ
う
し
た
職
員
の
育
成
及
び
職
員
の
意
欲
の
向
上

を
図
る
た
め
、
平
成
一
五
年
三
月
に
「
人
材
戦
略
プ
ラ
ン
」
を
策

定
し
、
職
員
の
目
指
す
職
員
像
と
し
て
、

・
市
民
起
点
の
発
想
に
立
ち
、
主
体
的
に
考
え
る
職
員

・
新
た
な
課
題
へ
の
挑
戦
意
欲
と
行
動
力
の
あ
る
職
員

・
ス
ピ
ー
ド
感
と
コ
ス
ト
意
識
を
持
ち
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
職

員

岐
阜
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て

岐
阜
市
行
政
管
理
部
人
事
室

009727
長方形
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���様式５一　

は
じ
め
に

二
一
世
紀
を
迎
え
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
め
ま
ぐ

る
し
く
変
化
し
、
行
政
需
要
が
、
ま
す
ま
す
多
様
化
、
高
度
化
、

複
雑
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
地
方
分
権
の
進
展
に
よ
り

行
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
行
政
が
、
市
民
の
声
を
的
確
か
つ
迅

速
に
把
握
し
、
政
策
に
反
映
さ
せ
、
豊
か
な
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
市
の
目
標
を
十

分
に
理
解
し
、
自
ら
進
ん
で
考
え
、
実
行
す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と

が
今
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

当
市
で
は
、
こ
う
し
た
職
員
の
育
成
及
び
職
員
の
意
欲
の
向
上

を
図
る
た
め
、
平
成
一
五
年
三
月
に
「
人
材
戦
略
プ
ラ
ン
」
を
策

定
し
、
職
員
の
目
指
す
職
員
像
と
し
て
、

・
市
民
起
点
の
発
想
に
立
ち
、
主
体
的
に
考
え
る
職
員

・
新
た
な
課
題
へ
の
挑
戦
意
欲
と
行
動
力
の
あ
る
職
員

・
ス
ピ
ー
ド
感
と
コ
ス
ト
意
識
を
持
ち
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
職

員

岐
阜
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て

岐
阜
市
行
政
管
理
部
人
事
室

009727
長方形
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を
掲
げ
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
、「
研
修
」「
異
動
」「
評
価
」

「
処
遇
」
な
ど
の
各
制
度
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
見
直
す
と
と

も
に
、
人
事
制
度
の
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と

と
し
ま
し
た
。

こ
の
基
本
方
針
を
受
け
、
平
成
一
五
年
四
月
に
「
目
標
管
理
制

度
」
を
、
平
成
一
六
年
四
月
に
「
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制

度
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
新
し
い
人
事
制
度
の
基
幹
と
な

る
人
事
考
課
制
度
は
、
そ
の
内
容
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
考
課
基

準
・
考
課
方
法
な
ど
を
明
確
に
し
、「
目
標
管
理
」
の
手
法
を
活

用
し
た
業
績
に
重
点
を
置
い
た
評
価
を
行
う
こ
と
で
、
職
員
の
職

務
に
対
す
る
意
欲
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
職
務
執
行
状
況
と

成
果
を
公
正
か
つ
適
正
に
把
握
し
、
職
員
の
能
力
開
発
、
指
導
育

成
及
び
公
正
な
任
用
に
活
用
す
る
も
の
で
す
。

当
市
の
人
事
考
課
制
度
は
、
従
前
の
勤
務
成
績
を
評
定
す
る
際

に
見
受
け
ら
れ
た
管
理
的
で
一
方
的
な
側
面
を
見
直
し
、
双
方
向

の
過
程
を
通
し
て
人
材
育
成
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
組
織
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

以
下
、
当
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
の
概
要
を
説

明
す
る
と
と
も
に
、
導
入
後
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
も
簡
単
に
述

べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　

目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
の
特
徴

当
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
に
は
、
以
下
に
掲
げ

る
五
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

⑴　

制
度
の
公
開
と
考
課
項
目
の
明
確
化

考
課
項
目
ご
と
の
定
義
や
着
眼
点
を
具
体
的
に
表
現
し
た
「
人

事
考
課
票
」（
資
料
１
）
及
び
職
位
に
応
じ
た
必
要
能
力
を
定
め

た
「
役
割
定
義
表
」
を
全
職
員
に
公
開
し
、
人
事
考
課
に
対
す
る

透
明
性
、
納
得
性
を
高
め
、
職
員
の
能
力
開
発
意
欲
の
向
上
を
図

っ
て
い
ま
す
。

⑵　

客
観
的
事
実
に
基
づ
い
た
考
課

考
課
者
は
、
被
考
課
者
の
日
常
の
職
務
に
係
る
事
実
を
「
執
務

状
況
記
録
書
」
に
記
録
し
、
指
導
・
育
成
に
活
用
す
る
と
と
も

に
、
考
課
の
客
観
性
を
高
め
て
い
ま
す
。

⑶　

面
談
を
通
じ
た
人
材
育
成

考
課
者
は
、
被
考
課
者
に
対
し
て
日
常
的
な
指
導
を
行
う
と
と

も
に
、
育
成
の
た
め
の
面
談
を
実
施
し
、
考
課
に
よ
り
明
ら
か
に

さ
れ
た
長
所
・
短
所
や
育
成
す
べ
き
点
に
つ
い
て
本
人
へ
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
材
育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

⑷　

挑
戦
加
点
主
義
の
考
課

高
い
目
標
に
対
し
て
果
敢
に
挑
戦
す
る
職
員
を
高
く
評
価
す
る

挑
戦
加
点
主
義
の
人
事
考
課
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
意
識
の
向
上
と
そ
れ
を
生
み
出
す
組
織
風
土
の
醸

成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

⑸　

目
標
管
理
手
法
の
導
入

組
織
の
基
本
使
命
や
組
織
目
標
及
び
そ
の
設
定
プ
ロ
セ
ス
を
示

す
こ
と
に
よ
り
、
組
織
全
体
の
方
向
性
の
明
確
化
と
目
標
の
共
有

化
を
図
り
、
組
織
の
活
性
化
及
び
職
員
の
能
力
向
上
を
図
っ
て
い

ま
す
。

三　

具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て

目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課

制
度
の
運
用
の
流
れ
は
、
概

ね
、
以
下
の
図
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

⑴　

対
象
職
員

対
象
と
な
る
職
員
は
、
教
育

職
（
幼
稚
園
教
員
を
除
く
。）

及
び
休
職
、
育
児
休
業
等
に
よ

り
考
課
期
間
が
三
か
月
に
満
た

な
い
職
員
を
除
く
全
て
の
職
員

で
す
。

⑵　

考
課
者

考
課
者
は
、
次
の
「
考
課
者

体
系
」
の
と
お
り
と
し
、
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
公
正
、
公
平

課
題
等
の
洗
い
出
し

育成・指導、執務状況の記録 

組
織
目
標
の
設
定

個
人
目
標
の
設
定

目
標
設
定
面
談

中
間
フ
ォ
ロ
ー
面
談

達
成
・
考
課
面
談

処
遇
等
へ
の
活
用
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性
を
確
保
す
る
た
め
、
多
段
階
で
の
考
課
、
調
整
を
行
う
仕
組
み

と
し
て
い
ま
す
。

考
課
者
体
系

被
考
課
者

考　
　

課　
　

者

第
１
次

考
課
者

第
２
次

考
課
者

第
１
次

調
整
者

第
２
次

調
整
者

最　

終

決
定
者

部
長
級
の
職
員

副 
市 
長

―
―

―

市　

長

室
長
級
の
職
員

部　
　

長

―

人
事
担
当

部　
　

長

副 

市 

長

そ
の
他
の
職
員

室　
　

長

部　
　

長

人
事
担
当

室　
　

長

人
事
担
当

部　
　

長

⑶　

目
標
管
理
制
度
に
つ
い
て

目
標
管
理
制
度
は
、
人
事
考
課
の
考
課
項
目
の
一
つ
で
あ
る
業

績
を
評
価
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。
本
市
の
目
標
管
理
制
度
は
、
単
に

個
人
の
業
績
を
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、

・
部
や
室
の
組
織
目
標
を
個
人
目
標
へ
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

組
織
の
方
針
の
浸
透
・
徹
底
を
図
る
こ
と

・
各
個
人
が
主
体
的
に
目
標
設
定
に
参
画
し
、
上
司
と
部
下
と
の

間
で
目
標
や
評
価
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仕
事
へ

の
動
機
付
け
を
促
す
こ
と

・
個
人
目
標
管
理
票
を
上
司
と
部
下
と
の
共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
、
目
標
設
定
、
中
間
フ
ォ
ロ
ー
、
達
成

面
談
等
に
よ
り
、
職
員
の
育
成
及
び
業
務
の
進
行
管
理
を
図
る

こ
と

な
ど
も
重
要
な
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
組
織
の
活

性
化
、
職
員
の
意
識
改
革
と
能
力
の
向
上
、
事
務
事
業
の
適
切
な

進
行
管
理
を
図
り
、
成
果
の
拡
大
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目

指
す
も
の
で
す
。

目
標
管
理
制
度
に
お
け
る
「
目
標
の
設
定
」
か
ら
「
達
成
状
況

の
確
認
」
ま
で
の
手
順
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

目
標
の
設
定
か
ら
達
成
状
況
の
確
認
ま
で
の
手
順

時
期

項　

目

内　
　

容

２月～３月

①
部
目
標
設
定

（
作
成
者
：
部
長
）

◇
部
長
は
、
組
織
目
標
（
総
合
計
画
・
市
政
方
針

等
）
に
基
づ
き
、
ま
た
、
各
室
長
の
意
見
を
踏

ま
え
、「
部
の
組
織
の
重
点
目
標
設
定
票
」（
資

料
２
）
を
作
成
す
る
。

②
室
目
標
設
定

（
作
成
者
：
室
長
）

◇
室
長
は
、「
部
の
組
織
の
重
点
目
標
設
定
票
」

に
基
づ
き
、
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
等
の

意
見
を
踏
ま
え
、「
室
の
組
織
の
重
点
目
標
設

定
票
」
を
作
成
す
る
。
ま
た
、
室
員
か
ら
提
案

さ
れ
た
目
標
等
も
、
必
要
に
応
じ
て
室
の
組
織

目
標
と
し
て
追
加
す
る
。

③
室
目
標
の
共
有
化

（
実
施
者
：
室
長
）

◇
室
長
は
、
自
ら
設
定
し
た
「
室
の
組
織
の
重
点

目
標
設
定
票
」
を
室
内
会
議
等
に
お
い
て
、
全

室
員
に
内
容
を
よ
く
説
明
し
、
共
有
化
を
図

る
。

４月～５月

④
グ
ル
ー
プ
目
標
設
定

（
作
成
者
：

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
）

◇
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、「
室
の
組
織
の
重
点

目
標
設
定
票
」
及
び
グ
ル
ー
プ
員
と
の
協
議
に

よ
り
、「
グ
ル
ー
プ
の
重
点
目
標
設
定
票
」
を

作
成
す
る
。

⑤
個
人
目
標
設
定

（
作
成
者
：
全
職
員
）

◇
職
員
は
、
組
織
や
グ
ル
ー
プ
の
重
点
目
標
設
定

票
に
掲
げ
ら
れ
た
職
務
目
標
に
、
各
個
人
が
独

自
に
設
定
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
を
加
え
、

「
個
人
目
標
管
理
票
」（
資
料
３
）
を
作
成
す

る
。

⑥
目
標
設
定
面
談

（
面
談
者
：
部
、
室
長
）

（
被
面
談
者
：
全
職
員
）

◇
部
、
室
長
は
、「
個
人
目
標
管
理
票
」、
組
織
の

重
点
目
標
等
を
も
と
に
面
談
を
行
い
、
目
標
の

確
認
・
助
言
・
指
導
を
し
な
が
ら
部
下
の
個
人

目
標
を
決
定
す
る
。

期間中

⑦
目
標
遂
行

（
対
象
者
：
全
職
員
）

◇
職
員
は
、
設
定
し
た
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、

職
務
遂
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
、
所
属
長
か
ら
助
言
・
指
導
を
受
け
る
。

⑧
中
間
フ
ォ
ロ
ー
面
談

（
面
談
者
：
部
、
室
長
）

（
被
面
談
者
：
全
職
員
）

◇
部
、
室
長
は
、
職
員
の
目
標
の
達
成
に
向
け
て

面
談
を
行
い
、
目
標
の
達
成
状
況
を
確
認
・
把

握
し
、
必
要
な
助
言
・
指
導
を
行
う
。

１月

⑨
目
標
達
成
面
談

（
面
談
者
：
部
、
室
長
）

（
被
面
談
者
：
全
職
員
）

◇
職
員
は
、
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
に
対
し

て
「
個
人
目
標
管
理
票
」
の
中
で
自
己
評
価

（
達
成
度
評
価
）
を
行
う
。

◇
部
、
室
長
は
、
自
己
評
価
さ
れ
た
「
個
人
目
標

管
理
票
」
や
自
ら
記
録
し
た
「
執
務
状
況
記
録

書
」
等
を
も
と
に
、
部
下
と
面
談
を
行
い
、
目

標
の
達
成
状
況
の
相
互
確
認
及
び
職
務
遂
行
上

の
指
導
・
助
言
を
行
う
。

①　

部
、
室
の
組
織
目
標
の
設
定

「
組
織
の
重
点
目
標
設
定
票
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
部

長
及
び
室
長
は
、
ま
ず
、
総
合
計
画
、
市
政
方
針
、
経
営
資
源
な

ど
を
整
理
し
た
上
で
、
所
属
職
員
等
と
協
議
し
て
組
織
の
課
題
を

導
き
出
し
ま
す
。
次
に
、
導
き
出
し
た
組
織
の
課
題
を
室
員
に
提

案
す
る
と
と
も
に
、
室
員
か
ら
も
改
善
・
懸
案
事
項
を
出
さ
せ
る

な
ど
意
見
交
換
を
活
発
に
行
い
、
課
題
の
全
て
を
整
理
し
ま
す
。

そ
の
上
で
、
室
員
と
の
意
見
調
整
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
年
度
で
重

点
的
に
取
り
組
む
組
織
の
目
標
を
決
定
し
ま
す
。

組織の課題

Ａ．市長

Ｂ．上司 

○市長の方針
・総合計画の基本施策
・行政経営課題

○上司の方針
・行政経営課題を具体化した課題

・住民、議会、地域法
　人からの要望
・国、県、他市町村か
　らの要望

・一緒に取り組まなければ
実現できない事柄
・主管部局として当然に果
たすべき事柄

Ｅ．自分の改善改
革課題 

・自らが取り組まなければなら
ないと考えている事柄
・部下からの改善要望

部下 

Ｄ．組織外部 Ｃ．他部門 

（組織目標設定の考え方）
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②　

個
人
目
標
の
決
定

「
個
人
目
標
管
理
票
」
に
は
、「
組
織
の
重
点
目
標
設
定
票
」
に

記
載
さ
れ
た
担
当
す
る
重
点
目
標
の
中
か
ら
優
先
順
位
の
高
い
四

つ
の
目
標
と
通
常
業
務
の
目
標
の
計
五
つ
の
個
人
目
標
を
設
定
し

ま
す
。

各
目
標
に
は
、「
い
つ
ま
で
に
」（
年
度
末
又
は
目
標
の
終
期
設

定
を
し
た
期
日
を
記
入
）、
「
ど
の
程
度
ま
で
」（
「
期
待
通
り
達
成

で
き
た
」状
態
・
状
況
が
判
断
で
き
る
基
準
を
具
体
的
に
記
入
）、

「
ど
の
よ
う
に
」（
目
標
達
成
の
た
め
の
手
段
・
方
法
を
記
入
）
を

達
成
基
準
と
し
て
明
確
に
し
、
考
課
者
と
被
考
課
者
の
協
議
に
よ

り
決
定
し
ま
す
。

な
お
、
通
常
業
務
の
目
標
は
、
複
数
の
目
標
を
列
記
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

③　

目
標
ウ
エ
イ
ト
の
決
定

設
定
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
は
、
合
計
が
一
〇
〇
％
と
な
る
よ

う
に
年
間
仕
事
量
の
ウ
エ
イ
ト
（
比
率
）
を
配
分
し
ま
す
。
ウ
エ

イ
ト
の
配
分
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
目
標
相
互
間
の
重
要
性
（
目

標
の
優
先
度
や
影
響
度
等
）
と
従
事
負
荷
量
（
仕
事
量
、
達
成
期

間
）
等
を
十
分
検
討
し
、
考
課
者
と
被
考
課
者
が
協
議
し
決
定
し

ま
す
。

な
お
、
各
ウ
エ
イ
ト
の
上
限
は
三
〇
％
と
し
、
五
％
刻
み
で
設

定
し
ま
す
。

④　

目
標
難
易
度
の
確
定

目
標
難
易
度
は
、
次
表
の
「
難
易
度
決
定
表
」
に
基
づ
き
、
被

考
課
者
と
考
課
者
の
協
議
に
よ
り
確
定
さ
せ
ま
す
。

な
お
、
組
織
期
待
度
の
「
大
躍
進
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
責

が
重
い
室
長
以
上
の
職
員
の
み
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

難
易
度
決
定
表組　

織

役　

割

組　

織　

期　

待　

度

大
躍
進

躍　

進

前　

進

維　

持

役　

割

期
待
度

期
待
以
上

Ｓ
１

Ｓ
３

Ａ
２

Ｂ
１

期
待
通
り

Ｓ
２

Ａ
１

Ａ
３

Ｂ
２

⑥　

難
易
度
の
目
合
わ
せ

個
人
目
標
の
難
易
度
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
評
価
の
公
平
性
を

確
保
す
る
た
め
、
考
課
者
間
で
の
レ
ベ
ル
の
調
整
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
部
別
・
室
別
に
全
職
員
の
難
易
度
の
分
布
状

況
を
示
し
た
資
料
を
配
付
し
、
部
門
間
、
部
内
に
お
け
る
難
易
度

の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
「
個
人
目
標
難
易
度
調
整
会
議
」
を
開
催

し
、
調
整
し
ま
す
。

⑷　

考
課
の
実
施
に
つ
い
て

人
事
考
課
は
、
職
位
に
応
じ
た
「
人
事
考
課
票
」
を
用
い
て
実

施
し
ま
す
。
業
績
、
能
力
、
態
度
の
考
課
項
目
の
う
ち
、
業
績
考

課
に
つ
い
て
は
、「
個
人
目
標
管
理
票
」
で
確
認
さ
れ
た
結
果
を

用
い
、
能
力
、
態
度
考
課
に
つ
い
て
は
、「
人
事
考
課
票
」
の
職

位
区
分
ご
と
に
定
義
さ
れ
て
い
る
項
目
、
着
眼
点
に
よ
り
考
課

し
ま
す
。
ま
た
、
下
表
の
「
考
課
割
合
」
の
と
お
り
、
業
績
、
能

力
、
態
度
の
考
課
項
目
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
職
位
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
役
割
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
区
分
が
上
位
に
あ
る
者
ほ

ど
、
業
績
に
重
点
を
置
い
た
配
分
と
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
技
能
労
務
職
に
つ
い
て
は
、
定
型
的
な
業
務
が
中
心

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
能
力
、
態
度
に
重
点
を
置
い
た
配
分
と
し
て

い
ま
す
。

考
課
割
合

職
位
区
分

業
績
考
課

能
力
考
課

態
度
考
課

部
長
級

70

20

10

室
長
級

60

30

10

主　

幹

50

40

10

副
主
幹
・
主
査

40

40

20

副
主
査
・
主
任
等

35

45

20

主
事
等
・
主
事
補
等

30

50

20

技
能
労
務
職

20

30

50

①　

業
績
考
課

業
績
考
課
は
、
年
度
当
初
に
設
定
し
た
個
人
目
標
に
つ
い
て
、

「
難
易
度
」「
ウ
エ
イ
ト
」「
達
成
度
」
を
被
考
課
者
と
の
面
談
に

よ
り
確
定
し
、「
考
課
割
合
」
を
乗
じ
得
点
化
し
ま
す
。

被
考
課
者
は
、
面
談
に
先
立
ち
、
全
て
の
個
人
目
標
に
つ
い

て
、
次
表
の
「
達
成
度
決
定
表
」
に
基
づ
き
「
人
事
考
課
票
」
の

中
で
自
己
評
価
を
行
い
面
談
に
臨
み
ま
す
。
考
課
者
は
、
目
標
の

「
達
成
度
」
に
つ
い
て
、
設
定
し
た
「
達
成
基
準
」（
い
つ
ま
で
、

ど
の
程
度
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
）
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
達
成
で

き
た
か
を
「
達
成
度
決
定
表
」
に
基
づ
き
判
断
し
ま
す
。

な
お
、
達
成
度
が
未
達
成
（
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）
の
場
合
に
お
い
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て
、
外
的
要
因
等
に
よ
り
期
待
通
り
の
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

と
き
は
、
考
課
者
は
そ
の
要
因
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
達
成
度

の
ラ
ン
ク
を
一
段
階
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
個
人
目
標
管
理
票
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
職
務
遂
行
に
活

か
す
た
め
、
被
考
課
者
に
写
し
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

達
成
度
決
定
表

項
目

区
分

考　

課　

基　

準

達　成　度

Ｓ

期
待
を
上
回
る

Ａ

期
待
通
り　
　
　
　
　

（
達
成
度
一
〇
〇
％
）

Ｂ

期
待
を
や
や
下
回
る　

（
達
成
度
が
概
ね
九
〇
％
以
上
）

Ｃ

期
待
を
下
回
る　
　
　

（
達
成
度
が
概
ね
六
〇
％
以
上
）

Ｄ

期
待
を
顕
著
に
下
回
る
（
未
着
手
含
む
）

②　

能
力
・
態
度
考
課

能
力
、
態
度
考
課
は
、
被
考
課
者
の
自
己
考
課
と
面
談
結
果
を

も
と
に
「
人
事
考
課
票
」
に
記
載
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
考
課
項

目
、
項
目
の
定
義
、
着
眼
点
に
留
意
し
、
項
目
ご
と
に
下
表
の
そ

れ
ぞ
れ
の
考
課
基
準
に
基
づ
き
、
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
５
段

階
で
考
課
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
考
課
割
合
」
を
乗
じ
得
点
化
し
ま

す
。

能
力
考
課
基
準

項
目

区
分

考　

課　

基　

準

能　力

Ｓ

上
司
の
代
行
業
務
な
ど
も
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
、
指
導
・
助
言
は

全
く
不
要
で
あ
る
。

Ａ

独
力
で
取
り
組
ん
だ
場
合
、
ほ
ぼ
申
し
分
な
く
で
き
、
指
導
・
助

言
は
ほ
と
ん
ど
不
要
で
あ
る
。

Ｂ

独
力
で
取
り
組
ん
だ
場
合
、
時
に
指
導
・
助
言
を
要
す
る
が
、
業

務
に
は
ほ
と
ん
ど
支
障
が
な
い
。

Ｃ

独
力
で
取
り
組
ん
だ
場
合
、
業
務
に
は
若
干
支
障
が
あ
り
、
し
ば

し
ば
指
導
・
助
言
を
要
す
る
。

Ｄ

常
に
指
導
・
助
言
を
必
要
と
し
、
独
力
で
は
任
せ
ら
れ
な
い
。

態
度
考
課
基
準

項
目

区
分

考　

課　

基　

準

態　度

Ｓ

完
璧
で
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
く
、
他
の
職
員
の
良
き
模
範
で
あ

る
。

Ａ

指
導
の
必
要
が
な
く
、
他
の
職
員
に
良
い
影
響
を
与
え
る
。

Ｂ

時
に
指
導
を
必
要
と
し
た
が
、
業
務
に
ほ
と
ん
ど
支
障
が
な
い
。

Ｃ

問
題
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
注
意
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
。

Ｄ

非
常
に
問
題
が
あ
り
、
常
に
注
意
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
。

③　

合
計
考
課
点
数
の
ラ
ン
ク
化
と
活
用

業
績
、
能
力
、
態
度
の
考
課
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

得
点
を
合
計
し
、
最
終
的
に
は
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
五
段

階
に
よ
る
ラ
ン
ク
化
を
行
い
「
昇
格
・
昇
任
」「
査
定
昇
給
」「
異

動
」
等
に
活
用
し
ま
す
。

四　

制
度
導
入
後
の
見
直
し

当
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
は
、
平
成
一
六
年
度

か
ら
運
用
を
開
始
し
、
そ
の
後
も
継
続
的
な
見
直
し
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
特
に
、
運
用
開
始
二
年
目
に
は
、
庁
内
に
「
新
人
事
制

度
検
討
委
員
会
」
を
設
け
、
目
標
管
理
制
度
の
運
用
上
の
問
題
点

を
中
心
に
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
な
見
直
し
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

を
紹
介
し
ま
す
。

⑴　
「
個
人
目
標
管
理
票
」
の
作
成
対
象
者
の
制
限

定
型
的
な
業
務
が
主
体
と
な
る
職
種
に
お
い
て
は
、
個
人
目
標

が
類
似
し
、
個
別
に
設
定
す
る
意
義
が
薄
い
こ
と
か
ら
、「
グ
ル

ー
プ
の
重
点
目
標
設
定
票
」
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
（
目
標
）

を
定
義
で
き
る
よ
う
様
式
を
改
め
、
個
人
目
標
管
理
票
は
作
成
し

な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

平
成
一
七
年
度
に
は
技
能
労
務
職
を
作
成
対
象
者
か
ら
外
し
、

平
成
一
八
年
度
か
ら
は
病
院
に
勤
務
す
る
看
護
師
・
医
療
技
術

職
、
保
育
士
、
隔
日
勤
務
の
消
防
職
員
も
同
様
の
取
扱
い
と
し
ま

し
た
。（
室
長
級
以
上
の
職
に
あ
る
者
は
除
き
ま
す
。）

⑵　

役
職
・
職
務
に
対
応
し
た
個
人
目
標
管
理
票
へ
の
変
更

職
位
に
関
係
な
く
共
通
で
あ
っ
た
「
個
人
目
標
管
理
票
」
の
様

式
に
つ
い
て
、
室
内
の
グ
ル
ー
プ
に
配
属
さ
れ
、
日
常
業
務
を
正

確
か
つ
迅
速
に
遂
行
す
る
こ
と
も
重
要
な
職
務
と
な
っ
て
い
る
主

幹
以
下
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
通
常
業
務
の
う
ち
重
要
度
の
高
い

業
務
に
つ
い
て
も
、
組
織
目
標
か
ら
導
か
れ
る
目
標
と
同
様
に
個

人
目
標
に
設
定
で
き
る
こ
と
と
し
、「
維
持
」
に
固
定
さ
れ
て
い

た
難
易
度
を
「
躍
進
」
等
に
設
定
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

⑶　

研
修
の
充
実

運
用
開
始
当
初
は
、
組
織
目
標
・
個
人
目
標
の
設
定
方
法
、
考

課
基
準
等
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
講
義
中
心
の
研
修
を
行
っ
て
い

ま
し
た
が
、
二
年
目
以
降
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
評
価
の
目
揃
え

の
た
め
の
事
例
研
究
、
部
下
の
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
面
談
手
法
や

面
談
に
お
け
る
傾
聴
・
質
問
・
承
認
ス
キ
ル
の
向
上
、
ま
た
、

考
課
者
自
身
が
抱
え
る
問
題
等
を
持
ち
寄
り
改
善
策
を
検
討
す
る
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等
、
よ
り
実
践
的
な
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

五　

今
後
の
課
題

今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
て
は
、
給
与
処
遇
へ
の
直
接
的
な
活

用
と
職
務
適
性
の
把
握
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
、
査
定
昇
給
及
び
勤
勉
手
当
の
成
績
評
定
に
つ
い
て
は
、

人
事
考
課
結
果
を
直
接
反
映
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、
職
員
の

職
務
に
対
す
る
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、
人
事
考
課

結
果
を
給
与
処
遇
へ
如
何
に
直
接
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
検
討

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
職
務
適
性
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
人
事
考
課
結
果
を
昇
格
、
昇
任
、
異
動
の
判
断
材
料
と
し
て

活
用
し
て
い
ま
す
が
、
本
人
の
職
務
適
性
ま
で
を
把
握
す
る
制
度

に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、
適
材
適
所
の
人
員
配
置
を
促
進

し
、
個
々
の
職
員
の
能
力
を
最
大
限
に
引
き
出
せ
る
制
度
に
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

六　

お
わ
り
に

す
で
に
多
く
の
企
業
で
導
入
さ
れ
て
い
る
成
果
主
義
に
よ
る
人

事
評
価
制
度
に
お
い
て
は
、「
目
標
設
定
に
お
け
る
難
易
度
の
バ

ラ
ツ
キ
」、
「
適
正
評
価
の
困
難
性
」、
「
個
人
主
義
の
助
長
」
な

ど
、
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

当
市
に
お
い
て
は
、
後
発
の
利
を
活
か
し
、「
難
易
度
を
調
整

す
る
た
め
の
会
議
の
設
置
」、
「
職
位
に
応
じ
た
業
績
割
合
の
設

定
」、
「
グ
ル
ー
プ
目
標
か
ら
の
個
人
目
標
設
定
」
等
の
策
を
講

じ
、
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
四　

制
度
導
入
後
の
見

直
し
」
の
中
で
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
随
時
の
見
直
し
も
行
い
な

が
ら
制
度
の
洗
練
度
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

職
員
か
ら
は
、「
組
織
の
目
標
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
に
対
す

る
自
分
の
役
割
や
取
り
組
む
べ
き
具
体
的
な
業
務
が
明
確
に
な
っ

た
」、
「
管
理
職
員
と
一
般
職
員
の
定
期
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
自
分
の
職
務
、
役
割
及
び
業
績
に
対
す

る
納
得
性
が
高
ま
っ
た
」
等
の
制
度
を
評
価
す
る
声
が
あ
る
一
方

で
、
依
然
、「
制
度
が
複
雑
で
あ
り
、
時
間
を
要
す
る
割
に
効
果

が
薄
い
」、
「
配
属
さ
れ
る
部
署
に
よ
り
目
標
の
難
易
度
が
あ
る
程

度
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
等
の
声
も
残
っ
て
い
ま

す
。目

標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
は
、P

la
n 
D
o 
Ch
ec
k 

A
ct
io
n

サ
イ
ク
ル
が
自
ず
と
身
に
つ
き
、
職
員
の
能
力
向
上
に

資
す
る
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
管
理
職
員
に
と
っ
て
は
、
業
務

の
進
行
管
理
、
人
材
育
成
の
機
会
を
提
供
す
る
制
度
で
あ
り
ま

す
。今

後
に
お
い
て
も
、
さ
ら
な
る
制
度
の
定
着
化
を
目
指
し
、
内

容
の
充
実
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
当
市
の
目
標
管
理
に
よ
る
人
事
考
課
制
度
が
、
今

後
、
新
た
に
制
度
を
構
築
さ
れ
る
各
団
体
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い

で
す
。
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分
権
時
代
に
お
け
る
人
材
管
理
の
あ
り
方
と
人
事
評
価

小
池　

治

　

（
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
教
授
）

と
し
、
人
事
評
価
を
柱
の
一
つ
と
す
る
地
方
公
務
員
法
改
正
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
地
方
自
治
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
国
の
公
務
員
制
度
改
革
に
先
ん
じ
て
、
人
事
管
理
制
度
の
改
革
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
行
政
に
対
す
る
監
視
の
目
と
い
う
点
で
は
、
国
よ
り
も
地
方

自
治
体
の
方
が
住
民
に
身
近
な
存
在
な
だ
け
に
、
首
長
も
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
人
事
管
理
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
間
に
大
き
な
「
温
度
差
」
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

地
方
分
権
が
進
展
す
る
中
、
人
材
育
成
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
は
自
治
体
間
に
確
実
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
人
事
管

理
制
度
の
思
い
切
っ
た
見
直
し
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

例
え
ば
、
今
後
の
自
治
体
行
政
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
市
民
協
働
が
重
要
に
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
は
ま
だ
市

民
協
働
に
対
応
で
き
る
組
織
に
な
っ
て
い
な
い
。
市
民
協
働
に
あ
た
っ
て
行
政
に
は
市
民
活
動
を
支
援
す
る
〝
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
〞
と
し
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
る
が
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
職
員
を
配
置
し
て
い
る
自
治
体
は
ま
だ
少

な
い
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
能
力
要
件
に
つ
い
て
と
く
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
不
信
が
高
ま
る
な
か
で
、
自
治
体
職
員
の
能
力
開
発
は
い
ま
や
喫
緊
の
課
題
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
多
く
の
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理
へ
の
転
換
は
気
の
重
い
話
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
れ
は
時
代
の
流
れ
で
あ
る
。
い
か
に
地
域
住
民
に
信
頼
さ
れ
る
自
治
体
組
織
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
。
人
事
評
価
の

実
施
と
そ
の
活
用
は
そ
の
試
金
石
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
分
権
時
代
に
お
け
る
自
治
体
の
人
材
管
理
と

い
う
観
点
か
ら
、
人
事
評
価
の
課
題
と
人
事
管
理
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
．
地
方
公
務
員
法
改
正
案
の
内
容

は
じ
め
に
、
地
方
公
務
員
法
の
改
正
案
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
今
般
の
地
方
公
務
員
法
改
正
が
、
国
の
公
務
員

は
じ
め
に

地
球
温
暖
化
や
大
規
模
災
害
の
発
生
、
超
高
齢
社
会
の
到
来
な
ど
社
会
不
安
が
広
が
る
中
で
、
世
界
各
国
で
は
政
府
部

門
の
能
力
構
築
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
公
務
員
制
度
改
革
も
そ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
一
つ
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も

本
年
六
月
に
国
家
公
務
員
法
が
改
正
さ
れ
、
公
務
員
制
度
改
革
が
動
き
出
し
た
。
今
回
の
改
正
の
柱
は
、
能
力
主
義
・
実

績
主
義
の
人
事
制
度
の
構
築
と
公
務
員
の
退
職
管
理
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
政
府
は
「
公
務
員
制
度
の
総
合
的
な
改
革
に
関

す
る
懇
談
会
」
を
設
置
し
て
、
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
針
を
盛
り
込
ん
だ
法
案
を
次
期
通
常
国
会
に
向
け
て
立
案

し
、
提
出
す
る
と
し
て
い
る
。
地
方
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
も
、
政
府
は
国
家
公
務
員
に
あ
わ
せ
て
所
要
の
改
革
を
行
う
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制
度
改
革
に
由
来
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
や
や
時
期
を
遡
る
が
、
政
府
は
平
成
一
三
年
一
二
月
二
五

日
に
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
を
閣
議
決
定
し
、
国
・
地
方
を
通
じ
て
の
公
務
員
制
度
改
革
を
行
政
改
革
の
重
要
な
柱

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
「
地
方
分
権
の
進
展
等
に
対
応
し
、
地
方
公
共
団
体
が
住
民
に
対
し
質
の
高
い
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
・
安
定
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
方
公
務
員
が
、
身
分
保
障
に
安
住
せ
ず
、
そ
の
持
て

る
能
力
を
最
大
限
発
揮
し
、
地
域
の
諸
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と

し
て
、「
地
方
公
務
員
制
度
に
お
い
て
も
、
能
力
本
位
で
適
材
適
所
の
任
用
や
能
力
・
職
責
・
業
績
が
適
切
に
反
映
さ
れ

る
給
与
処
遇
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
地
方
分
権
に
対
応
し
て
政
策
形
成
能
力
の
充
実
等
を
図
る
た
め
の
計
画
的
な
人
材

育
成
、
民
間
か
ら
の
人
材
を
始
め
多
様
な
人
材
の
確
保
等
に
取
り
組
む
な
ど
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
、
地
方
公
共

団
体
の
実
情
を
十
分
勘
案
し
な
が
ら
、
国
家
公
務
員
制
度
の
改
革
に
準
じ
、
所
要
の
改
革
を
行
う
」
こ
と
を
決
定
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
国
家
公
務
員
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
労
働
基
本
権
の
問
題
な
ど
が
あ
り
、
改
革
は
先
送
り
に
さ
れ
て
き

た
が
、
今
年
六
月
の
国
家
公
務
員
法
の
改
正
を
機
に
よ
う
や
く
公
務
員
制
度
改
革
は
動
き
出
し
た
。
そ
し
て
地
方
公
務
員

に
つ
い
て
も
、
国
家
公
務
員
法
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
改
革
を
行
う
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
今
般
の
地
方
公
務
員
法
改
正

案
の
提
出
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
地
方
公
務
員
制
度
改
革
の
柱
の
一
つ
は
、「
能
力
本
位
の
任
用
制
度
の
確
立
」
で
あ
る
。
法
案
で
は
、
任
用

（
採
用
、
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
）
の
定
義
を
明
確
化
し
、
職
員
の
任
用
は
、
職
員
の
人
事
評
価
そ
の
他
の
能
力
の
実
証

に
基
づ
い
て
行
う
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
任
命
権
者
は
、
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
と
、
そ
の
職
の
職
務
を
遂

行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。

第
二
は
、「
新
た
な
人
事
評
価
制
度
の
構
築
」
で
あ
る
。
法
案
は
職
員
の
人
事
評
価
を
、
国
家
公
務
員
法
と
同
じ
く

「
任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し

た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
」
と
定
義
し
、
職
員
の
人
事
評
価
は
公
正
に
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
及
び
任
命
権
者
が
人
事
評
価
の
基
準
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
今
回
の
地
方
公
務
員
法
改
正
の
狙
い
は
、
国
家
公
務
員
と
同
様
に
、
能
力
・
実
績
評
価
の
人
事
管
理
を
地

方
公
務
員
に
導
入
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国
の
場
合
に
は
、
職
員
の
採
用
試
験
の
種
類
や
年
次
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
能
力
・
実
績
重
視
の
人
事
管
理
へ
の
要
請
が
あ
る
が
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
年
功
序
列
の
処
遇
や
主
観
的
な

勤
務
評
定
を
改
め
、
真
に
能
力
本
位
で
適
材
適
所
の
配
置
を
行
う
た
め
の
人
事
管
理
へ
の
転
換
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
主
体
的
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二
．
地
方
自
治
体
に
お
け
る
人
材
管
理
の
現
状

で
は
、
地
方
自
治
体
の
人
材
管
理
の
現
状
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
人
材
管
理
の
基
礎
と
な
る
人
材
育
成
基
本
方
針
の
策
定
状
況
か
ら
み
て
い
こ
う
。
平
成
一
九
年
四
月
一
日
現
在

の
総
務
省
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
都
道
府
県
と
指
定
都
市
で
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
、
市
区
町
村
で
も
七
割
が
人
材
育
成
基
本
方

針
を
策
定
し
て
い
る
。
二
年
前
の
平
成
一
七
年
四
月
の
時
点
で
は
、
市
区
町
村
は
約
四
割
の
策
定
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
間
に
急
速
に
策
定
が
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
（
表
１
）。

次
に
、
勤
務
評
定
（
勤
務
成
績
の
評
定
）
の
実
施
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
総
務
省
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
八
年
度

中
の
勤
務
評
定
の
実
施
状
況
は
、
都
道
府
県
と
指
定
都
市
で
は
一
〇
〇
％
だ
が
、
市
区
町
村
を
合
わ
せ
た
実
施
率
は
五

二
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
指
定
都
市
を
除
く
市
区
町
村
レ
ベ
ル
で
は
、
い
ま
で
も
半
数
近
い
自
治
体
で
勤
務

評
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る⑴
。
ま
た
、
先
の
統
計
数
字
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
人
材
育
成
基
本
方
針
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を
策
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
評
定
を
実
施
し
て
い
な
い
自
治
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
表

２
）。で

は
、
勤
務
評
定
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
総
務
省
の

調
べ
に
よ
れ
ば
、
能
力
の
判
断
基
準
を
明
確
に
し
た
「
能
力
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
一
〇
〇
％
、
指
定
都
市

が
九
四･
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
区
町
村
で
は
七
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
目
標
管
理
的
手
法
を
取
り

入
れ
た
「
業
績
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
六
三
・
八
％
、
指
定
都
市
が
八
二
・
四
％
に
対
し
て
、
市
区
町
村
で

は
二
五
・
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仕
事
の
成
果
・
業
績
を
評
価
項
目
に
取
り
入
れ
た
「
業
績
評

価
」
は
都
道
府
県
が
五
七
・
七
％
、
指
定
都
市
が
五
八
・
八
％
に
対
し
、
市
区
町
村
も
四
一･

九
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
市
区
町
村
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
目
標
に
よ
る
管
理
よ
り
も
、
仕
事
の
成
果
や
業
績
の
評
価
の
方
が
普
及
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
表
３
）。

し
か
し
、
表
４
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勤
務
評
定
の
結
果
を
昇
給
に
活
用
し
て
い
る
団
体
は
全
自
治
体
の
半
数
し

か
な
い
。
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
五
五
・
二
％
、
市
区
町
村
が
七
八
・
九
％
と
、
む
し
ろ
市
区
町
村
の
方

が
勤
務
評
定
を
活
用
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
一
方
、
給
与
以
外
へ
の
評
定
結
果
の
活
用
に
つ
い
て
み
る

と
、
表
５
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昇
任
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
九
割
以
上
、
市
区
町
村
で
は
六
割

の
団
体
が
勤
務
評
定
の
結
果
を
活
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
配
置
転
換
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
は
九
割

以
上
が
評
定
結
果
を
活
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
市
区
町
村
で
は
五
割
以
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
人
材
育
成

に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
で
は
三
分
の
一
し
か
評
定
結
果
を
活
用
し
て
い
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
降
任
・
免

職
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
勤
務
評
定
を
活
用
し
た
と
す
る
団
体
数
は
き
わ
め
て
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
⑵
（
表
４
・

５
）。以

上
の
デ
ー
タ
は
、
能
力
重
視
・
成
果
重
視
の
人
材
管
理
が
ま
だ
地
方
自
治
体
に
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
勤
務
評
定
の
実
施
率
は
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
五
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
実
施
し
て
い
る
団
体
に
つ
い
て

も
、
勤
務
評
定
の
結
果
を
給
与
や
給
与
以
外
の
人
事
管
理
に
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
市
町
村
で
は
ま
だ
人
事

評
価
を
人
材
管
理
の
重
要
な
ツ
ー
ル
と
み
な
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
事
管
理

制
度
の
改
革
は
時
代
の
要
請
で
あ
る
。
困
難
で
複
雑
な
行
政
課
題
に
地
方
自
治
体
が
的
確
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、

自
治
体
職
員
の
能
力
構
築
を
図
り
、
そ
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
人
材
管
理
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
点

に
お
い
て
、
今
回
の
地
方
公
務
員
法
の
改
正
は
、
古
く
な
っ
た
人
事
管
理
制
度
を
見
直
し
、
新
し
い
人
材
管
理
の
仕
組
み

を
構
築
す
る
う
え
で
良
い
機
会
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

三
．
能
力
・
実
績
重
視
の
人
材
管
理

地
方
自
治
体
の
人
材
管
理
に
お
け
る
能
力
・
成
果
重
視
は
〝
時
代
の
流
れ
〞
で
あ
る
が
、
能
力
主
義
や
成
果
主
義
に
は

偏
っ
た
理
解
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
能
力
主
義
や
成
果
主
義
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
自
治
体
の
人
材
管
理
が
能

力
の
実
証
や
業
績
の
把
握
に
も
と
づ
い
て
お
ら
ず
、
年
功
や
主
観
的
な
評
価
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
伝
統
的
な
人
事
管
理
の
方
法
で
は
、
分
権
時
代
に
求
め
ら
れ
る
能
力
を
構
築
し
、
自
治
体
組
織
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

職
員
の
能
力
開
発
を
計
画
的
に
進
め
、
適
材
適
所
の
人
材
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
職
員
の
実
力
を
正
確
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
能
力
評
価
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
適
材
適
所
の
観
点
か
ら
職
員
の
任
用
を
行
い
、
そ

の
実
力
が
ど
れ
だ
け
発
揮
さ
れ
た
か
を
評
価
す
る
。
こ
れ
が
成
果
重
視
の
人
材
管
理
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
〝
人
事

評
価
〞
は
職
員
の
選
別
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
効
果
的
な
人
材
管
理
の
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
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が
あ
る
。

人
事
評
価
の
目
的
が
効
果
的
な
人
材
管
理
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
評
価
の
基
準
や
指
標
も
職
員
の
能
力
構
築
の
状
況
や
業

績
を
測
定
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
事
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
を
「
能
力
評
価
」
と
「
業
績
評

価
」
に
分
け
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

能
力
評
価
に
あ
た
っ
て
ま
ず
重
要
と
な
る
の
は
、
職
位
ご
と
に
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
具
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
判
断
力
、
企
画
力
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
対
人
関
係
能
力
、
タ
フ
ネ
ス
、
協
調
性
、
規
律
性
と
い
っ

た
能
力
適
性
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
評
価
基
準
を
記
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
重
要
性
は
職
位
に
よ
っ
て
異

な
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
重
要
性
は
管
理
職
や
幹
部
職
員
に
な
る
ほ
ど
大
き

く
な
る
。

な
お
、
職
務
遂
行
能
力
に
は
、
職
務
に
必
要
な
知
識
や
技
術
も
含
ま
れ
る
。
自
治
体
職
員
の
専
門
性
を
強
化
し
た
い
と

考
え
る
な
ら
ば
、
職
位
ご
と
に
求
め
ら
れ
る
知
識
や
技
術
の
内
容
を
職
務
遂
行
能
力
の
な
か
に
明
記
す
れ
ば
よ
い
。

能
力
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
求
め
ら
れ
る
能
力
の
具
体
的
な
内
容
を
人
材
育
成
基
本
方
針
に
明
記
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
対
応
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
や
受
講
時
期
な
ど
を
示
し
て
お
く
と
よ
い
。
ま
た
、
効
果
的
に
能
力
開
発
を

進
め
る
た
め
に
は
、
人
事
評
価
（
能
力
評
価
）
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
コ
ー
チ
ン
グ
を
行
っ
た
り
、
職
場
に
メ
ン
タ
ー
を

配
置
し
て
指
導
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。

業
績
評
価
は
、
目
標
や
役
割
の
達
成
度
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
行
政
の
仕
事
は
組
織

的
な
取
組
み
で
あ
る
の
で
、
業
績
に
責
任
を
負
う
の
は
基
本
的
に
は
管
理
監
督
者
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
業
績
評

価
は
ま
ず
も
っ
て
管
理
監
督
者
を
対
象
に
行
う
べ
き
も
の
と
い
え
る
が
、
組
織
で
は
一
般
職
員
も
課
室
の
業
務
を
分
担
し

て
い
る
か
ら
、
一
般
職
員
に
つ
い
て
も
目
標
に
よ
る
管
理
は
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
業
績
評
価
は
仕
事
の
成
果
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
策
評
価
や
事
務
事
業
評
価
と
関
連
づ
け
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
政
策
評
価
は
、
進
捗
状
況
を
測
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
高
い
成
果
を
生
み
出
す
た
め
の
改
善
方
策
を

探
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
評
価
を
的
確
に
行
い
、
業
務
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
」
は
、
業
績

評
価
の
重
要
な
項
目
と
い
え
る
。
ま
た
、
政
策
評
価
を
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
政
策
や
事
業
の
中
に
は
、
短
期
的
に
成

果
が
現
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
成
果
が
現
れ
る
ま
で
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
も
あ
る
。
長
期
的
な
取
組
み
が
必
要
な
政

策
や
事
業
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
の
任
期
内
で
は
評
価
は
完
結
し
な
い
の
で
、
成
果
を
生
み
出
す
た
め
の
長
期
的
な
取
組

み
に
つ
い
て
も
評
価
す
る
視
点
を
も
ち
た
い
。

こ
う
し
た
能
力
・
業
績
重
視
の
人
事
評
価
の
有
効
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
評
価
を
で
き
る
か
ぎ
り
客
観
的
な
も
の
に

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
評
価
者
の
研
修
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
業
務

の
経
験
者
の
意
見
を
聞
い
た
り
、
関
係
各
課
の
担
当
者
が
集
ま
っ
て
相
互
に
評
価
を
行
う
と
い
っ
た
工
夫
も
欲
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
事
評
価
や
人
材
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
ひ
と
た
び
確
立
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
有
効
性
を
不
断
に
検
証
し
、
改
善
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
事
評
価
や
人
材
管
理
に
もP

la
n-
D
o-

Se
e

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

大
切
な
こ
と
は
、
評
価
は
サ
ー
ビ
ス
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
学
習
活
動
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
す
べ
て
の
職
員
が
共

有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
事
評
価
の
目
的
は
減
点
の
対
象
を
見
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
成
果
を
あ
げ
る
た
め

の
改
善
点
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
改
善
活
動
に
よ
っ
て
優
れ
た
成
果
が
現
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
昇
任
や
給
与

に
反
映
さ
せ
る
。
こ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
職
員
個
人
の
能
力
を
さ
ら
に
伸
ば
す
と
と
も
に
、
組
織
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
〝
エ
ン
ジ
ン
〞
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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四
．
能
力
構
築
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
社
会
的
学
習
）

最
後
に
、
人
材
管
理
に
組
織
的
に
取
り
組
む
際
の
課
題
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
先
に
、
分
権
時
代
に
は
市

民
協
働
の
行
政
が
重
要
に
な
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
職
員
の
人
材
育
成
は
組
織
内
の
人
材
管
理
だ

け
で
は
不
十
分
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

市
民
協
働
の
行
政
に
お
い
て
は
、
自
治
体
職
員
は
つ
ね
に
地
域
に
目
を
配
り
、
住
民
や
市
民
団
体
ら
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
行
政
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
定
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
い
ま
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
よ
う

に
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
て
市
民
の
意
見
を
聞
く
こ
と
も
容
易
に
な
っ
た
が
、
地
域
の
課
題
を
的
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
自

治
体
職
員
は
常
に
地
域
に
身
を
置
き
、
人
々
と
の
対
話
を
通
じ
て
能
力
構
築
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
自
治
体
職
員
の
能
力
構
築
を
自
治
体
組
織
内
部
の
人
材
管
理
だ
け
で
完
結
さ
せ
ず
、
地
域
社
会
と
の

イ
ン
タ
ー
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
自
治
体
職
員
を
鍛
え
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
材
管
理
は
組
織
的
な
学
習
過
程

と
も
い
え
る
が
、
分
権
社
会
の
理
念
に
照
ら
せ
ば
、
自
治
体
の
組
織
学
習
は
地
域
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
自
治
体
に
期
待
さ
れ
る
役
割
や
求
め
ら
れ
る
能
力
は
、
自
治
体
が
自
己
判
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会

と
の
交
流
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
社
会
的
学
習
）
を
自
治
体
の
能
力
開
発
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
織

り
込
ん
で
い
く
か
。
そ
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
今
後
の
自
治
体
の

人
事
評
価
な
ら
び
に
人
材
管
理
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
人
事
評
価
や
人
材
管
理
に
お
け
る
市
民
参
加
は
難
し
い
問
題
で

は
あ
る
が
、
逃
げ
腰
に
な
ら
ず
に
、
果
敢
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

人
事
評
価
と
い
う
と
、
処
遇
の
た
め
の
能
力
評
価
・
業
績
評
価
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
究
極
の
目
的
は
、
職
員
の
人

材
育
成
に
あ
る
。
人
事
評
価
で
は
、
職
員
が
求
め
ら
れ
る
能
力
を
ど
こ
ま
で
構
築
し
た
か
、
職
務
遂
行
に
際
し
て
能
力
を

ど
れ
だ
け
発
揮
し
た
か
を
評
価
す
る
。
そ
れ
は
職
員
の
さ
ら
な
る
成
長
の
た
め
の
課
題
を
見
つ
け
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
評
価
結
果
を
人
材
管
理
に
反
映
さ
せ
、
職
員
の
一
層
の
研
鑽
を
促
す
の
で
あ
る
。
人
事
評
価
で
は
、
評
価

の
公
正
性
や
客
観
性
が
問
題
に
さ
れ
る
が
、
順
番
と
し
て
は
人
材
育
成
基
本
方
針
の
策
定
と
人
材
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開

発
が
先
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
職
員
の
能
力
構
築
・
人
材
育
成
に
際
し
て
は
、
自
治
体
内
部
の
人
材
管
理
だ
け
で
な
く
、
地
域
社
会
と
の
イ
ン

タ
ー
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
も
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
治
体
職
員
の
評
価
は
、
地
域
の
住
民
が
職
員

の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
行
う
と
い
う
の
が
本
来
で
あ
る
。
人
事
管
理
制
度
の
改
革
に
際
し
て
自
治
体
の
課
題
は
山
ほ
ど
あ
る

が
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
視
点
を
忘
れ
ず
に
新
た
な
制
度
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
ほ
し
い
。

―

注
⑴　

市
区
町
村
の
実
施
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
る
と
、
中
核
市
で
は
九
一
・
四
％
、
特
例
市
で
は
九
七
・
七
％
、
特
別
区
で
は
一
〇
〇

％
と
高
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
市
で
は
六
三
％
、
町
で
四
四
・
七
％
、
村
で
二
六
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
規
模
の
小

さ
な
自
治
体
ほ
ど
勤
務
評
定
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

注
⑵　

な
お
、
総
務
省
の
調
査
で
は
、
評
価
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
も
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
評
価
者
訓
練
の
実
施
や
評
価
基
準

等
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
九
割
近
く
が
実
施
し
て
お
り
、
市
区
町
村
で
も
四
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

評
価
結
果
の
開
示
や
苦
情
相
談
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
六
割
弱
、
市
区
町
村
で
は
二
割
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
多
面

的
評
価
（
部
下
か
ら
上
司
）
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
で
二
三
・
四
％
、
市
区
町
村
で
は
八
・
八
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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表１　人材育成基本方針の策定状況（平成19年４月１日現在） 
（単位：団体数、％）

都道府県指定都市市区町村合　計
策定済46（97.9%）17（100.0%）1,248（69.0%）1,311（70.0%）
未策定　1（2.1%） 0　562（31.0%）563（30.0%）

合　計47（100.0%）17（100.0%）1,810
（100.0%）

1,874
（100.0%）

※「市区町村」は、指定都市を除く。
資料出所:総務省自治行政局公務員部資料

表２　勤務評定の実施状況（平成18年度の実施状況（以下同じ））
（単位：団体数、％）

区分都道府県指定都市市区町村合　計
実　施47179511,015
未実施　 　859859
実施率100.0%100.0%52.5%54.2%

※「市区町村」は、指定都市を除く。
（資料出所）総務省自治行政局公務員部資料

表３　実施した評価方法について
（単位：団体数、％）

区分都道府県指定都市市区町村合　計

能力の判断基準を明確
にした「能力評価」

実施団体4716703766
実施率100.0%94.1%73.9%75.5%

目標管理的手法を取り
入れた「業績評価」

実施団体3014243287
実施率63.8%82.4%25.6%28.3%

仕事の成果・実績を評価項
目に取り入れた「業績評価」

実施団体2710398435
実施率57.4%58.8%41.9%42.9%

「能力評価」と目標管理的手法に
よる「業績評価」の両方を実施

実施団体3014231275
実施率63.8%82.4%24.3%27.1%

※「市区町村」は、指定都市を除く。
備考：実施率は、勤務成績の評定の実施団体に占める割合
（資料出所）総務省自治行政局公務員部資料

表４　評定結果の給与への活用
（単位：団体数、％）

区分都道府県指定都市市区町村合　計
勤務成績に応じ
た昇給の運用

実施した4311565619
勤評を活用247316347
活用率55.8%63.6%55.9%56.1%

勤務成績に応じ
た勤勉手当の運
用

実施した298284321
勤評を活用166224246
活用率55.2%75.0%78.9%76.6%

※「市区町村」は、指定都市を除く。
備考：活用率は、それぞれを実施した団体に占める割合
（資料出所）総務省自治行政局公務員部資料

表５　勤務評定結果の給与以外への活用
（単位：団体数、％）

区分都道府県指定都市市区町村合　計

昇任
活用した4316581640

活用していない41370375
活用率91.5%94.1%61.1%63.1%

配置転換
活用した4417461522

活用していない3490493
活用率93.6%100.0%48.5%51.4%

人材育成
活用した3715331383

活用していない102620632
活用率78.7%88.2%34.8%37.7%

降任・免職
実施した15114167
勤評を活用412732
活用率26.7%9.1%65.9%47.8%

※「市区町村」は、指定都市を除く。
備考：活用率は、勤務成績の評定の実施団体に占める割合（ただし「降任・
免職」の活用率は、降任・免職の実施団体に占める割合
（資料出所）総務省自治行政局公務員部資料
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⑵　

職
員
が
備
え
る
べ
き
能
力

①
業
務
遂
行
能
力

組
織
目
的
・
目
標
を
正
確
に
理
解
し
仕
事
を
遂
行
し
、
期

待
さ
れ
る
成
果
を
達
成
す
る
能
力

②
政
策
形
成
能
力

環
境
変
化
を
敏
感
に
と
ら
え
、
課
題
を
発
見
し
、
事
業
・

施
策
と
し
て
具
現
化
す
る
能
力

③
対
人
能
力

組
織
内
外
の
関
係
者
と
協
働
し
て
、
双
方
に
価
値
の
あ
る

情
報
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

④
行
政
経
営
能
力
（
管
理
監
督
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力
）

組
織
目
的
・
目
標
を
明
確
に
し
、
業
務
を
管
理
・
統
制
し

て
成
果
を
達
成
す
る
組
織
管
理
能
力
と
、
部
下
が
組
織
目
標

の
達
成
の
た
め
に
行
動
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
育
成
す
る
部

下
育
成
能
力

⑶　

職
員
と
し
て
必
要
な
意
識

①
市
民
感
覚

地
域
に
対
す
る
愛
着
を
持
ち
、
市
民
と
と
も
に
事
業
・
施

策
と
し
て
具
現
化
す
る
能
力

②
自
己
成
長
意
識

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
、
積
極
的
に
成
長
し
て
い
こ
う

と
す
る
意
識

③
公
務
員
倫
理

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
常
に
公
平
・
誠
実
に
業
務
を
遂
行

し
、
公
私
に
わ
た
り
社
会
の
規
範
と
な
る
行
動
が
と
れ
る

④
コ
ス
ト
意
識

事
業
・
施
策
の
目
的
や
成
果
を
考
え
、
効
率
的
な
行
政
運

営
を
追
求
す
る
意
識

⑤
人
権
感
覚

様
々
な
立
場
や
考
え
方
、
生
き
方
を
も
っ
た
個
人
の
人
権

を
尊
重
す
る
感
覚

⑥
国
際
感
覚

国
際
的
な
広
い
視
野
を
持
ち
、
異
な
る
価
値
観
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
感
覚　
　
　
　

⑷　

具
体
的
方
策

①
採
用広

い
視
野
と
柔
軟
な
思
考
で
、
意
欲
的
に
行
動
で
き
る
人

材
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
採
用
に
向
け
た
広
報
活
動
の
充

ま
た
、
人
事
管
理
面
で
は
、
職
員
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
、
事

務
・
組
織
の
統
廃
合
縮
小
や
退
職
者
不
補
充
等
に
よ
り
職
員
数
の

抑
制
に
努
め
て
お
り
、
平
成
一
八
年
度
か
ら
平
成
二
二
年
度
ま
で

を
計
画
期
間
と
す
る
第
三
次
定
員
適
正
化
計
画
で
は
、
行
財
政
健

全
化
計
画
推
進
に
向
け
、
職
員
の
目
標
削
減
数
を
四
一
人
（
一

一
・
六
％
）
と
し
、
職
員
数
の
削
減
を
図
る
と
と
も
に
、
人
件
費

抑
制
に
取
組
ん
で
お
り
ま
す
。
人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

二
年
一
一
月
に
、
職
員
の
意
識
改
革
や
資
質
向
上
を
目
指
し
た

「
相
生
市
人
材
育
成
基
本
方
針
」
を
策
定
し
、
そ
の
目
標
達
成
の

た
め
の
取
組
み
と
し
て
「
相
生
市
職
員
憲
章
」
を
制
定
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
の
具
体
的
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
人
事
考
課
の
あ
り

方
に
つ
い
て
能
力
・
成
果
を
反
映
し
た
給
与
制
度
や
目
標
管
理
制

度
の
実
施
な
ど
を
掲
げ
て
お
り
、
人
事
評
価
に
つ
い
て
は
「
職
員

の
能
力
開
発
の
た
め
に
役
立
て
て
い
く
有
効
な
制
度
」
と
な
る
よ

う
、
改
正
を
加
え
な
が
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
相
生
市
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
人
事
評
価
制
度

に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

二　

相
生
市
人
材
育
成
基
本
方
針

国
に
お
い
て
「
地
方
自
治
・
新
時
代
に
対
応
し
た
地
方
公
共

団
体
の
行
政
改
革
推
進
の
た
め
の
指
針
」（
平
成
九
年
一
一
月
一

四
日
付
自
治
整
第
二
三
号
）
が
示
さ
れ
、
そ
の
中
で
各
地
方
公
共

団
体
に
お
い
て
人
材
育
成
基
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
本
市
に
お
い
て
も
平
成
一
二
年
一
一
月
に

「
相
生
市
人
材
育
成
基
本
方
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
基
本
方
針
は
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
開
発
を
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
に
、
人
材
育
成
の
目
的
・
方
策
等
を
明
確
に
し

た
も
の
で
、「
求
め
ら
れ
る
職
員
像
」、
「
職
員
が
備
え
る
べ
き
能

力
」、
「
職
員
と
し
て
必
要
な
意
識
」
を
示
し
、
求
め
ら
れ
る
人
材

を
育
成
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策
を
定
め
て
い
ま
す
。

⑴　

求
め
ら
れ
る
職
員
像

①
市
民
の
立
場
か
ら
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
追
求
で
き
る

職
員

②
自
己
の
成
長
と
仕
事
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
意
欲
あ

る
職
員
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て
、
研
修
体
系
の
整
備
や
自
己
啓
発
支
援
の
充
実
を
図
る
。

三　

人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

⑴　

こ
れ
ま
で
の
勤
務
評
定
に
つ
い
て

本
市
の
勤
務
成
績
評
定
は
、
相
生
市
職
員
勤
務
成
績
評
定
規
則

（
昭
和
三
一
年
規
則
第
三
四
一
号
）
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

当
初
の
定
期
評
定
の
勤
務
成
績
評
定
票
は
、
性
行
や
評
定
要
素

に
つ
い
て
人
物
評
価
的
な
内
容
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
上
司
が

部
下
を
評
価
す
る
一
方
通
行
の
評
価
制
度
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
職
員
を
評
価
し
、
ま
た
評
価
さ
れ
る
と
い
っ

た
職
場
風
土
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
、

一
定
の
成
果
は
達
成
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

⑵　

人
材
育
成
基
本
方
針
に
基
づ
く
制
度
改
正

平
成
一
二
年
一
一
月
に
人
材
育
成
基
本
方
針
を
策
定
し
、
人
事

考
課
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、「
職
員
の
能
力
開
発
の
た
め
に
役

立
て
て
い
く
有
効
な
制
度
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
て

お
り
、
平
成
十
三
年
一
月
に
は
、
そ
の
趣
旨
に
基
づ
い
た
定
期
評

定
の
勤
務
評
定
要
領
の
改
正
を
、
次
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ま
す
。

ア　

評
定
制
度
の
公
開

評
定
を
受
け
る
職
員
に
評
定
の
制
度
を
公
開
し
、
ど
の

よ
う
な
要
素
に
つ
い
て
評
価
を
受
け
る
か
を
知
る
こ
と

で
、
評
定
へ
の
信
頼
感
・
納
得
性
を
高
め
、
ま
た
「
勤

評
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
、「
自
ら
の
レ
ベ
ル
を
認
識

し
、
意
識
改
革
や
今
後
の
能
力
開
発
に
役
立
て
る
」
と
い

う
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
転
換
す
る
。

イ　

自
己
評
価
の
導
入

職
員
の
意
識
改
革
や
能
力
開
発
の
き
っ
か
け
と
す
る
と

と
も
に
、
評
定
者
に
よ
る
一
方
的
な
評
定
を
避
け
る
た

め
、
被
評
定
者
自
ら
が
勤
務
成
績
評
定
票
内
に
お
い
て
、

自
己
の
実
績
・
能
力
開
発
に
つ
い
て
の
自
己
評
価
を
行

う
。
将
来
的
に
は
、
面
接
・
目
標
管
理
へ
と
発
展
さ
せ
る

端
緒
と
し
、
現
段
階
で
は
比
較
的
軽
易
な
内
容
と
す
る
。

ウ　

職
位
ご
と
の
評
定
要
素
の
設
定

評
定
者
の
意
識
・
基
準
を
統
一
す
る
こ
と
に
よ
り
評
定

内
容
の
客
観
性
・
合
理
性
を
高
め
、
評
定
結
果
の
普
遍
性

を
確
保
す
る
。
ま
た
、
評
定
要
素
の
意
義
に
加
え
「
評
定

実
及
び
中
長
期
的
な
視
点
で
の
人
材
確
保
、
採
用
試
験
の
あ

り
方
、
採
用
試
験
結
果
の
公
表
の
検
討
を
行
う
。

②
異
動職

員
一
人
ひ
と
り
が
多
様
な
経
験
を
通
じ
て
、
自
己
の
能

力
を
開
発
・
発
揮
す
る
機
会
を
提
供
し
、
自
己
表
現
で
き
る

よ
う
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
現
行
の
自
己
申
告
制

度
の
改
善
や
職
員
の
経
歴
管
理
の
充
実
、
適
材
適
所
へ
の
配

置
に
取
り
組
む
。

③
昇
任各

職
位
に
適
切
な
人
材
を
選
抜
し
、
昇
任
が
、
さ
ら
に
意

欲
を
持
っ
て
仕
事
と
能
力
開
発
に
取
り
組
む
機
会
と
な
る
よ

う
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ

た
昇
任
計
画
、
昇
任
選
考
に
お
け
る
試
験
制
度
導
入
の
検
討

を
行
う
。

④
人
事
考
課

人
事
考
課
が
、
担
当
す
る
職
務
に
対
す
る
能
力
・
成
果
を

適
正
に
把
握
し
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
開
発
の
た
め
に

役
立
つ
有
効
な
制
度
と
な
る
よ
う
、
評
定
方
法
の
充
実
、
能

力
・
成
果
を
よ
り
反
映
す
る
給
与
制
度
の
検
討
を
行
う
。

⑤
女
性
職
員
の
能
力
開
発

女
性
職
員
の
積
極
的
な
活
用
を
図
り
、
多
様
な
経
験
を
通

じ
て
自
己
の
能
力
を
開
発
・
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
い

く
た
め
、
女
性
職
員
の
職
域
拡
大
・
登
用
を
推
進
す
る
。

⑥
学
習
的
風
土

職
員
一
人
ひ
と
り
が
仕
事
の
達
成
感
を
味
わ
え
る
よ
う
な

仕
組
み
を
築
き
、
仕
事
を
進
め
る
過
程
の
中
で
、
職
場
全
体

で
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
管
理
監
督
者

の
能
力
開
発
を
図
る
と
と
も
に
、
目
標
管
理
制
度
の
研
究
を

行
う
。

⑦
職
員
研
修

本
市
の
研
修
は
、
一
般
研
修
、
国
内
派
遣
研
修
、
自
主
研

修
、
職
場
研
修
か
ら
な
る
単
独
研
修
と
研
修
機
関
に
派
遣
す

る
派
遣
研
修
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ

て
職
員
の
能
力
開
発
を
推
進
し
て
い
る
。

今
後
も
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
意
欲
を
持
っ
て
求
め
ら
れ

る
能
力
を
計
画
的
に
開
発
し
、
仕
事
に
活
用
で
き
る
よ
う
な

体
系
化
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
、
研
修
委
員
会
を
よ
り
一
層
活
用
し
、
研
修
計
画
に
お
い
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一
年
間
を
通
し
て
の
勤
務
評
定
で
、
毎
年
一
回
、
二
月
に

実
施
し
ま
す
。
評
定
結
果
は
、
昇
給
・
昇
格
等
給
与
・
処
遇

面
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

②
特
別
評
定

定
期
評
定
以
外
に
特
別
に
実
施
す
る
勤
務
評
定
で
、
主
に

勤
勉
手
当
支
給
時
に
、
年
二
回
実
施
し
ま
す
。
評
定
結
果

は
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

⑵　

評
定
対
象
期
間

①
定
期
評
定

前
年
二
月
一
日
か
ら
一
月
三
一
日
ま
で

②
特
別
評
定

六
月
期 ―

 

前
年
一
二
月
二
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で

一
二
月
期 ―

 

六
月
二
日
か
ら
一
二
月
一
日
ま
で

⑶　

対
象
職
員

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
指
導
主
事
を
除
く
全
職
員
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

⑷　

評
定
者
及
び
被
評
定
者

被
評
定
者

評
価
者

調
整
者

最
終
評
定
者

部
長
職

副
市
長
・
教
育
長

任
命
権
者

任
命
権
者

市
長

課
長
職

部
長

副
市
長
・
教
育
長

任
命
権
者

課
長
補
佐
職

係
長
職

一
般
職

技
能
労
務
職

課
長

部
長

任
命
権
者

⑸　

評
定
方
法

・
定
期
評
定

　

①
目
標
の
設
定
・
面
談
・
自
己
評
価

ア　

評
定
者
は
、
年
度
当
初
に
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー

ト
（
資
料
１
）
を
被
評
定
者
に
配
布
し
、
目
標
の
設
定
欄

に
当
該
年
度
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
・
目
標
を
記
入
後
に

回
収
し
ま
す
。

イ　

課
題
・
個
人
目
標
等
に
つ
い
て
、
被
評
定
者
と
面
談

を
行
い
、
結
果
を
面
談
記
録
票
（
資
料
２
）
に
記
載
し
ま

す
。
一
般
職
及
び
技
労
職
の
面
談
に
は
、
必
要
に
応
じ
課

長
補
佐
・
係
長
等
も
同
席
し
ま
す
。

す
る
う
え
で
の
着
眼
点
」
を
加
え
る
。

エ　

総
合
評
定
の
ル
ー
ル
化

勤
務
実
績
の
評
価
に
つ
い
て
、
各
評
定
要
素
の
評
価
を

数
値
化
し
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
総
合
評
定
（
Ａ
〜
Ｅ
）
が

導
か
れ
る
よ
う
に
す
る
。

オ　

評
定
項
目
の
見
直
し

人
物
評
価
で
は
な
く
、
職
務
を
通
じ
て
現
れ
る
能
力
・

成
果
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
位
に
応

じ
た
よ
り
適
切
な
業
務
の
遂
行
を
意
識
し
、
行
動
し
た
職

員
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
上
司
に
お
い
て

は
、
常
に
部
下
職
員
の
仕
事
ぶ
り
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ

て
お
く
必
要
が
増
し
、
業
務
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
職
場

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。

カ　

任
用
・
処
遇
等
へ
の
積
極
的
活
用

評
定
結
果
に
基
づ
く
処
遇
に
つ
い
て
、
評
語
Ａ
・
Ｂ
の

者
に
つ
い
て
は
、
昇
任
、
昇
格
、
特
別
昇
給
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
、
評
語
Ｄ
・
Ｅ
の
者
に
つ
い
て
は
、
昇
給

延
伸
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
平
成
一
四
年
一
月
に
は
、
勤
務
評
定
票
の
評
定
項
目
を

人
材
育
成
基
本
方
針
に
よ
り
対
応
す
る
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
一

五
年
一
月
に
は
、
評
定
項
目
に
お
け
る
考
課
の
具
体
的
基
準
を
明

示
し
た
「
考
課
基
準
表
」
を
策
定
し
、
職
員
へ
公
表
し
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
平
成
一
五
年
度
よ
り
勤
務
成
績
評
定
票
の
自
己
評
価

欄
に
替
え
て
、「
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー
ト
」
を
導
入
し
、

い
わ
ゆ
る
目
標
管
理
的
手
法
を
取
り
入
れ
た
勤
務
評
定
制
度
へ
移

行
し
ま
し
た
。
勤
務
評
定
結
果
に
つ
い
て
も
、
昇
給
・
昇
格
・
昇

任
な
ど
給
与
・
処
遇
面
に
本
格
的
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
、
こ
れ
ま

で
の
昇
給
・
昇
格
基
準
等
を
見
直
し
、
平
成
一
八
年
四
月
の
給
与

構
造
改
革
の
導
入
に
よ
り
、
現
在
の
人
事
評
価
制
度
に
よ
る
勤
務

評
定
制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

四　

制
度
の
概
要

相
生
市
職
員
勤
務
成
績
評
定
規
則
に
基
づ
き
、
公
正
な
勤
務
成

績
の
評
定
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
能
力
開
発
及
び
人

材
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

⑴　

評
定
の
種
類

①
定
期
評
定
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連
動
さ
せ
て
お
ら
ず
、
目
標
、
成
果
、
自
己
評
価
等
の
内
容

は
、
評
定
者
が
評
価
す
る
際
の
評
定
材
料
の
一
つ
と
し
て
位

置
付
け
て
お
り
、
目
標
達
成
に
向
け
て
の
取
組
み
状
況
や
目

標
と
し
て
設
定
し
て
い
な
か
っ
た
業
務
や
取
組
み
状
況
も
含

め
て
総
合
的
に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

評
定
者
は
、
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー
ト
を
勤
務
成
績

評
定
票
と
と
も
に
、
調
整
者
へ
提
出
し
ま
す
。

・
特
別
評
定

　

評
定
（
評
定
時
期　

六
月
・
一
一
月
）

各
評
定
対
象
期
間
内
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
つ
い
て
、
評

語
Ａ
〜
Ｅ
で
評
価
し
ま
す
。
評
語
Ａ
・
Ｂ
と
評
価
し
た
場
合

は
、
そ
の
事
由
を
具
体
的
に
記
入
し
、
評
語
Ｄ
・
Ｅ
と
評

価
し
た
場
合
は
、
評
定
結
果
に
基
づ
き
指
導
を
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
事
由
及
び
指
導
結
果
を
具
体
的
に
記
入
し
ま
す
。

定
期
評
定
同
様
、
一
般
職
、
技
労
職
の
評
定
に
あ
た
っ
て

は
、
必
要
に
応
じ
課
長
補
佐
、
係
長
等
か
ら
事
情
聴
取
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
特
別
評
定
用
の
勤
務
成
績
評
定
票
を
調

整
者
へ
提
出
し
ま
す
。

⑹　

調
整
方
法

定
期
評
定
、
特
別
評
定
と
も
、
調
整
者
は
必
要
に
応
じ
評
定
者

か
ら
事
情
聴
取
し
、
評
定
者
が
行
っ
た
評
定
に
つ
い
て
、
不
均
衡

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
調
整
し
、
調
整
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ

の
結
果
を
評
定
者
に
報
告
し
ま
す
。

評
定
終
了
後
、
定
期
評
定
は
、
勤
務
成
績
評
定
票
と
個
人
目

標
・
自
己
管
理
シ
ー
ト
を
、
特
別
評
定
に
つ
い
て
は
、
特
別
評
定

用
の
勤
務
成
績
評
定
票
を
総
務
課
へ
提
出
後
、
最
終
評
定
者
で
あ

る
市
長
が
評
定
を
決
定
し
ま
す
。

五　

勤
務
評
定
結
果
の
活
用
に
つ
い
て

任
用
・
処
遇
へ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
一
月
及
び

平
成
一
五
年
二
月
に
基
準
を
見
直
し
、
平
成
一
八
年
四
月
の
給
与

構
造
改
革
後
、
現
在
の
制
度
と
し
て
運
用
し
て
い
ま
す
。
現
在
の

基
準
は
、
明
確
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
努
力
し
成

果
を
あ
げ
た
も
の
が
報
わ
れ
る
任
用
・
給
与
制
度
と
な
る
よ
う
改

正
し
た
も
の
で
、
平
成
一
五
年
二
月
に
見
直
し
た
基
準
を
基
本
と

し
て
い
ま
す
。

ウ　

評
定
者
は
必
要
に
応
じ
（
特
別
評
定
時
に
は
必
ず
）
被

評
定
者
と
年
度
途
中
に
お
い
て
、
面
談
を
行
い
ま
す
。

エ　

評
定
者
は
、
定
期
評
定
（
二
月
）
を
行
う
に
あ
た
り
、

課
題
・
目
標
が
記
入
さ
れ
た
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー

ト
を
被
評
定
者
に
配
布
し
、
自
己
評
価
欄
記
入
後
に
回
収

し
ま
す
。

オ　

評
定
者
は
、
被
評
定
者
と
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー

ト
の
自
己
評
価
欄
の
記
入
内
容
等
に
基
づ
き
、
面
談
を
行

い
、
達
成
状
況
等
を
確
認
し
ま
す
。

カ　

評
定
者
は
、
必
要
に
応
じ
（
課
長
級
の
評
語
Ｃ
並
び
に

評
語
Ｄ
及
び
Ｅ
の
者
は
必
ず
）
被
評
定
者
と
定
期
評
定
結

果
に
基
づ
き
、
年
間
を
総
括
し
、
評
定
結
果
を
話
し
合
う

と
と
も
に
、
改
善
が
必
要
な
被
評
定
者
に
つ
い
て
指
導
を

行
い
ま
す
。

　

②
指
導
、
観
察
等

ア　

評
定
者
は
、
常
に
職
員
を
観
察
し
、
そ
の
能
力
及
び
意

欲
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
指
導
及
び
育
成
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

イ　

評
定
者
は
、
観
察
・
指
導
・
育
成
の
結
果
を
随
時
、
指

導
観
察
記
録
票
（
資
料
３
）
に
記
載
し
ま
す
。

　

③
評
定
（
評
定
時
期　

二
月
）

評
定
者
は
、
考
課
基
準
表
（
資
料
４
）
を
参
考
に
、
個
人

目
標
・
自
己
評
価
シ
ー
ト
、
指
導
観
察
記
録
、
面
接
結
果
等

に
基
づ
き
、
そ
の
職
位
に
求
め
ら
れ
る
能
力
、
意
識
・
態

度
、
実
績
を
適
正
に
評
価
し
ま
す
。

勤
務
成
績
評
定
票
（
資
料
５
）
に
お
い
て
、
表
面
の
「
１

　

適
性
等
」
を
記
入
し
、「
２　

勤
務
実
績
の
評
価
」
を
行

い
ま
す
。
評
定
要
素
（
十
項
目
）
は
、
人
材
育
成
基
本
方
針

に
定
め
る
必
要
な
能
力
等
で
あ
り
、
各
要
素
五
点
の
合
計
五

十
点
満
点
で
、
合
計
点
数
に
よ
り
評
語
Ａ
〜
Ｅ
の
五
段
階
で

総
合
評
価
を
行
い
ま
す
。

一
般
職
及
び
技
労
職
の
評
定
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に

応
じ
、
課
長
補
佐
・
係
長
等
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
評
定

者
は
、
勤
務
成
績
評
定
の
目
的
を
理
解
し
、
客
観
的
に
均
衡

の
と
れ
た
評
定
を
行
う
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。ま

た
、
本
市
の
個
人
目
標
・
自
己
評
価
シ
ー
ト
に
つ
い
て

は
、
目
標
管
理
と
評
価
を
、
点
数
化
す
る
な
ど
直
接
的
に
は
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六　

今
後
の
課
題

平
成
一
五
年
度
か
ら
現
制
度
を
運
用
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
の

課
題
と
し
て
、
よ
り
公
平
・
公
正
・
納
得
性
の
高
い
制
度
と
し
て

運
用
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
点
で
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

①
評
価
者
研
修
の
充
実

人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
よ
い
内
容
の
制
度

で
あ
っ
て
も
、
第
一
に
評
価
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
評
価
者
の
資
質
向
上

を
図
り
、
公
正
・
公
平
な
納
得
性
の
高
い
評
価
を
行
う
こ
と

が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
評
価
者
を
対
象

に
外
部
講
師
に
よ
る
人
事
考
課
研
修
を
実
施
し
て
き
ま
し
た

が
、
引
き
続
き
研
修
方
法
等
の
研
究
を
行
い
な
が
ら
、
制
度

の
精
度
を
高
め
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま

す
。

②
評
価
結
果
の
開
示

現
制
度
で
は
、
面
接
等
を
通
し
て
被
評
定
者
と
評
価
者
が

定
期
評
定
結
果
に
基
づ
き
話
し
合
う
と
と
も
に
、
改
善
が
必

要
な
被
評
定
者
に
つ
い
て
は
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す
が
、
評
価
結
果
の
開
示
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
材
育
成

と
被
評
価
者
の
納
得
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
評
価
結
果
を
開

示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
が
、
評
価
の
偏
り
や

人
間
関
係
の
対
立
な
ど
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後

に
お
い
て
、
開
示
方
法
、
開
示
の
対
象
職
員
や
苦
情
相
談
制

度
の
創
設
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
て
検
討
し
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
は
、
既
に
、
勤
務
評
定
結
果
を
給
与
・
処
遇
面

に
反
映
さ
せ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
と
も
、
時
代
に
あ
っ
た
制
度

改
正
を
行
い
な
が
ら
、
こ
の
人
事
評
価
制
度
が
職
員
の
士
気
を
高

め
、
人
材
を
育
成
し
、
個
人
そ
し
て
組
織
の
向
上
に
繋
が
る
も
の

と
な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑴　

定
期
評
定
結
果
の
昇
給
、
昇
格
等
へ
の
反
映

①
昇
給
へ
の
反
映

定
期
評
定
結
果
の
評
語
Ａ
〜
Ｅ
に
つ

い
て
昇
給
区
分
を
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
〜
Ｅ
と

し
、
そ
の
昇
給
区
分
に
よ
り
昇
給
号
給

数
を
決
定
し
、
次
期
昇
給
日
に
昇
給
し

て
い
ま
す
。
昇
給
区
分
及
び
昇
給
号
級

数
は
下
表
の
と
お
り
で
す
が
、
下
段
は

五
五
歳
を
超
え
る
職
員
に
適
用
し
、

上
段
は
そ
れ
以
外
の
職
員
に
適
用
し
ま

す
。
ま
た
、
昇
給
区
分
Ｃ
・
Ｄ
の
括
弧

内
は
、
課
長
級
以
上
の
職
員
に
つ
い
て

定
め
た
も
の
で
、
一
般
職
等
と
比
べ
一

ラ
ン
ク
厳
し
く
運
用
し
て
い
ま
す
。

昇
給
対
象
職
員
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
概
ね
、
国
の
定
め

る
初
任
層
職
員
の
基
準
割
合
に
準
じ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内

で
対
象
者
数
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

②
昇
格
へ
の
反
映

昇
格
に
つ
い
て
は
、
現
に
属
す
る
職
務
の
級
の
在
職
期
間

に
お
け
る
勤
務
評
定
結
果
に
基
づ
き
決
定
し
て
い
ま
す
。
必

要
在
級
年
数
に
加
え
て
選
考
対
象
と
な
る
在
級
年
数
を
定
め

て
お
り
、
評
語
Ａ
〜
Ｅ
に
各
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
、
前
回
昇
格

後
の
ポ
イ
ン
ト
合
計
に
よ
り
昇
格
者
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

③
そ
の
他

係
長
職
へ
の
昇
任
に
つ
い
て
は
、
係
長
職
昇
任
選
考
試
験

を
導
入
し
て
お
り
、
筆
記
試
験
、
論
文
試
験
と
あ
わ
せ
て
、

過
去
三
年
間
の
勤
務
評
定
結
果
に
よ
り
合
否
を
決
定
し
て
い

ま
す
。

⑵　

特
別
評
定
結
果
の
勤
勉
手
当
へ
の
反
映

特
別
評
定
結
果
の
評
語
Ａ
〜
Ｅ
に
つ
い
て
、
勤
勉
手
当
支
給
率

に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。
評
語
Ｃ
を
標
準
と
し
て
支
給
率
を
〇
・

七
一
と
し
、
評
語
Ａ
を
〇
・
九
、
評
語
Ｂ
を
〇
・
八
、
評
語
Ｄ
を

〇
・
五
、
評
語
Ｅ
を
〇
・
三
と
し
て
い
ま
す
。
評
語
Ａ
・
Ｂ
に
係

る
財
源
に
つ
い
て
は
、
評
語
Ｄ
・
Ｅ
の
支
給
率
減
分
と
総
額
〇
・

七
二
五
と
標
準
Ｃ
の
〇
・
七
一
と
の
差
〇
・
〇
一
五
分
及
び
扶
養

手
当
分
を
査
定
財
源
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
員
分
布
率
は
、

国
の
通
達
及
び
運
用
指
針
に
準
じ
運
用
し
て
い
ま
す
。

昇給区分ＡＢＣＤＥ

昇給の
号給数

8
以上

64
（2）

2
（0）

0

4
以上

32
（1）

1
（0）

0
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成
績
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定
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課
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係
長
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《特集》～人事評価制度の実例②～

一　

は
じ
め
に

長
泉
町
は
、
静
岡
県
東
部
に
位
置
し
、
面
積
は
二
六
・
五
一

㎢
、
沼
津
市
、
三
島
市
等
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
町
で
す
。
本
年
四

月
に
は
、
県
下
の
町
で
は
初
め
て
人
口
が
四
万
人
を
超
え
、
東
海

道
新
幹
線
で
東
京
駅
ま
で
一
時
間
と
い
う
立
地
条
件
も
あ
り
、
現

在
も
順
調
に
人
口
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
本
年
一
〇
月
一
日
現
在

の
総
人
口
は
、
四
万
一
二
八
人
、
職
員
数
は
三
〇
六
人
で
す
。

本
町
の
人
事
考
課
制
度
導
入
の
ス
タ
ー
ト
は
、
平
成
一
一
年
に

定
め
た
「
行
政
改
革
大
綱
・
同
実
施
計
画
書
」
の
検
討
過
程
に
お

い
て
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
職
員
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
〝
仕
事
を
一
生
懸
命
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
同
じ

処
遇
と
い
う
人
事
管
理
は
あ
ま
り
に
も
お
か
し
い
〞
と
い
っ
た
意

見
か
ら
で
し
た
。

当
時
、
本
町
で
は
、
行
政
改
革
の
取
組
み
の
一
環
と
し
て
、
係

制
廃
止
、
チ
ー
ム
・
グ
ル
ー
プ
制
導
入
な
ど
に
よ
る
フ
ラ
ッ
ト
で

効
率
的
な
組
織
機
構
を
作
り
上
げ
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
実
現
に
は
、
適
正
な
人
事
管
理
制
度
の
運
用
が

必
要
不
可
欠
と
考
え
、
行
政
改
革
実
施
計
画
書
に
「
職
員
の
評
価

制
度
の
確
立
（
平
成
一
二
年
度
か
ら
の
実
施
）」
を
明
記
し
、
先

長
泉
町
の
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て

静
岡
県
長
泉
町
行
政
課
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下
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を
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え
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、
現
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調
に
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口
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加
し
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い
ま
す
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現
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口
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、
四
万
一
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八
人
、
職
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数
は
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六
人
で
す
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考
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制
度
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入
の
ス
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ト
は
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平
成
一
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に

定
め
た
「
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改
革
大
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・
同
実
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計
画
書
」
の
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程
に
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て
職
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ア
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ケ
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ト
を
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た
と
こ
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、
多
く
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せ
ら
れ
た
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仕
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を
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や
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て
も
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う
人
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管
理
は
あ
ま
り
に
も
お
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し
い
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と
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っ
た
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時
、
本
町
で
は
、
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改
革
の
取
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み
の
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と
し
て
、
係

制
廃
止
、
チ
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ム
・
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プ
制
導
入
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フ
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で

効
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的
な
組
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機
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り
上
げ
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
実
現
に
は
、
適
正
な
人
事
管
理
制
度
の
運
用
が

必
要
不
可
欠
と
考
え
、
行
政
改
革
実
施
計
画
書
に
「
職
員
の
評
価

制
度
の
確
立
（
平
成
一
二
年
度
か
ら
の
実
施
）」
を
明
記
し
、
先

長
泉
町
の
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て

静
岡
県
長
泉
町
行
政
課

進
団
体
を
参
考
に
検
討
を
行
い
、
平
成
一
二
年
三
月
に
「
長
泉
町

職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
」
を
定
め
、
同
年
四
月
に
同
制

度
を
試
行
、
翌
平
成
一
三
年
度
か
ら
本
格
実
施
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

二　

考
課
制
度
の
概
要

⑴　

評
価
の
実
施
方
法

長
泉
町
の
考
課
制
度
に
よ
る
成
績
評
価
は
、
条
件
附
採
用
者
に

関
す
る
臨
時
評
価
を
除
き
、
全
職
員
を
対
象
に
二
月
一
日
を
基
準

日
と
し
た
「
定
期
評
価
」
を
年
一
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
年
度
単
位
一
回
で
評
価
す
る
こ
と
に
よ

り
、

・
年
度
当
初
の
目
標
設
定
、
期
間
内
の
成
果
、
取
組
過
程
の
把
握

等
の
人
事
管
理
が
容
易
で
あ
る

・
評
価
者
が
期
間
を
通
じ
て
同
一
な
た
め
、
被
評
価
者
に
対
す
る

指
導
・
育
成
効
果
が
高
い

・
評
価
者
の
評
価
に
関
す
る
事
務
的
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

・
評
価
結
果
の
人
事
、
給
与
面
へ
反
映
し
や
す
い
（
本
町
は
四
月

昇
給
）

等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
制
度
本
来
の
目
的
で
あ
る
職
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育

成
を
図
る
た
め
に
、
評
価
期
間
に
お
い
て
「
目
標
設
定
面
接
（
四

月
）・
中
間
面
接
（
一
〇
月
）・
育
成
面
接
（
二
月
）」
と
い
っ
た

三
回
の
面
接
を
一
次
評
価
者
に
義
務
付
け
て
お
り
、
ま
た
、
評
価

票
の
提
出
の
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
面
接
内
容
を
記
録
し
た
職
員
ご

と
の
面
接
シ
ー
ト
を
添
付
さ
せ
て
い
ま
す
。（
資
料
１
「
面
接
シ

ー
ト
（
目
標
設
定
面
接
時
記
入
例
）
参
照
）

⑵　

評
価
者
及
び
調
整
者

評
価
は
、
部
長
級
職
員
を
除
き
、
必
ず
複
数
の
評
価
者
に
よ
っ

て
行
い
、
全
般
に
わ
た
り
公
正
な
評
価
を
行
う
た
め
、
調
整
者
を

設
け
て
い
ま
す
。

対
象
職
員

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

調
整
者

部
長
級

副
町
長

課
長
級

部　

長

副
町
長

副
町
長

　

・
総
務
部
長

そ
の
他
職
員

課　

長

部　

長

な
お
、
教
育
委
員
会
の
部
長
級
職
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育

長
が
一
次
評
価
者
と
な
り
、
副
町
長
が
調
整
者
と
な
り
ま
す
。
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ま
た
、
制
度
運
用
開
始
後
、
二
次
評
価
者
（
部
長
級
）
に
つ
い

て
は
、
全
被
評
価
者
の
行
動
、
能
力
等
の
評
価
要
素
の
詳
細
な
把

握
が
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
公
正
な
評
価
を
行
う
に
あ
た
り
支
障

が
生
じ
や
す
い
と
い
う
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
、
平
成
一
四
年

度
か
ら
は
、
各
チ
ー
ム
等
の
リ
ー
ダ
ー
、
幼
稚
園
や
保
育
園
の
園

長
を
評
価
者
補
佐
に
指
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
評
価
者
補
佐
は
、
自
己
の
チ
ー
ム
や
園
に
所
属
す
る
職

員
の
評
価
を
行
い
、
被
評
価
者
ご
と
の
評
価
票
を
〝
内
申
資
料
〞

と
し
て
二
次
評
価
者
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
、
二
次
評
価
者
は
、

こ
の
評
価
者
補
佐
の
評
価
内
容
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
評
価
を

行
う
よ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。

⑶　

評
価
要
素
及
び
評
価
方
法

評
価
は
、

「
職
務
遂
行
能
力
」

「
取
組
姿
勢
」

「
仕
事
の
成
果
」

と
い
っ
た
三
つ
の
評
価
項
目
の
大
分
類
内
に
、
職
種
・
職
階
ご
と

に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
等
の
評
価
項
目
を
各
々
定
義
し
、
こ
の
項

目
ご
と
に
評
価
の
着
眼
点
（
求
め
ら
れ
る
行
動
）
を
示
し
た
五
種

類
の
評
価
票
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
概
ね
三
〇
前
後
の
着
眼
点
ご
と
に
五
段
階
評
価
を
行

い
、
評
価
者
ご
と
に
「
三
〇
点
」
の
総
合
評
点
が
「
期
待
ど
お
り

の
職
員
」
と
な
る
設
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
評
価
は
、
一
次
評
価
者
、
二
次
評
価
者
が
各
々
評
価
票

に
基
づ
き
実
施
し
、
お
互
い
に
評
点
の
摺
り
合
わ
せ
等
を
行
う
こ

と
な
く
、
総
務
部
長
宛
て
に
提
出
す
る
た
め
、〝
複
数
に
よ
る
評

定
〞
は
確
実
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
次
、
二
次
評
価
者
の
同
一
の
被
評
価
者
に
対
す
る

評
定
が
大
き
く
異
な
る
場
合
（
特
に
〝
三
〇
点
〞
の
基
準
ラ
イ
ン

を
挟
ん
で
大
き
く
異
な
る
場
合
）
は
、
調
整
者
に
よ
り
、
評
定
者

の
評
定
基
準
や
評
価
し
た
具
体
的
事
実
等
に
つ
い
て
確
認
を
行

い
、
評
価
点
の
調
整
を
行
い
、
よ
り
公
正
な
評
価
と
な
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
評
価
の
着
眼
点
に
対
し
て
、
被
評
価
者
に
つ
い
て
、
明

確
に
判
断
で
き
る
行
動
等
が
評
価
期
間
中
に
見
受
け
ら
れ
ず
、
評

定
が
困
難
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
評
価
者
が
〝
わ
か
ら
な
い
〞
か

ら
無
難
な
評
点
「
３
」
を
安
易
に
選
択
す
る
こ
と
を
避
け
、
公
正

な
評
価
と
す
る
た
め
に
、
平
成
十
四
年
度
よ
り
、
五
段
階
評
価
以

外
に
、「
着
眼
点
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
機
会
が
な
く
観
察
で
き

な
か
っ
た
」
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
と
し
て
、
例
外
的
に
『
Ｎ
Ａ
（
ノ

ー
ア
ン
サ
ー
）』
を
評
価
段
階
に
追
加
し
ま
し
た
。（
別
記
「
様
式

第
一
号　

行
政
職
一
級
〜
三
級
」
評
価
票
参
照
）

⑷　

評
価
別
ラ
ン
ク
の
決
定

全
職
員
の
評
定
に
つ
い
て
は
、
一
次
、
二
次
評
価
の
合
計
評
価

点
に
応
じ
て
次
表
の
よ
う
に
五
段
階
に
ラ
ン
ク
付
け
を
行
っ
て
お

り
、
こ
の
ラ
ン
ク
を
人
事
・
給
与
に
反
映
さ
せ
、
活
用
し
て
い
ま

す
。 評

価
ラ
ン
ク

対
象
と
な
る
評
点

Ａ

特
に
優
秀

64
点
以
上

Ｂ

優　

秀

63
点

Ｃ

良　

好

62
点
〜
58
点

Ｄ

不　

良

57
点
・
56
点

Ｅ

特
に
不
良

55
点
以
下

こ
の
際
、
本
来
で
あ
れ
ば
、〝
期
待
ど
お
り
〞
と
す
る
六
〇
点

を
基
準
と
し
て
、
優
劣
を
明
確
に
ラ
ン
ク
付
け
す
る
こ
と
が
望
ま

職種・階層別評価項目一覧

対象職種・階層
評　価　項　目　内　容

職務遂行能力取組姿勢仕事の成果

主査～書記級
（行政職１～３級）

知識・技能理解・判断力積極性規律性

遂行過程質・量

創意・改善力応対力責任感協調性

主幹・副主幹級
（行政職、消防職４・５級）

知識・技能理解・判断力積極性規律性
行動・調整力指導力責任感協調性

部長、課長級
（行政職、消防職６級）

知識・技能決断力構想・企画力行動力
構想・企画力行動力積極性規律性
統率・指導力責任感

保育士・幼稚園教諭
（行政職１～３級）

保育能力学級経営能力積極性規律性
改善力応対力責任感協調性

消防士長～消防士級
（消防職１～３級）

技能労務職

知識・技能理解力積極性規律性
改善力応対力責任感協調性
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し
い
の
で
す
が
、
あ
ま
り
小
差
の
部
分
に
ま
で
優
劣
を
明
確
に
す

る
こ
と
で
、
職
員
の
意
欲
等
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
、
現
状
と
し

て
は
、「
良
好
」
と
さ
れ
る
Ｃ
ラ
ン
ク
の
評
点
の
幅
を
あ
え
て
広

く
設
定
し
て
い
ま
す
。

⑸　

評
価
者
訓
練
の
実
施

よ
り
公
正
で
信
頼
性
の
あ
る
考
課
制
度
の
運
用
に
不
可
欠
な
、

評
価
者
の
評
価
能
力
の
向
上
や
均
一
化
を
図
る
た
め
、
毎
年
度
、

定
期
評
価
前
（
一
二
月
頃
）
に
、
行
政
課
人
事
担
当
職
員
を
内
部

講
師
と
し
て
、
評
価
者
及
び
評
価
者
補
佐
を
対
象
に
評
価
者
訓
練

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
訓
練
に
お
い
て
は
、「
理
解
度
テ
ス
ト
」

に
よ
り
、
制
度
の
概
要
、
目
的
等
に
つ
い
て
再
確
認
を
行
う
と
と

も
に
、「
具
体
的
事
例
（
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）
の
個
人
別
評
定
、
グ

ル
ー
プ
別
評
定
等
を
行
う
こ
と
で
、
評
価
者
全
体
の
評
価
方
法
等

へ
の
認
識
の
統
一
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
度
当
初
に
は
、
新
規
の
評
価
者
、
評
価
者
補
佐
を
対

象
と
し
た
研
修
会
を
別
途
開
催
し
、
評
価
上
の
留
意
点
や
お
か
し

や
す
い
エ
ラ
ー
等
、
評
価
制
度
に
対
す
る
基
礎
的
な
認
識
を
高
め

る
と
と
も
に
、
他
の
評
価
者
と
で
き
る
だ
け
同
じ
視
点
で
評
価
が

行
え
る
よ
う
、
訓
練
用
ビ
デ
オ
を
使
っ
た
具
体
的
事
例
を
実
際
に

評
価
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三　

人
事
考
課
制
度
に
よ
る
評
定
結
果
の
活
用

現
在
、
本
町
で
は
、
先
程
述
べ
ま
し
た
五
段
階
の
評
価
ラ
ン
ク

及
び
評
価
点
を
次
の
よ
う
な
職
員
の
処
遇
面
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

⑴　

勤
勉
手
当
へ
の
評
定
の
反
映

考
課
制
度
試
行
か
ら
二
年
度
が
経
過
し
た
平
成
一
四
年
度
の

定
期
評
価
か
ら
は
、
評
価
制
度
が
あ
る
程
度
定
着
し
、
大
き
な

誤
差
が
生
じ
な
く
な
っ
た
と
の
判
断
か
ら
、
こ
の
定
期
評
価
の
評

定
結
果
を
翌
年
度
の
六
月
・
一
二
月
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
の
増

減
に
、
次
表
の
よ
う
に
反
映
を
し
て
い
ま
す
。（
表
中
の
成
績
率

は
、
平
成
一
九
年
度
現
在
の
率
）

評価ランク 成績率 増減
Ａ 80.5 0.08増
Ｂ 76.5 0.04増
Ｃ 72.5 増減無し
Ｄ 68.5 0.04減
Ｅ 64.5 0.08減

な
お
、
現
在
、
こ
の
よ
う
な
勤
勉
手
当
の
増
減
対
象
と
な
っ
て

い
る
職
員
は
、
全
職
員
の
約
二
〇
％
強
の
割
合
と
な
っ
て
い
ま

す
。

⑵　

昇
任
試
験
へ
の
活
用

本
町
で
は
、「
主
幹
・
副
主
幹
・
主
査
」
と
い
っ
た
役
付
職
へ

の
昇
任
試
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
各
試
験
に
お
い
て

は
、
教
養
試
験
、
論
文
、
面
接
等
に
加
え
、
対
象
職
員
の
過
去
三

年
間
の
評
定
内
容
を
、
合
否
に
関
す
る
最
も
高
い
配
点
比
重
と
し

て
活
用
し
て
お
り
、
評
価
点
の
換
算
値
を
百
点
満
点
の
う
ち
、

副
主
幹
・
主
査
で
は
六
〇
点
、
主
幹
で
は
八
十
点
の
配
点
と
い
っ

た
、
職
責
に
応
じ
た
配
点
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
度
よ
り
、
試
験
当
該
年
度
の
評
定
の
換
算
割
合
を

高
く
し
、
よ
り
職
員
の
直
近
の
勤
務
実
績
が
昇
任
に
適
正
に
反
映

さ
れ
る
仕
組
み
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
役
付
職
以
外
の
職
へ
の
昇
任
時
に
お
い
て
も
、

過
去
三
年
間
の
評
定
を
昇
任
判
断
資
料
と
し
て
活
用
し
て
お
り
、

「
昇
任
は
人
事
考
課
の
結
果
に
よ
る
」
と
い
う
意
識
は
職
員
に
定

着
し
て
き
て
い
ま
す
。

⑶　

昇
給
へ
の
反
映

昇
給
へ
の
評
価
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
勤
勉
手
当
と
は
異
な

り
、
年
金
や
退
職
手
当
な
ど
職
員
の
将
来
に
わ
た
っ
て
影
響
す
る

た
め
見
送
っ
て
き
ま
し
た
が
、
給
与
構
造
改
革
に
よ
る
昇
給
制
度

へ
の
反
映
等
の
主
旨
を
受
け
、
本
年
四
月
の
昇
給
時
に
お
い
て
、

評
定
結
果
の
優
劣
の
明
確
な
「
Ａ
」「
Ｅ
」
ラ
ン
ク
の
職
員
に
限

り
、
号
俸
の
増
減
を
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
の
反
映
は
、
対
象
と
す
る
ラ
ン
ク
を
限
定
し
た
試

行
的
な
運
用
と
し
た
た
め
、
来
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
評
定
結

果
等
を
慎
重
に
分
析
し
な
が
ら
、
対
象
職
員
の
拡
大
等
を
図
る
予

定
で
す
。
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⑷　

人
事
異
動
へ
の
活
用

人
事
異
動
へ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、「
○
ラ
ン
ク
な
ら
異
動
」

の
よ
う
な
明
確
な
基
準
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
設
け
て
お
ら
ず
、

一
次
評
価
者
（
所
属
長
）
に
よ
る
育
成
面
接
時
に
職
員
か
ら
提
出

さ
れ
る
「
自
己
申
告
書
」（
別
記
様
式
第
七
号
参
照
）
に
よ
る
職

員
の
意
向
等
と
評
定
結
果
を
併
せ
て
、
職
務
へ
の
適
性
を
判
断
す

る
補
助
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
管
理
職
（
部
長
・
課
長
級
）
へ
の
昇
任
に
つ
い
て
も
、

そ
の
能
力
、
適
性
を
判
断
す
る
材
料
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

⑸　

職
員
へ
の
育
成
手
段
と
し
て
の
活
用

従
来
か
ら
実
施
し
て
い
た
勤
勉
手
当
へ
の
反
映
や
本
年
度
か
ら

の
昇
給
へ
の
反
映
等
、
職
員
の
給
与
面
へ
の
影
響
が
明
確
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
該
当
と
な
る
職
員
（
Ｃ
ラ
ン
ク
以
外
の
職

員
）
に
は
、
給
与
面
へ
の
反
映
を
実
施
す
る
前
に
、
行
政
課
よ
り

各
所
属
長
に
対
し
、
該
当
職
員
の
「
ラ
ン
ク
・
評
価
概
要
」
を
記

載
し
た
通
知
書
を
送
付
し
、
こ
れ
を
基
に
所
属
長
か
ら
該
当
職
員

に
対
し
て
、
評
価
結
果
に
基
づ
く
育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
職
員
へ
の
的
確
な
指
導
を
行
い
、

発
奮
を
促
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
プ
ラ
ス
評
価
の
職
員
に

は
、〝
褒
め
る
〞
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
意
欲
を
持
っ
て
職
務
に
取

り
組
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
一
層
の
人
材
の
育
成
を
図
ろ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

四　

人
事
考
課
制
度
の
課
題
と
今
後
の
改
善
策

⑴　

現
状
の
制
度
の
課
題

現
在
に
至
る
ま
で
、
評
価
者
補
佐
制
度
の
導
入
、
評
価
項
目
の

精
査
、
評
価
段
階
の
見
直
し
等
、
制
度
自
体
の
見
直
し
を
進
め
て

き
ま
し
た
が
、
ま
だ
、
以
下
の
よ
う
な
課
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

①　

職
責
に
的
確
に
応
じ
た
評
価
項
目
及
び
評
価
の
着
眼
点
の

設
定

　
　

職
種
や
役
職
等
に
応
じ
て
評
価
項
目
、
着
眼
点
を
設
定
し

て
い
ま
す
が
、
評
定
項
目
や
着
眼
点
の
解
釈
が
、
具
体
性
を

欠
く
抽
象
的
な
要
素
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
評
価
者
に

よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
や
す
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②　
〝
目
標
管
理
〞
に
対
す
る
評
価
者
の
ス
キ
ル
不
足

　
　

年
度
当
初
に
、
一
次
評
価
者
（
所
属
長
）
に
よ
る
目
標
設

定
を
面
接
時
に
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
被
評
価
者
の
能
力
等

に
応
じ
た
適
正
な
目
標
設
定
、
個
人
目
標
と
組
織
目
標
と
の

リ
ン
ク
、
目
標
の
難
易
度
、
達
成
度
の
明
確
な
把
握
が
で
き

て
い
な
い
状
況
で
す
。

③　

優
劣
ラ
ン
ク
の
職
員
の
固
定
化

　
　

い
わ
ゆ
る
〝
優
秀
な
職
員
と
そ
う
で
な
い
職
員
〞
が
毎
年

度
の
評
価
の
中
で
ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
、
人
事
異
動
に
よ
っ
て

部
署
が
異
動
し
て
も
そ
の
傾
向
が
あ
り
、
考
課
制
度
が
、
職

員
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
い
て
い
な

い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

④　

評
価
者
間
の
評
価
基
準
の
誤
差

　
　

評
価
者
の
評
定
に
お
い
て
、〝
期
待
ど
お
り
で
あ
る
〞
と

す
る
『
３
』
の
評
価
基
準
の
幅
に
誤
差
が
生
じ
や
す
く
、

自
己
を
判
断
基
準
と
し
て
評
価
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
　

ま
た
、
勤
勉
手
当
、
昇
給
へ
評
定
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
自
分
の
行
う
評
定
結
果
が
具
体
的
な
処
遇
と
し
て
、

被
評
価
者
自
身
に
明
確
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
評
価
者
が

優
劣
を
つ
け
る
こ
と
へ
抵
抗
感
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
る
、
評

価
の
「
中
心
化
傾
向
」
が
一
部
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑵　

今
後
の
改
善
策

①　

よ
り
具
体
的
な
評
価
の
着
眼
点
の
設
定

　
　
〝
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
〞
の
考
え
方
を
活
用
し
た
「
理
想
と

す
る
職
員
像
」
を
、
職
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
利
用
し

て
、
職
階
ご
と
に
よ
り
明
確
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
評
価
者

が
、
評
価
の
着
眼
点
か
ら
共
通
し
た
、
求
め
ら
れ
る
具
体
的

人
物
像
を
描
け
る
も
の
に
改
め
て
い
き
ま
す
。

②　

目
標
管
理
に
基
づ
く
業
績
評
価
の
実
施

　
　

目
標
管
理
制
度
に
関
す
る
管
理
職
員
の
意
識
を
向
上
さ
せ

る
と
と
も
に
、
目
標
管
理
を
適
正
に
行
う
ス
キ
ル
向
上
の
た

め
に
、
外
部
講
師
を
招
い
て
「
目
標
管
理
能
力
向
上
研
修
」

を
行
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
職
員
の
個
人
目
標
と
組
織
目
標
と
を
的
確
に
リ
ン

ク
さ
せ
、
評
価
者
訓
練
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
対
す

る
評
価
時
に
、
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
職
務
の
達
成
度
や

難
易
度
を
数
値
化
し
、
実
際
の
評
価
時
に
運
用
し
ま
す
。

③　

面
接
を
活
用
し
た
職
場
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活



56地方公務員月報　平成19年12月号

《特集》～人事評価制度の実例②～

57 地方公務員月報　平成19年12月号

《特集》～人事評価制度の実例②～

性
化

　
　

現
在
、
実
施
し
て
い
る
年
三
回
の
面
接
に
つ
い
て
は
、
目

標
設
定
等
の
人
事
考
課
制
度
上
の
意
義
だ
け
で
な
く
、
職
場

内
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
に
も
大
き
く

役
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め

に
も
、
面
接
を
行
う
評
価
者
の
面
接
技
法
に
つ
い
て
も
研
修

を
行
い
、
そ
の
ス
キ
ル
向
上
を
図
り
ま
す
。

④　

人
事
・
給
与
へ
の
評
定
結
果
の
よ
り
適
正
な
反
映

　
　

現
在
ま
で
に
進
め
て
き
た
評
価
に
基
づ
く
給
与
へ
の
反
映

に
つ
い
て
、
よ
り
〝
頑
張
っ
た
職
員
に
報
い
る
〞
形
で
反
映

さ
せ
る
た
め
、
昇
給
、
勤
勉
手
当
に
反
映
す
る
評
価
点
の
対

象
枠
の
拡
大
に
よ
り
、
対
象
職
員
の
増
加
を
図
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
数
年
に
わ
た
っ
て
勤
務
成
績
が
不
良
な
職
員
に
対

し
て
は
、
よ
り
一
層
の
育
成
指
導
は
勿
論
の
こ
と
、
他
自
治

体
で
も
導
入
例
が
あ
る
「
通
告
書
」
等
を
本
人
に
示
し
た
上

で
、
な
お
勤
務
成
績
に
改
善
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
、
降
任

等
の
分
限
処
分
を
視
野
に
入
れ
た
対
応
を
早
急
に
検
討
し
ま

す
。

⑤　

評
価
者
の
評
価
レ
ベ
ル
の
向
上

　
　
〝
よ
り
事
実
に
基
づ
い
た
公
正
な
評
価
〞
を
実
施
す
る
た

め
に
、
現
在
、
一
次
評
価
者
に
依
頼
し
て
い
る
被
評
価
者
ご

と
の
「
具
体
的
事
実
記
入
シ
ー
ト
」
の
作
成
を
推
進
し
、
職

員
ご
と
に
評
価
期
間
内
の
具
体
的
な
事
実
を
確
実
に
記
録
、

把
握
す
る
こ
と
で
、
遠
近
誤
差
や
相
対
的
な
評
価
を
防
ぎ
ま

す
。

　
　

ま
た
、
評
価
者
訓
練
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
よ
り
均
一

化
さ
れ
た
評
価
基
準
の
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

五　

お
わ
り
に

平
成
一
二
年
度
の
試
行
期
間
を
含
め
、
本
年
度
で
八
年
目
を
迎

え
る
本
町
の
人
事
考
課
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
評
価
方
法
や
評

価
項
目
の
精
度
等
を
冷
静
に
分
析
す
る
と
、
本
町
の
よ
う
な
三
百

人
余
り
の
職
員
数
で
、
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
〝
全
職
員
の
大

ま
か
な
能
力
、
業
績
等
が
把
握
で
き
て
し
ま
う
〞
よ
う
な
組
織
規

模
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
強
引
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め

ま
せ
ん
。

し
か
し
、
職
員
の
能
力
や
業
績
を
人
事
・
給
与
面
に
多
少
な
り

と
も
反
映
し
、
そ
れ
が
職
員
の
中
に
定
着
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
人
事
管
理
上
、
ま
ず
は
〝
一
歩
前
進
〞
し
た
と
感
じ
て
い

ま
す
。

昨
年
、
国
際
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
実
践
的
課
題
解
決
型
研
修

「
人
事
評
価
制
度
の
構
築
と
運
用
」
を
受
講
し
た
際
、
講
師
を
勤

め
ら
れ
た
稲
継
裕
昭
先
生
が
講
義
の
中
で
、

「
人
事
制
度
改
革
に
終
り
は
な
い
。〝
も
や
も
や
〞
し
な
が
ら
常
に

走
り
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
ベ
ス
ト
よ
り
も
ベ
タ
ー
な
評
価
制
度

を
求
め
て
、
ま
ず
は
や
っ
て
み
る
こ
と
が
大
事
」

と
い
う
主
旨
の
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

本
町
の
人
事
考
課
制
度
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
は
〝
や
っ

て
み
る
〞
段
階
は
ク
リ
ア
し
、
そ
の
先
の
改
革
を
思
案
し
て
〝
も

や
も
や
〞
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
当
面
は
近
隣
市
町
と
の
合
併
を
せ
ず
に
、
行
政
を
単

独
で
運
営
し
て
い
く
本
町
と
し
て
は
、
地
方
分
権
が
進
み
多
く
の

権
限
が
委
譲
さ
れ
る
一
方
で
、
団
塊
世
代
の
職
員
の
退
職
に
よ
る

職
員
数
削
減
が
進
む
な
ど
、
人
材
面
で
非
常
に
厳
し
い
状
況
を
迎

え
、
職
員
の
能
力
ア
ッ
プ
が
急
務
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
現
状

に
留
ま
っ
て
い
る
余
裕
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
ま

す
。

し
た
が
っ
て
、
現
制
度
の
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
職
員
の

一
層
の
理
解
を
求
め
な
が
ら
、「
公
平
性
・
客
観
性
・
透
明
性
」

の
確
保
さ
れ
た
制
度
を
構
築
し
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
「
人
材
育

成
・
能
力
開
発
」
が
十
分
に
達
成
で
き
る
よ
う
、〝
も
や
も
や
〞

し
な
が
ら
で
も
改
革
、
変
革
を
繰
り
返
し
な
が
ら
〝
走
り
続
け
て

い
く
〞
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
今
後

と
も
人
事
考
課
制
度
の
運
用
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
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価システム ネジメント

人材育成・活用のための

はじめに

2007年、第166回通常国会において地方公務員法
及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案
が提出された。その動向や先の給与構造改革とあ
いまって地方自治体職員の能力要件やその評価が
注視されているところである。豊田市における人
事考課制度は、平成10年度に課長級以上の職員を
対象に目標管理を活用した考課制度としてスター
トした。目標管理による考課制度としたのは、本
市においては昭和50年代から重点目標制度という
ものを実施していたからである。この重点目標制
度は年度当初に市長以下庁内での議論を通して各
部門の組織目標を立案し、業務にあたるというも
のである。この組織目標とリンクする形で目標管
理制度による人事考課を導入したのである。
開始から11年目に入った本市の考課制度である
が、決して問題なく運用して来られたわけではない。
壁に突き当たり、その都度修正し、補完システムを
並行して実施しながら進めている。以下に、本市の
人事考課制度のこれまでの動きや考え方を述べる。

1人事考課制度の概要
 豊田市の人事考課制度は、年度当初の組織目標
の設定から始まり、個人目標の設定、目標の難易度
の調整を経て、１月１日を基準日としてその達成
度を考課し、その結果は翌年度の４月の昇給や昇
任等に即反映される（給与への反映は一部未反映
の階層もある。）。考課対象者は、行政職、医療職、
教育保育職、消防職にある全職員を対象として実
施している。
考課要素は、「業績」「能力」「態度」の三つから

なり、組織目標と連動していることからも「業績」
重視の考課体系としているが、これは単なる評価
ツールとしてではなく、あくまでも最終的には組
織パフォーマンスの向上につなげるための組織マ
ネジメントツールとして捉えている。したがって、
目標の設定が最も大切な工程であり、職員がいか
に組織課題を発見し、上司が部下を鼓舞しながら
その達成に導けるか、すなわちマネジメントその
ものとして、同時に人事考課制度の中核をなすも
のとして重点を置いている。

CASE STUDY ②－愛知県豊田市

豊田市の
人事考課制度と

マネジメント力の育成
古澤 彰朗

愛知県豊田市総務部人事課 副主幹

Akio Furusawa

豊 田 市



16 vol.86

人

材

育

成

・

活

用

の

た

め

の

評

価

シ

ス

テ

ム

と

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

特
集

価システム ネジメント

人材育成・活用のための

なお、豊田市の考課制度の解説はすでにアカデ
ミア75号（平成18年７月号）で紹介されているの
で考課の仕組み自体は今回省略する。

2人事考課制度と人材・組織マネジメント
課題には「やってくる課題」「見つける課題」「創
る課題」があると言われている。地方公務員は長
らく機関委任事務等の地方制度の中にあって、マ
ネジメント不在の組織であり、「見つける課題」や
「創る課題」が不得手と言われてきた。しかし、地
方分権の流れの中で「見つける課題」や「創る課
題」に対応できる人材をいかに育成するかが地方
自治体の今後を左右する大きな問題であると認識
している。こうした人材を育成するためにも目標
管理制度は有効なマネジメントツールなのである。
しかし、ただ単に職員に対して課題を発見せよ、創
造せよ、そしてチャレンジングな目標を設定せよ
と言っても職員がすぐにできるというものではな
く、できなければ給与に影響するぞと言ってみた
ところですぐにできるものでもない。
人事考課を導入するということは、これまでに
培ってきた組織風土（マネジメント体質）をも並行
して変えていくことを意味する。そうでなければ
単なる人事評価ツールとして終始するのみであっ
て、人材育成や組織力の向上につながっていかな
い。人事考課さえ導入すれば全て良しということ
はないのである。この点は、すでに人事考課制度を
導入している自治体であれば実感されているので
はないだろうか。人は組織に属しているのであり、
その組織に属している人を評価するということは、
その組織そのものを問うことにつながる。人事評
価制度の導入は、組織風土変革の入り口に立った
ということであり、その後、人事評価をどう使い、総
合的なマネジメントシステム全体をどう作り上げ
ていくかということが大切だと考えている。

3目標設定による自律的人材の育成
豊田市の人事考課制度は、チャレンジングな目
標を達成した場合には高い評価点となるように

なっている。しかし、前年踏襲型で仕事を一生懸
命やりますだけでは単なる「維持目標」であり、
「躍進目標」や「前進目標」といったより難易度の
高い目標にはなりえず、したがって高い評価点は
あまり望めない。決められた仕事をきちんとやる
ことが悪いと言うわけではない。そもそも、その
ことは大前提なのである。
法令に準拠した手続き業務を担当しているので、
裁量の幅がない、工夫の余地がほとんどない、だか
ら人事考課では適切に評価されないという声を耳
にすることがある。しかし、工夫できることは手
続きそのものだけではない。制度や仕組みを市民
に良くわかるように情報発信できているだろうか、
窓口で時間がかかるのは何故だろうかなどとサー
ビスの原点に返り、目指すべき成果イメージと比
較すれば工夫の余地がない、あるいは課題がない
などということはない。「見つける課題」はどこの
職場のどの業務であろうとあるはずであり、見つ
けようとするかしないかの違いである。
確かに部署によっては、目標を設定し易い、課
題が沢山あるという部署もある。しかし、課題に
は「やってくる課題」だけではない。成果イメー
ジに照らして自ら考えることで「見つける課題」
「創る課題」を発見し、解決していくことを日々繰
り返すことが人材育成となると考えている。単に
結果を評価し、給与に差をつければそれで終わり
という単純なものではないはずである。もちろん
給与に反映させることは必要である。自ら課題を
発見し、その解決に取組む姿勢を身に付け、それを
達成した者は正当に評価されるべきであり、その
評価が給与に反映されることは当然のことと考え
る。給与反映の程度はそれぞれの組織風土変革の
進捗に合わせて工夫すれば良いことであって、い
きなり大幅な給与格差を引き起こさせる必要はな
い。しかし、やってもやらなくても同じ処遇とい
うことはおかしなことであり、自律を促すために
結果を給与に反映することは必要な条件と考えて
いる。少し前にはなるが、本市における人材育成
基本方針策定時の職員アンケートでも、ある程度
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は給与に反映させるべきと回答した者が過半数を
超え、反映すべきではないと回答した者は５％強
に過ぎないのである。

4マネジメント階層の育成
豊田市の人事考課制度は課長級以上から導入さ
れている。すなわちマネジメント階層からスター
トしている。ということは、「組織の目標」＝「個
人の目標」となる環境から始まっているのである。
ところが、課長補佐級、係長級、一般職員と裾野を
広げるにつれて、職員個人の目標と組織目標が直
結しにくくなる。これを、上位目標と連結させて
いくのが係長以上の役職者の役割である。これら
役職者のマネジメント力の引き上げを並行して進
めないと目標管理自体がうまく回らないことにな
る。
よく、人事考課で目標を設定する際に「目標は
具体的に、できるだけ定量化するように」と職員
に説明される。本市においても研修でそう解説を
している。しかし、これが言葉足らずになり、うま
く伝わらないこともある。何が何でも達成指標を
数値化したら、その考課結果は実態とかけ離れた
とんでもないものになりかねない。求められるの
は、その目標を達成したらどういう状態になるの
か、その結果のイメージを具体的にすることであ
る。逆に言うと、成果・結果のイメージと現状を
照らし合わせて目標を導き出す作業が必要なので
ある。このときに重要となってくるものが上位職
のマネジメント力である。単に事務を部下に振り
分け、進行管理するだけが上司の役割ではない。
本市では、係長級に人事考課を拡大した際に併
せて「人材アセスメント」を導入している。これ
は、各職位のコンピテンシーに基づき、強み弱みや
マネジメント階層としての能力を評価するもので
ある。人事考課や昇任試験と併せて職位に応じた
能力を持つ者をポストに就けるようにしている。
そして、係長、副主幹（補佐級）、課長の各階層にな
る度にマネジメント研修を繰り返し実施し、マネ
ジメント階層の育成に努めているところである。

5一般職員の能力育成とジョブ・マッチング
豊田市では、35歳までの職員を能力育成期～拡

充期と位置づけ、ジョブ・ローテーションに基づ
き異動させている。それ自体は多くの自治体で実
施していることだが、よくあるのは「管理系」「事
業系」「窓口系」に課を分類し、異動させるという
ものである。本市の特徴は、単なる職場異動では
ない点である。課ではなく各人の担当業務に着
目し、業務を17分類４系統に区分し、「課」ではな
く実際に担当した「業務」すなわち「担当業務歴」
によるローテーションを行うことで職員のジョ
ブ・マッチングを目指している。また、ジョブ・
マッチングを図るために能力拡充期にある33歳程
度の職員を対象に「ジョブ・デザイン研修」を実
施している。この研修は、職員それぞれの「志向」
「能力」「適性」に着目し、それらを診断することに
よって、強み弱みを自覚したうえで、自信を持って
能力発揮期を迎えられるよう意図したものである。
この能力育成期～拡充期にあたる職員の人事考
課は、能力考課項目に選択制を設けて人材育成に
重点を置いている。しかし、それでも考課結果が
思わしくない職員には、特別に職務能力向上研修
を実施し、カウンセリングなどを経ながら改善を
促すよう努めている。

おわりに

豊田市では、「自ら学び実行する」「自ら感じ変
革する」「自ら考え創造する」職員の育成を目指し、
そのための人事考課制度をいかに運用するかは導
入当初から今に至っても大きな課題であり、職員
の反応を見ながら制度見直しの必要性を見定めて
いる。08年度も一般職員が組織目標に参画しやす
い制度へと見直しを予定しているところである。
常に現状の組織に見合った工夫を凝らすことが大
切であり、人事考課制度を使って何をしたいのか、
そのイメージと現状とのギャップを埋めるために
必要な次のステップは何なのか絶えず自問しなが
ら進めていくことが重要であると実感している。
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